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午前９時 00 分開会 

○議長（後山 幸次君） 皆さん、おはようございます。先月の１４日

には、中国の四川省でマグニチュード７.８の地震が起こり、死者も推

計で５万から６万人というようなことが報道されておりました。 

 また、マグニチュードはわずか０.５しか違いませんが、平成７年に

阪神淡路大震災では、６,４３４名の尊い命が奪われまして、１３年が

過ぎたところでございます。 

 このたび１４日に発生しました岩手宮城内陸地震は、マグニチュー

ドは７.２でありますが、これが都市部でなく中山間地域の山間地帯に

集中したのが幸いしたのか、死者も１１名、行方不明者も１１名と、大

変犠牲者が少なかったと、このように報道されております。 



 また、復旧作業も一生懸命頑張っておられますが、きのうから被災地

に雨が降り始めまして、捜索作業が中止になるといったことが起こっ

ております。一日も早い復興と、犠牲になられました方々に対し、心か

ら御冥福を祈りたいものであります。 

 それでは、本日より平成２０年第３回津和野町議会定例会が招集さ

れましたところ、皆様方にはおそろいでお出かけいただきましてあり

がとうございました。本定例会は、専決処分の承認、契約案件、人事案

件、条例案件、平成２０年度各会計補正予算などについて御審議いただ

くわけでありますが、皆様方の慎重な御審議をよろしくお願いをいた

します。 

 ただいまの出席議員数は１７名全員であります。定足数に達してお

りますので、平成２０年第３回定例会を開会し、直ちに本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（後山 幸次君） 日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、１１番、滝元



三郎君、１２番、道信俊昭君を指名いたします。 

 それでは、先日議会運営委員会を開催いたしまして今定例会の会期

及び議事日程等について協議をいたしましたので、その結果について

委員長の報告を求めます。１１番、滝元三郎君。 

○議会運営委員長（滝元 三郎君） 議会運営委員会協議報告書、議会

運営委員会を平成２０年６月１６日に開催し、今定例会の議会運営に

ついて協議しましたので、その結果を津和野町会議規則第７７条の規

定により報告いたします。 

 今定例会の会期は、本日６月２０日から６月２６日までの７日間と

したいと思います。 

 初日の２０日は、議長より諸般の報告を受けた後、町長提出議案のう

ち、専決案件、契約案件、人事案件、条例案件、各会計補正予算等の議

案について一括説明を受けたいと思います。その後、専決、契約、人事

案件について質疑、討論、採決を行い、新設の条例案件については委員

会付託とし、散会したいと思います。 

 ２１日、２２日は休会といたします。 

 ２３日は、一般質問に入りたいと思います。今回の一般質問は、１１

人の３１件です。 



 ２４日は、前日に引き続いて一般質問を行い、終了後、残り議案の質

疑、討論、採決を行い、委員会の中間報告、また請願の所定の処理を行

って全日程を終了したいと思います。 

 ２５日は休会といたします。 

 ２６日を予備日としておきたいと思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告をいたします。平成２０年６

月２０日、津和野町議会議長、後山幸次様、議会運営委員長、滝元三郎。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） はい、ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（後山 幸次君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今回の定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり、本日６月２０日から６月２６日までの７日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） はい、御異議なしと、認めます。よって、本

定例会の会期は、本日６月２０日から６月２６日までの７日間と決定



いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（後山 幸次君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

諸般の報告書 

  【３月定例会以降】 

 ４月 １日（火） 津和野町福祉事務所開所式（津庁） 議長 

          広報委員会 

    ９日（水） 広報委員会 

   １０日（木） 交通安全テント村（直地） 議長 

   １１日（金） 広報委員会 

          津和野町夏まつり実行委員会（商工会） 議長 

   １２日（土） ベルリン歓迎レセプション（町民セ） 

   １５日（火） 全員協議会 

   １６日（水） 高津川期成同盟会監査 議長 

          津和野高校後援会代表者打ち合わせ（津高） 議

長 

   ２０日（日） 木部地区民体育大会（木部小Ｇ） 議長 



   ２１日（月） 津和野高校後援会総会（津高） 議長 

   ２２日（火） 高津川漁業振興協議会通常総会（三好家） 議長 

   ２３日（水） 水曜会（町民セ） 議長 

 ５月 １日（木） 津和野地区メーデー（駅前駐車場） 副議長 

    ３日（土） 乙女峠まつり（教会） 議長 

    ８日（木） 高津川水系治水砂防期成同盟会総会（サンパレス

益田） 議長 

          浜田市～津和野町間幹線道路整備推進協議会総

会 

          国道９号益田地域道路整備促進期成同盟会総会 

          国土交通省浜田河川国道事務所の事業概要説明

会 

          浜田・益田間高規格道路建設促進期成同盟会総

会 

    ９日（金） 鹿足郡町村議会議長会総会（事務局） 議長 

   １１日（日） 長石剣道大会（津町セ） 議長 

   １３日（火） 全員協議会 

   １４日（水） 鹿足土木協会監査（事務局） 議長 



   １６日（金） 山口線利用促進協議会監査（事務局） 議長 

   ２０日（火） 町村議会議長・副議長全国研修会（東京） ～２

１日 議長・ 

          副議長 

   ２２日（木） 総務常任委員会（所管事務調査） 

   ２３日（金） 津和野町商工会通常総代会（津町セ） 議長・経

済常任委員 

   ２４日（土） 日原ライオンズクラブ認証４０周年記念式典（山

村開発セ） 

          議長 

   ２６日（月） 鹿足土木協会通常総会（松江） 議長 

          鹿足土木協会県要望行動（松江） 議長 

   ２８日（水） 津和野町観光協会定例総会（津町セ） 議長 

   ２９日（木） 広報委員会 

   ３０日（金） 総務常任委員会（所管事務調査） 

          萩・石見空港利用拡大促進協議会総会（グラント

ワ） 議長 

          津和野町夏まつり合同実行委員会（商工会） 議



長 

 ６月 ９日（月） 総務常任委員会（所管事務調査） 

   １２日（木） 全員協議会 

   １３日（金） 一般質問通告締切日 正午 

   １４日（土） 畑迫地区ほたる祭（畑迫小Ｇ） 議長 

   １６日（月） 議会運営委員会 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７８号 

日程第５．議案第７９号 

日程第６．議案第８０号 

日程第７．議案第８１号 

○議長（後山 幸次君） 日程第４、議案第７８号専決処分の承認を求

めることについて、津和野町税条例の一部改正についてより、日程第７、

議案第８１号平成２０年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）まで、以上４案件につきましては、会議規則第３７条の規定

により、一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 改めておはようございます。提案理由の御説



明を申し上げます前に、私の方からも一言ごあいさつをさせていただ

きます。 

 議長さんのごあいさつにもございましたが、ああして国の内外にお

いて大きい地震が発生をして、大勢の犠牲者が出たわけでありますが、

亡くなられた方々に対しまして、心から御冥福をお祈りを申し上げ、そ

して被災地の一日も早い復旧を御祈念を申し上げる次第であります。 

 さて、本日は６月定例議会をお願いを申し上げたわけでありますけ

ども、議員の皆様方にはおそろいで御出席をいただき、ありがとうござ

いました。 

 本定例会に私どもの方から御提案をさせていただきたいと考えてお

ります案件は、人事案件が１件、専決処分の承認をお願いする案件が４

件、報告案件が１件、工事請負契約の締結案件が１件、条例の一部改正

案件が３件、条例の廃止案件が２件、条例の制定案件が７件、平成２０

年度一般会計外各特別会計補正予算案件が９件、その他案件が１件の

あわせて２９案件であります。いずれも重要な案件でございますので、

慎重御審議を賜りますようにお願いを申し上げる次第であります。 

 それでは、提案理由の御説明をさせていただきます。 

 まず、議案第７８号専決処分の承認を求めることについてでありま



すが、これは津和野町税条例の一部を改正する条例の制定について専

決をさせていただいたものでございますけども、地方税法の改正等に

伴いまして、町の税条例の一部を改正する必要が生じましたので、専決

により改正をさせていただいたものでございます。 

 担当課長から説明をいたさせますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 続きまして、議案第７９号専決処分の承認を求めることについてで

ございますが、これは戸籍法等の改正に伴いまして、町の手数料条例の

一部を改正する必要が起こりましたので、前議案と同様に専決処分を

させていただいたものでございます。 

 担当課長から御説明をいたしますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 続きまして、議案第８０号専決処分の承認を求めることについてで

ございますが、これは２０年度津和野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）について専決をさせていただいたものでございますが、本会計に

つきましては、平成１９年度において１,７１０万３,０００円の赤字が

発生いたしましたので、この赤字について２０年度において繰り上げ

充用の措置をとらさせていただいたものでございます。 



 よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第８１号専決処分の承認を求めることについてで

ございますが、これは平成２０年度津和野町簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）を専決させていただいたものでございます。 

 平成１９年度におきまして、旧津和野町の簡易水道事業費に赤字が

生じておりますので、繰り上げ充用をさせていただいたものでありま

す。 

 ちなみに、単年度におきましては、５４２万円の赤字解消を図ること

ができたわけでありますが、なお累積赤字４,１６６万６,０００円を有

している会計でございます。今後も引き続き計画的に赤字解消を図っ

てまいる考えでありますので、よろしく御審議のほどお願いを申し上

げます。 

 それぞれ担当課長から詳細御説明申し上げますので、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７８号 専決処分の承認を求めることについて 



        津和野町税条例の一部改正について 

 議案第７９号 専決処分の承認を求めることについて 

        津和野町手数料条例の一部改正について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８０号 専決処分の承認を求めることについて 

        平成２０年度津和野町老人保健特別会計補正予算

（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 環境生活課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８１号 専決処分の承認を求めることについて 

        平成２０年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 



○議長（後山 幸次君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 議案第７８号専決処分の承認を求めることについて、津和野町税条

例の一部改正について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

８番、原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） ８番。それでは、一、二点お聞かせを

いただきたいと思います。 

 先ほど税条例の方で説明いただきましたけれども、その改正の中で、

住宅税制の改正なんですけれども、この参考資料を見まして、一定の省

エネ改修工事を３０万以上行ったという、その一定の改修工事とはど

ういう工事をされるのか。 

 それともう一つ、長期優良住宅、２００年住宅という、これは現実的

に例えばどういうことを言われてるのか。 

 それともう一つ、町の合併協によります前納報奨制度の廃止ですけ

ども、この条文を見ますと、目的をほぼ達成したということは、この目

的とは何を示されておるか、その３点をお聞かせください。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（米原 孝男君） ３点ほど御質問でございます。 

 まず最初の一定の改良住宅の３０万円ということでございますが、



これは４月３０日に税制が改正されて、それを受けて町の税条例を専

決させていただいておるわけでございますが、この具体的な内容等に

つきましての通達がまだ参っておりません。 

 したがいまして、これからいずれそういう具体的なことにつきまし

ては、町村まで浸透してくるんだろうというふうに思っておりますが、

現在のところまだそういうことが入っておりません。 

 また、２００年住宅ということにつきましても同じでございますの

で、また入り次第御説明ができる機会があれば、説明をさせていただき

たいというふうに思います。 

 それから、もう一点の前納報奨金でございます。その目的が達成した

という言葉の表現でございますが、これにつきましては、皆様方もう既

に御承知のように、合併をするときの協議会の中におきまして、十分そ

の論議をされた結果、２０年４月からはもう廃止しようというふうに

協議された決定事項でございます。 

 言葉のその達成されたという言葉の表現が、適切であるかどうかと

いうふうなところにつきましては、なかなか難しいところもあろうか

と思いますが、我々一担当課といたしましては、決定事項であるので、

素直にそれを受けて今回の条例改正にあわせて削除をお願いしたとい



うことでございますので、御理解をお願いしたいというふうに思いま

す。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。１７番、藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） 資料の２番の個人住民税云々のとこ

ろでありますが、ふるさと納税制度でありますが、これの中で質問する

ことにしておりますが、質問には通告してない部分をちょっとお聞き

をしたいと思いますが、控除方式を所得控除から税額控除にするとい

うことですので、かなりこれはでかいだろうというふうに思うわけで

すね、地方税の控除する部分が。 

 そういうふうなことで、所得割の１割ということですので、どのよう

な影響があるのかなというんが、ちょっとわからないわけですが、試算

か何かしておられるかどうか。また、始まったばかりですので、実際に

は来年度以降のことになりますが、そういうふうなことで試算をして

なければ、それでもいいですが、どのような影響が考えられますか。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（米原 孝男君） お答えをしたいと思いますが、１７

番議員さん御指摘のように、この制度が始まって、その結果があらわれ

るといいますのは、来年の確定申告、これを受けての事からでございま



して、その辺のトータル的な試算というのは、今の段階ではなかなか難

しいというところがありまして、していないというのが現実でござい

ます。 

 なお、この改正によりまして、一応サンプル的には個人的なサンプル

でございますが、皆様方も既に御承知かと思いますが、ホームページあ

たり、津和野町のホームページではございませんが、インターネット等

あたりで盛んにＰＲがされております。 

 例えば、夫婦、そして子供２人、そして年収７００万円──これ仮定

でございますが、そしてそれに係る個人住民税が２９万円というケー

スがあった場合に、その納税義務者が３万円ほどふるさと寄附金とし

て寄附をしたという場合に、その場合にどれだけ税額の控除があるか

という試算でございますが、これにつきましては、合計で３万円の寄附

をしたということになりますと、２万９,０００円のいわゆる税額控除

があるということでございます。それは、所得税もあわせての話でござ

います。 

 ３万円のうち、先ほども税制改正の中で説明を申し上げましたが、ま

ず５,０００円は下限でカットすると。したがって、残りが２万５,００

０円でございます。それプラス住民税の基本控除額、これが一律１割で



ございます。したがいまして、２万５,０００円の１割で２,５００円、

そして所得税の控除による税額軽減、これが２,５００円、あわせまし

て２万９,０００円のトータル税額控除が受けられるという試算でござ

います。これは、あくまで３万円という想定のもとの試算でございます。

寄附金額が上がるから、それに見合うだけの控除額が上がるというも

のでもありませんが、一応３万円という算定のもとでは、そういうふう

な数字になっております。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） １７番、藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） 今の計算でですが、３万寄附した場

合２万９,０００円ですかね、ちょっと私が何したのとちょっと違うよ

うな感じするんですが、２万５,０００円引く下限が５,０００円ですの

で、５,０００円は引くんだろうと思います。 

 これはわかりますが、そうすると、所得税は２,５００円の控除だと

思うんですよ。それで、それを両方プラスして２万５,０００円の所得

税のプラスと、所得控除のプラスと、２万５,０００円プラスじゃない

ですか。２万７,５００円ということになりませんか。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 



○税務住民課長（米原 孝男君） 大変申しわけありません。数字をち

ょっと読み違えておりましたが、先ほど申し上げました３万円寄附し

た場合に、２万９,０００円というのは間違いでございます。３万円寄

附した場合には、その対象額が２万５,０００円になります。その２万

５,０００円に対して住民税の特例控除、これが２万円、そして基本控

除、これが２,５００円、そして所得税の税額軽減、これが２,５００円。

したがいまして、２万９,０００円でなく、あわせて２万５,０００円で

ございます。大変失礼をいたしました。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。──ないようですので、

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、本案件に賛成者の発言を許します。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） はい、討論なしと認めます。 

 これより議案第７８号を採決いたします。本案件を承認することに



賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、本案件は承認

することに決定しました。 

 議案第７９号専決処分の承認を求めることについて、津和野町手数

料条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。

１７番、藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） この改正でありますが、本人確認と

いうふうな説明があったわけですが、ちょっとどういうふうにするの

かなというんがわからない部分があります。免許証、あるいは国民健康

保険証とか、そういうふうなの持ってる場合はいいですが、もし役場に

行って何も持ってなかったと、周知は十分にされているんだろうと思

いますが、もしそういうふうなことが、忘れていかれる方もおられると

思いますが、そのような場合には何か窓口の方で質問とか何かをして、

本人確認をするというふうな方法をとられるのかどうか、どういうふ

うな方法があるのか、お願いをいたしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（米原 孝男君） それではお答えをいたします。 



 この件につきましては、５月１日から国の戸籍法、これが施行されて

おります。したがいまして、その前段におきまして町民の皆様方には、

このことを周知をしていただくという意味で、チラシを作成いたしま

してお配りをしておるとこでございます。 

 先ほどの御質問のように、例えばその証明書、自分の証明書でござい

ますが、これを忘れて窓口に来られた時の対応はどうするかというこ

とでございます。固い言葉で言いますと、これはもう交付ができません。

したがって、法律上のルールというのはそこでございますんで、役場の

方に行って、その自分の証明をできるものがない場合には、交付できな

いということを町民の方はしっかりと御認識をいただいて、窓口の方

にお出かけをお願いしたいというふうに思います。 

 なお、免許証を持っておれば、もう事が足りるわけでございますが、

なかなか免許証を持っていないという方も、まま見受けられますが、一

応ルールはルールとして、我々としてはそれを守っていき、なおかつと

いう部分もなきにしもあらずということが現実でございます。 

 そういう部分につきましては、顔見知り等々の判断、これで確認がで

きればということでの進め方も、しなくてはならないケースもあろう

かと思います。が、基本的には、先ほど申し上げましたように、きちん



と物で証明ができるようなもの、そしてそれが確認できるようなこと

を、今後進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。６番、河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 今の本人確認の件ですけども、免許証

があれば当然顔と本人とが一致すると。ただ、いろいろな書類、保険証

等でありますと、顔──他人が持って役場に行っても、わからない場合

はわからないケースがある。そういう場合に、どのような対応をされる

のか。顔と本人とが書類上一致するものが、適切なものをお考えかどう

かをお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（米原 孝男君） 先ほども申し上げましたが、一応我々

としては、法律で決まったことを尊重して、ルールとして守っていくと

いう立場の者でございます。 

 したがいまして、決まった以上はそれを守っていくという基本的な

スタンスの中で、今議員さんが言われましたように、免許証があれば、

免許証には写真と氏名、住所、これはきちんと記入されておりますんで、

本人であるかどうかということは確認はできますんで、免許証１つで

結構でございますが、例えば保険証、今言われました保険証あたりでは、



住所、氏名はもちろん確認できます。しかし、本人であるかどうかの顔

ですね、この確認はできません。したがいまして、もう一つ別のものが

ないと、本来は法律上のルール上では交付してはいけないというふう

になっております。 

 しかしながら、今の時点といいますか、段階では、窓口対応として保

険証は確認できます。しかし、その保険証を持っておられる方が本人で

あるかどうかということの確認は、例えば生年月日を聞いてみるとか、

住所はそりゃすぐわかると、住所は記載されておりますんで、わかるわ

けでございますが、例えばその健康保険証をこちらの方で預かって、

「あなたの生年月日はいつですか」というふうな確認ですね、これをし

ながら対応させていただいておるというのが実態、実情でございます。 

○議長（後山 幸次君） ６番、河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） ６番。法律上では、どのような文言が

書いてあるのか。免許証というふうに、顔と書類とが確認できるものと

いうふうに書いてあるのか。それとも、そういう町が発行する書類の確

認だけでいいとされておるのか、その辺を確認をしたいと思いますが。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（米原 孝男君） 先ほども申し上げましたが、町民の



方々につきましては、この施行日以前に、こういうチラシを全戸町民の

方に各世帯配布させていただいております。この裏面には、１つで確認

できるもの、例えば運転免許証、あるいはパスポート、船員手帳、住民

基本台帳カード等々、いろいろ書いてあります。 

 ただし、２つ以上で確認をすべき、２つ以上なかったら確認ができま

せんよというものにつきましては、例えば健康保険証、共済組合員証、

国民年金の証書、これらあたりは、１つでは確認できませんと。もう一

つの例えば勤務先の身分証明書、これとセットにして、これが私ですよ

という申し出があれば、それは確認しますと、本人であるということを

確認しますというような、具体的なお知らせを町民の方にさせていた

だいておるとこでございますので、その中では、詳しくごらんいただい

た方には、御理解をいただけるものというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。──ないようですので、

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、本案件に賛成者の発言を許します。討



論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） はい、討論なしと認めます。 

 これより議案第７９号を採決いたします。本案件を承認することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、本案件は承認

することに決定しました。 

 議案第８０号専決処分の承認を求めることについて、平成２０年度

津和野町老人保健特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑

に入ります。ありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたし

ます。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、本案件に賛成者の発言を許します。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（後山 幸次君） はい、討論なしと認めます。 

 これより議案第８０号を採決いたします。本案件を承認することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、本案件は承認

することに決定しました。 

 議案第８１号専決処分の承認を求めることについて、平成２０年度

津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、これより

質疑に入ります。ありませんか。３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 合併協議で、この簡易水道事業会計の

繰り上げ充用の問題が論議をされた経過がありまして、私定かにその

記憶を覚えておりませんが、平成何年度かまでには、要するに償還をし

て正常に戻すというようなことであったのかどうなのか、定かであり

ませんが、そういう経過と、私はもうこの時期に入りましたら、毎年毎

年必ずこれだけの要するに繰り越し赤字というものを持っとるわけで

すから、毎年繰り上げ充用という処理をせざるを得ないということで

ありますから、できることなら平成２０年度であろうと、来年度予算で

あろうと、言うなれば一般会計からぴしっと繰り入れをして、正常に戻



すという、そういうことをやるべきではないかと、このように思います

が、所管の課長並びに町長からお返事をいただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 環境生活課長。 

○環境生活課長（長嶺 雄二君） 赤字解消の計画についての御質問で

ございますが、現在のところ平成１８年度から１０年計画によります

経営健全化計画を立てて、解消に努めているところでございますが、御

質問にございましたように、一刻も早くこれを解消すべきということ

は、常々内部では協議をしているとこでございます。 

 また、その財源について、いかようなものがあるかというようなこと

も、今検討中ではございますが、できるだけ早くという考え方は、その

ように私どもは考えておるとこでございます。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ３番議員さんから御意見いただきましたが、

ああして新しい法律制度の中で、こうした会計の赤字につきましても、

連結赤字ということで、総体的なこの財政数値に影響を及ぼしている

ことになるわけでありますので、その辺も踏まえまして御意見を尊重

しながら、どのような対応ができるか、今後の課題にさせていただきた

いと、このように思っておるとこでございます。 



○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。──ないようですので、

質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、本案件に賛成者の発言を許します。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） はい、討論なしと認めます。 

 これより議案第８１号を採決いたします。本案件を承認することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、本案件は承認

することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．報告第２号 

○議長（後山 幸次君） 日程第８、報告第２号平成１９年度津和野町

一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 



 執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 報告第２号平成１９年度津和野町一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、町道３路線の改

良工事につきまして、繰越明許をさせていただいておるとこでござい

ますが、その計算書の調整が終わりましたので、本日御報告をさせてい

ただくものでございます。 

 担当課長の方から報告させますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 報告第２号 平成１９年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 特に質疑があれば、これを許します。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

────────────・────・──────────── 



日程第９．議案第８２号 

○議長（後山 幸次君） 日程第９、議案第８２号津和野地区消防セン

ター建設工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 議案第８２号津和野地区消防センター建設工

事請負契約の締結についてございますが、消防センターの建設工事に

つきましては、去る６月１６日に指名競争入札を執行いたしました結

果、施工業者が決定をいたしましたので、工事請負契約の締結をお願い

するものであります。 

 担当課長の方から内容を御説明申し上げますので、よろしくお願い

をいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８２号 津和野地区消防センター建設工事請負契約の締結に

ついて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 以上で提案理由の説明を終わります。 



 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） １点だけお尋ねをしておきますが、今

担当課長の説明では、外構工事と電気設備関係を除く工事請負契約、こ

ういう説明でありました。それで、それはそれで結構だと私は思うんで

すが、それは最後の説明で定かでなかったのは、それは本契約を請け負

った施工業者に随意契約という今説明をされたんですか。そういう説

明であったのかどうなのか。 

 私は、いずれ９月になるのか、補正をかけられて、外構工事並びに電

気工事等が契約案件として出されるだろうと思いますが、別発注をす

べきだと、このように思いますが、説明を私が聞いたのが、私の聞き間

違えなら結構なんですが、そこら辺をもう一度明確にお答えをいただ

きたい。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 失礼します。広域の負担も含めた工

事でありますので、今後広域等と協議をいたしまして、予算等を９月に

補正をお願いをいたしまして、その後変更契約をしていくというもの

でございます。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 



○議員（３番 沖田  守君） わかりません。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 今回予算を持ってます範囲内で、今回発注

をさせていただきました。したがいまして、今後まだ外構工事なり、そ

れから電気設備工事等につきましては、今後予算がまだ不足しており

ますので、広域と協議を行いまして調整をし、９月議会で補正予算をお

願いをいたしまして、それを議決をいただいた後に、追加発注という形

で変更契約で対応をしてまいりたいというふうに思ってます。 

○議長（後山 幸次君） ３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） そこまではね、よくわかるんです。先

ほどの担当課長の説明の中で、私の聞き間違えかもわかりませんよ。そ

れは随意契約だというふうに私耳に聞こえたのから、そういう契約の

方法をとられるのかということをお聞きしとるんです。そこを一番肝

心なとこです。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 変更契約を行うものでございます。 

○議長（後山 幸次君） ３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） これで終わりますがね、ということは



随意契約と、こういうことなんですね。したがってね、多分外構工事、

電気設備工事、私素人が考えても、３,０００万をくだる金額にはなら

ないだろうと、こう思いますが、そんな金額を随意契約やなんていう方

法、契約変更契約なんていう契約でおやりになるというのは、いささか

今日の社会経済この地域の低迷しとる状況をお考えになるとね、まこ

とに遺憾だということを申し上げておきます。終わり。 

○議長（後山 幸次君） ほかに、６番、河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 工事だけの金額なら理解できるんです

が、今の説明だと、その外構工事及び電気設備はまた別途ですと。普通

の家を建てるときに、いろいろ配線はもう想定の上に配線をして、いろ

いろやっていくのが普通常識だと思うんですね。それが後からとなる

と、普通の家を建てる場合には、それじゃ配線をまた建てた後に工事発

注をしてとなると大変なことになると思うんですが、設計上ではもう

既にその配線等々も、全体像としてはあるはずですよね。 

 その途中途中で配線等をしていかないと、非常にむだなお金の使い

方になると思いますが、この電気設備等々が別ですと言われた理由は、

少し私たちのその家を建てる場合の常識と離れてるのかなと思います

が、その点をもう少し詳しく御説明をお願いします。 



○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 今回の入札につきましては、確かに６番議

員さんが言われますように、電気が後から発注ということになれば、工

事ができないのではないかというようなことがありますが、全体の設

計書を提示いたしまして、今回はその予算上の問題があります。 

 電気、それからその他施設関係は別々に発注してはどうかというこ

とで、別々に発注をしても、業者間同士で十分打ち合わせをして、対応

していってもらってるんですが、一括発注する方が入札率を低く対応

してもらえるんじゃないかということで、先ほども言いましたように、

設計額に対しましては８６％余りということで落札されておりますの

で、電気関係につきましても、今後発注するはずですが、現在ある予算

内については、変更契約はできるわけなんですけれども、全体設計を示

した中で、今回についてはここの部分を発注しますということの条件

を付して、設計書は全体設計書を見せております。 

 そして、当建設場所が史跡の関係がございますので、すぐ着工できる

ということになりませんで、着工は史跡の関係での掘削等には入れま

すけれども、本体自体の着工は９月の下旬ぐらいから行われるという

ふうに工程上なっておりますので、十分そのあたりは間に合って、ロス



のないような工程になっていくというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。８番、原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） ８番。それでは、１点ほど、この土地

今森の自治会が管理しております駐車場がありますけれども、この工

事に始める、それと同時に埋蔵掘削に入るわけですけれども、これを借

りてる人の駐車はどういうふうになっていくのか、この辺を答弁して

ください。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 今月極めの駐車場にして使用してお

るわけでございますが、その方々につきましては、了解をいただきまし

て、その敷地内ではありますが、少し移動していただいて、そこにとめ

ていただくというふうにしております。 

○議長（後山 幸次君） ８番、原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） そうしますと、今建物を建てようとし

てるとこだけを、埋蔵の掘削をするというふうに理解してよろしいん

ですかね。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） そのとおりでございます。 



○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。──ないようですので、

これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、本案件に賛成者の発言を許します。討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） はい、討論なしと認めます。 

 これより議案第８２号を採決いたします。本案件は原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８２号

津和野地区消防センター建設工事請負契約の締結については、原案の

とおり可決されました。 

 それでは、後ろの時計で１０時２５分まで休憩といたします。 

午前 10 時 15 分休憩 

……………………………………………………………………………… 



午前 10 時 26 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第８３号 

日程第１１．議案第８４号 

日程第１２．議案第８５号 

日程第１３．議案第８６号 

日程第１４．議案第８７号 

日程第１５．議案第８８号 

日程第１６．議案第８９号 

日程第１７．議案第９０号 

日程第１８．議案第９１号 

日程第１９．議案第９２号 

日程第２０．議案第９３号 

日程第２１．議案第９４号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１０、議案第８３号津和野町国民健康

保険税条例の一部改正についてより、日程第２１、議案第９４号津和野



町環境保全条例の制定についてまで、以上１２案件につきましては、会

議規則第３７条の規定により一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案第８３号津和野町国民健康保険税条例の一部改正についてであ

りますが、老人保健制度や退職者医療制度が廃止をされまして、新たに

後期高齢者医療制度が創設をされたこと、あるいはまた、前期高齢者に

かかわる財政調整制度が実施をされるということに伴いまして、町の

保険税条例も所要の改正を必要といたしますので、今回一部改正につ

いてお願いをするものでございます。 

 続きまして、議案第８４号津和野町病院等事業の設置及び管理に関

する条例の廃止についてでございますが、さきに制定をさせていただ

きました本条例は、病院等事業ということで各施設事業を網羅いたし

ておりましたが、審議の確定における議会の御指摘、あるいはまた、関

係機関等の指導等も受けまして、今回これを廃止をさせていただき、そ

れぞれについて新たに条例を制定をさせていただきたいというもので

あります。よろしくお願いを申し上げます。 

 議案第８５号津和野町病院等事業利用料及び手数料条例の廃止につ



いてでございますが、本案件も議案第８４号と同様の理由によりまし

て、本条例は廃止をさせていただき、新たに制定をさせていただきたい

というものであります。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、議案第８６号、議案第８４号で御説明を申し上げました

とおりの理由によりまして、今回本条例を新たに制定をさせていただ

きたいというものであります。よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、議案第８７号津和野町診療所の設置及び管理に関する

条例の制定についてでございますが、本案件も議案第８６号と同様な

理由によりまして、今回新たに制定をさせていただきたいというもの

でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第８８号津和野町介護老人保健施設の設置及び管

理に関する条例の制定についてでございますが、本案件も議案第８６

号と同様な理由によりまして、新たに本条例を制定をさせていただき

たいというものであります。よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第８９号津和野町訪問看護ステーションの設置及

び管理に関する条例の制定についてでございますが、本案件も議案第

８６号と同様の理由によりまして、新たに制定をさせていただきたい

というものであります。よろしくお願いを申し上げます。 



 続きまして、議案第９０号津和野町病院事業利用料及び手数料条例

の制定についてでありますが、議案第８５号を廃止をして、本条例を新

たに制定をさせていただきたいというものであります。 

 理由は、議案第８４号等で御説明申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第９１号津和野町医師住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部改正についてでございますが、住宅のうち、１棟を訪問看

護ステーションとさせていただきたいということで、今回条例の一部

を改正をお願いをするものでございます。よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 続きまして、議案第９２号津和野町非常勤の職員等の報酬及び費用

弁償支給条例の一部改正についてでございますが、病院等地域医療基

本構想策定委員会を設置をしたことに伴いまして、当該委員さんに対

する報酬及び費用弁償の支給について、条例に加えさせていただきた

いというものであります。よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第９３号津和野町景観条例の制定についてでござ

いますが、さきの議会全員協議会において御説明を申し上げておりま

すように、国の景観法施行に伴いまして、本町が景観団体に認定を受け、



景観計画についてその策定作業を進めておりましたが、このほどその

計画策定が終わりましたので、この計画に基づき本町の景観を維持、保

全するために本条例を制定させていただきたいというものであります。 

 既に本案件につきましては、全協で概要を御説明させていただいて

おります。また、本案件につきましては、議運の委員長さんの御報告に

ありましたように、委員会付託の上、御審議をいただくというようでご

ざいますので、説明につきましては、簡潔にさせていただきますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、議案第９４号津和野町環境保全条例の制定についてで

ございますが、議案第９３号でお願いいたしております景観条例の制

定に伴いまして、それに関連して本条例を全部改正をさせていただき

たいというものであります。 

 本案件につきましても、いずれ委員会に付託をされ、御審議をいただ

くことになろうかと思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 それぞれの議案につきましては、担当課長から詳細御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 



……………………………………………………………………………… 

 議案第８３号 津和野町国民健康保険税条例の一部改正について 

 議案第８４号 津和野町病院等事業の設置及び管理に関する条例の

廃止について 

 議案第８５号 津和野町病院等事業利用料及び手数料条例の廃止に

ついて 

 議案第８６号 津和野町病院事業の設置及び管理に関する条例の制

定について 

 議案第８７号 津和野町診療所の設置及び管理に関する条例の制定

について 

 議案第８８号 津和野町介護老人保健施設の設置及び管理に関する

条例の制定について 

 議案第８９号 津和野町訪問看護ステーションの設置及び管理に関

する条例の制定について 

 議案第９０号 津和野町病院事業利用料及び手数料条例の制定につ

いて 

 議案第９１号 津和野町医師住宅の設置及び管理に関する条例の一

部改正について 



 議案第９２号 津和野町非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条

例の一部改正について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９３号 津和野町景観条例の制定について 

 議案第９４号 津和野町環境保全条例の制定について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） それでは、冒頭議会運営委員長より御報告い

ただきましたとおり、議案第９３号津和野町景観条例の制定について

及び議案第９４号津和野町環境保全条例の制定についての２案件につ

きましては、所管の経済常任委員会に付託し、閉会中の審査にいたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 異議なしと認めます。よって、議案第９３号

及び議案第９４号の２案件につきましては、経済常任委員会に付託し、

閉会中の審査とすることに決しました。 



────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第９５号 

日程第２３．議案第９６号 

日程第２４．議案第９７号 

日程第２５．議案第９８号 

日程第２６．議案第９９号 

日程第２７．議案第１００号 

日程第２８．議案第１０１号 

日程第２９．議案第１０２号 

日程第３０．議案第１０３号 

○議長（後山 幸次君） 日程第２２、議案第９５号平成２０年度津和

野町一般会計補正予算（第１号）より、日程第３０、議案第１０３号平

成２０年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）まで、以上９案件

につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題といたしま

す。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案第９５号平成２０年度津和野町一般会計補正予算（第１号）につ



いてでありますが、歳入歳出それぞれ７,４６１万５,０００円の増額を

させていただき、歳入歳出それぞれ予算総額を６８億７,９０２万４,０

００円とさせていただきたいというものであります。 

 歳出の主なものは、議会費ではああして人件費５％の削減をいただ

きました。この額３０８万８,０００円を今回減額計上させていただい

たとこであります。 

 総務費では、減債基金積立金に２,６００万円、財政調整基金積立金

に１,６００万円、そしてコミュニティー助成事業交付金を５００万円

計上させていただいております。 

 衛生費では、地域医療コンサルティング委託料を１４７万７,０００

円、そして津和野町病院事業特別会計への繰出金１５６万５,０００円、

医師住宅の下水道敷設工事４９万５,０００円、さらにせせらぎ空調設

備工事５０４万円、そして医療機器の購入費１６７万７,０００円等を

今回計上させていただいておるとこでございます。 

 それから、歳入の主なものといたしましては、国庫支出金、あるいは

委託金等を計上させていただいておりますが、コミュニティー助成事

業につきましては、歳出と同様の５００万円を計上させていただいて

おります。 



 なお、町債については、診療施設整備事業にかかわります過疎対策事

業債を６７０万円お願いをしたいと思っております。 

 なお、前年度よりの繰越金５,１９５万４,０００円を計上させていた

だいているとこであります。 

 続きまして、議案第９６号平成２０年度津和野町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出それぞれ５,

６４６万４,０００円を増額をさせていただきまして、歳入歳出それぞ

れ予算総額１２億６,３０４万８,０００円とさせていただきたいとい

うものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、後期高齢者支援金、そして老人保

健医療費拠出金、財政調整基金への積立金、これは２,９９９万９,００

０円でございますが、そして予備費に２,１３２万４,０００円計上させ

ていただきたいと思っております。 

 歳入の主なものといたしましては、１９年度からの繰越金５,６４６

万４,０００円でございます。 

 続きまして、議案第９７号平成２０年度津和野町老人保健特別会計

補正予算（第２号）についてでありますが、歳入歳出それぞれ１１５万

３,０００円を増額をさせていただきまして、歳入歳出それぞれ予算総



額１億９,３７２万９,０００円とさせていただきたいというものであ

ります。 

 歳出の主なものといたしましては、償還金１１５万３,０００円、歳

入の主なものといたしましては、医療費負担金同額を計上させていた

だくものであります。 

 続きまして、議案第９８号平成２０年度津和野町介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出それぞれ３,２０

５万８,０００円を増額させていただき、歳入歳出それぞれ予算総額１

１億１,７９４万２,０００円とさせていただきたいというものであり

ます。 

 歳出の主なものといたしましては、介護給付費準備基金積立金１,５

９９万９,０００円、予備費に１,５９４万２,０００円を計上させてい

ただきたいと思っております。 

 歳入の主なものといたしましては、国庫支出金、介護給付費負担金、

介護給付費交付金、それから県の支出金、介護給付費負担金、そして１

９年度からの繰越金２,８６９万６,０００円を計上させていただいて

おるとこであります。 

 続きまして、議案第９９号平成２０年度津和野町下水道事業特別会



計補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出とも総額に変更

ございませんが、歳入の主なものといたしまして、一般会計から１０３

万８,０００円を繰り入れさせていただくことにいたしておりましたけ

ども、１９年度の繰越金が１０３万８,０００円ございましたので、相

殺をさせていただいて、繰入金を減額し、繰越金を計上させていただく

という内容のものでございます。 

 続きまして、議案第１００号平成２０年度津和野町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）についてでありますが、この補正予算も、

総額に変更はございませんが、歳入の方といたしまして、一般会計から

の繰入金７万３,０００円を繰越金７万３,０００円が出ましたので、相

殺をさせていただきたいという内容のものでございます。 

 続きまして、議案第１０１号平成２０年度津和野町奨学基金特別会

計補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出それぞれ１４１

万９,０００円を増額をさせていただき、歳入歳出それぞれ予算総額１,

６８１万３,０００円とさせていただきたいというものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、育英奨学金貸付金１３２万円、歳

入の主なものといたしましては、育英奨学金の基金の繰入金、同額の１

３２万円を計上させていただいておるとこであります。 



 続きまして、議案第１０２号平成２０年度津和野町電気通信事業特

別会計補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出それぞれ１

７６万２,０００円を増額させていただきまして、歳入歳出それぞれ予

算総額１億１３４万７,０００円とさせていただきたいというものであ

ります。 

 歳出の主なものといたしましては、積立金１７６万２,０００円、歳

入の主なものといたしましては、１９年度からの繰越金１７６万２,０

００円を計上させていただきたいというものであります。 

 続きまして、議案第１０３号平成２０年度津和野町病院事業会計補

正予算（第１号）についてでありますが、病院事業収益的収入につきま

しては、医療外収益で厚生連負担金、減額の５０５万９,０００円、病

院施設利用料１,８９０万円を計上させていただいております。 

 病院事業資本的収入につきましては、負担金で一般会計負担金１６

４万３,０００円、資本的支出におきまして、企業債償還金３２８万６,

０００円を計上させていただいております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対しまして不足をいたします

１６４万３,０００円につきましては、当年度分の損益勘定留保資金で

補てんをさせていただくことにいたしております。 



 内容につきましては、それぞれ担当課長から御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９５号 平成２０年度津和野町一般会計補正予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９６号 平成２０年度津和野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

 議案第９７号 平成２０年度津和野町老人保健特別会計補正予算

（第２号） 

 議案第９８号 平成２０年度津和野町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 環境生活課長。 



〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第９９号 平成２０年度津和野町下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

 議案第１００号 平成２０年度津和野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１ 

         号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１０１号 平成２０年度津和野町奨学基金特別会計補正予算

（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１０２号 平成２０年度津和野町電気通信事業特別会計補正



予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第１０３号 平成２０年度津和野町病院事業会計補正予算（第

１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第１０４号 

○議長（後山 幸次君） 日程第３１、議案第１０４号津和野町教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案第１０４号津和野町教育委員会委員の任命について、津和野町

教育委員会委員に下記の者を任命をしたいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求め



る。６月２０日提出、町長。 

 御同意をお願いを申し上げたい方は、住所が島根県鹿足郡津和野町

後田ハ３８番地、氏名、財間至宏、生年月日、昭和１８年４月２日、現

在６５歳でございます。 

 現在教育委員をお願いしております伊藤龍一郎委員が、一身上の都

合によりまして、６月末日をもって辞任をしたいとの申し出があり、こ

れを受理することといたしましたので、その後任として財間至宏氏を

選任させていただきたいというものであります。 

 財間至宏氏は、町内後田において開業されている財間歯科医院の院

長先生であります。ちなみに、医学博士であります。今日まで町の各種

協議会や審議会の委員等に御就任をいただき、町政の振興、発展に御協

力をいただいておりまして、現在は町の学校医、保健福祉医療審議会の

委員、文化財保護審議会の委員、森?外記念館協議会委員等に御就任を

いただいているとこであります。 

 各般にわたって公明な御識見と情熱をお持ちのお方でありますので、

ぜひとも御同意を賜りますようにお願いを申し上げる次第であります。 

 なお、任期は伊藤委員の残任期間となりますので、平成２０年７月１

日から平成２１年１２月５日までとなるものであります。よろしく御



審議の上、御同意賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。──ありませんので、これ

で質疑を終結します。 

 お諮りいたします。本案件につきましては、討論を省略して直ちに採

決したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。よって、討論を省略

することに決しました。 

 これより議案第１０４号津和野町教育委員会委員の任命についてを

採決いたします。 

 この採決は無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（後山 幸次君） ただいまの出席議員は１６名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、

立会人に９番、中岡誠君、８番、原秀君を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 



〔投票用紙配付〕 

○議長（後山 幸次君） 念のために申し上げます。本案に賛成の方は

「賛成」と、反対の方は「反対」と記載の上、投票を願います。 

 なお、投票における票決において、賛否を表明しない投票及び賛否が

明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定により、反対とみなすこ

とになっております。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（後山 幸次君） 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票を願います。 

〔議員投票〕 

○議長（後山 幸次君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 投票漏れなしと認めます。 

 それでは開票を行います。９番、中岡誠君、８番、原秀君の立会をお



願いいたします。 

〔開票〕 

○議長（後山 幸次君） それでは、選挙の結果を報告します。 

 投票総数１６票であります。これは、先ほどの出席議員数と符合して

おります。 

 そのうち、「賛成」１６票、以上のとおり、全員賛成であります。よ

って、本案は原案のとおり可決されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．諮問第１号 

○議長（後山 幸次君） 日程第３２、諮問第１号人権擁護委員の推薦

につき意見を求めることについてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中島  巖君） 提案理由の御説明を申し上げます。 

 諮問第１号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てでございますが、担当課長から詳細御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 



○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。 

午前 11 時 42 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11 時 45 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

 お諮りいたします。本件は、お手元に配りました意見のとおり答申し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。したがって、諮問第

１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、お手元

に配りました意見のとおり答申することに決定しました。 



────────────・────・──────────── 

○議長（後山 幸次君） お諮りいたします。以上で本日の日程は終了

しました。本日はこれにて散会したいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。よって、以上をもち

まして本日は散会いたします。どうも御苦労さまでございました。 

午前 11 時 47 分散会 

────────────────────────────── 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名す

る。 

 

 

   年  月  日 

 

 



議  長 

 

 

署名議員 

 

 

署名議員 

 

 

───────────────────────────────

─────── 

平成 20 年 第３回（定例）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第

２日） 

                        平成 20 年６月

23 日（月曜日） 

───────────────────────────────

─────── 

議事日程（第２号） 



                    平成 20 年６月 23 日 午

前９時 00 分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

出席議員（17 名） 

１番 村上 義一君       ２番 下森 博之君 

３番 沖田  守君       ４番 青木 克弥君 

６番 河田 隆資君       ７番 青木登志男君 

８番 原   秀君       ９番 中岡  誠君 

10 番 須川 正則君       11 番 滝元 三郎君 

12 番 道信 俊昭君       13 番 斎藤 和巳君 

14 番 竹内志津子君       15 番 板垣 敬司君 

16 番 村上 英喜君       17 番 藤井貴久男君 



18 番 後山 幸次君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

      局長 齋藤  等君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中島  巖君  副町長 ………………… 

松浦 秀信君 

副町長 ………………… 沖田  修君  教育長 ………………… 

斎藤  誠君 

参事 …………………… 長嶺 常盤君  総務財政課長 ………… 

右田 基司君 

税務住民課長 ………… 米原 孝男君  情報企画課長 ………… 

長嶺 清見君 



健康保険課長 ………… 安見 隆義君  商工観光課長 ………… 

山岡 浩二君 

農林課長 ……………… 大庭 郁夫君  建設課長 ……………… 

伊藤 博文君 

環境生活課長 ………… 長嶺 雄二君  教育次長 ……………… 

水津 良則君 

会計管理者 …………… 村田 祐一君                     

────────────────────────────── 

午前９時 00 分開議 

○議長（後山 幸次君） 皆さん、おはようございます。引き続いてお

出かけいただきましてありがとうございます。これから２日目の会議

を始めたいと思います。 

 ６番、河田隆資議員と９番、中岡誠議員より遅刻の届出が出ておりま

す。 

 ただいまの出席議員数は１５名であります。定足数に達しておりま

すので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 



日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（後山 幸次君） 日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により１３番、斎藤和

巳君、１４番、竹内志津子君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（後山 幸次君） 日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。発言順序１、１４

番、竹内志津子君。──竹内君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） おはようございます。議席番号１４

番、竹内志津子でございます。通告に従って５項目質問いたします。 

 まず最初は、後期高齢者医療制度についてです。このことについては、

昨年９月議会とことしの３月議会で一般質問いたしました。そのとき

にも指摘しましたように、多くの問題を含む制度で、高齢者を初めとし

て多くの国民の批判が政府に寄せられました。そこで、政府は保険料の

軽減措置を行ったり、希望する場合には本人ではなく家族が保険料を

支払ってもよいことにするなど、制度の見直しをしていますが、小手先

の見直しではなく、これでは国民は納得いたしません。根本の大きな問



題はそのままだからです。国の医療費を削減する目的で、７５歳以上の

高齢者を医療の面で差別するというような内容だからです。国会では

参議院で廃止法案が今月６日に可決されました。衆議院では継続審議

となりました。これが廃案にならなかったのは国民の怒りの声を与党

も無視することができなかったからではないかと思います。 

 このように、後期高齢者医療制度は大きな問題を含んでおり、廃止す

るしかないというのが多くの国民の思いです。全国のたくさんの県の

医師会がその制度に反対しています。島根県医師会も高齢者を不安を

陥れるようなこの制度を認めることはできないとして、廃止撤廃を求

めています。高齢者医療制度に対する島根県医師会の見解を発表し、会

員に対してポスターを送り、この制度による診療料の算定を行わない

ように呼びかけたり、これに関する研修会も行わないとしています。こ

のような多くの問題を持ち、たくさんの国民が廃止撤回を求めている

この医療制度について、町長の見解をお伺いいたしたいと思います。 

 この１３日には、２回目の保険料の天引きが行われ、怒りはますます

強まっています。しかし、年金が月１５万以下の人は天引きはされませ

ん。窓口に払い込まなければなりませんけども、こうした収入の少ない

人たちの保険料は滞納になる可能性が大きいと思います。１年間滞納



すると資格証が発行され、保険証がもらえません。来年４月以降になり

ますけども、滞納者には事情をよく聞いて、滞納もやむを得ないという

ような事情の場合は、短期保険証でも発行されるなどの配慮が必要だ

と考えますが、そのようにされるお考えなのでしょうか。 

 以上、後期高齢者医療制度についての質問です。よろしくお願いしま

す。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 改めておはようございます。本日は一般質問

をお受けするわけでありますけども、よろしくお願いを申し上げます。 

 まず、１４番、竹内議員さんの後期高齢者医療制度についてというこ

とでお尋ねでございますが、後期高齢者制度が今日これほどまでに物

議を醸し出すことになろうとは、政府を初め、これを審議可決された国

会の大方の先生方も予想されていなかったのではないかと、このよう

に考えております。この制度は、御承知のとおりに小泉内閣の時代、制

定を見たものでありますが、この内閣においては、行財政改革の名のも

とに旧来の諸制度が次々に大きく変革をされたのであります。 

 いろいろとある中でも特に衆目を集めましたのが、例の郵政民営化

であります。このことが余りにも大きい政治課題となりまして、他の重



要な案件は少し陰に隠れてしまった状況にあったのではないかと、こ

のように考えております。 

 国会で慎重審議を尽くされた法律（制度）ではありますが、結果とし

て審議不十分であったとのそしりは免れないのではないかと、このよ

うにも受けとめております。これは、今日の状況を見聞する限りにおい

ては間違いのないことであると、このように考えております。 

 このような状況にある制度につきまして、町長はどのように考えて

おるかというお尋ねでございますが、余りにも問題の多い制度であり

ますので、この際、政府、与党、野党を問わず行きがかりを捨て、メン

ツを捨て、党別党略に走らず、真に国民の理解が得られる制度はいかに

あるべきかについて、真摯に議論されることが肝要ではないかと、この

ように思っておるところであります。 

 保険料等にかかわります問題につきましては、担当課長からお答え

いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） それではお答えします。 

 保険料の滞納者に対する資格証や短期証の交付については、「島根県

後期高齢者医療保険料滞納者に対する取扱要綱（島根県後期高齢者医



療有効期限短縮被保険者証及び被保険者資格証明書の交付並びに保険

給付の一時差しとめ及び保険料への控除に関する事務の取り扱い）」に

て詳細が決められています。基本的には、議員がおっしゃいましたよう

に１年以上納付履歴がない方は資格証が交付され、納付履歴はあるが

前年度以前の滞納がある方は３ケ月の短期証交付となります。資格証

交付に関しては第１０条第１項にあります各種事情が確認された場合

は、短期証交付に変えられるよう定めてあります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） まず、短期保険証交付に関してです

けども、国保の関係でも津和野町の担当課のほうでは、いろいろな配慮

をされながら、資格証にならないように努力されているというような

ことは、私も担当課のほうで聞いておりますし、本当に配慮がなされて

いるなということを感じております。この後期高齢者医療制度が現行

のままでいつまで続くのか、そういうことも関係はするのですけども、

この資格証が交付されるということが続く限り、血も涙もないような

やり方では、やはり高齢者は本当に安心して生きていくことができな

いだろうと思いますので、事情を確認されて、本当に心ある対応をして

いただきたいというふうに思います。 



 そして、町長の御答弁に対してでございますけども、町長は県の広域

連合の副会長をしておられるということで、そういうお立場にあると

いうこともあって、なかなか賛成か反対かとか、そういうようなことに

ついての御答弁はしにくいのだとは思います。それは承知の上でお聞

きしたんですけども、本当に全国の中でたくさんの市町村の議会から

も中止撤廃の意見書も上げられていたり、先ほども申しましたが、医師

会の反対もあったりというようなこともあって、今国中がこの制度に

対して中止撤廃をするべきではないかという声が大きくなっている中

で、町長の答弁にありましたけども、審議不十分ではなかったかという

ようなことがありましたけども、これは確かにそのとおりだと思いま

す。 

 しかし、私の所属する共産党のほうでは、国会でも早くからその問題

点について指摘しておりまして、中止撤廃を求めてはいましたけども、

これが本当に実際保険料の徴収というようなことが始まってから、国

の中で本当高齢者を中心に大きな声になってまいりました。実際に我

が身に降りかかってみないとなかなか声が出しにくい、わからないと

いうことがあったと思いますが、この制度の欠陥が日を追うごとに明

らかになってきているということで、高齢者のとまどい、不安、そうい



うものは随分大きなものがあると思います。実際担当課のほうでも事

務的にも随分大変なこともお聞きしましたし、町内でもいろいろな不

安の声、それから批判が集中していたのではないかなというふうに思

いますけども、町内での反応はどのようなものであったかということ

をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） 今までの担当のほうからお聞きした

中では、始まった当時のいろんな質問というのは、今後年金からどのよ

うに差し引くのかとか、そして二重に引かれるんじゃないだろうかと

か、そういうような意見が多かったように聞いております。本町におい

ては、いろんな制度の中、特別徴収の件については問題はなかったとい

うふうに聞いております。 

 それで、前段のところで、今後、議員さんがおっしゃったような滞納

者に対するもう少し温かみのあると、こういう御質問もあったかと思

いますが、今現在は県の広域連合の中では、滞納額を完納した場合とか、

滞納者が一部納付した上１年間に解消される分割納付誓約書を提出し、

誠実に納付を認められたとき、そして滞納している被保険者、世帯主が

罹災したり盗難に遭った場合というのが条件になっておりますので、



その他以外のところになるかと思っておりますので、今後広域連合の

ほうにそういう機会があれば、そういうことも話していきたいと思っ

ております。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 担当の課のほうではいろいろと御苦

労もあると思います。町長にお伺いしたいと思いますけども、広域連合

の副会長として、県の広域連合に対してもいろんな意見が寄せられた

のではないかと思いますけども、広域連合のほうで今後これに対して

どういう対応をしようとか、しようかとか、それから国へ対して声を上

げようとか、そういうようなことは出なかったのでしょうか、その点を

お伺いしたいと思いますが。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 御質問にありますように、この制度が全県１

区といいますか、広域連合を設けまして、そして運営されることになっ

たと思いますけども、この広域連合の連合長が松江の市長でございま

すが、副連合長が津和野町長ということになっておりまして、実際の運

営に携わっておるわけでありますけども、今お尋ねにありましたよう

な問題が直接被保険者の皆さんから広域連合に寄せられているという



ことは現在のところございませんが、いろんな団体の皆さん方からは、

この制度のあり方、あるいはまた改めるべき点等についての御意見、御

要望等は承っておるわけでありますが、これに対しましてはそれぞれ

に適切な御回答を申し上げさせていただいておるということでござい

ます。 

 今後、この制度が実際には動いておるわけでありますので、制度に対

する直接的な問題といいますか、いわゆる不服審査の申し立て等が起

こってくれば、これまた、県下でたしか５名だったと思うんですけども、

審査会が設けてありまして、その審査員の１名にも知事のほうから任

命を受けておりますので、場合によっては出かけて行って審査に加わ

るということも起ころうかとは思いますけども、今日現在ではそうい

う事例は起こっておりません。 

 この制度に対して、国等に対する要望でございますけれども、広域連

合としては、少なくとも法律制度でこのように開始をされたことであ

りますので、これに基づいて適切な執行をしていくということであり

ますけども、内容によってはやはり見直しをひとつ図っていただきた

いということも申し上げておるわけですが、一番の私どもが連合等と

して要望しておりますのは、ああして次々問題が起こってくるもんで



すから、私どものほうから言えば、姑息な手直しといいますか、これが

行われることについてはどうも賛成をしかねると。といいますのは、例

えば政府におかれては、保険料の徴収をじゃあもう３カ月延ばそう、あ

るいはもう４カ月延ばそうというようなことがやられるわけでありま

すけども、それは被保険者にとっては結構なことではあるんですが、そ

の事務処理が大変なわけでありまして、まずコンピューターから直し

ていかないけませんし、それから、すべてがコンピューターで処理がで

きるわけではありませんので、手作業的な事務処理、これは広域連合だ

けでも大変ですけども、市町村におりてきた段階でも非常に複雑な事

務処理になるわけであります。ですので、なるべくそういうことがない

ようにということ、それから、仮にそういう部分的な手直しがなされた

場合、それに伴ってかかる経費、これまた膨大なものでありますけども、

すべて国の責任において措置をされるべきであると、このようなこと

を申し入れをしているところであります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） ３回が終わりましたので、これは要

望としてお願いしておきますけども、町長もいろいろおっしゃってく

ださったんですけども、これから県内のいろんな要望が上がってくる



と思いますけど、しっかり国のほうへ上げていただきたいことと、それ

から、担当課のほうでは、先ほど町長も言われましたけども、手直しが

されれば、また本当に事務的ないろんな煩雑なことが起こってくると

思うんですけども、要は本当高齢者が迷うことがないように、本当に大

変だとは思いますけども、迅速な事務の手続をお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、２つ目に移ります。男女共同参画推進条例についてです。 

 島根県男女共同参画推進条例のパンフレットの中には、男女共同参

画について解説してあります。男女共同参画とは「男女が性別にかかわ

りなく個人として尊重され、その個性と能力を十分に発揮する機会が

保障され、社会の対等な構成員として、みずからの意思で社会のあらゆ

る分野の活動に参画し、ともに責任を担うことを言います。」とありま

す。そして、津和野町における男女共同参画社会を実現するためには、

津和野町と町民と事業者が共通理解のもとにそれぞれ主体性を発揮し、

相互に連携協力して取り組みを推進するためには、津和野町の男女共

同参画推進条例を制定することが今求められていると思います。当初

の計画では１９年度に制定するとなっております。昨年３月定例会で

私が質問したことに対して、「平成１９年度の予算案に、審議にかかわ



る経費等の予算計上をしている。予算を認めていただければ、新年度の

早い時期に男女共同参画推進条例の制定手順を初めとして、資料収集、

審議委員の選任等、具体的事務に着手したい。」との答弁をいただいて

おります。これは、その準備をするということであって、１９年度に条

例を制定するということではないということで、この段階で制定は２

０年度以降になるのだなということは理解いたしました。当初の計画

とはおくれているとは思います。県の調査によりますと、本町の条例制

定は今年度となっておりますので、県に対してそのような回答をされ

たのだと思います。条例制定に向けての取り組みがどのように進んで

いるのでしょうか。 

 それから、条例制定とともに推進計画を立てて具体的な取り組みを

する必要があります。推進計画の策定も急がなければなりません。今年

度中に策定できるのでしょうか、今後の計画ができていればお知らせ

ください。 

 それから、担当課の取り組みはどのようになっているのでしょうか。

チームをつくって組織的な取り組みができるようになっているのでし

ょうか、お答え願いたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 税務住民課長。 



○税務住民課長（米原 孝男君） それでは、１４番議員さんの御質問

に対してお答えを申し上げたいと思います。 

 男女共同参画基本法には、地方公共団体の責務として、「地方公共団

体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関して、

国の施策に準じた施策及びその他の地方公共団体の区域の特性に応じ

た施策を策定し、及び実施する責務を有する」と明記をされておるとこ

ろでございます。そして、「市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定め

るように努めなければならない」とも明記をされておるところでござ

います。 

 県内の自治体から策定あるいは制定された男女共同参画計画や条例

を参考資料として収集をしているところでございますが、住民と協働

で計画策定をされたほかの自治体の事例を参考に本町の計画を策定し

たいというふうに考えております。 

 本町におきましては、まず今年度中の「津和野町男女共同参画計画」

の策定を目指し、現在、同計画の策定委員の選任を進めておるところで

ございます。この委員会は、１６名で構成をしたいと考えておりますが、



その中のうち２名、これを公募枠を設けて、広く住民の皆様の意見を計

画に反映させていきたいというふうに考えております。 

 ７月下旬ごろには策定委員会を立ち上げ、第１回の会合を持ちたい

と考えております。秋には住民意向調査を実施し、その結果に基づいて、

本町の特性に応じた計画策定を目指したいというふうに思います。条

例制定は、この津和野町男女共同参画計画策定後、その内容に基づいて

の制定を考えております。 

 また、役場庁舎内にも男女共同参画行政推進のための推進会議を設

置し、職員の意識啓発を図ることはもちろん、各課連携のもとで施策の

充実を図っていくよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 なお、最初に御指摘のありました、平成１９年度条例制定の件でござ

いますが、平成１９年度におきましては一部予算化はされたものの、条

例の制定というところまでの取り組みがなされなかったことは大変申

しわけなく思っておるところでございますが、島根県及び財団法人で

ありますしまね女性センターの御指導をいただきながら、男女共同参

画サポーター、島根県から委嘱を受けております方５名、津和野町内に

おりますが、この方々を中心に講演会の開催、あるいは担当者研修会等、

地域啓発事業に取り組んできたところでございます。今後もこの取り



組みにつきましても、引き続き努力をしてまいりたいというふうに思

いますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） この推進条例並びに推進計画につい

て、県内でも市段階ではほとんど制定され、いろいろの活動が既に始ま

っているんですけども、やはり町村段階では随分おくれております。そ

れでも、東出雲町、飯南町、斐川町、川本町、邑南町あたりでは随分進

んでおりまして、本当に男女共同参画についての学習会等も随分行わ

れており、生活の中でどんどん生かされているというような報告も受

けております。 

 津和野町においては、聞くところによりますと、ちょっと昨年度の取

り組みが滞ったということについては、担当者がかわるというような

こともあったというようなこともお聞きしておりましたけども、やは

りチームのことについて私がお聞きしましたのは、担当者がいろんな

ことで都合がつかなくなった場合に、それで準備等がおくれるのでは

なく、チーム全体としてみんなで取り組めるということが、この事業を

進めていく大事な要素ではないかと思いますので、今の答弁にありま

したけども、庁舎内でも担当課を中心に組織ができているというよう



なことでしたので、今年度は男女共同参画計画策定、まずそれに着手さ

れるということですので期待を申し上げます。条例の制定に向けて、そ

の計画ができた後になされるということでありますけども、やはり津

和野町の町民の思いを反映したものになるということで、町民の意向

調査を実施するというふうに御答弁がありましたけども、これは本当

に大事なことだと思います。町民のまだ啓発活動というのも十分に進

んでおりませんので、男女共同参画って一体どういうことなのだろう

かということ自体が十分に行き渡ってはいないんではないかなという

ようなことを考えますので、その意向調査の結果がどのようなものが

出るか、未知数のものはありますけども、やはり行政は行政として進ん

だ地域の事例等を参考にされながら、よりこの津和野町にふさわしい

ものをつくっていただきたいというふうに考えております。 

 県の推進に関する基本的な政策では、６月を男女共同参画推進月間

とされているということです。ちょうどこの時期に、この議会、６月議

会で私が質問させていただいているわけですけども、この質問が津和

野町の男女共同参画の推進につながることを期待して、この質問を終

わりたいと思います。 

 ３項目目は、公民館体制についてです。 



 昨年１２月議会で、同僚議員の質問に対して、町内の公民館の設置場

所や職員配置についての原案が示されました。各公民館での説明会終

了後出された意見を踏まえて、教育委員会で再検討を行ったものを最

終原案とし、地域審議会に諮るということでした。 

 最近の公民館運営審議会において、日原地区では、「希望する地区に

は、常勤の嘱託職員を主事として置く」という方針が示されたと聞きま

した。当初の案では、日原、青原、須川、左鐙の各公民館に常勤の主事

を配置ということになっておりましたけども、希望する地区と方針を

変更された経緯を説明していただきたいと思います。 

 社会教育を考えたとき、公民館活動の重要性は言うまでもないこと

です。そのための常勤職員の配置だと考えます。財政の苦しいときに、

わざわざ常勤の主事を配置して、一体どんな仕事があるのだ、今津和野

地区の公民館がやっているようなことは日原地区でもやっているでは

ないか、非常勤でもできる、税金の無駄遣いというような声があること

は私も承知しております。私自身の耳にも直接入ってきております。そ

ういうことで、なかなかその常勤の主事の配置ということは、それを強

行するということは難しかったのかと思いますけども、そういうふう

なその変更に至った経緯をお聞かせいただきたいと思います。 



○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それではお答えをいたします。 

 公民館問題については、議員さん御承知のとおり、昨年の１２月議会

で概略を御説明申し上げたところであります。そのときの内容といた

しましては、大まかに申し上げまして、公民館の設置数は、旧町各４館、

全町で８館ということで、滝元、枕瀬、池河の各公民館については、日

原公民館の分館として、また、商人渓村分館については、自治公民館と

するというふうなものであります。職員体制といたしましては、館長は

すべて非常勤、主事は津和野公民館及び日原公民館については町の職

員、他の６館については常勤の嘱託職員、分館には非常勤の分館長を配

置するというふうなものでありました。 

 津和野地域につきましては前教育長が、日原地域につきましては私

が、各公民館単位で、８カ所でありますけども、公民館運営委員の方を

中心としてその内容を説明し、御意見を伺ったところであります。その

ときの意見といたしましては、商人渓村分館の自治公民館への位置づ

けに対する反対、あるいは職員配置に対しましては、分館への主事の配

置に対する要望、また、日原地域については、現行職員体制の維持等、

そういった御意見が主なものでありました。館によって若干の内容に



相違はあったものの、各館とも常勤体制は必要ないことや、常勤体制に

した場合には公民館活動に協力はできないというふうな、総じて常勤

体制は不要という意見が大勢を占めたところであります。説明会終了

後、これらの意見を踏まえ、修正案を作成し、社会教育委員の会や、あ

るいは公民館運営審議会のそれぞれの委員さんの御意見を伺ったとこ

ろであります。 

 こうした経緯の中で方針を修正したところでありますが、議員が言

われるとおり、社会教育活動やこれからの地域振興を考えたとき、公民

館の果たす役割は非常に重要なものがあると考えておりますが、一方

では、公民館は地域との連携も重要でありまして、協力体制が整わなけ

れば公民活動ができかねる状況になるのではと考え、常勤体制を強力

に推し進めないほうがよいのではというふうに判断をしたところであ

ります。 

 ただし、現在でも、社会教育活動や地域振興の核になる施設として、

常勤体制での取り組みは必要と考えており、左鐙、須川、青原の各公民

館については、常勤体制が必要だという地元の総意が得られた時点で、

常勤体制へ移行できるようにと考えているところであります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 



○議員（１４番 竹内志津子君） 地域の人々が集う場所であり、学習

の場所であり、活動の場としての公民館です。公民館が地域の拠点とな

って地域の活性化につながるものだということを考えたとき、公民館

の置かれた位置というのは非常に大切なものがあると思います。実際

今、日原地区の公民館は、日原公民館を除いて平素は閉館になっており

ます。公民館はいつも開いていて、気軽に立ち寄ることができ、人々の

要求から活動が生まれる。それは、趣味を生かすことであったり、豊か

に暮らすための学習であったり、そうしたことが地域の人々のきずな

を強めることにもなります。地域を豊かにしていくことにつながると

思います。 

 こうした公民館活動活性化のために、常勤職員を配置する意味を地

域に人々に理解していただく取り組みをしていただきたいと思います

が、常勤体制が必要だという地元の総意が得られた時点では、そういう

体制へ移行することも考えているという御答弁でしたが、その総意が

得られるようにする手立てとして、教育委員会はどのようなことを考

えておられるのでしょうか。また、この日原地区の左鐙、須川、青原の

公民館に、これがまた今までと同じように主事も館長も非常勤が続く

ということは、津和野地区とのまた不均衡がさらに続いていくという



ことにもなります。これは、津和野地区の公民館職員の非常勤化にもつ

ながることだと、当初の合併協議の中ではそういうことが言われたん

だと思うんですが、それはやっぱり考え直すべきではないかと思いま

す。公民館というのは、常に開いていて、常に地域の人々が寄って行く

ことができる、そういう所でなければなりませんので、やはり常勤職員

というのは必要だと思いますけども、教育委員会がこれから地域の

人々のその総意を得ていかれる方策、それをお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） 公民館のあり方、あるいは必要性について

は、議員さん言われるとおりというふうに考えております。今の、当初

御答弁を申し上げました体制でいきますと、確かに津和野地域と日原

地域の体制が相違が出るということも否めないところであります。教

育委員会といたしましては、当初一つの町でありますので、そういうふ

うなことのないようにということでの体制整備を考え、御説明をして

歩いたわけでありますけれども、その説明会の席においての御意見等

を踏まえれば、どうしても今回のような修正をある程度加えなければ

実施は困難であるというふうに判断をして、そういう方向で今後地域



審議会にお諮りをしたいというふうに考えているところであります。 

 新しい体制になっていろんなことを進めていく中で、本来の公民館

のあり方、あるいは公民館主事のあり方、地域の中での公民館の存在と

いったものについては、やはりある程度の時間をかけないと、早急に皆

さんの考え方を変えるということは困難というふうに考えております。

長年培われてきたそれぞれの地域の価値観でありますので、ある程度

の啓発をしながら、最終的には全館が常勤のような形をとる方向で進

めたいとは考えております。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 私も日原地区の皆さんの思いがそう

簡単には変わるとは思いませんので、ある程度の期間を要するとは思

いますけども、やはり公民館活性化のために教育委員会のほうの精い

っぱいの御努力をお願いしたいと思います。 

 これは、最近聞いたことなんですけども、県の公民館連絡協議会が地

域の課題解決を探るためとして、モデル公民館を１２カ所選んだとい

うことですが、その中に左鐙公民館が選ばれたと聞きました。公民館活

動の先進的な取り組みが行われるのではないかと思いますが、他の公

民館にとって参考になることだと期待しております。また、津和野の公



民館活動の活動の中身についても再検討をしていただいて、本当に日

原地区の人たちが公民館はやはりいつもあいていなければならないの

だというような認識が生まれるような方向で活動自体も考えていただ

いたらと思いますが、左鐙のモデル公民館に選ばれたということなん

ですが、具体的な左鐙のどういう活動が評価され、選ばれることになっ

たのかということをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） 左鐙公民館、今年度県が事業としておりま

す地域力醸成プログラムというふうなことで、一つの補助事業であり

ます。補助額は４０万程度の金額でありますが、２３か２４ぐらいの応

募があったようであります。その中で、１２の公民館が選択を受けたと

いうことでありまして、その中の一つに左鐙公民館があるということ

であります。題名的には、若干ちょっと正確な題名は覚えておりません

けども、お父さん、お母さんの年代がつくる地域の活性化というふうな

内容のような題名をつけておったというふうに思っております。正確

なちょっと題名の名称を忘れておりますが、そういうふうな題名をも

って、地域の活性化をするという位置づけの中でいろんな事業を展開

するというふうなことを発表して、それが採択されたというふうな内



容のものであります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 左鐙地区におかれては、今年度保育

所が閉館になったというようなこともあり、また小学校の子供たちの

人数も本当に少なくなったということで、やはり地域の人々に危機感

があると思いますので、公民館活動に対する期待が大きいんではない

かなというふうに思います。この地区のモデル的な活動がどのように

なっていくか期待をして、私のこれに関する質問を終わりたいと思い

ます。 

 次は、４項目めですが、省エネルギービジョンについてです。 

 １９年度地域省エネルギービジョン策定等の事業報告書がことし２

月に出されました。民間では細々と省エネに関する事業が行われてい

ます。例えば、けさ皆さんお気づきだと思うんですけども、この庁舎の

前にゴーヤを植えたプランターが並べられております。シルバー人材

センターの方がけさはネットのようなものも設置しておられるのを私

も拝見しましたけども、これは太陽の光をさえぎるグリーンカーテン

というもので、最近こういう言葉が出てきましたけども、グリーンカー

テンについては同じような取り組みが各地で行われて、テレビでも放



映されております。これで温度が室温が２度ぐらい下がるということ

です。家庭でもアサガオとかヘチマなどを植えてグリーンカーテンに

しているところもありますし、よしずとかそれからすだれなどを利用

することもあるようです。こうして室温を下げることによって、クーラ

ーに頼らず、また頼ったとしても電気料を節約することができます。し

かし、町としての取り組みが見えないとの声も聞いております。その後

の津和野町としての取り組みは、例えば庁舎内の取り組み、町が関係し

ている施設や事業所などへの指示、または民間の事業所などへの働き

かけはどのようにされているのでしょうか。 

 また、策定事業の概要版が全戸に配布されました。これだけではこの

ビジョン推進に向けたキャッチフレーズ「めざせ田舎の省エネトップ

ランナー」の実現は難しいと思います。地球温暖化による猛烈な台風や

竜巻、集中豪雨、熱波、乾燥化等の異常気象によって、世界各地で大き

な被害が出ています。また、気候変動による生態系の変化もあらわれて

います。私たちの食料危機も近い将来に起こる可能性があります。けさ

の新聞にもトップにカナダの北極圏に住んでいる人たちの生活がこの

温暖化によって大きく変わったということが載っておりますけども、

本当にこれは大変なことだなという思いで、私も記事を読みました。ま



た、石油などの化石燃料もこれは無尽蔵にあるものではなく有限です。

使い放題ではやがてなくなってしまいます。省エネは、この地球の生き

物がこれまでどおり生きていくために、今すぐ取り組まなければなら

ない最も大事な事業です。行政としてのリーダーシップが問われると

思います。町民一人一人、またそれぞれの事業所が自分のこととしてで

きることを実践できるようにするために、今後どのような取り組みを

するのか、具体的な行動計画のようなものができているのでしょうか、

御答弁願います。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 御答弁申し上げます。 

 省エネルギー対策につきましては、本年２月に策定いたしました「津

和野町地域省エネルギービジョン」に基づきまして、２０１６年度まで

に二酸化炭素排出量を５％削減する目標を掲げまして、家庭を初めと

します各部門の取り組みに加え、マイはし、マイバックのお土産化、エ

コドライブの推進など、観光客も巻き込んだ取り組みを進めることと

しておるところでございます。 

 民間レベルにおきましては、以前より地球温暖化防止活動推進委員

さんを中心に環境家計簿を通じた省エネの取り組みであります「エコ



ライフチャレンジしまね」や、婦人会、自治会組織が中心となりまして

水質浄化やごみ燃料化の取り組みを行っているところでございます。 

 策定後の町の取り組みといたしましては、当面「出前講座」に省エネ

活動の実践講座をメニュー化いたしまして、地域へ積極的にＰＲする

ことといたしました。また、バイオマスとの連携を図るべく役場内関係

課が合同で循環型地域社会のあり方についての調査研究に着手をして

おります。 

 また、ビジョンの推進・実践につきましては、すぐにでも実行できる

ものとしまして、関係者や関係機関の御協力をいただいて、先ほどの

「エコライフチャレンジしまね」への参加世帯を大幅にふやしていき

たいというふうに考えておるところでございます。また、ＣＡＴＶにお

きましては、環境に関する無料放送番組をストックしておりますので、

シリーズとして毎月放送をしていくこととしておるところでございま

す。 

 当面は、このビジョンで掲げております３つの施策の推進のため、町

民の皆さん、事業所、行政の協同体制づくりに取り組むこととしており

まして、具体的には、町民の皆さんみずからが主体的に取り組むことを

目指しまして、推進組織として「津和野町環境パートナーシップ会議」、



仮称でございますが、こういったものを本年度中に設立をしまして、こ

のビジョンの取り組みに対します普及、啓発、そして省エネに積極的に

取り組む人や組織との連携強化を行うなど、組織の積極的な活動を通

じて、町民意識を盛り上げ、プロジェクトの着実な推進を図ってまいり

たいというふうに考えております。 

 また、御質問にありました町役場、いわゆる公共施設等の取り組みの

指示についてでございますが、こうして夏がやってまいります。いわゆ

る冷暖房の年間を通じた設定、あるいはパソコン等いろんな機器の対

比電力、そういったような総合的な庁舎管理におきます指標を具体的

に指示をしてまいりたいというふうに考えておりますし、町の道の駅

等関連する施設につきましても、そういったような指針を出していき

たいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 町民へのＰＲということも述べられ

ましたし、ビジョンの推進実践について、「エコライフチャレンジしま

ね」への参加世帯を大幅にふやしていくというお考えのようですけど

も、こういうことに対する具体的な働きかけというようなものはどう

されるのかというようなことをお聞きしたいと思います。まず、それお



聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） この世帯の増加の取り組みというこ

とでございまして、こういった防止活動推進委員さんを中心にして、実

際に取り組んでいただいております。こういったものを特にこの皆さ

ん方に、具体的にどういうふうにやっているのかということをＣＡＴ

Ｖに収録をいたしまして、そういうふうなＰＲを図るということと、

我々のいわゆる出前講座、あるいは広報活動を通じて、これが取り組ん

でいただけることそのものが各家庭の節約にも直結をしていくという

ことも力点を置いてＰＲを進めたいというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 一般への啓発というのは大分行われ

てきているようで、個々の生活の中での省エネについて考える人がふ

えてきたとは思っております。これからもこのＰＲが必要だというふ

うに思いますが、自治会への働きかけ、各自治会への行動を起こす働き

かけとか、それから、先ほど公民館のことについて質問いたしましたけ

ども、公民館活動の中で環境について学ぶというようなことが非常に

大事ではないかなと、こういう学習の場こそやっぱり公民館活動、公民



館だと思います。そういう意味でも本当公民館の大切さということは

感じるわけですけども、この点についてはどうでしょうか、自治会への

働きかけとか公民館活動等については。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） おっしゃるとおりだというふうに考

えております。いわゆるこのプランの中でも自治会単位ということで、

このエコライフチャレンジの推進委員さんを自治会単位で何とか就任

をしていただいて、地域を挙げたその取り組みにしていきたいという

ふうなことも計画では位置づけております。そういった意味でも、特に

公民館、自治会さん、そういうふうな機会を通じて努力をしてまいりた

いというふうに思います。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 地球温暖化防止のためには、今まで

質問いたしましたこと以外にも、やはり農業等も大きな関連があると

思いますが、これについてはまたの機会にしたいと思います。私たち町

民、それから行政、事業所一体となって省エネに取り組んでいかなけれ

ばならないと思います。 

 それでは、最後の質問に移ります。小中学校の耐震化の問題です。 



 中国四川省大地震では多くの学校の建物が倒壊し、たくさんの子供

たちが犠牲になりました。保護者の中には手抜き工事があったのでは

ないかと、行政に対して詰め寄るような、そういう場面もテレビで放映

されておりました。また、国内でもつい最近、岩手・宮城内陸地震で、

学校の校舎や体育館などの建物に被害が出ております。幸い土曜日で

したので、子供たちが学校に登校していない日でしたので、犠牲者が出

なかったということがありまして、本当にこれは幸いしたなというふ

うに思います。一部何かの行事で登校した学校もあったようですけど

も、これは緊急通報が有効でして、これを聞いてすぐ生徒たちが行動し

たというようなことも報道されておりました。 

 昨年の６月議会で私が質問いたしました、それに対しての回答で、町

内の小中学校の耐震診断について、改築年度の古い順からランクづけ

をしたということでした。ランクづけの１位に上がっていたのが日原

小学校と青原小学校の管理教室棟、２位が畑迫小学校管理教室棟と青

原小学校体育館、３位が津和野中学校教室管理棟と須川小学校教室管

理棟、４位が木部小学校教室管理棟と体育館、５位が津和野小学校及び

津和野中学校の体育館、津和野中学校の技術管理棟ということでした。

これらは、建築基準法で耐震基準が厳しくなった１９８１年以前に建



てられた建物ということで、全部で１１棟です。本格調査には１カ所あ

たり約５００万円程度の費用がかかるので、財政状況を考慮しながら

順次対応していきたいという御答弁でしたけども、この１年間で耐震

診断が行われた学校はどこでしょうか、また、行われた学校で震度６強

以上の地震に耐えられないとの結果が出た建物はどこでしょうか。 

 次に、児童生徒が安全な環境の中で安心して学習できるように、耐震

化が必要な建物については急いで整備しなければなりません。また、学

校は災害時の住民の避難場所でもあります。今後の整備計画はどのよ

うになっているかを伺います。政府は、学校の耐震化を急がなければな

らないということで、公立小中学校の補強工事については、国の補助率

を２分の１から３分の２に、改築の場合は３分の１から２分の１にす

るという法改正を行いました。さらに、地方交付税の配分をふやすとい

うことで、自治体の負担は少なくて済むということです。補強工事の場

合、実質的な負担は１３％ぐらいで済むということ、これは新聞報道に

ありました。津和野町でも整備計画も立てられていると思いますが、今

後の計画をお知らせください。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それではお答えをいたします。 



 さきの中国四川省や岩手宮城地域における大地震は、建物の倒壊等

により多くの犠牲者を出したところでありまして、罹災された方々に

は心よりお見舞いを申し上げます。 

 学校施設の耐震化問題につきましては、当町でも大きな課題として

位置づけているところであります。既に御承知のとおり、昭和５６年の

耐震基準の改正によりまして、それ以前に建築されたものについては、

基準に満たしているかを調査して、基準を満たしていないものについ

ては耐震化工事を行うというふうなものであります。 

 当町では、既に耐震化優先度調査を実施しており、随時計画的に耐震

化を図る必要があることは十分に承知をしているところであります。

耐震化工事は、２次診断と言われます耐震度調査を行い、その後耐震化

の必要があれば設計工事というふうな流れとなるものであります。２

次診断につきましては、１カ所最低でも五、六百万程度の費用が予想を

されております。その後、耐震化の工事が必要というふうなことになれ

ば、数千万から１億円以上の費用が必要になるというふうなことが想

定をされておりまして、現在の町財政を考えるとなかなか進捗してい

ないのが現状であります。 

 議員さんの言われるとおり、学校は児童生徒の学習の場であり、災害



時の避難場所にも指定をされており、地域の防災の拠点ともなる場所

であることは十分に周知をしているところでありますが、平成２３年

度までは財政的に非常に厳しい状況であるというふうに思っておりま

す。また、現在耐震化に係る国の補助制度等の見直しが検討されており

まして、その結果によっては、対応可能というふうなこともあろうかと

いうふうに考えているところであります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 昨年度の質問から１年たちまして、

耐震診断が行われ、震度強６に耐えられるものかどうか、その点の診断

が既に何校かは終わっていると期待していたんですけども、実際に震

度強に耐えられるかどうか、その１１棟についてはまだはっきりされ

ていないということなんですね。実際その学校に子供を通わせておら

れる保護者にとっては、これほど不安なことはないのではないかなと

思います。町財政が本当に厳しい中ではありますけども、町民の命を守

る場として非常に大事な建物でありますので、本当にせめて耐震診断

を急いでいただきたいと思いますが、国の補助制度等の見直しが検討

されておりとありますが、実際改築、それから補強工事についての補助

はふやされるということがもう決まっているようでして、急いでその



耐震診断を行い、改築が必要なところはする、補強が必要なところはす

るということを急いで取りかかっていただきたいと思いますけども、

この点いかがでしょうか。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） 議員さん言われるように、耐震診断、耐震

度調査自体は行っておりません。保護者の方は大変不安ということで

あります。まさにそのとおりだというふうに思っております。 

 また、国の補助制度の見直しであります。先ほど議員さんが言われた

ような内容につきましては、今年度から実施ということであります。今

の交付税バックがあるにして補助率が上がったにしても、運転資金と

してはあくまでも起債を発行しなくてはならないということは重々あ

るわけでありまして、そうしたときに起債制限比率にどう影響するか

ということであります。先般、ニュースで言われておりましたけれども、

そういう運転資金に対する何らかの手当を国としても考えていかない

と、全国に似たような町村は多いというふうなニュースを私は耳にし

たことがあります。したがいまして、私の申し上げました補助制度の見

直しというのは、そういった観点での新しい見直しがなされるんでは

ないかという期待をしているということでありまして、そういうもの



が出ればお金がなくてもできるということでありますので、早急にそ

ういう情報が入れば対応したいということであります。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 実際に運転資金というものが必要だ

ということでして、全国の自治体でやはりこの問題については皆同じ

ような思いを持っておられると思います。子供たちの命、住民の命を守

ることは、まず国の責務であり自治体の責務でありますので、こういう

ことをいつまでも先延ばしにすることは本当にできないのではないか

なと思いますので、自治体としてもしっかりやっぱり国のほうへ要求

をしていただいて、一日も早くこれを安全・安心の場に学校がなるよう

にお願いしたいと思います。これは、いついつまでだったら待ちますよ

と言えるようなものではないと思います。命がかかっている問題です

ので、本当自治体のほうも頑張っていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で１４番、竹内志津子君の質問を終わり

ます。 

……………………………………………………………………………… 



○議長（後山 幸次君） それでは、後ろの時計で１０時２５分まで休

憩といたします。 

午前 10 時 10 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10 時 25 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

 発言順序２、３番、沖田守君。──沖田君。 

○議員（３番 沖田  守君） 議席番号３番、沖田守であります。こ

の６月定例会で２点ほど質問をいたします。 

 まず第１点、町有地の無償貸付ということについてお尋ねをするわ

けでありますが、町の財政は極めて厳しい、合併以来、今平成２０年度

が当初予算が組まれて、それぞれの事業がされておる最中であります

が、合併以来どの年度も大変予算編成には苦しまれて予算編成に当た

られたことと、このように承知をしております。 

 そこで、きょうは今、日原地区の道の駅「シルクウェイ」上側に、旧

日原町時代に工業団地として造成をし、土地の取得をして造成をした、

この空き地が約３ヘクタール弱残っておる、こういう状況であります。



既に取得をして１０年以上になろうとしておりますが、今日の社会経

済の状況でありますから、当初思惑のとおりなかなか企業誘致も進ま

ず、残念ながら遊休地の形で現在まで町が所有をしておると。この土地

取得、あるいは造成には大きな財政投資をして、それもほとんどが起債

である借金でありますが、そして今日を迎えておる、こういう状況下で

ありますが、この土地をお聞きするところによると、国土交通省中国整

備局浜田河川国道事務所に無償貸付を実施している、このようにお聞

きをいたしました。 

 私は、この国土交通省に無償貸付をされたということは、これまでい

ろいろ調査の段階で、この津和野町内の地内、津和野地区の直地地内に

おける国道９号線の改良工事に伴う工事残土を一時的に町有地に置か

ざるを得ないと、こういうことで国土交通省からの要請によって町が

お貸しをしているんだと、このようにお聞きをしております。しかし、

中身的には無償で貸し付けられたということ、あるいは貸し付けの期

間はどの程度なのかということ、もしこれが有償であるならば、町は使

用料収入として幾ら歳入財源となるのかということについて、第１点

はお尋ねをするものであります。 

 ２点目は、これまで、今申し上げたシルクウェイ上部の上側の工業団



地予定地を含め、町が所有している、言うなれば行政財産なのか普通財

産なのか存じませんが、そのような土地を民間であれ、公共であれ、無

償で貸し付けた事例があるのかないのか、それをお尋ねをするもので

あります。 

 ３点目は、無償貸付ということであるならば、今後もこの考え方を踏

襲されるのかということについてお伺いをするものであります。特に、

先ほど申し上げたように津和野町内の国道の改良工事であると。した

がって、国の事業であろうと町が当然のことながら無償提供して協力

するのが正しいという御判断をなされて、そのような決定をされたも

のだと理解をしておりますが、そこの辺も含めて御答弁を願いたいと

存じます。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ３番議員さんの御質問にお答えをいたしたい

と思いますが、まず、町有地を国土交通省に無償貸与していることにつ

いてのお尋ねでございますが、このことについての経緯、そして現状、

あるいは今後のことにつきましては、担当課長からお答えをさせてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 



○総務財政課長（右田 基司君） それでは、町有地の無償貸付につき

ましてお答えを申し上げます。 

 まず、無償とした理由についてでございますが、議員おっしゃいます

とおり、津和野町における国道９号線直地防災事業で大量の土砂が発

生するために、その仮置き場としてシルクウェイ周辺の土地の使用に

ついて国土交通省より要請をされました。国土交通省の所管するこの

事業につきましては、町にとって極めて有益なものでありまして、町と

しては必要期間敷地を貸し付けることで、町内の主要道路、国道９号線、

直地防災事業が進展することに協力することとしたものであります。 

 貸付期間につきましては、平成１９年５月７日から平成２１年３月

３１日までとなっております。 

 また、土地有償とした場合に、使用料は幾らになるかということでご

ざいますが、使用算定基準によりますと５０７万４,６５０円となりま

す。 

 ２番目に、そうした事例があるかという御質問でございますが、これ

までも島根県との間におきましても、災害時で緊急性の高い事業につ

いては無償貸付とした事例がございます。また、町内においても夏祭り

等の公共性の高い事業につきましては無償といたしております。 



 ３番目の、今後もこの方針を踏襲する考えがあるかという点でござ

いますが、原則といたしましては、使用料算定基準によりまして、有償

としてまいりたいというふうに思っておりますが、次の内容について

は、使用料等の一部または全部を減免することができると、そうした基

準を設けておりまして、そうすることとしております。 

 １番目としまして、他の地方公共団体その他公共団体において公用

または公共用に使用するとき、２番目としまして、公共団体または公益

団体がその事務または事業のために使用するとき、３番目といたしま

して、災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設を

使用するとき、４番目としまして、前３号に定めるもののほか、町長が

必要と認めるときとしております。今後につきましても、このような基

準を継続していきたいというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） 沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 一通り私の質問にお答えをいただいた

わけでありますが、私は津和野町というこの自治体が合併をして今日、

さきの同僚議員の質問の中にも回答で出てまいりましたが、平成２３

年度はこの町の一番の財政の危機であると、こういう御答弁もちょう

だいしておる。そういう中で、たとえ公共用の国道９号線の改良工事、



津和野町の地内の改良工事であるので、ここに無償で提供するという

町の姿勢、私はこの背景の中に、国土交通省だけではございませんが、

国は各省ともに新聞やテレビの連日の報道で、極めて不透明な歳出が

されて、国民の大変な批判を浴びておると、こういうときに、この津和

野町の脆弱な財政を持つ津和野町に、国土交通省が犠牲を強いるとい

うことに、私一人ではないと思いますが、かなり深い憤りを感じるので

あります。確かに、公共性の高いその改良工事に町を挙げて協力せにゃ

あならん、これは至極当然でありますが、有償であってもあれだけの広

大な敷地に工事の出ました残土の仮置き場として提供することは、多

大な協力に私はなると思う。また、国土交通省にこの事業をやるについ

て、先ほど年間５０７万幾らかの使用料になるということです。契約期

間は２年でありますから、１,０００万を我が町としては超える財産収

入が、貸付収入がなくなる、これは我が町にとっては極めて太い。しか

し、国交省にとってみれば、私に言わせると、たかが１,０００万円程

度の事業費縮小によって、この改良工事が一日、二日早くなるとか、あ

るいは１年早くなるとか、こういうものでは決してない。むしろ敷地提

供を受けて、有償でその使用料を払っていただいて、そして一日も早く

改良工事を進めていただくというのが筋であって、町に負担をかける



ということには、私は残念ながら賛意を申し上げるわけにはいかない

と、こう思います。 

 私も、町民の方がどのようにお考えかということもいささか聞いて

みました。大勢の方ではございませんが、１０人や１５人に私は聞いて

みました。ほとんど私と同じ意見、昨今のマスコミ報道等であれだけの

不透明極まりない支出をして、国民の批判を浴びておる国土交通省が、

脆弱な財政の津和野町にその使用料が払われないということについて

はまことに残念なという意見が大半であります。そのようなことを考

えるときに、私は今回の措置は、確かに町長は、町内の唯一の国道９号

線の工事でありますから、優先をして国土交通省の申し出にこたえら

れたというふうには思いますが、ある意味では、毅然とした態度で使用

料の徴収をお願いをして、徴収をして、そして土地の提供に臨むべきで

あったと私は思います。 

 仮に町がそのような土地を持っておらなかったらどうなのかと、あ

るいはこれが民有地であったらどうなのか、国土交通省は必ず民有地

なら使用料を払わなければならないはずです。津和野町が持っておる

んだから津和野町に無償提供しろと、交渉段階で私も先般来国土交通

省に赴いて、町当局、町長以下執行部の方々は困った議員がおるなとい



うふうにお思いかもわかりませんが、私は浜田に参りまして、担当の課

長にいささかあなた方のお考えは筋が通らない、脆弱な町の財政に圧

迫を与えるような、そのような手法は、津和野町民は、あるいは国民は

理解をしがたいと思いますよということを申し上げたんです。担当課

長も頭をかきながら、おっしゃることはよくわかります。我々も強制的

にこの土地を無償で貸せとこう交渉したわけではありません。津和野

町さんが心よく応じていただいたので、無償でお借りすることにいた

しましたと。こういうことでありました。 

 物事というのは、いささかこのようにしとけば、何かまた先で我が町

にとって国土交通省が好意にとらえて何かをしていただけるんではな

いかという、このような私は姿勢というのは極めて私どもにとっては

余り好ましいことではない。この町の首長として、主張すべきことは

堂々と主張していただき、そして求めるものはきちっと求めていただ

きたいということが私は申し上げたいのであります。 

 それから、先ほど答弁の中で、確かに公共的な事業等々について無償

で貸し付けすることはできるっていう、これは条例の中で定めておい

でになりますので、それにのっとればこのような措置をされることも

やぶさかではない場合があります。災害時等云々という御返事もあり



ました。当然のこと、そういうときに使用料を徴収せいと言うんではあ

りません。しかし、私は今回は違うと、このように思います。条例や使

用料というふうなものについては、それは基準でありますから、公共的

な事業等については使用料を免除することができるということであっ

て、必ずせにゃあならんというもんじゃあ決してない。したがって、町

長のお考え一つ、我が町の姿勢一つ、このように思うわけでありますが、

ここからの答弁は町長にお願いをしたいと、こう思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 種々御指摘をいただいたわけでありますけど

も、このような経過に至りました理由は、申し上げておりますように、

この直地防災事業の実施につきましては、長年にわたりまして私ども

強く国のほうに要望してまいりました。そうした諸般の事情等もござ

いますので、ある面におきましては政治的な判断、これらも加えまして、

このような処理をさせていただいたということでございますので、御

理解を賜りたいと思っておりますが、浜田のほうにもお出かけをいた

だいたというお話を今お聞きしましたが、どちらが強く求めこのよう

になったということでは私はないというふうに思いまして、国交省は

国交省でぜひともひとつ無償で貸与してほしいということでございま



した。私どももどうかひとつ無償でお使いくださいということで申し

上げたわけでもないわけでございますが、双方の思いがおのずと一つ

になって今日を迎えたということでございます。 

 今後、仮にこのような事例が発生をいたしました場合には、御意見等

も十分踏まえまして、適切な対応をしてまいらなきゃならないと、この

ように考えておるわけでございます。今回のこのことで、何かを期待し

てやったんではないかということでございますが、特に具体的なそう

いうものはございませんけども、まあ、このあたりはあうんの呼吸でお

互いが理解をし合ってということでございますので、御理解をいただ

きたいと思っております。 

○議長（後山 幸次君） 沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 一国一城の主である町長が政治的判断

をされたと、こういうことでありますから、これ以上私は申し上げませ

んが、少なくとも町の財政が極めて厳しい、そして、前段の議員の質問

の中にもありましたが、耐震化診断もまたできない、あるいは福祉や教

育やあるいは町が所有するいろんな施設等々の管理運営を各自治会や

団体にその管理運営を委託しているというのが実情でありますが、そ

れを当初予算では聖域なく予算編成段階で前年度よりカットしていか



ざるを得ないという、なかなか自治会や団体の理解も得にくいという

状況下で予算編成をされておる、そういうことになると、これだけの財

源があればもう少し心ある予算配分ができるのではないかと言わざる

を得ないということを申し上げておきたいと、このように思います。 

 無償貸付については以上で置きます。今後についてはいかがかとい

うことは、先ほど御答弁ございました。国交省にもこの契約を直ちに、

まあ、契約というか協議書でありますが、解約をして銭を払うてもらわ

んにゃあ困るなんていうことを私は申し上げに行ったわけではありま

せん。担当の課長も、このたびの協議を白紙に戻してお金を払うという

ようなわけにはまいりませんが、今後はおっしゃられるようなことも

我々も念頭に置きながら町との交渉に当たりたいと、このような御返

事でありましたので、これ以上は申し上げません。 

 続いて、次の質問事項に入ります。この日原小学校体育館の欠陥工事

という、こういう質問事項にしております。町当局はそのように受けと

めておいでにならないかもわかりませんが、私はそのように受けとめ

て質問をいたします。 

 御承知のようにこの体育館は、合併直前の平成１７年度の旧日原町

の事業として着工して、平成１７年９月２５日に旧日原、旧津和野と合



併をいたしましたが、合併後の平成１８年３月２日に竣工式をしたと、

この事業であります。総事業費は約３億円を投じて、旧日原町民待望の

施設として完成を見たものでありますが、この工事は入札直前に指名

入札参加業者の１社から談合情報が寄せられ、町は入札延期をして公

正取引委員会を開催し、いろいろ協議の結果、疑いなしとの判断で７月

２６日に入札を、翌２７日に臨時会を招集して、工事請負契約案件とし

て上程をされたものであります。しかしながら、さまざまな疑惑を絡ん

でおりましたので、一度は議会では否決を見たものであります。しかし

ながら、一部議員の説得工作等々は行われ、８月１１日に再度臨時会を

招集して、難産の末可決を見た工事であります。工事着工後も県警当局

の捜査を受けるなど、極めて異例事態、不透明の中で完成を見た経過が

あります。 

 また、３月２日に行われた竣工式では、我々議案に反対した議員に対

し、請負業者から、一部の議員により大変な汚名と会社の信用を失墜さ

れた。合併後初の議員選挙がその年に行われました。この春の選挙では、

けじめをつける審判を受け、責任をとるべきである。選挙妨害とも言え

るようなあいさつを受けたことはまだ記憶に新しいところであります。 

 私は、このような経過を考えると、完成した体育館は一片の非の打ち



どころもなく、発注者である町当局に受け渡されなくてはならないも

のであると、このように考えるのであります。しかしながら、残念、極

めて残念でありましたが、完成引き渡し後、数カ月にして体育館内部の

体育器具等の保管倉庫に地下水が浸水して水がたまるという状況が判

明したのであります。私は、欠陥工事と言わずとして何と言うかという

ぐらいに思います。したがって、以下のことについて、町当局のお考え

をお聞かせいただきたい。 

 一つは、町はいつの時点で確認したのか、今までなぜ報告しなかった

のか、少なくとも議員全員報告があってしかるべきでありますが、そう

でなくても所管の文教常任委員会等には報告説明があってしかるべき

ではなかったか、このように思いますが、また役場の中で、庁舎内で協

議をされただろうと思いますが、その結果や対処は一体どうであった

のか、これを一つ目にはお伺いするものであります。 

 ２つ目、設計業者並びに施工業者及び発注時の町長以下責任者等か

らの経過説明等々については、どのような報告を受け協議をなされて

きたのか、ここについてお伺いをするものであります。 

 ３点目、工事段階で少なくとも水がわき出てきたと、私は素人でも考

えます。私どもは日原小学校の卒業生でありますから、旧講堂と申しま



すか体育館は、確かに舞台の下に地下がありました。そこは長靴をはい

て歩かなければならないほど水浸しで、あの地質というのはとんでも

ない地下水が噴出をするという、そういう認識を持っておりました。し

たがって、それなりの設計、あるいは施工がなされてしかるべきだとい

うふうに考えております。工事着工をされて、工程会議が開催をされる

と存じますが、その会議にいつの時点で提案され、必要な措置がなされ

なかったのか、工程会議は一体何回程度開催されたのか等々について

お伺いをいたします。 

 ４点目、結論的には、工事が終わって完成を見、引き渡しをされた暁

でありますから、幾ら過去にさかのぼってももとに戻るわけにはまい

りません。したがって、どこに責任があったのか、その責任の所在は一

体どこなのか、施工業者とも設計契約、あるいは管理契約、施工業者と

も契約を結んで工事が完成したものである。責任の所在を明らかにし

て、その条項の中には、契約条項の中に瑕疵条項もございますが、この

瑕疵条項を厳守させるおつもりなのかどうなのか、そして最後には、今

平成１８年３月２日に竣工式でありますから既に２カ年を経過してお

ります。いまだにこのような状況が続いておるということを、一体いつ

修復工事で完璧なものとして町へ再び渡されるものなのか、このこと



について伺いを立てるわけでありますが。 

 申し加えておきますが、私がこの事実を知りましたのは、まことに残

念ながら、この春３月の月でありました。あ、失礼、５月の月でありま

した。我が家で夕食時に私の孫が小学校３年と１年でありますが、上の

小学校３年の孫が「じいちゃん、学校の先生が体育館からバケツで水を

くんでおる」という、こういう話をしまして、驚き初めて承知をしたと。

直ちに日原小学校の校長に電話を入れて、このような話を孫を聞いた

が、事実かということをお尋ねしたら、そのとおりだと、議員さんは御

存じなかったのかという、こういうことでありました。したがって、私

は、明日参りますから、現場を案内してくださいと申し上げて、翌日現

場を確認いたしました。確かに水がわき出ている。何回か修復工事らし

き周辺にコンクリーで目地が張ってありました。そんなことでとまる

ような状況では決してないと、このように思いますが。以上のようなこ

とを申し上げて、回答を求めるものであります。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それではお答えを申し上げます。 

 まず、１点目で、町はいつの時点で確認したかということであります。

日原小学校の屋内運動場につきましては、合併前の平成１７年８月に



着工、翌年３月末に完成を見たところであります。議員御指摘のステー

ジ下の倉庫への浸水につきましては、平成１８年１２月に学校現場よ

り報告があり、直ちに現場状況の確認を行ったところであります。その

時点では、数日後に水が引いたため、当面経過を観察することといたし

ました。その後、平成１９年７月に再度浸水が発生したため、関係者で

浸水防止策を検討した結果、ステージ下倉庫に面した外部の通路に暗

渠排水管を埋め込み、湧水を集水ますに流入させ、水中ポンプで場外へ

強制排出する工法を検討をいたしました。しかしながら、この工法をと

ると水中ポンプ等の維持に係る経費がありますので、ほかに有効な工

法を含めて慎重な検討を行っているところであります。 

 所管の委員会等への報告というふうなこと御質問の中にありました

けれども、そういった点については配慮が足らなかったのではないか

というふうに反省をするところであります。 

 次に、設計者、あるいは施工業者からの経過説明を受けとるかという

ことであります。設計・施工管理業者及び工事施工業者、当時の町関係

者に対し、事業計画策定段階から工事期間中の状況等につきまして、随

時聞き取り調査を実施したところであります。 

 次に、工事段階で水がわき出たと考えるということであります。工程



会議は何回開催したかということでありますが、工程管理会議につい

ては、町担当者、施工管理者、工事請負業者及び下請業者を含めて行っ

ておりまして、工事期間中に９回開催をしております。 

 今回の浸水に関する議題といたしましては、平成１７年１１月の工

程会議で、地盤改良や基礎コンクリート打設工程に伴って、地下水の流

れが変わったことにより発生したと考えられます湧水の処理対策につ

いて協議を行っております。その対策といたしましては、平成１８年度

繰り越し事業の一部として、本体工事とは別に実施いたしました「日原

小学校周辺整備工事」におきまして、屋内運動場南側の校庭に暗渠排水

管を敷設し、湧水を場外へ排出する方法をとりました。現在でもかなり

多くの水量を排出しておりまして、一定の成果を上げていると考えて

おります。 

 次に、責任の問題であります。今回の工事に関しましては、工事に対

する管理は工事管理者に管理をしていただいておりますし、竣工検査

もしておりますが、その間特に設計に対して施工に問題があるという

ふうなことは聞いておりません。また、工程会議でも協議がなされてお

りますので、特に問題があったとは考えておりません。また、半地下の

場合は特別な設計が必要という基準はないという実施設計業者の説明



でありましたので、建築基準に適応した設計であるというふうに思っ

ております。したがいまして、契約上の瑕疵条項を適用するのは困難で

あるというふうに考えております。しかしながら、今回の建設場所は以

前から湧水の多い場所ということでありまして、そういった状況を考

慮いたしますと、設計上見通しが甘かったと言えるのではないかとい

うふうに考えております。 

 次に、いつまでに工事を完了かということでありますが、ステージ下

倉庫への浸水につきましては、常時というわけではありませんが、現在

も不定期に発生しているところであります。今後も倉庫内の収納物へ

の被害はもとより、屋内運動場本体への影響も懸念されますので、町と

してもその対策をとるべく、現在関係者で最善の方法を検討している

ところでありますが、早い時期に結論を出して工事を行ってまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 回答が極めて私は理解しがたいと、特

に責任の所在については、先ほどの回答では、契約における瑕疵条項の

適用は難しい、難しいということになりますと、行政当局の責任という

ことになります。この旧講堂があり、あの地質というのは、行政担当者



やら、当時の、施工業者は、日原小学校の卒業生であれば、先ほど私が

申し上げたように、とんでもない地下水がわき出るという危険性を

重々承知の上、この工事に何ら工夫がなく設計・施工にかかったとしか、

私は理解できません。それで瑕疵条項に責任をとるということはでき

ないという答弁は極めて私にとっては理解しがたい。 

 なお、私はこれに事実を知ったのはこうだと申し上げましたが、ここ

の半地下倉庫には学校の体育器物等だけではない、日原の町部の連担

地区の連合会の皆さんが、併用でその中にいろんなものを保管してお

いでになるということで、竣工後間もなく日原連合自治会では、問題と

して、水がたまっている状況ではこのままでは保管できないからとい

うことで、連合自治会が所有しておるその所有物については水浸しに

なっては困るというんで、ある建設会社にお願いをして、金額も７万円

相当の経費をかけて、要するにすのこ板らしきものを作成をして、そし

て現在保管をしておるという、こういう状況であるとお聞きをしてお

ります。その時点で問題とし、解決をするようにという問題提起がそこ

からも出ておるというふうに聞きました。それが、竣工して丸２年を経

過して、なおかつ先ほどの答弁では、今後検討をして対処したい。私は、

言葉はいささか過ぎるかもわかりませんが、いささかたがが緩んでお



る、行政当局はまことにたがが緩んでおる。もう少し毅然として対処し

ないと。これが私的な建物だったら、あなた方はどうされるかというこ

となんです。町長みずからの建物、教育長みずからの建物だったら、こ

んな期間放置はされないはずです。私だって、私の個人の所有物であり

ましたら、直ちに異論をとなえ、責任をとらして、工事に着工し完成を

して戻していただく処置をとったはずです。公共物であるから、このよ

うな期間、猶予的な期間をもって対処すると、私はたがが緩んでおると

しか申し上げようがない。ここについてきちっとした御答弁をいただ

きたい。 

 今答弁の中で、瑕疵条項が適用できないということになればどうす

るかということを明確にきょうはお答えいただかないと、時間が参っ

ても私は終わるわけにはいきません。答弁願います。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） 対応につきましては、議員さん言われると

おりでありまして、現在も検討中というふうなことでありまして、そう

いった意味では対応が遅いというおしかりを受けておりますが、まさ

にそのとおりだというふうに考えております。 

 ただ、責任問題につきましては、先ほども申し上げましたように、瑕



疵条項の適用は困難というふうに考えております。ただ、見通しが、設

計上見通しが甘かったのではないかというふうな考え方は若干持って

おりまして、今後設計業者と協議をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（後山 幸次君） 沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 一般質問も普通の議案についても３回

以上質問できないということが非常にネックになっておりますが、明

確な答弁でないわけでありますから、もう少し、最後は町長に答弁いた

だきたいんですが、私はどこに責任があるのかというのは私から申し

上げるというようなことができるわけじゃありません。したがって、町

当局はここに問題がある、それをきちっと明確にしていただきたいと

いうことで、いまだそれができないということは、私は町民がそんなこ

とを許すかということをお考えいただきたいと思うのであります。設

計に問題があれば設計に、施工に問題があれば施工に、発注者側の町当

局なら町当局と、明確にしていかなければ困ります。 

 そして、申し上げたくないことまできょうはあえて申し上げざるを

得ない。まだ明確な責任の所在がわからないままに申し上げるのはど

うかと思います。思いますが、今の回答を見ると、設計にも施工にもな



い、したがって瑕疵条項を適用するわけにはいかない。こういうことに

なると、行政当局ということになる可能性が非常に強い。したがって、

行政当局になるということになると、いずれ何らかの工事をしなくて

はならない。これは補正がかかってくるということにつながる。しかる

べき合理性があって、補正予算が計上されるものであれば、我々もそれ

に不同意をとなえるものではありませんが、少なくとも明確な責任を

お決めになったその上でないと、それを認めるわけにはいかないとい

うことを申し上げ、さらには本当に申し上げたくない、仮にこの今まで

の答弁を聞くと、行政担当者、要するに行政側に落ち度がいささかあり

ますよというふうにしか聞こえない。となれば、当時の町長以下責任者

に私は責任の所在をきちっとしていただきたい。 

 前段でいささか言わなくてもいいことまで申し上げましたが、非常

に不透明な中でこの工事完成見たという経過の中で、工事発注者が今、

当時のですよ、俗に申し上げますが、当時の町長が今合併前に、この案

件とはいささか違いますが、旧日原町でグループホームを建設をする、

こういうことが合併直前になって浮上してまいりました。合併協議で

も大きく影響を与えたと思いますが、それ以上に介護保険制度、郡内の

助け合いによる介護保険制度の制度自体も壊してしまったという経過



があったんです。今日、吉賀は吉賀、津和野町は津和野町で介護保険制

度そのものを運営せざるを得なかったという、発端はここにあったと

いうふうに理解しておりますが、そのような問題を起こした当時の責

任者は、今グループホームを経営しておるこの施工業者の経営の一翼

を担って、そこでどのような立場かは存じませんが、かかわっておると

いうようなことを考えましたときに、この一連の工事全体というもの

が、またますます不透明千万と言わざるを得ないということを申し上

げて、最後になりましたから町長に、責任の所在はいつまでに、どのよ

うに明らかにして、後の対応を、処理をこうするという、この明確な回

答をいただかなければ質問を終わるわけにはいかないということを議

長に申し上げておきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 日原小学校の体育館の工事の関係についてお

尋ねでございまして、教育長のほうから今日までの経過等についてお

答えをしておるわけでございますけども、なお責任の所在が明確でな

いということで、再度町長に対しての見解を求められたわけでありま

すが、教育長のほうでお答えいたしておりますように、内部におきまし

てはいろいろと経過をたどりながら、どのように対応すべきかという



ことを協議を重ねておるところでございます。その経過の中では、先ほ

どまで申し上げておりますように、今回の事例で瑕疵条項を適用して

問題を解決するというのは、少し難しいんではなかろうかという、今日

までの協議の中では結論に達しておるわけでありますけども、再度い

ろいろと御意見をいただきました。重ねて検討をさせていただきたい

というふうに思っておりますが、現状は現状でございますので、いずれ

にいたしましてもこのままで放置をするというわけにはまいりません

ので、終局的には町が責任をもって対応をしてまいることになるだろ

うと、このように判断をいたしておるわけでございますけども、その過

程等におきましては、重ねて申し上げるわけでございますけども、さら

に当時の関係者の皆さん方の状況、あるいは御意見、これらも徴した上

で最終的な判断をさせていただきたいと、このように思っておるわけ

でありますので、御理解をいただきたいと思っております。 

○議長（後山 幸次君） 沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 十分な私の質問に対する回答というよ

うに受けとめるわけにはまいらなかったわけでありますが、最後に町

長から必ず引き続きこの問題については鋭意努力をして解決をし、終

局的にはあのまま放置するわけにいきませんので、工事をして、水がわ



かないような、そのような処置をしたいと、こういうことでありました。

しかしながら、当初申し上げたように、少なくとも契約条項を読ませて

いただきましたが、かなり分厚いというか、何十項目にわたってきちっ

と契約が結んであると、何のための契約かということになるわけであ

りますから、もう少したがを締めて、ひとつ対処してもらいたい。新町

になってからはそのようなことがあるっていうふうには存じませんが、

先般も初日に契約案件が出てまいりました。全員一致で契約案件に賛

同いたしました。これから工事が始まるわけでありますが、再びこのよ

うな不祥事が起きないように切に監督していただくように、要望を加

えて質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、３番、沖田守君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 発言順序３、１２番、道信俊昭君。──道信

君。 

○議員（１２番 道信 俊昭君） １２番、道信俊昭です。今回の一般

質問は２点ございます。 

 まず１点目、タイトルといたしましては、「情報公開と説明責任」と

いう、ちょっと堅苦しいタイトルで始まりましたが、私の活動の中での



具体的な事例を基にしてこの問題を取り上げましたので、ただ、その事

例というものは、基本的なところから話をしませんと、単なる事例に終

わってしまう可能性がありましたので、少し難しいとは思いますけど

も、憲法というところから入ってまいります。サブタイトルとして「行

政の皆さん、町の人たちに正しい情報をいち早く伝えていますか」、こ

れがサブタイトルでございます。 

 それでは、日本国憲法から入ります。日本国憲法では、御存知のとお

り「国民主権」をとなえております。内容的には、国民が政治権力の源

であり、政府は国民がつくったものであり、国民が運営する機関である。

すべての決議権は国民にある。これを町にかえて申しますと、町民が最

高の主権者である。町民が政治権力の源であり、役場は町民がつくった

ものであり、町民が運営する機関である。すべての決定権は町民が持つ。

その最高の権力を持つ町民が、町で起こるさまざまな問題を解決する

ためには、役場は判断の材料となる情報を町民に与えなくてはならな

い。つまり、町民は知る権利を持っているということでございます。つ

まり、行政が、役場が持っております情報を公開してもらう権利、説明

を受ける権利を持っているということであります。あらゆる情報はす

べからく町民のものである。これが大前提でございます。 



 それで、実にタイミングよくと申しますか、最新の町の広報で「まち

づくり出前講座」というものが発表されております。当然御存じだろう

とは思いますけども、これをちょっと抜粋して持ってまいりましたが、

この町広報を讃えるような形で新聞がすぐ取り上げまして、津和野町

はこうこうこういう形で町の情報を町民に素早く正確に伝えるという

ことを新聞が取り上げております。この内容は、皆さん御存じだろうと

は思うんですけども、この趣旨というものをちょっと読みますと、「ま

ちづくり出前講座とは、町の職員が町に出向いて、町が持っている行政

情報を町民の皆さんにお伝えし、また情報交換を行っていく上で、真に

住民サイドに立った行政運営を図ろうとするものです。」このように冒

頭に書かれております。実に積極的な説明責任であり、これを具体的に

町広報の中で形としてあらわされたものだろうと私は思っております。 

 ところが、先ほど冒頭で私が関与した事例っていうものが、申しまし

たけども、これと全く逆行するような行為が発生しました。まあ、事例

ですので簡単に申しますけども、津和野町の委託を受けて、津和野幼花

園が津和野町民センターの子育て支援センターの業務を委託されてお

りました。ところが、２月７日に幼花園より、これはさまざまな事情が

あったんで、この事情の内容は別にとやかく言うことはありませんが、



今回は受託を辞退いたしますというようなことでありました。これが

２月７日、先ほど言いましたように２月７日です。ところが、この施設

を約３０名近くのお母さん方が使っておられたんですけども、このお

母さん方に対しては、あるいはお母さん方はもとより町民に対しても、

あるいは議員に対しても、だれにも告げられないままに約２カ月この

状態が続いておりました。事が表面化したのは３月の２５日でござい

ます。その時点で私は、まあこれはひょんなことからっていうことです

けども、一人の町民の方から、ねえねえという形で相談を受けまして、

その場に行ったわけですけども、初めて私もこの日に知りまして、その

後すぐほかの議員の大多数の議員も知ることとなったわけです。そし

て、数日後に支援センターの移設が直地に移されるということが議会

で可決されました。このまま何もなかったとしたら、何も知らずにいた

としたら、１週間後には施設は閉鎖されるという段取りとなっていた

わけです。この２カ月間の空白、意図的だったのか普通の出来事だった

のか、いずれにせよ説明責任は全く果たされていなかった。 

 それで、きょうまで私は同じような事例の、まあ形は違うんですけど、

同じように説明責任を受けていないというような旨の相談を受けまし

た。まだこれは詳しくは調査しておりませんので、ここで具体的には言



えませんけども受けております。それと、先ほどの日原の体育館の水の

情報の件ですけども、これを今お孫さんから知って初めてそのことを

知ったと。これも今後ろで聞いておりまして、まさに同じようなことだ

ったんじゃないかなというふうに感じておりました。そういうような

ことを含めて、私の質問に入りますが、確かにすべての情報を全町民に

説明するっていうのは、現実的には不可能ではあります。ただ、どこか

で線を引かないといけないっていうことは、これはだれでもわかるこ

となんで、町長はこの情報公開、説明責任ということの線引きっていう

か、どういうふうに答えられるかちょっとわからないんですけども、何

らかの指針があるんじゃないかなというふうに考えておりますので、

もしございましたら、そのあたりの線引きの基準をお尋ねしたいとい

うふうに思います。 

 次は、職員の皆さんは、私は今冒頭で憲法とかっていうものを出しま

したが、当然憲法や法律や条例に基づいて仕事をされているはずです

けれども、法律のプロでもございます。まあ入ってからすべてを知って

いるなんていうのは、それはちょっと難しいっていうことはよくわか

るんですけども、それでは町はそういう町の職員に対して、この情報公

開とか説明責任ということの研修というか、勉強ということをどのよ



うな形でされているかということをお聞かせください。なお、それに対

しての職員の取り組む姿勢と意気込みというものもわかれば、感じる

ところを教えていただきたいというふうに思います。 

 ３番目が、出前講座の趣旨に情報交換とあります。この出前講座だけ

をちょっと私は見た感じでは、何か一方的に授業として、下手をすれば

教えてやるというような、そういう、間違えればですよ、取り間違えれ

ば教えてやるというような形にもなりかねませんが、この中に質疑応

答はオーケーと、かというような解釈を私はしております。ところが、

質疑応答すれば当然苦情とか要望とか出てくるわけなんですけども、

さらにこの中には最後のほうに申し込みができない場合という中に、

苦情や要望は目的としたものは受け付けません、的なことですよ、的な

ことが書いてあるんですけども、申し込みをされたときに、話が進んで

いったときに、そのようなことが出てきた場合どのように対処される

のか、そのあたりをお伺いいたしたいと思います。 

 最後に、真に住民サイドに立つ、書かれておりますけども、行政の方

から見られて、真に住民サイドっていうのが、具体的に何かこう出して

もらえれば、ああそれが真に住民サイドなのかということがイメージ

できますので、このあたりをもしお聞かせ願えれば理解しやすいんじ



ゃないかなと思っております。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） １２番議員さんの御質問にお答えしたいと思

いますが、情報公開と説明責任についてお尋ねでありますが、町民の皆

さんに対しまして情報を公開すること、そして、いろんな課題に対しま

して可能な限り説明をしてまいることは当然の責務であると、このよ

うに考えております。したがいまして、この線引きの基準といったよう

なものは特に定めておりません。情報の公開につきましては、制度にの

っとって適正に対応してまいることにいたしておりますので、御理解

をいただきたいと思っております。 

 憲法の精神をひも解かれましての御質問でございましたが、確かに

国においては国民が、町においては町民がということでございますが、

その町民の皆さん方の最終的なこの御判断、意思決定というのは、町民

の皆さん方が付託をされました町議会において最終的な御決定をいた

だくと、これが憲法にのっとった、あるいは地方自治法にのっとったル

ールであろうかと、このように考えておりまして、また今日までそのよ

うにしていただいてきておるわけでございます。 

 それから、大変お言葉を返すようでございますけども、具体的な事例



にございましたこの子育ての支援センターの問題、議員さん３月２５

日に初めて知ったということでございますけども、その間の経緯もご

ざいますけども、私どもは公式には３月の７日に議会へ条例案として

御提案を申し上げ、今日までの経過、そして今後の取り組みについて、

こういう事情でこういうふうにさせていただくものでございますとい

うことを御説明申し上げたつもりではあったわけでございますので、

その点はひとつ御理解をいただきたいと思っております。 

 なお、その他につきましては、担当課長のほうからお答えをさせてい

ただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、情報公開と説明責任につ

きましてお答えを申し上げます。 

 情報公開につきましては、個人情報の公開につきましては、その扱い

が厳しくなっていることは御承知のことと思います。しかしながら、情

報公開につきましては、先ほど町長が申し上げましたとおり説明して

いくべきと考えております。そのようなことからも、本年職員が町民の

中へ直接出向いて行う「まちづくり出前講座」がスタートしたと認識を

いたしております。全職員への研修についてでございますが、町村会の



助成も得ておるわけですが、そういう専門的な研修項目も計画してい

るところでございます。 

 なお、「出前講座」の中で、苦情、要望が出されたときについてでご

ざいますが、これは当然ではございますが、その場でお答えできないこ

とにつきましては、当然持ち帰ってそうしたことを、当然ながら町民へ

そうしたお答えをお返しをしていくことが大切であるというふうに考

えております。そうした繰り返しをしていくことによりまして、住民サ

イドに立った行政につながるというふうに常に考えているところでご

ざいます。 

○議長（後山 幸次君） 道信俊昭君。 

○議員（１２番 道信 俊昭君） 申しわけございませんでした。３月

７日の件に関しまして、改めておわび申し上げます。私もいろいろ勉強

をこれからも一生懸命したいと思いますので、その点の重ね重ねおわ

び申し上げたいと思います。 

 それで、この説明責任ということは、時代の流れっていうのは当然の

ことなんですけども、情報が隠れるというと御幣があるんですけども、

いわゆる裏情報という形がこうなってしまいますと、何か旧津和野と

旧日原がポスト争いだとか何とかというような、そういう形になると



いうことが私にとって非常に心配だったので、最初に町長の言われま

したようなすべての情報については町民への情報公開をするんだとい

う意気込みがありますんで、それをぜひやっていただきたいというふ

うに思っております。 

 それと、真に住民サイドに立つという具体的なことの一つの形なん

ですけども、実はホームページ見たときに、トップページをぱっと開い

たときに、例規集とあるんです。今我々がよく使っているのが、条例条

例っていう言葉をよく使うんで、私らも町民の方々に条例をよく見て、

この条例に基づいていろいろ判断していきましょうよと言っておるん

ですけども、例規集と書かれておりますんで、私も最初見たときに、条

例ちゅうのはどこにあるんかいの、また重ね重ね勉強不足であったん

ですけども、例規集っていうところにぱっと結びつかなかったところ

が、町民の方もそのあたりがやっぱりちょっとわかりにくいところが

ありますので、この「例規集」っていうところを「町条例」にと、「町

条例」というふうに書きかえていただければ、真に住民サイドに立った

というようなことにもつながる一つの例として御提案させていただく

ということで、この質問に関しては終わりたいと思います。 

 続きまして、観光なんですが、私はよく観光問題に関して出させてお



りまして、前回も脱小京都宣言とかいうような、ちょっと過激な言葉を

使ったりなんかもしておりますが、行政でないとできない観光対策と

は何ぞやと、これまでいろいろ質問しておりまして、今回は逆に、さっ

きの質問とは逆に、行政が非常に私が今回する質問の中で果たした役

割を行政の方がされたということを新聞で、これも新聞ですけども、見

たときに、ああこれなんだな、これなんだよということが感じましたん

で、今度は違った意味で事例、また逆の意味ですけども、逆にこの事例

をもとにして行政の果たすべき観光対策というものを一般質問の中に

取り上げさせていただいたということでございます。 

 民間の観光協会の資料によりますと、総会にこの前私も出席させて

もらって、その資料に書かれておりました一文を書きますと、「県全体

の入り込み数は、石見銀山を中心として増加しているが、出雲部の増加

が目立つ中で、県西部では目立っての恩恵に浴していない。」このよう

に書いております。この１年はもうあらゆる報道、島根県の観光に対す

るあらゆる報道は石見銀山と出雲大社がほとんどを占めております。

ほとんどということですよ。観光は、私は前から言っておるんですけど

も、観光っていうものは「光を観る」と書いておりまして、時流に乗る

こと、話題性に乗ることが肝心なことだろうと、肝心なことだというふ



うにいつも言っております。これが私の持論でもあるんですけども、先

ほど事前に申しましたように、行政職員の一つの行動が非常にこの新

しい光を観るということに寄与してるっていうことを説明しますと、

ＮＨＫ、朝の連続小説「だんだん」をＰＲするドラマの脚本に、津和野

町の職員の作品が採用されました。これまでにない新しい切り口で出

雲部へ切り込んだ、話題性とか地域性、ともに申し分ないことだったな

あというふうに私は新聞を見て感じました。 

 そこで、質問としては、出雲、石見銀山、津和野っていうこのルート

は、清流日本一と言われる高津川がすっぽり入る。ただ、このコースを

きちっとつくり上げるためには、いわゆる旅行者なり民間の旅館とか

何とかっていうようなものがつくるのは非常に難しい、民間というの

はやはり経済効果が見込めるなとわかって初めて動き出します。ちな

みに津和野町が世の中にぱっと出てきたと、ちょっと前なんですけど

も、私は津和野にいなかったんですが、そのときなんかもやっぱり最初

は目に見えない、まあ旅行社におったわけですけども、旅行社は全くそ

ういうものに手を出さなかったんです。それはやっぱりまだ旅館も確

立されていない、バス何とか何とかもみんな確立されていない。それで、

旅行社っていうのは手を出せないんです、恐くて。ですけども、一たん



それがぽっとできてしまうと、あと民間がどんと入ってくるという形

をとりますので、行政の役割っていうのはそのように、この一つのルー

トをつくるっていう意味で、私は非常に重要なことだろうと、私の体験

上のことも含めて思っておりますので、このあたりのことは再三県と

の協議とか協力とかが必要になってくると、そういう意味での行政の

取り組む姿勢っていうのを、私再三言っておるんですけども、今回はこ

ういう事例が出た関係上、非常にタイムリーだなと思いましたんで、再

度お聞きしておきます。 

 以上です。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） それでは御質問にお答えしたいと思

います。 

 まず、御質問の中で御紹介いただきました、ＮＨＫのＰＲドラマにつ

いてですが、これはことしの秋から島根県を舞台としたＮＨＫのドラ

マ「だんだん」と言いますが、これが放映されることは御承知のとおり

だと思います。それを事前にＰＲする５分間ドラマの脚本をＮＨＫが

公募いたしました。その公募に応じまして私どもの商工観光課の藤山

課長補佐が脚本を書きまして応募しましたら、それが採用になりまし



た。これはまことに喜ばしいことだと考えております。既に撮影もほぼ

済んだようでありまして、こういう面、いろんな面、課としても町とし

ても全面的に支援をしていっているところであります。この５分間ド

ラマの撮影地のほとんどが町内ですし、町民の方にも役者として参加

をしていただいておりますので、議員おっしゃいますように絶好の情

報発信ととらえておるところであります。 

 なお、このこととは直接関係ありませんが、「だんだん」というドラ

マは松江を主に舞台にしたドラマでありますが、同じ島根県でありま

すし、単に遠い松江という感覚ではいけないと思っておりまして、まあ

無理は無理かもしれませんが、ＮＨＫのほうへこの「だんだん」の撮影

等々につきまして、ぜひ津和野のほうへも足を伸ばしていただけない

かというお願いは既にしておるところであります。色よい返事をもら

っておるわけではありませんが、そういう働きかけもしております。 

 次に、石見の観光振興について、行政の役割等々踏まえての御質問を

いただきました。昨年の石見銀山の世界遺産登録は広く石見地方に好

影響をもたらしました。本町の観光にとりましても、観光協会の分析も

ありますが、少なからぬプラス効果をもたらしてはいるものと考えて

おります。しかしながら、一方で、石見銀山をめぐるツアーの多くが存



在しますが、それらは多くが関西から松江、出雲を通りまして銀山を見

学して広島山陽へ抜けるというコース、またはその逆のコース、これが

最も多い状況がありまして、なかなか本当の意味で本町や石西地域に

すばらしい効果というわけにはいかない現実もあることも認識をして

おります。 

 こうした中、島根県では、これは以前からですが、西部県民センター

内に石見観光振興協議会という事務局を設置をしまして、そこを中心

に石見銀山の世界登録をきっかけとしてではあるかもしれませんが、

石見地方の全体の観光振興を図ろうとさまざまな施策を打ち始めてお

ります。私は１０年前に観光課におりましたが、その当時ではこういう

動きは全くなかったことでありまして、大変喜ばしいことだと、私個人

では感じております。この協議会では、銀山が一番遠くの地になる場所

はどこであるかということから、九州地区にスポットを定めておりま

して、九州地区からの誘客を図れば、アクセス方法が、石見銀山まで行

くのにバスであれ自家用車であれ、ＪＲであれ必ず石西地域地方を通

過するコースとなりますので、そういう考え方で、そうしますと石西で

の休憩や食事、宿泊、津和野観光など、いろんなことをセットすること

も可能となります。これは石見全体にとりまして最も効果が高いと判



断しております。県も同じ判断をしておりますので、この考えのもとに

早速協議会を中心に、県、市町村、各観光団体や経済団体などによって、

この秋九州地方への「なつかしの国石見」キャンペーンを計画・実施す

ることにしておりまして、現在準備を具体的に進めております。 

 県は、石見専門の、別のことですが、石見専門の観光支援プロデュー

サーをわざわざ招致をしておりまして、石見観光の振興に積極的に取

り組んでおります。この九州キャンペーンもこのプロデューサーの発

想であります。これ以外にも多くの施策を展開、または企画中ですので、

県西部の観光の拠点である津和野町としましても、県または近隣との

連携をしっかりと図っていくことが当然のことであると考えておりま

すし、１００万観光地としてそれなりのノウハウも持っておる当町と

しまして、積極的にこれら協議会等々へも提言も行っていきたいとい

うふうに考えております。何よりも行政の役割も大事なことですが、ま

ずは民間との役割分担を明確に定めた上で、その上で明確になった行

政の役割を果たしていくことがまずは大事だろうというふうに基本的

には考えております。 

○議長（後山 幸次君） 道信俊昭君。 

○議員（１２番 道信 俊昭君） 石見観光振興協議会、これとか石見



専門の観光支援プロデューサー云々と書いてあるんですけど、このあ

たりのくくりはわかるんですけども、津和野町としてどういうふうに

したいか、どういうふうに考えているかということを、もう少し詳しく

というか、具体的なことがあればお話しいただけたらと思います。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） 主には予算資料でありました施政方

針のほうにも掲げておりますが、その後数カ月たちまして、私も具体的

に観光の仕事をする中でいろいろ思ったり、新しい情報が入ったりと

したことがあります。それらを踏まえまして、ひょっとすると町として

の見解というわけにはいかない面もあってごかんべんいただくことも

あるかもしれません。多少個人的な感想なりも入る部分があるかもし

れませんが、御質問ですのでお答えをしてみたいと思います。 

 先ほど申し上げかけました、行政の役割とそれから行政と民間等々

の役割分担の問題でありますが、基本的に私はこう考えております。防

災の考え方の中に自助、共助、公助という考え方があります。字は自分

の自、自分で守る、助ける、共助は共に助ける、これは自治会とかの、

それから公助が行政となります。観光も全く同じことが言えると私は

考えております。自に当たるところが各商店主なのかなと、少し大きく



して商店会さんとかそういうことなのかなと、共の部分が商工会であ

りますとか観光協会でありますとか、そういう行政ではない団体の部

分なのかなと、それから公がありまして、そこは行政の役割になるのか

なと、それぞれががっちりかみ合って、初めて経済や観光の動きという

のはいろんな施策が打っていけるんだろうなというふうに、私個人は

思っております。 

 さらに、観光という面を見ますと、津和野というその名称であります

とか、高津川ブランドと、そういうふうな大きな冠の下でそれぞれが経

済活動や観光活動や商売をされて、その中で地域経済が活性化をして

いくという、その中で地域づくりが図られていく、そういう部類である

と思いますので、やはりその自、共、公がきちんとなっていくのが理想

的な形だろうと思います。その中で、自や共につきましては、きょうは

お話しはしませんが、その中で公の部分の行政の役割なんですが、私は

まず観光の施設整備、これは道とかトイレとかいろんなことを含むと

思いますが、そういうことの整備が行政の一番の大きな役割ではない

のかなと思っております。その次には、観光施策を進めていく上での、

先ほどの共の部分も含みますが、そういう推進する母体や体制をつく

ったり強化したり、そうしていく部分も行政の大事な役割ではないか



なというふうに考えております。 

 それから、さらに今度は広域になるんですが、これは国のほうでもこ

の１０月に観光庁を設置するという動きがあります。その基本的な考

えはビジットジャパンとも言われますが、外国からの観光客をたくさ

ん受け入れようというのも一つですし、それから国内でも２泊３日、３

泊４日の観光域をつくろうというのが国の大きな考え方です。そうし

ますと、交通が非常に発達している時代ですので、１町村で２泊３日、

３泊４日は不可能でもありますし、また旅行の皆さんはいろんな所に

行きたいという、もともと欲求もありますので、観光はどうしても広域

化していく。広域させることによって地域経済を図っていこうと。その

広域のシステムをつくっていくのが、まずは行政の役割であろうとい

うふうに私は思っております。そういうふうな大きな役割があるんで

はないかなというふうに考えております。 

 それから、再質問の津和野はどうかということなんですが、私は今ま

ず緊急的な津和野観光の課題としましては、非常に従来から言われて

おりますが、極端な通過型観光地になっている。しかもその傾向は、こ

れまでも進んできましたし、さらに強まる可能性は非常に高いという

ふうにまず懸念をしております。簡単な数字で今手元にたまたまある



んですが、申し上げますと、宿泊者数ですが、平成１５年と１９年をた

またま比べた場合に、島根県では宿泊者数…… 

○議長（後山 幸次君） 発言の途中ではありますが、チャイムが鳴り

終わるまで暫時休憩といたします。 

午後０時 00 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時 01 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） 平成１５年と１９年度宿泊者数を比

較した場合、島根県全県では２０％の増加をしております。益田市でも

３６％の増加をしております。一方、観光地である津和野町は３０％以

上の減をしております。これは大変ゆゆしき問題であると私は認識を

しております。ですから、まず宿泊対策が以前からずっと言われており

ますが、以前にも増して宿泊対策が必要であるというのを緊急的な課

題であると考えております。しかし、もう一つここに現実がありまして、

私が１０年以上前におりました、観光課におりましたときには、町全体

の、この町全体というのは旧津和野町全体ですが、旧津和野町だけの全



体で、宿泊、キャパシティー、収容者数はたしか１,０００を超えてい

たと。１,０００ぐらいだったかもしれません。ありましたが、現在は

５００ありません。日原町を寄せても５００あるかないかぐらい、もう

収容者自体が減っている現実があって、その中でどうやって宿泊をふ

やすかと、非常に至難の業だとは思いますが、そのあたりから何とかし

なくてはいけないなというふうに、感想として今思っております。 

 それから、もう少し将来展望的な話なんですが、これも個人的な見解

になるかもしれませんが、まずは地域資源を生かした着地型のメニュ

ーづくりというのが僕の中でのキーワードになっておりまして、どう

いうことかと言いますと、やはりここで言う本当の合併効果、津和野と

日原が合併したのは、何も行政のコストダウンだけが合併効果では、私

はないと思っております。真の意味での旧日原町のいろんな観光資源、

食材、自然、高津川、いろんなキーワードありますが、それと旧来の１

００万観光の津和野というネームバリューも含めての実績、それをあ

わせて行けることが本当の合併効果であるというふうにも考えており

まして、ここを何とかすれば津和野町の観光は大丈夫だというふうに

思っております。じゃあ何とかするかというのは、いろいろまたすぐに

できるとは思いません。時間はかかると思いますが、そこが一つのキー



ワードになるだろうと思っております。その背景には、まず観光客のこ

れからの動向については、非常にニーズが、今までも言われております

が、さらに多様化していくと。同じ人が自然の中をウォーキングする、

その次の日には図書館に入って本が読みたいと、その次の日にはうま

いものが食べたいと、一つの人がいろんなニーズを持って旅行をして

いっております。それはさらに傾向が強まります。それをできるだけ、

先ほど広域観光のことも言いましたが、でもできるだけ津和野町内で、

できれば津和野地域と日原地域の両方で１泊でも２泊でも、たくさん

右往左往してもらえればやっぱり経済効果も大きいわけですから、そ

れにいかに対応できるかというメニューづくりをしていくこと。それ

がどうやってメニューをつくれるかということが、行政のまずは一つ

の大きな役割になるのかなというふうに思っております。私見もいろ

いろ申し上げまして、済みませんでした。 

 以上です。 

○議長（後山 幸次君） 道信俊昭君。 

○議員（１２番 道信 俊昭君） 今のお答えを聞きまして、行政が一

生懸命やっていただけるというのをしっかり酌み取りましたんで、民

間にぜひ、民間と協力して新しい形というものをつくっていただきた



いと。そのように願いまして、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、１２番、道信俊昭君の質問を終わり

ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） それでは、後ろの時計で午後１時０分まで休

憩といたします。 

午後０時 05 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00 分再開 

○議長（後山 幸次君） 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 発言順序４、１７番、藤井貴久男君。──藤井君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） それでは、通告に従いまして質問を

いたします。 

 今回は、ふるさと納税制度に絞って、この制度が本町にどのような影

響を与えるのか、また本町はどのような対策や方策をとっているのか

について質問をいたします。 

 御承知のように、ふるさと納税制度については、ふるさとを応援した



い。あるいはふるさとへ貢献したいという気持ちを持つ納税者が、ふる

さとと思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税の納税義務

のある方で、所得税と住民税の、特に住民税の場合は所得割部分の１割

を控除できる制度であり、控除対象となる地方公共団体の範囲はすべ

ての都道府県、または市町村であるということであります。これについ

ては、初日に税務住民課長から詳しい説明を受けたところであります。 

 さて、これの改正がなされまして、控除の対象となる寄附金額という

のは５,０００円を超える部分の寄附金額であります。以前は１０万円

でありましたので、寄附金の控除金額が大幅に下げられたことになる

というふうに思うところであります。 

 しかしながら、何となくこの制度わかりづらい制度であります。ふる

さと納税と言いますので、本当に納税なのかと申しますと、納税ではな

く４月３０日に国で議決されました地方税等の一部を改正する法律に

よる個人住民税の寄附金税制改正ということであります。また、ふるさ

と納税ということでありますので、小さいとき育った県とか、あるいは

小学校に通った市町村とかのふるさとの定義があって、その県、あるい

は市町村への寄附に限定されるのかと言えばそうではなく、だれでも

住居地以外の市町村、自治体に寄附していいことになっています。県と



市町村に寄附していいことになっております。ある意味では、ふるさと

納税とは名ばかりで、寄附金制度とも言えるもので、要するに自分の住

んでいる自治体以外に寄附すると、５,０００円以上を超える額は所得

税と住民税を差し引く制度ということになったところであります。本

町におきましても、この制度に対応すべく３月議会で基金条例を議決

し、４月１日から施行しているところであります。 

 さて、新聞報道等で、妖怪ロードのある境港市では、この制度の第１

号は水木しげる氏というふうに載っておりました。また、兵庫県の西宮

市では、ふるさと西宮甲子園寄附金を創設し、阪神甲子園球場に愛着を

持つ元高校球児やタイガースファンの寄附を期待をしている、この寄

附金は球場周辺の道路、緑地整備に充てるという報道もありました。 

 さて、そういうふうなところでありますが、本町に対してこの制度を

使っての寄附の申し出があったかどうか、あれば、その金額をお聞きを

いたします。 

 次に、同じく新聞報道によりますと、熊本県はこのふるさと納税制度、

ふるさとくまもと応援寄附金を推進するプロジェクトチームを発足さ

せ、県庁で初会合を開いたと、そして、その目標額は１０億円、しかし

ながら、現在の寄附というのは７件で６４万しかないけれども、寄附を



呼びかける体制や市町村と連携などの取り組みをつくり、７月中旬か

らこれを大々的に展開をするというふうに報道があったところであり

ます。 

 ６月６日の山陰中央新報によりますと、県内のふるさと納税制度の

取り組みがこの中に載っておりました。これによりますと、海士町は６

月４日現在でありますが、８人からの寄附の申し出があり、寄附金額は

本年度の目標額１００万円を上回り１５６万円に達するというふうな

報道がありました。ちなみに、熊本県の２０年度の当初予算は６,１７

５億円、海士町は同じく３９億７,９４１万円、いずれも一般会計であ

ります。この目標額が多いのか高いのかは、それぞれのお考えのところ

であろうと思います。 

 そこで、お伺いをいたしますが、本町では本年度このふるさと納税を

予定金額は幾らぐらいであるのかということをお聞きを申し上げたい

と思います。 

 次に、この制度は、先ほどおかしな制度になったと申し上げましたが、

だれでも住居地以外の自治体に寄附した場合、５,０００円を超える部

分が控除対象となる寄附金制度でありますが、この制度ができた経過

を見れば、一見大都市の住民から寄附してもらうということが原則の



ように考えられるところでありますが、大都市の住民から寄附しても

らう以上の額が他の自治体へ流出する可能性があるということもお考

えをいただきたいと思います。そのようなことはまずないだろうと思

うわけでありますが、可能性としてはそういうこともあり得るんだと

いうことをお考えを願いたいと思います。 

 また、寄附した人が控除を受けられるので、確定申告をする必要がご

ざいます。それで、確定申告があって、初めて町村、あるいは県という

のはわかるのだろうと思いますが、本町の住民がこのふるさと納税制

度を使って他の県、あるいは市町村に寄附したかどうかは、寄附先の団

体から通知があるというふうなシステムになっているのかどうか、こ

の点についてもお伺いをいたします。 

 次に、一番大事な点でありますが、本町のこの制度に対してどのよう

な対策や方策をとっているかということをお聞きしたいと思います。 

 ここまでこの制度の問題点などを申し上げましたが、御承知のよう

に、私は既に分捕り合戦が始まって、非常に激しくその展開がなされて

いるのだというふうに思っているところであります。当初は愛郷心に

訴えて寄附をお願いをするというものでありましたが、今や寄附者が

本来なら自分で負担しなければならない５,０００円部分に寄附してい



ただく県や市町村がこの部分に特典をつけたり、還元をするという仕

組みをつくったりして、これをカバーしようとしている自治体がふえ

ているわけであります。 

 すなわち、寄附者は寄附することで、何の負担もすることなく、所得

税と住民税の控除を受けられる制度に変貌したというふうに思ってお

ります。本県でも、先ほど申しました６月５日の山陰中央の新聞報道で

ありますが、出雲市が５,０００円以上の寄附者に５,０００円分の地元

特産品を送るという作戦を打ち出しております。これによって、これを

出す以前には５月末時点で１０件であったが、こういうふうなことが

マスコミで報道されて以来、急遽ふえて、４日の段階で２７件になった

というふうな報道があったところであります。 

 また、インターネットを見ますと、全国の自治体がホームページで寄

附者を確保しようとして、いろいろな動きをしていることがよくわか

るところであります。この制度に対して本町はどのような対策や方策

をとっているのか、また、とろうとしているのかをお聞きをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） １７番議員さんの御質問にお答えをいたした

いと思いますが、ふるさと納税制度についてのお尋ねでございますが、



おかげさまで第１号が誕生いたしまして喜んでいるところでございま

す。私もせっかくの制度でありますので、できるだけ多くの方々に御協

力をいただきたいと願っておりまして、いろんな機会をとらえてこの

ＰＲに努めさせていただいておるとこでありますが、つい先日もふる

さと会がございまして、そこに出向きまして、特にこの制度についてお

願いをしたわけですが、町の方からもパンフレット等、あるいはホーム

ページ等を掲載しておりますので、皆さん御関心を持っていただいて

おるということはよくわかりました。 

 ただ、中にはどの程度の金額を寄附したらいいんだろうかというこ

とで、多少悩んでおられるといいますか、余り少のうても、ちょっと恥

ずかしいし、余り余計はできんがと、こういうふうな思いを持っておら

れる方もいらっしゃるようでございました。私は、決しておねだりをす

るのではないので、その点はひとつ誤解なくということを言ったんで

すが、皆さんはふるさとに対して今直接何をということを自分たちで

なかなか気にかけながらもできないので、こういう制度ができたとす

れば、ひとつお互いに積極的に考えてみようじゃないかというような

お話をしていただきまして、大変うれしく思ったわけでありますが、そ

ういう状況の中でありますが、他の市町村等で、既に事例のお話ござい



ましたけども、目標額をどうするのか、あるいはまた見返りをどういう

ふうに考えておるかといったことにつきましては、現時点では全く今

考えていないということでございますので、少しこの制度が動き出し

てから、他の自治体の状況等も見ながら、場合によってはひとつ相談を、

あるいは検討をさせていただかなければならないかと、このようにも

考えておるわけでございます。 

 制度の具体的な事柄等につきましてもお尋ねでございましたが、こ

の点につきましては担当課長の方からお答えをさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、ふるさと納税制度につき

ましてお答えを申し上げたいと思います。 

 ふるさと納税につきましては、本日時点で少し異動がありまして、３

名の方からお問い合わせがございまして説明をしてきとるわけですが、

そのうちお名前をお聞きして、こちらから一連の書類等を送らせてい

ただいた方が２名ございます。そのうちの１名の方が、実はこの答弁書

を提出する後ぐらいに参られまして、今１件、第１号が町長申し上げま

したように含まれております。 



 予定金額につきましては町長が申し上げたとおりでございますが、

非常に最近、毎日のように問い合わせ等もありまして、全国的にも少し

ずつ浸透してきとるのではなかろうかということで、これはＰＲがま

だまだ必要だなということを思っておりますので、今後も続けて努力

してまいりたいというふうに思っております。 

 ２番目のことでございますが、今のところ、今のそのシステム自体は

ございません。したがいまして、御指摘のとおり、すべてわかるのは次

年度の確定申告が終わって、それからになるだろうというふうに思い

ますが、ただ、これ個人情報でございますので、実際に公表というわけ

にはいかないんじゃないかなというふうに思っております。 

 それと、ふるさと納税のＰＲについてですが、町のホームページの方

には、まずいち早く掲載をしております。その後、チラシを作成をいた

しまして、これまでも各県人会、在広島根県人会、東京つわの会、東京

日原会、関西つわの会の方でも説明してチラシ等も配付をさせていた

だいております。 

 今回第１件が、第１号の方が寄附をしていただいたわけですが、広報

等にも公表してもよろしいでしょうかということで御紹介を申し上げ

て申込書をいただいたわけですが、よろしいということでございまし



て、お名前は、今大阪市の方に在住されております津和野の木部の出身

の方なんですが、ミタライヨシオさんでございます。金額につきまして

は２０万円を今回寄附をいただいております。 

○議長（後山 幸次君） 藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） 第１号の方があったということで、

非常にうれしい思いをしております。また、お名前聞きますと、関西つ

わの会の方ではなかろうかと、以前、去年でしたか、結成された関西つ

わの会の関係者の方かなというふうな、ちょっとうろ覚えであります

が、そういう気がいたしております。 

 さて、先ほどの答弁でありますが、本町のホームページにも見てみま

すと、お知らせということで載っております。「「ふるさとへの想い」を

「ふるさと納税」でかたちにしてみませんか。」とのふるさと津和野基

金の条例の紹介がしてあります。役場の構造改革のお知らせのヒット

数が６９７をというのを大きく引き離して、アップしたのは４月１８

日かなと思いますが、もしそうなら、４月３０日の国の法改正を受けて

からのアップではなく、少し勇み足のホームページの掲載であろうと

いうふうには思いますが、２２日日曜日の９時３０分に再度、今回の質

問があるので見てみましたら、これのヒット数が８３９、けさ再度見て



みますと８４２でありました。そのうち１は私でありますが、８４０何

ぼうで、最近の中では、こういうふうなお知らせでは、本町のホームペ

ージの中では非常にヒット数のある数字が出ているなというふうな感

じで見ていました。このことから、関心のある方が大勢おられるという

ふうに思っております。 

 また、寄附金額についてどうしたらいいのかというふうなことが町

長の方からちょっと出ましたが、他の市町村のホームページを見ます

と、この寄附金額の計算システムが載っているホームページもあるよ

うであります。そうしますと、それは幾らたくさん寄附してもいいわけ

でありますが、たくさん寄附しても、ある意味では控除の対象にならな

いというふうなこともあります。その辺は自分の持ち出しをしていた

だいて、こちらへ寄附していただくのはいいわけですが、その辺のこと

も計算できるシステムが載せてあげる方が親切なのかなというふうに

思います。 

 あわせて本町のホームページの掲載の仕方についてちょっと申し上

げさせていただきますが、先ほど４月１８日に多分アップされたんだ

ろうというふうに思いますが、控除のあることは紹介されております。

寄附したい人は総務財政課にお問い合わせしてくださいということし



か、あの掲示内容では読み取れないというふうに私は見ております。非

常に控え目で、謙虚であるわけでありますが、本町の財政状況から見て

も、果たしてこれでよいのかどうか、再度お考えをいただいて、少しで

も寄附、納税があるような、そのような方法をおとりをいただきたいと

いうふうに思います。 

 さて、この基金条例は、先ほど申しましたが、４月１日に施行されて

おります。今年度の予定金額についてはわからないというふうなこと

でございますが、本年度の２０年度の一般会計の当初予算では、寄附金

で収入の方に総務の寄附金ということで１,０００円上がっております。

１９年度も同様に計上されておりますので、この制度を意識しての私

は計上ではないというふうに思っておりますが、例年どおり頭出し的

にこれを計上されたものだというふうに思いますが、基金条例があり、

ホームページ上でも募集をしております。 

 そういうふうなことで、これは今回の補正（２号）の中でそのような

ことが計上されるのかというふうに思っておりましたが、これにも計

上もされておりません。果たしてこれでいいのでしょうか、非常に消極

的だというふうに思うところでありますが、頭出し程度の、例年どおり

の計上だったのかどうかということと、今回計上されなかったという



ことはどういうことなのか、これは寄附があったということでありま

すが、それを初めてあって、初めて計上するということなのか、極めて

消極的過ぎるというふうに思いますので、この点もお聞かせを願いた

いと思います。 

 また、先ほど町長の御答弁の中でもふるさと会を中心にして呼びか

ける、また、呼びかけたというふうなお話でもございます。 

 これは富士宮市でございますが、これも同じく６月１３日の毎日新

聞でございますが、ふるさと納税が富士宮市はスタートしたのを受け

て、来月中にも全職員約１,３００人ということでありますが、その方々

に市外、県外に住む親戚や知人にダイレクトメールで寄附を呼びかけ

るというふうなことが出ておりました。 

 この報道でもわかりますように対象者は町外、あるいは県外に住む

親戚や知人であり、本町で取り組むといたしましても、先ほどの御回答

のように、そのあたりを核として寄附者を集めていくことが中心にな

るだろうというふうに思うわけであります。お話のように、本町出身者

で結成された町人会、何々つわの会、日原会というのがございます。答

弁の中で説明やチラシの配付を行っているということでございます。 

 私は、残念ながらつわの会というのにまだ出たことがありませんの



で、つわの会のことについてはよくわからないので申し上げられませ

んが、旧日原町には東京日原会と広島日原会がありました。ありました

といいますのは、東京日原会は今年議会に連絡がないなと思っており

ましたが、解散されたというふうなことをお聞きをいたしました。それ

が本当なのかどうなのか、おわかりになればお知らせを願いたいと思

います。 

 また、解散に至った事情や経緯については、これは会の総意ならばい

たし方がないところでありますが、これまで随分にお世話になった会

でもあります。その総会に町長は出席をされて、これまでのことに対し

てお礼を申し上げたのかどうか、あわせてお聞かせを願いたいという

ふうに思います。 

 先ほど申し上げましたが、そういうふうな会に呼びかけるというの

が効果があります。その辺を町長お答えになりましたが、その辺も再度

お聞きを申し上げたいと思います。 

 議会も以前、昨年は、先ほども申しましたが、関西つわの会の結成に

は議長も出席をいたしました。町長、議長が出るということは町を挙げ

て応援をしているということにもなるんだろうと思います。今年は

諸々の事情で議会側は要請されても行かれないというふうなことがあ



るんだというふうなことも聞いております。やはり執行部、町長、議長

ともに出席して、そこで親睦を深める、あるいは交流を深めるというこ

とがこの制度をより有効に作用させることでもあろうというふうに思

うわけでありますが、このことについてどのようにお考えなのか、以上

の点についてお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、幾つか御質問があったか

と思いますが、お答えをしたいと思います。 

 まず、１つは、町のホームページの掲載の仕方についてでございまし

た。少し消極的ではないかというふうな御指摘でございました。ああし

て寄附金条例ができて、その内容をいち早くお知らせをしたいという

ことで、そうした形で出したわけですが、少しまだ十分でなかったかな

というふうな御指摘を受けて感じておるところでございます。 

 ただ、問い合わせが何件かありました。その中で、先ほど指摘をいた

だきましたような税の控除の関係、その関係もあれだけ全国的によく

御存じだなというふうな気がしたんですが、よく御存じな上に、こちら

に御質問をされてきました。 

 そうしたことをそれぞれお答えをして、電話ではあったわけですが、



そうしたことでお答えをしながらずっとして、第１号にされた方につ

いても、そういう御質問がありまして、こちらも親切にお答えをし、そ

して、もう一つあるのが、実際寄附をしていただくわけでございますの

で、こちらからそうした寄附の仕方というか、そうした、例えば、振替

の用紙等も含めて、それと寄附金を受けるわけですので、寄附願の用紙

等も含めて、そうした形で、本当に丁寧に接しなければいけないという

ふうなこともございまして、そうしたことを今続けておるわけでござ

います。 

 確かにそうした手間はかかるわけですが、そうした方についてはこ

うして、今回こうした形で第１号が生まれましたのも、そうした形が一

つはあるのではないかというふうに思っておりますし、もう一件につ

いても、そうしたことをしておりますので、どういうふうになるかわか

りませんが、期待ができるのではないかというふうに思っております。

当然そのときには税の控除される、そういうやり方等も、そういった資

料もきちんとしたものを添えて送付をいたしております。 

 それと、今回の予算の関係で、総務寄附金という形で、ふるさと納税

だけではないわけですが、そうした形をしとるわけですが、まだそうし

た実績がなかったものですので、こうした形にしておりますが、これは



ああして実際に寄附をいただいたわけですので、できるだけ早い議会

に御提案をしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 東京日原会の状況でございますが、ことし

の５月２４日に東京つわの会の総会がありまして、私が出席させてい

ただきましたが、その席に東京日原会のワタナベ事務局長さんも出て

おられまして、ワタナベさんの口から東京日原会は明日総会をやるん

だけど、おおむね初期の目的が達成したので、発展的に解散をして、今

度は東京つわの会へ一本ということで、できるだけ多くみんなで東京

つわの会へ一緒に入って活動するようにしたいというようなことがご

ざいましたので、多分５月の２５日の総会においては、東京日原会につ

いては解散をされたというふうに思いますが、直接まだワタナベさん

と、それから、後は連絡をとっておりませんので、１００％総会でそう

いうふうに議決をされたかというのはちょっと確認しておりませんが、

２４日の段階ではそういうふうに聞きました。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 



○町長（中島  巖君） 日原会の関係につきましては、東京日原会は

ただいま松浦副町長がお答えをしてるような状況でありまして、今年

の場合は、特に私どもに対しても総会へ出席の案内というのはござい

ませんでした。副町長が申しておりますように、前日につわの会に出席

して、帰って話を聞きましたけども、もうその翌日には恐らく解散総会

が持たれたんだろうなというふうに思っておりますので、お話があり

ましたように出かけてごあいさつをさせていただくという機会が持て

なかったことは残念に思っておりますが、つわの会に合流して一緒に

やっていこうということですので、関係の皆さん方にお会いする機会

は今後もあるだろうというふうに思っております。 

 それから、関西つわの会でございますけども、一昨昨日、総会開かれ

たんですが、昨年結成をされて、ちょうど８カ月になるという御報告あ

りましたが、新規加入者が相当いらっしゃいましたが、御紹介がありま

したが、そのほとんどが日原地区出身の方でございました。新規加入者

がですね。 

 そういうことで、皆さん一緒になって関西つわの会を盛り上げてい

こうという機運が生まれておるということは非常にうれしいことだと

いうふうに思いました。 



 それから、広島日原会については、当面それぞれが解散しないで、そ

れぞれでやっていこうというどうもお話し合いがなされているようで

ございますので、またこれについても私ども御案内があれば、でかけて

いってお礼も申し上げたり、お願いも申し上げたいというふうに思っ

ております。 

 それから、御意見ございましたように、せっかくの年に一度の総会で

ございますので、私どもとしても、できれば私ども執行部だけでなくし

て、議会からも、あるいは商工会、観光協会といったような機関、団体

からもお出かけをいただいて、交流をしていただくということが望ま

しいというふうには考えておるわけでございますが、それぞれの民間

団体等につきましては予算的な問題もあるんだろうかというふうに思

いまして、最近年では一緒に出席をしたということがございません。議

会の方も、私どもとしては御一緒にしていただきたいという思いはあ

りますが、全体的な予算の中でお考えをいただいたのかなと、このよう

に考えておるところでございます。予算がないのでということになり

ますれば、今後検討してみなければいけないがというふうに思ってお

るとこでございます。 

○議長（後山 幸次君） 藤井貴久男君。 



○議員（１７番 藤井貴久男君） 御回答いただいたわけでありますが、

ぜひとも議会からも、執行部、議会、両方ともにした方がいいんだろう

と、しかもこういう制度であります。この際、そのようなことをぜひと

もお考えをいただきたいというふうに思います。そのような意味で、御

回答いただいたことに感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 さて、最後になりますが、この制度について町長にそのお考えお聞き

を申し上げたいと思います。 

 御承知のように大都市と地方の自治体間で税収の格差が著しく拡大

をいたしております。その格差を解消しようとして発想されたのがこ

の制度でありますが、当初のようにふるさとを定義し、そこに限定する

ということならば、これまで言われたように田舎で親や自治体が一生

懸命子育てをしても、就職先の少ない田舎からは人も頭脳も都会へ出

ていく、そして、地方は育てるだけで税金は入ってこないという、いわ

ばコストをどう回収しようかというふうな話がよく出てきていたわけ

ですが、限定すればそのような解消策にはなったというふうに私は思

っております。 

 しかし、今回発足した制度は最初に申し上げましたとおり、ふるさと

の定義はありません。また、県、市町村へ寄附をするということで、だ



れでも住居地以外の自治体に寄附していいことになっておるというこ

とでございます。また、この寄附金のうち５,０００円を超える額を住

民税と所得税から引くという制度になってしまっております。そこに

住む住民が、例えば、津和野町へ住む住民が津和野町へ住民税を納税し

たとき、５,０００円の特典もありませんし、何の特典もないわけなん

です。 

 そして、この前、２０日でありますが、前納報奨金もなくしてしまい

ました。何の特典もないというふうなことであります。このようなこと

で、これは非常にある意味ではおかしな制度だなというふうに私は考

えるものであります。 

 また、最初に申し上げましたが、住民税の増減が次年度でないとわか

らないというふうなこともございます。これも、こういうことをとって

も、余りいい制度ではないというふうな気がいたしております。故郷に

にしきを飾るということでもあります。我が町ゆかりの方の成功は本

当にうれしいものでありますし、また、誇りでもあるわけでありますが、

そして、教育の基本としてふるさとを誇れるふるさと教育ということ

を本町も力を入れておりますし、本町だけでなく、多くの自治体も力を

入れているというのも確かでございます。その意味で、ふるさとを大切



にし、そこに貢献することができる制度や政策というのは、私は必ず必

要だというふうに思っております。 

 しかし、今回この制度は指摘申し上げましたように、改正しなければ

ならないところがあるというふうに思います。この制度を受け入れ、活

用をしなければならない町長として、この制度をどのようにお考えに

なっているのか、あるいは改正をしなければならないというふうなお

考えがあるのかどうか、その点をお聞きをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） この制度につきましてはいろいろと問題点も

あるということで、具体的な点にも触れての御指摘をいただいたとこ

ろでございますが、発足当初でございますので、少し実績等も見ながら、

今後この御意見等に対しまして対応してまいらなければならないとい

う点が明らかに出てくれば、本町だけということではありませんで、組

織的にもそうした運動を起こすべきかと、このように考えておるとこ

ろでございます。 

 それから、ちょっと余談でございますけども、前納報奨金の廃止の話

ございましたが、実は関西つわの会の総会で、この話も出まして、皆さ

ん方からなぜ廃止したんかと、ああして出ていらっしゃる方というの



は所得、住民税は別ですけども、固定資産を町に皆残しておられまして、

固定資産税を納めると、それを今までは一括して納めさせてもらっと

ったんじゃが、それがことしがなくなったのはどうかというかなり多

くの御意見をいただきまして、通り一遍の説明をいたして帰ったわけ

ですが、本当に理解が得られたかどうかよくわかりませんが、もうとに

かく今年からはありませんので、ひとつ御協力をということで帰った

ような次第であります。 

○議長（後山 幸次君） 藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） まだ始まったばかりのふるさと納税

制度でありますので、いろいろ改正点、その他見てみないとわからない

点もあろうと思います。といいましても、他の市町村、あるいは県に負

けるわけにはいきませんので、ここはしっかり寄附金をいかに集める

かという努力を私どももしなければなりませんが、全力を挙げてやっ

ていただきたいと、このようにお願いを申し上げます。 

 以上で終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、１７番、藤井貴久男君の質問を終わ

ります。 

……………………………………………………………………………… 



○議長（後山 幸次君） 発言順序５、１６番、村上英喜君。村上君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） 本日の質問は３点ほど質問をさせて

いただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 最初に国民宿舎施設の後利用についてお聞きいたします。 

 最近は景気不況や災害等、また、悲惨な事故や後期高齢者問題などい

ろいろ暗い話題ばかりでありますが、先般山口県の夢の湖舎の代表で

あります藤原理事長より、国民宿舎を利用して、その後に「小京都」巡

礼健康リハビリ札所事業と、この事業方針と計画について、我々議会と

執行部に対しまして具体的な説明がありました。 

 この話を聞いた中で、私は大変雄大な事業であるなと感じたわけで

すが、これが、もし実現すると、津和野町にとって非常に価値ある事業

だと感じたわけですが、町長としてこの事業について今どのように考

えておられるのか、率直な御意見を聞かせていただきたいと思います。 

 次に、この事業についてその後何か進展はあったのか、また、国民宿

舎施設の利用で津和野町の環境保全条例に建物がひっかかる問題は生

じないのか、また、このたびの定例会に議案に上がっている景観条例や

環境保全条例の制定により、このたびの事業で建物が問題は生じない

のか、重ねてお聞きいたします。 



○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） １６番議員さんの御質問にお答えをいたした

いと思いますが、国民宿舎施設の利用についてということでございま

すが、夢の湖舎理事長さんからの御提案は大変結構な事業であります

ので、ぜひとも実現をしていただきたいと、このように考えておるとこ

ろであります。そのために町として対応しなければならない事柄もご

ざいますので、この点については役場内部でプロジェクト的検討会を

持ちながら、具体的な取り組みもさせていただいているところであり

ます。 

 そうした具体的な事項等につきましては、担当課長の方からお答え

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 事業の進展状況についてでございま

すが、「夢の湖舎津和野地区構想」につきましては、今後の町としての

支援体制や可能性を検討するため、同法人に対しまして事業内容や実

施規模、あるいは受け入れ態勢等の具体的な計画を示していただくと

いうことにしております。 

 現在までの町の対応といたしましては、国民宿舎の改築、あるいはリ



ハビリテーションを含む体験施設整備などハード事業に対する支援の

可能性につきまして、農林水産省の中国四国農政局に構想内容等を説

明し、相談をしているところでございます。 

 また、津和野町内にはこの法人の窓口となって協力していただける

方がおられまして、現在まで同法人との連絡調整や地元の受け皿づく

りのために活動をされております。町といたしましても、今後もその方

と連絡を密にしながら、実現可能な支援制度を検討するとともに、関係

機関への働きかけや地元調整などの必要な支援をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） それでは、同事業の環境保全条例上

等についての御質問ですが、津和野町環境保全条例、また、同規則にお

きましては、この該当する旧国民宿舎施設は、いわゆる「保存地区」に

指定されている区域に位置をしております。環境保全条例で言います

「保存地区」とは「美しい自然環境と歴史的文化遺産を保存するため指

定した一定の地域」という第４条での定義がありまして、さらに、規則

の別表第５の方では「規制指導の基準」によりまして細かく基準を定め

ております。 



 また、先ほども議員さんからもありました本会議にも提案しており

ます「景観条例」におきましても、この施設は「町田・森村景観形成地

区」に当たる地域に位置をしております。 

 いずれにしましても、増改築、色彩の変更、形状変更または周辺山林

の伐採などの場合にこれら条例等に当たるかどうかを判断する場合が

出てまいりますが、現在のところでは同社によります国民宿舎跡施設

の具体的な利用計画、また、さらに具体的な設計等が出てきておりませ

んので、今のところは何とも申し上げられないというのが正直なとこ

ろですが、それらが徐々に明らかになる過程におきましては、町として

も景観上の配慮を怠ることがないよう注視をしていきたいというふう

に考えております。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） ３番目の質問で、景観保全条例につ

いてですが、設計図面等が出ないと何とも言われないというふうな御

回答でありましたが、現在の建物に対しまして、今内部を改造して施設

利用をするという場合であった場合にはどうなのか、わかればお答え

をお願いします。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 



○商工観光課長（山岡 浩二君） 先ほども申し上げましたとおり、内

部だけでしたら今もありますので、変わりはないのかもしれませんが、

全く内部だけの改装ということはあり得ないと思いますので、それに

伴う増改築でありますとか、色彩の変更、階数の変更とか、形状の変更、

そういうことが必ず伴ってはくると思いますし、先ほど申し上げまし

たが、周辺の山林や木の伐採等々も起きてくる可能性はあると思いま

すので、それが具体的に何もせんと、条例に当てはめることができませ

んので、同じことの繰り返しになりますが、それが出てきた時点という

ことになりますが、全く出てきた時点というよりも運用として計画が

進む中で、ほかの設計業者さんも同じなんですが、事前に相談をいただ

いておりますので、特に町の絡む事業になりますので、その辺は事前事

前に、早目早目に御相談をいただいたり、こちらからも御相談をかけた

りして、その辺の状況についてはいち早くつかみながら対応すること

が可能だというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） まだこの事業については、またスタ

ートラインに着いたというような状況ですので、これ以上突っ込んだ

質問はしませんが、この事業は全国を巻き込んでの事業であり、町内に



おいても、観光、農業、福祉、教育など非常に貢献する事業だと思いま

すので、今後も町を挙げて御支援をして、実現できるよう努力していた

だきたいと考えております。 

 次の質問にまいります。次は、後期高齢者医療制度についてお聞きい

たします。 

 今、国会ではこの問題が一番議論されておりますが、この制度が４月

にスタートしてから、全国でいろいろな問題、批判等がありますが、町

内において医療制度のトラブルや問題点はあったのか、まずお聞きい

たします。 

 また、特別徴収対象者、６５歳から７５歳以下の町民に対して対象者

になるようですが、私はこの対象者について最近になって知ったわけ

ですが、特別徴収対象者の方からも年金から国保税を差し引くという

ことですが、これらについて十分な説明を住民に対してされたのか、ま

た、この徴収に当たってはトラブルや問題点はなかったか、２点ほどお

聞きいたします。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） それでは、お答えをいたします。 

 全国的に問題となったトラブルにつきましては大きな問題として、



被保険者証の未着問題と誤って年金から保険料が徴収された件が挙げ

られると思います。 

 津和野町においても、３月末に被保険者証を配達郵便記録郵便で送

付をいたしました。配達記録のため、住所地に不在の場合は被保険者証

が郵便局より保管期限切れで返送されますが、これが１５通ありまし

た。その後に所在地の調査や問い合わせにより、再送を行い、厚生労働

省が行った被保険者証の未着状況の調査にも報告しましたように、４

月１７日には被保険者証の未着は０件となっています。 

 保険料の特別徴収については、今年度は導入年度ということもあり、

４月の暫定賦課では１月に依頼した年金からの特別徴収データー補足

時に、国民健康保険の被扶養者で保険料の２分の１判定の基準を下回

らなかった方のみに賦課をかけています。２分の１判定に漏れた方と

国保以外の保険に加入されていた方は、本年７月の本算定から納付が

開始します。さらに、社会保険の被扶養者であった方は特例措置により

１０月から納付が開始します。こちらが確認しています限りでは大き

なトラブルもなく、適正に暫定賦課はされていると思います。７月には

本算定を行い、年間保険料額の通知を行う予定です。 

 そのほかにも４月の制度導入時には、制度の説明不足や被保険者証



のわかりづらさ等が原因となる問い合わせの電話や被保険者証の再発

行が起きました。これらに関しては、その場の対応にて御理解をいただ

いております。また、これらの事務現場で起きたトラブルや町民の皆様

からの意見は広域連合にて集約をして、厚生労働省へ要望書を提出し

ています。 

 ２点目でございますが、特別徴収につきましては、世帯主の方が国保

の被保険者で、世帯内の国保被保険者の方全員が６５歳以上７５歳未

満で、年金額が１８万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせ

た額が２分の１を超えない方が該当となります。４月現在で、本町では

３９９名の方が該当となっています。 

 周知としましては、２月の広報２月号「国民健康保険だより」に掲載

のほか、国民健康保険中央会発行の「平成２０年度より医療保険制度が

かわります」という新聞折り込み等によって行っています。また、該当

される方には４月に「仮徴収額決定通知書」を送付しています。主な問

い合わせとしましては、「特別徴収と口座振替と二重納付とはならない

のか」等の質問がありましたが、大きなトラブルはありませんでした。 

 以上です。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 



○議員（１６番 村上 英喜君） この問題に対しましては、当町では

大きなトラブルや問題点はなかったようでありますが、私が聞いたと

ころによりますと、特別徴収対象者の方から聞いたわけなんですが、こ

れまでは税金等は納税組合を通して支払いをしていたのが住民のほと

んどではなかったかと思いますが、今年度から納税組合が廃止される

ということで、町と住民との間で、納税者の間で納税の自動引き落とし

の承諾書を交わして、町との間で通帳の口座から自動的に納税できる

状況を契約を交わしているというのが実情ではなかったかと思います

が、そういった契約を交わした後で、いきなり年金からの引き落としが

あったということによる私は大変な驚きがあったのではないかと、戸

惑いがあったのだというように聞いております。そういった問題はな

かったのか、もう一度お聞きいたします。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） そういう点ではいろいろと町民の皆

様はいろんな過去の問題があって、このたび初めてこういうような問

題が起きたので、戸惑いはあったと思っております。 

 ただ、十分な説明というところで、今２つの点ぐらいをしております

ので、１００％らっせにやれたとか、こういうような状況ではなかった



かと思っております。 

 ただ、担当者も一生懸命にやりまして、何とかこの４月１日にこぎつ

けられたと、こういうふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） この制度は今国会でもいろいろ議論

されておる中で、見直した方がいい、廃止した方がいいというような議

論がいろいろなされておりますが、現時点、今後見直していく、そうい

うような方向になっておりますが、今後こういった見直しがあるとす

れば、また制度が変わっていくと思いますので、町民に十分な説明と理

解をいただいて、この事業を進めていただきたいというように思いま

す。 

 最後に、質問ですが、交通体制について伺います。 

 ２０年度中に交通体系を見直し、新交通体系への移行するとなって

いますが、この体系がいつごろ移行するのか、お聞きいたします。 

 また、木部地区の住民から津和野駅から木部経由、木部経由して益田

方面への路線バスを大変望んでいる声をよく聞きます。こういった場

合、新たな路線を要望した場合に実現的にはどのようなことになるの

か、お聞きいたします。 



○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 交通対策について御回答申し上げま

す。 

 生活バス運行を中心とします新たな交通体系の確立につきましては、

町全体としての見直し作業を行いまして、交通事業者との事前調整や

料金体系の検討を行ってきたところであります。 

 本年度に入りましてからは既存の路線網や利便性を確保しつつ、ま

た、これまで運行がされてない地域や、週１回、あるいは月２回といっ

た不規則運行がされている地域への対応を初めとしまして、サービス

水準の確保と料金体系に関する公平な負担のあり方について、財政負

担を含めて検討をしておるところでございます。実施時期につきまし

ては、本年度中の移行を目指しているところであります。 

 しかしながら、こういった厳しい財政状況の中での新体系への全面

移行に当たりましては、新たな財政負担を伴うといった課題もありま

して、地区の住民の皆さんの説明会や審議会を通して皆様の御意見を

伺いながら、具体的な実施時期を検討していきたいと現時点では考え

ております。 

 次に、津和野駅から木部方面経由の益田行きのバス運行の可能性に



ついてでありますが、こういった路線は自治体を２つ以上経由する、い

わゆる広域路線であります。 

 したがいまして、石見交通株式会社等の交通事業者による運行路線

となります。具体的には、三歩市から白杭トンネルを経て益田市内への

経路が考えられますが、現行、交通事業者の運行は行われておりません

ところから、新たに運行することは困難であるというふうに考えてお

るとこでございます。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） 益田方面の新たなバス路線について

は、運行するのは大変困難だということですが、一番大きな問題になる

のは困難ということで、一番大きい問題、ネックになるのは何なのか、

県の許可がおりないのでできないのか、そこらあたりをもう一度お願

いします。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 最大の課題と申しますのは、つまり、

例えば、町が行っております生活バス、町営バス、そういったような、

いわゆる交通空白地域を走るバス路線ではなくて、津和野町─益田市

間を広域的に結んでいく路線であります。 



 したがいまして、まず津和野町の生活バスとしてこういった運行が

できるかということになりますと、これは当然生活バスは交通空白地

域に限られておりますので、このように自治体をまたいだ運行は法的

にも認められないということで、町営の参入は、まず無理でございます。 

 次に、いわゆる交通事業者として広域路線、つまり４条路線になりま

すけれども、これが可能性として出てまいります。現在、益田医光寺津

和野温泉線、益田市─津和野間でありますが、こういったような形とし

て交通事業者が直に営業路線として乗り出してくるという方法が残さ

れておりますが、当然ですが、営業収支等、あるいは乗降率、そういっ

たようなすべての面から勘案をしていきますと、広域路線、営業路線で

ありますから、当然交通事業者とすれば、営業になるというふうに判断

しておれば、既に参入をしておるというふうな考え方からすれば、非常

に困難ではないかというふうに考えておるとこです。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） 広域路線については民間業者での収

益によって判断されるということでありますが、今、木部地区、畑迫地

区につきましては、この路線を使って益田の方へ行くというのが、生活

圏が益田に移行しているのが実情であります。御存じのように、今この



地区では高齢化がますます進んでいる中で、高齢者の方は手足になる

のはバス路線だというように思います。地域というのはいろいろ変わ

っていく、昨年も木部路線ではオール二車線になったということで、大

変木部経由で益田に行かれる乗用車等も大変ふえております。今後こ

ういった木部経由で益田に行かれる方の調査等は町としてやられるの

か、これは民間会社にお願いして採算が合うのか、合わないのか、調査

してもらうのか、もう一度、再度質問いたします。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 制度的には先ほど御説明をしたとお

りでございます。今の議員さんのお話のように、当然地理的には益田市

がすぐ近くにあるということで、重々承知をしておりますけれども、考

えられる方法とすれば、いわゆる過疎地有償運送、これは特定非営利活

動法人、ＮＰＯの取り組みになりますけれども、いわゆる過疎地有償運

送といったような方法で、益田市の市営生活バスが津和野町の境まで

現に走っております。 

 我々も５月にちょっとそこらあたりのルートを調べた経過もあるん

ですが、一つ考えられるのはそこへ、いわゆる地元の特定非営利活動法

人と通じて、益田の市営バスのバス停までというふうなことは、その一



つの体系として可能ではなかろうかと思っておりますが、ただ、可能性

の問題でございまして、それをいきますと津和野町全体、それでは、例

えば、中座ですと、阿東町に隣接しておるとか、青原ですと、すぐ横田

がと、いろんな地理的な条件も出てまいります。あくまでも方法論とし

てはそうですが、そういったような御意見もまことにいただいておる

とこでございます。いずれ住民説明会等計画をいたしておりますし、地

域審議会等でもそういった御意見をいただければ、具体的な作業をし

なければいけないというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 村上英喜君。 

○議員（１６番 村上 英喜君） 今後地域審議会等で協議するという

ことですので、そういったとこで大いに協議していただきまして、過疎

地の方が生活しやすい地域にしていただきたいということを強く要望

しまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、１６番、村上英喜君の質問を終わり

ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） それでは、後ろの時計で午後２時２５分まで

休憩といたします。 



午後２時 13 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 25 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

 発言順序６、２番、下森博之君。下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） ２番、下森でございます。きょうは５

点ほど質問を用意をしておりますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それで、最初の２点につきましては、町民の方々から私の方に御意見

をいただいて、そうした中で、今回一般質問に取り上げさせていただい

たというところでございます。 

 そのうち１番目でございますが、避難場所及び防災計画の周知につ

いてという項目を上げさせていただきました。このたび我が津和野町

も地域防災計画ができ上がりました。私も見させていただきましたが、

非常に重厚で、基本的にはすばらしい計画だというふうに考えておる

わけでございますが、そういう中、今回町民の方々からいただいた御意

見というのが、今回津和野町で防災計画ができたようであるけれども、



そして、避難場所もそれで盛り込まれているということを聞いておる

が、なかなか集会所なんかが、恐らく公民館、集会所等がその場所に設

定してると思われるけども、なかなか今のとこ看板等も設置をされて

いないということで、そうしたところで、なかなか住民も平素からそう

いうことがわかりづらいということがあって、何とか改善をしていく

必要があるんじゃないだろうかという御意見をいただいたということ

でございます。 

 私の方でもう一度防災計画を読み直してみましたら、確かに避難所

については、また、避難路についても、案内看板ですか、それと表示看

板、これは設置をするというふうにも書いてございますので、今後はそ

うした設置に向けて動きも出てくるのだろうとは思っておりますが、

それから、あわせて防災計画には、その防災計画の周知ということもい

ろいろなところで出てきておりまして、例えば、災害用伝言ダイヤルの

周知徹底ですとか、それから、情報伝達の体制についての周知、いろん

なところでこういう計画の中身を住民に平素から周知をしていく必要

があるということを防災計画自体にもうたってあるわけでございます。

そういう状況でございます。今この４月にできたわけでございますか

ら、今後そうした動きも出てくるのだろうとは思いますが、今後どうい



う周知の計画であるのか、その辺をお伺いをしたいというふうに思っ

ております。 

 あわせまして、避難所につきましては、例えば、私の住んでる左鐙で

ございましたら、左鐙小学校等、それから、公民館もだったですか、そ

の辺が避難所になっておるわけでございますが、なかなか洪水とした

ときにあの場所が本当に避難所としてふさわしいのかどうかというと

ころも多少、私の考えでは疑問に持つところがあります。それだけのキ

ャパシティーを持つ建物がないということも理由の一つかもしれませ

んが、その辺も含めてもう一度町民を含めて、避難所、本当にそれでい

いのかどうかということも議論をして、そういう過程から周知を図っ

ていくことも大事ではないかなというふうに思っております。まずは

これについて見解をお伺いをしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ２番議員さんの御質問にお答えいたします。 

 ああして防災計画を策定させていただきましたが、要は、この計画の

もとでいかに住民の皆さん方の安全を確保していくかであります。そ

のためには一応事あるときにいかに迅速に適切に対応ができるか、こ

のことが何よりも大切なことであります。御指摘のとおり、町民の皆さ



ん方にも十分御理解をいただき、また、御協力をいただくことが肝要で

あると、このように考えております。 

 そのための取り組みにつきましては、いろいろと担当課を中心に内

部でも協議、検討を重ねてきておるとこでございますが、そのことにつ

きましては担当課長の方からお答えをさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、避難場所及び防災計画の

周知についてお答えを申し上げます。 

 先に行われました自治会長、嘱託員合同会議の席で、町防災計画書を

配付したところであります。その会議の中でも、住民へ内容の説明をお

願いしたい旨の要望が出されました。これにつきましては、「まちづく

り出前講座」という制度のことを伝え、その活用をお願いしたところで

ございます。その後、日原地区の連合自治会長さんが役場の方へおいで

になりまして、自治会としても、今後自主防災組織をつくる取り組みを

行っていきたいと考えるが、先進的な事例等があれば、お聞きする場を

つくりたいとの申し出がございました。そうしたこともございまして、

県の方へ出向きまして相談をいたしたところ、県としても、今自主防災



組織化については取り組みを行っているところでありまして、快く研

修講師派遣について受けていただいたところでございます。７月に研

修会開催となりました。 

 御指摘をいただいております町民交えての避難所、避難経路の再確

認についても、このような自主防災組織が編成される中で行っていけ

るものと思います。また、町におきましても、本年ハザードマップを作

成することといたしておりますので、あわせて見直しができるものと

思います。また、案内看板設置については、当然ながら必要と考えてお

りますが、予算を見ながら計画していきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（後山 幸次君） 下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） ありがとうございます。防災計画、大

変幅広く、多岐にわたっておりますので、細かいところを質問すれば、

本当たくさんいろいろ聞いてみたいこともあるわけでございますが、

この４月にでき上がって、そして、これから具体的に周知、それから、

あるいは小さな計画等はつくっていくということでございますので、

そうはいっても、これから災害シーズンを迎えるということもござい

ます。できるだけ迅速に対応をしていただきたいなと思っておるとこ



でございます。 

 そういう中で、きょうは私の方から２点ほど提言をさせていただい

て、御検討もいただければというふうに思っております。 

 まずは、ハザードマップを作成をされるということでございます。こ

れに関して言いますと、１年前か２年前に松江市が大きな洪水に見舞

われまして、それを契機にこのハザードマップも住民と一緒につくる

ことの大切さというのを受けとめられまして、洪水後、松江市も住民を

巻き込んで一緒にハザードマップをつくっていったという経過があり

ます。それは非常に意義深いことだなというのを私自身も感じておる

ところでございまして、我が町も今後ハザードマップどういうふうに、

その作成過程、それをどういうふうにしていくかということは慎重に、

また御検討いただければありがたい、そのように考えております。 

 それから、もう一つは、災害ボランティアの活動環境の整備というこ

とが項目でうたってございます。特に、大きな災害が起きたときには、

今は全国からボランティアが集まっていただけるような時代になって

きておりまして、それが非常に災害復旧や被害の拡大をとどめる、そう

いったことに大きな役割を果たしておるという事実がございます。 

 ただ、この災害ボランティアというのも、災害を経験するごとに非常



に最近は熟練をしてきているという事実があるんじゃないかなという

ふうに考えております。例えばの話で言いますと、阪神・淡路大震災、

このときには、例えば、個人の者がそこのボランティア活動に入っても、

なかなかそこの指示系統がしっかりしてないので、じゃどういうこと

をすればいいのかというのがしっかりできてなかった。それが鳥取の

地震もあったり、そういったことを経験に新潟中越地震あたりでは、個

人で集まってくるボランティアをコーディネートをして機能的にボラ

ンティアをさせると、そういうボランティア団体も入ってきたりしま

して、機能的に個人のボランティアが受け入れられるようになってき

ている。 

 それから、炊き出しなんかにしましても、阪神・淡路大震災のときに

は１カ月間、延々と炊き出しがずっと続いておったわけでございます

が、それがどうも余り長く炊き出しをやり続けると、被災者の方々の自

立の心を奪ってしまうと、そういう指摘がなされるようになってきて、

新潟中越地震なんか見てみますと、１週間程度で炊き出しは置いて、そ

れから、最小限のことは続けながらも、それから先はもっと被災者の方

に自分でつくったりとか、そういう何というか、自立の力を回復する、

そういうボランティア活動をしていかなければならないというような



動きに変わってきているということでございまして、そういった面で、

非常にボランティア活動も災害を経験するたびに非常に熟練をしてき

て、機能的になってきてるということが言えるというふうに思ってお

ります。 

 そうしたことを踏まえまして我が町、こんなことがあってはいけま

せんけれども、もし災害があって、そうした状況が起きたときに受け入

れのボランティアを受け入れる態勢というのは、かなり熟練してきた

ボランティアを受け入れるということでございますから、我が町とし

てもふさわしい、しっかり連携ができる人づくりはしておかなければ

ならないのではないかなという気がしております。 

 そうした面において、これは強制をしてはいけないことでもありま

すが、仮に全国のどこかで災害が起きて、そして、ボランティア活動が

あるわけでございますから、できればそうしたボランティア活動にも

職員の皆さんの中から、そうした実地体験を積むという意味において

も、ボランティア活動に参加をしておくということは非常に大事なこ

とではないかなと、私自身はそう考えております。 

 そうしたことを奨励をするというようなこともぜひまた考えていた

だければいいんじゃないかなと、そんなときにどんなボランティアが



入ってきても、それにしっかり連携、対応できる人が我が町にも育って

いるんじゃないかと、そんなことを考えてるわけでございまして、一つ

の参考として、また今後御検討をいただければありがたい、そのように

考えております。 

 続きまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次は、メールの障害についてということで上げさせていただきまし

た。これも私にはかなり以前からメールの障害があるということで、町

民の方々から御意見をいただいておったわけでございますが、また最

近になってそういう御意見を聞くことがちょっと多くなってまいりま

したので、今回取り上げさせていただきました。 

 いろいろなことを、症状を聞くわけでございますが、最もちょっと心

配なのはサンネットを利用してる方々のことについてでございますけ

れども、メールをこちらから送った場合に相手側にどうも届いていな

いと、そういうケースがある。何か届いてないという自覚が持てるよう

な症状が出ればいいんですが、どうもその症状のないままに届いてな

い場合があるということで、これについては、特にビジネスなんかの世

界においては、非常に企業自体の信頼関係を失いかねない、非常にそれ

が本当に事実だとしたら大きな問題ではないかなというふうに考えて



おるわけでございまして、この辺の原因と、それから、対応、どのよう

に把握をしているのかということについてお伺いをしたいというふう

に思っております。 

 この問題をわざわざ一般質問で取り上げることかということを自分

でも考えましたが、こういう今ユーザーにリスクが生じているという

ことをユーザーが把握しとくことも大事だろうということで、あえて

この一般質問で取り上げさせていただいたということでもございます

ので、御理解をいただいて御回答の方をよろしくお願いをしたいと思

います。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） メール障害についてでございます。 

 このサンネットのメール障害につきましては、御指摘のように本年

２月に数名のユーザーの方からメールが届いていないといった旨の連

絡を受けました。これを受けて、町では、２月下旬にメーカーに対しま

して障害の改善と対策を指示をいたしまして、３月早々にメールサー

バーのシステム構築を変更して対応いたしました。この結果、こういっ

た障害がその後発生したという連絡は担当課においては確認をいたし

ていないところであります。 



 また、この障害の原因ですが、これにつきましては当然ですが、サン

ネットのユーザーが大変ふえたということによりましてメールサーバ

に、いわゆる迷惑メール、そういったスパムメールが大量に送信をされ

ることによってメールサーバーがダウンをすると、フリーズをすると

いった不具合を起こしたものでございました。御迷惑をおかけしたと

ころでございます。 

 こういった対策で万全であるというふうに認識はしておりませんが、

本年度、ちょうどメールサーバの機器更新の時期でありまして、既に更

新のための委託契約の締結を行いました。新機器への移行の際にはメ

ーカー側と十分な協議を行いながら、こういった障害がないような対

応を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 また、こういった御指摘のようにインターネットを商用に御利用さ

れておられる方も大変多いと考えております。使用環境やサービスの

向上を図る上でも、利用者の方々からの御意見を把握していくように

努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。３月以降はそういうことを聞いておらないということでもござい



まして、私が聞いた中では今月入ってからそういうことだということ

で聞いておるわけでございますが、聞いた方のいつそういう症状があ

ったのかというとこまでは確認をしておりませんでしたので、３月以

前の問題であったのかもしれませんが、ただ、いずれにしても、今後も

サンネットの運営については、常に住民の利用者の方々のコミュニケ

ーションをしっかりとっていただいて、まさに御用聞きではございま

せんけども、いろんなどういう問題があるのかどうか、そんなものも常

にアンテナを張りめぐらせて、また、そういうコミュニケーションをと

っていただきながら、サービスをしていただきたいというふうに思っ

ております。 

 これは前々回の一般質問でも申し上げましたけども、メール、それか

ら、ネット、そうしたプロバイダーのサービスのというのは民間と同列

のものでサービスを今展開されておるものでございますから、民間に

負けないぐらいの積極的な住民のためのサービス提供を心がけていた

だきたいというふうに思っております。 

 もちろん、誤解がないように申し上げておきたいと思いますが、私も

１カ月ぐらい前にメールのちょっとふぐあいを起こしましてサンネッ

トに電話をいたしましたら、大変懇切に答えていただきまして、また、



どうでも直らないということで飛んできていただいて、そして、改善を

したというケースもあります。というすばらしい対応もされてるとい

うことはつけ加えておきたいというふうに思いますけども、それ以上

にいろんなまたサービス展開を図っていただきたいと、こういうこと

もお願いをしたいというふうに思います。 

 では、次の質問に入らせていただきたいと思います。 

 ３番目でございますが、企業誘致についてということを取り上げさ

せていただきました。ちょうど先月、５月の初めぐらいの日でございま

したが、溝口知事が益田市の御出身ということでございまして、益田の

講演会が企画をされて、知事の県政報告会というのが益田でされまし

た。私も声がかかったので、関心もあったということもありまして、そ

の話を聞きに行ってまいりました。福祉、それから、環境生活、それか

ら、産業、そうしたいろんな分野を取り組んでおられる現状といったも

のをお聞かせをいただいたわけでございますが、そういう話を聞いて

おる中で、私自身受けた感想というのは非常に知事御自身が産業振興

というものを優先課題としてとらえて、そして、非常に力を入れてやっ

ておられるなということを受けとめて帰ってきたというところでござ

います。 



 昨今はテレビなんかを見ておりますと、タレント出身の宮崎県知事

なんかが頻繁に出てきて話題性を振りまいて、そして、それが地域の特

産の発展につながって、地域経済の活性化にもつながっているという

ことをお聞きしておりまして、こういったやり方もあるんだなという

のを感慨深く見ておったわけでございます。我が県知事、そうした派手

さというのはないわけでございますが、ただ、冷静になって考えてみま

すと、大蔵省の本当重責を担われた方でございまして、経済界にとって

はこれほどのブランド力と信頼感を持った知事は全国にもいない知事

だということを改めて認識をしておるわけでございます。そんな知事

が今非常に産業振興、その中でも企業誘致は非常に力を入れていらっ

しゃいまして、東京でも何度もトップセールスをする場を設けながら

頑張っておるということです。 

 そうしたことを考えますと、これは非常に私たちにとっては、今追い

風なのではないかなということを感じておるとともに、島根県にじゃ

企業を志したい、誘致をしてみたいと思われても、どこにするのかとい

うのはまさに県内の自治体間の競争になるわけでございますけども、

そうした県知事のブランド力、そうした信頼度、そうしたものを利用し

て、じゃ後いかに津和野町というものが企業誘致をしていくかという



問題になってくるのではないかと思っております。 

 そんな意味で３番目の質問を取り上げさせていただいたわけでござ

います。これは１２月の一般質問でも同じようなことを取り上げまし

たので、少々恐縮にも存じますが、その後の質問をした上での経過も、

その後のことも含めまして、いま一度我が町が企業誘致に対して今ど

ういう方針で、そして、具体的には県とどういう連携策をとって、どう

いう取り組みを頑張ろうとされているのか、そこの方針をお伺いをさ

せていただきたい、あわせて企業誘致という観点でいけば、道の駅の横、

隣接地等が候補として挙げられるかと思いますが、そうした土地の活

用策というものについても、どういう見解でいらっしゃるのか、その方

針というものをお聞かせをいただきたいと、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（後山 幸次君） 沖田副町長。 

○副町長（沖田  修君） それでは、企業誘致につきまして御回答を

申し上げます。 

 かつて地域経済を支えておりました公共事業の急激な落ち込みによ

りまして地域経済の低迷、また、直近の国勢調査のデータによります人

口減少率が我が町は県内第２位等々ありまして、地域の総合力が低下



をしていると、このように考えております。これらの現状を考えますと、

本町産業振興は、本町の大きな課題であり、企業誘致につきましても、

その中の中心的な柱であると、このように考えております。 

 本町といたしましても、昨年１０月、島根県地域産業活性化協議会に

参加をいたしまして、県とともに、企業立地に向け、活動をしていると

ころでございます。また、隣接する益田市の石見臨空ファクトリーパー

ク企業誘致促進協議会を島根県、益田市、吉賀町とともに組織をいたし

まして、工場誘致をすることで、雇用の確保、また、定住対策も推し進

めているところでございます。 

 しかしながら、先日の先ほど述べました臨空ファクトリーパークに

おきましても、昨年は新規工場の立地はなかったなど、立ち直りを見せ

ております日本経済においても、好・不況業種間格差が広がっているよ

うに、あらゆる条件の整った都市部と違い、地方における経済状況、ま

た、企業誘致は大変厳しい現状にあります。 

 本町といたしましては、まとまった工場団地の造成は行っていない

中、このような現状下での企業誘致は容易ではないと、このように考え

ておりますが、津和野・日原両道の駅に隣接する未利用町有地等につい

てパンフレット等を作成いたしまして、幅広くその活用についてあら



ゆる方向性を含め利用促進を図ってまいりたいと、このように考えて

おります。 

 また、直接的な企業誘致ということではございませんが、定住施策の

一環といたしまして、本年７月１日より津和野町無料職業紹介所、いわ

ゆる町版のハローワークでございますが、大臣の方に設置の今申請を

いたしておるところでございます。これは鹿足郡、益田市、阿東町、山

口市を営業エリアといたしまして開設をいたしたいというふうに考え

ております。特に、圏域内の企業とリアルタイムな情報交換を行いなが

ら、積極的に活動を行っていきたいというふうに考えております。 

 こういった情報活動の中から、先ほどの企業誘致のきっかけもでき

る可能性もあるというふうに考えております。有益な情報等、またいろ

いろございましたら、ぜひこちらの方にもお知らせをいただいて、積極

的な対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） ありがとうございます。我が町、特に

農山村を維持していくというためには言わずもがなでございますが、

ここに人が住まないといけないし、人が住むためにはなりわい、職がな

いことには人が住めないということでございますが、私はなかなか今



の情勢、こういう過疎化が進む中で、一つのなりわいだけで所得を確保

していくというのは非常に厳しい時代でもございます。 

 我が町の農山村が維持をしていくためには兼業、兼ねる業、そうした

中で、一人一人が生活の糧を得ていくということも一つの選択肢では

ないだろうかということを思っております。兼業、例えば、昔であれば

農と林という、これも一つの兼業だと思いますが、それから、これから

の時代というのはまさに農業、それから、林業、それにあわせてエコツ

ーリズムというようなテーマも出てきているような気がします。エコ

ツーリズムを図りながら農家民宿をして、あるいはガイドをしながら、

そうした中で、少しずつお金を得、また、林業もあわせてやる、そうし

た中で、そこに人が住み、農山村を守っていくという仕組みづくりがで

きていけないだろうか、あるいは一つの職につきながら、職について給

料を得、また、林業もやる、これも一つの兼業の姿であろうというふう

に思っております。私も今林業再生ということに向けて、自分の立場で

できることを今やっていこうということで頑張っておるわけでござい

ます。 

 また、エコツーリズムにつきましては、昨今より商工観光課の方でも

いろんな会を開いていただいておりまして、そこに力を今入れ始めて



いただいているということ、これも非常に敬意を表しておるところで

もございます。 

 そして、企業誘致がもしなれば、それも一つの大きな兼業の重要な要

素になるものだというふうに思っております。そうした面からも、この

企業誘致には大変難しいということはよく存じておりますけれども、

しかし、一方行動を起こしていかないことには成果も上がらないとい

うふうに思っておりまして、今の風を一つチャンスとしながら、前向き

にまた頑張っていただきたいと、そのように思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の４番目の質問に入らせていただきたいと思います。 

 本年よりふるさと納税制度が始まってきております。先ほど前段の

議員さんも御質問されましたが、私もこの制度自体については余りい

い制度じゃないなというふうに思っておるわけでございます。 

 ただ、始まったものでございますから、各自治体も今一生懸命になっ

て、時には配り物をしながら、争奪戦が激化をする中、我が町も財政難

であるわけでございますから、少しでも多くの歳入確保策というのを

図っていく必要があるし、これは始まったものであるならば、一つのチ

ャンスとして何とか一生懸命取り組んでいく必要があるだろうと、そ



のように思っております。 

 今行われている取り組み等につきましては、先ほど前段の議員さん

の御質問のお答えもありましたので、省略をさせていただきたいとい

うふうに思いますが、私もちょっと今町の取り組まれてるホームペー

ジを見させていただいた感想を含め、もう少し述べさせていただきた

いというふうに思っております。 

 今町でふるさと納税をＰＲされておるわけでございますが、私が、例

えば、今町にいない町外に住んでる者の立場として、まず津和野町のホ

ームページに入りましたらトップページがあって、そこで行政情報、観

光情報、定住情報、それから、あと災害緊急情報だったか、それが４つ

の項目が分かれてて、行政情報に入っていったら、そこの新着情報の４

番目ぐらいのところに今小さい字でふるさと納税制度が始まりました

ような言葉が書いてあって、そこで初めてふるさと納税をＰＲするペ

ージに行き着けるということでございます。前段の議員も申し上げて

おりましたように、私もちょっと今のＰＲの仕方は非常に弱いなと感

じるところでございまして、まずふるさと納税というのは町外の者が

見るということになりますと、ホームページもそういう者が見るのは

行政情報よりも観光情報だろうと、それから、あるいは定住情報に行く



のかもしれませんが、そうした方の情報にまず目が向く、だけど、今観

光情報にはクリックをしても、観光協会へホームページが飛ぶだけだ

というような状況でございます。 

 実際、先ほど８００件もヒットがあったということで、多少意外に見

てるんだなという思いもありましたけども、ただ、私１人だけも五、六

十回ぐらいはクリックしておりますので、我々町内の方も見てるケー

スもあるんじゃないかなというふうにも思いますけれども、それで、ど

んどんどんどん、ですから、ふるさと納税のホームページに導入、見て

もらうようにしていくためには、私は思い切ってトップページに一つ

のバナーというか、項目をつくってもいいぐらいじゃないかなと、そこ

で初めて訪れた方が、ああ、津和野町もやってるんだというのがわかる

し、非常にアクセスがまたふえていくのではないかなというふうに思

います。 

 それと、もう一つは、ページの内容になるわけでございますが、一つ

寄附金の使い道の事業が大まかにくくり過ぎてるんじゃないかなと、

これは条例をそのまま書かれているんだろうと思いますが、「寄附金を

財源にして行う事業は次のとおりです。」ということになっておりまし

て、「産業の振興に関する事業」とか、「自然環境の保全に関する事業」、



あと全部言いませんけども、そうしたことが列記されてて、何か見ても、

いまいち自分のお金がどう使われるのかというのが実感がわいてこな

いし、実際、先日も私の中高の同級生が東京に住んでおるのが帰ってき

まして、あれが始まったらしいって見たけど、いまいちお金の使い道が

わからないよねという話もしたところでございます。 

 私は、条例とか、そういうものはこういったくくりでいいと思うんで

すけども、ＰＲをするに当たってはもう少し心を打つような具体的な

やり方をした方がいいのではないかなと、例えば、例を言いますと、高

津川という川が日本一になって、そして、この高津川を守るために水質

の整備をせにゃいかん、水辺の整備もする必要があるし、森林を整備す

る必要もある、そうしたことを訴えながら寄附金をお願いをするとい

う訴え方をすると、高津川は、特に町出身者の町外在住者にとっても、

高津川というのは非常に愛着を持ってらっしゃる川だと思いますし、

それが日本一になったし、じゃ守らなければならないじゃないかと、そ

ういう心が芽生えていくんじゃないかなという気もしております。 

 また、津和野の観光地の町並み整備をします、そのために使いたいお

金なんです、そういうより具体的にしていけば、津和野を訪れて、観光

として来られて、本当に津和野よかったなと思われる方が、さらにこの



いい町並みを整えてもらいたい、そういう気持ちにさせることができ

るかもしれない、そういうやり方で、具体的にもっともっとＰＲをする

ならば、やっていく必要があるんじゃないだろうかというふうに思っ

ております。 

 そういう延長線上の中で、私、ほかの自治体が物を配るということに

余り賛成をしておりませんが、例えば、高津川のそういう整備事業等に

ついていただいた方には、５,０００円分についてはヘルシー元氣米を

プレゼントするとか、そういうやり方になると割合相乗効果出ていく

んじゃないかなという、これは私の考えとして持っておるとこでござ

います。 

 それから、もう一つ、ページの気づいたことに申し上げさせていただ

きたいと思いますが、今税金の税額控除のところでございまして、これ

も今のＰＲの仕方では非常に何か弱いというふうに思っております。

実際５,０００円は控除になりませんけれども、３万円ぐらいは実際自

己負担かからずに済んでる、そういうことをしっかりＰＲしていくと

いう必要があるだろうと思います。ほかのホームページなんかを見て

みますと、年収７００万の方で子供がいる場合、いない場合で、３万寄

附をした場合、５万寄附をした場合、６万寄附をした場合、そういうモ



デルケースを設けて、そして、その場合に自己負担額は幾らですよと、

そういうことをＰＲしてるホームページ、自治体もございます。そこま

でやるとわかりやすいですし、非常に出す者にとっても、出しやすい環

境というのが生まれてくるのではないだろうかと、そのように思って

おります。 

 そうしたことも、今後一つのＰＲの検討にしていただければありが

たいと、そのように思っております。もし、御回答があればでございま

すが、一度質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） いろいろと参考になる御意見等をい

ただきまして、まことにありがとうございました。今後こうしたことも

参考にしながらＰＲに努めてまいりたいというふうに思います。よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） 済みません。ありがとうございました。 

 もう一点だけ、ちょっと緊張しまして、さっき提言をもう一個忘れま

したので、もう一つだけ聞いていただきたいと思いますが、たしか２年

前ぐらいの一般質問で、できれば観光客等の方々のメールを集めてメ



ーリングリストをつくるべきじゃないかというお話をさせていただき

ました。それがあることによって、観光情報もそうした方々に流してい

けば、観光ＰＲにもなるし、それから、メーリングリストの数がふえれ

ば、そこに広告事業の魅力も出てくるというお話をさせていただきま

した。それが、もし現在、実現できてて、今ここでメーリングリストが

あったら、私はふるさと納税、このＰＲの手段にも十分役立っただろう

という思いがございます。やはりひとつ津和野ファンクラブのような

感覚で、この納税制度を発展をさせていくべきじゃないだろうかと思

っておりまして、そうした意味で、今の時代、メーリングリストという

のは非常な武器になるというふうに思っております。また、今後その辺

の方面でも御検討いただければありがたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問へ入らせていただきます。最後になります。 

 御承知のとおり、中山間地域の限界集落化が進む中で、最近では集落、

農山村そのものがどうなるかわからないというようなことがクローズ

アップをされておるわけでございますが、そうした解決策というその

一つとして、これは当たり前のことでもございますが、そこに住む人、

人というのは単に住むということではなくて、その地域をリーダーシ



ップを持って活性化をさせていくためのそういう資質を持ったリーダ

ーになり得る人を育てていかなければならないということが、今再認

識をされております。 

 そういう中で、国の方におきましても、国交省、あるいは農水省とい

ったところが中山間地域へ人づくりをするための支援事業、あるいは

コーディネーターを配置したりとか、そういう補助事業みたいなもの

を展開をしておるという事実がございます。 

 また、教育面に目を向けますと、文科省が「学校支援地域本部事業」

を展開をしまして、これに合わせる方で、今島根県の教育委員会も公民

館の職員をふるさと教育を展開をするためのコーディネーター役とい

う役割を担わそうということで、そうした今事業を展開をしてきてる

という背景があります。 

 そうしたことを考えましたときに、今御承知のとおり、我が町も公民

館体制の見直しに入っておりまして、当初の提案であれば各地域公民

館に主事を職員として置こうという計画で今進んでおるわけでござい

まして、そうした今の時代背景を考えたときにしっかりと地域運営を

もう一度していくというためには、コーディネーター役の人材も要る

という観点から言うと、今置こうとしてる職員というのは、ぜひ専門的



な知識を持った正職員を私は置くべきなんじゃないかなという気持ち

になってきておるということでございます。いろんな地域のニーズに

答えられて、あるいは農業分野、それから、林業分野、それから、福祉

の分野、それから、いろんな生活の出てくる課題があるかと思いますが、

そうしたことを地域の課題が、地域が解決するためにそのコーディネ

ーター役をやり、またはパートナーとして一緒になってやっていける、

そういう本当に力になる職員の存在というのは、公民館には必要だろ

うという考えでおります。 

 そして、その職員というのが１人の者を地域公民館に固定をすると

いう考え方ではなくて、役場側もいろんな課に分かれて、そこに人材が

いらっしゃるように、きょうは農林課から、あるいはきょうは情報企画

課から、そして、きょうは教育委員会から、そんなローテーションを組

んで、そして、何人かの人間が公民館に配置されて、それらがまさに左

鐙であれば左鐙チームをつくる、そうした中で、チームとして左鐙地域

の活性化を一緒に考えていくと、そういうことが非常に必要じゃない

だろうかというような思いに至っております。 

 正職員をもし置くということになれば、コスト面という問題が出て

くるかと思いますが、これを毎日置かずして隔日にするとか、そうした



ことをしていけばコスト面の解決もし得るんじゃないかなと、そんな

ことを考えておるわけでございまして、今後この公民館体制、今どうい

うふうにしていかれるおつもりなのかということをお聞かせをいただ

きたいというふうに思っております。 

 それと、あわせて職員を置くというふうに申しましても、地域のみず

からで頑張るためのそれをお手伝いをするコーディネーター役として

の職員が私は必要だというふうに思っておりますから、相当な知識と

そのためにはスキルが持っておかなければならない、単に職員でも、そ

れでも地域の再生はならないだろうというふうに思っております。 

 そのためには生意気ではございますが、職員の皆さんにはさらなる

スキルアップを図っていかなければならない、住民参画とパートナー

シップに基づく協働ということを、「協働」とは「協力」をして「働く」

というふうに書きますが、真にパートナーとは何なのかという、そうい

う立場をしっかり考えながら住民のニーズに答えていける、そういう

職員を育成をしていただく必要がある、そのための研修というのを今

後さらに図っていただきたい、そのようなことを考えておるわけでご

ざいまして、まずはこれにつきまして見解をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 



○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それでは、お答えをいたします。 

 公民館の職員につきましては、社会教育法第２７条に規定されてお

りまして、公民館が教育機関として学習活動を援助するためには、職員

が重要な役割を果たしており、特に、公民館活動を展開するのに必要な

専門的知識・技術・経験を有する館長や主事の配置に努めることという

ふうにされております。と同時に、その職員の配置は当然でありますが、

研修体制の充実も重要な課題であるというふうになっております。 

 議員の言われるとおり、本年度より取り組みを始めました学校支援

地域本部事業の核としての役割や地域における活性化のコーディネー

ターの役割等、公民館の果たす役割はますます重要となってくると思

っております。今後も引き続き常勤、非常勤に限らず地域に信頼される

人材の配置が必要と考えております。 

 体制的には、正職員という位置づけが理想とされる御意見もありま

すが、合併時の大きな課題として今も検討を重ねている中で、さきに御

提案申し上げました体制を一部修正した内容での新しい体制を検討し

ているところであります。 

 御提案のありました職員体制、あるいは運営方法等につきましては、



今考えております公民館体制を整備した後の検討課題というふうにさ

せていただきたいというふうに考えております。本町におきましては、

職員体制の統一化が当面の課題というふうに考えているところであり

ます。 

 また、公民館職員のスキル向上については、今後も研修の機会を持つ

など、積極的に資質向上に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（後山 幸次君） 下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） 公民館体制につきましては、一度提案

がされて、住民説明会が開催をされて、その中では旧日原地域を中心に

地域公民館、職員は必要ないというような意見も強く出て、それで一度

持ち帰られて、今各地域の御判断に任せようというような流れになっ

ているということも聞いております。私も地元の左鐙の説明会に出ま

したので、そのときの様子というのはよく承知をしておるわけでござ

います。 

 そういう意味から、ちょっと左鐙の地域の実情に限ってということ

かわかりませんが、それを思いながら申し上げますと、左鐙地域も住民

の皆さんが今地域の将来というものに非常に危機感を感じておられま



して、もう一度何とか地域の再生を目指そうという、本当必死になって

頑張っておられるところだというふうに思っております。 

 そうした中で、公民館へ職員を置くと、当時の説明というのが、それ

だけではありませんでしたけども、旧津和野と日原の体制を整えたい

から、それも一つの理由ではあろうと思いますが、それが何となく左鐙

の皆さんも地域を今一生懸命やろうという中にあったので、非常に後

ろ向きな何か理由に聞こえたような私自身は受けとめをしておりまし

た。 

 そんな中で、左鐙も本当は一生懸命、今頑張っておるから、それにこ

たえてくれる一つのパートナー、それが私は公民館の職員を指すわけ

でございますが、そういう本当技術を持った職員であれば、私は本当に

必要だということを左鐙の今皆さんも思っていらっしゃるというふう

に私は信じております。それはこれまで一緒に活動してきた中で思っ

てることでもございまして、私自身も今後左鐙の皆さんの活動を発展

させていくためにも公民館に職員さんというのは必要だ、ただ、それは

もっとスキルを積んだ職員さんが要るわけでございますが、そうした

ことをいま一度説明をしていただいたら、私は左鐙も皆さんもそうし

た職員が必要だということを感じていらっしゃるというふうにも思っ



ております。 

 今後、またいろんな審議会での答申を踏まえ、また説明をされるのか

どうかわかりませんけれども、ぜひ今度は私としては公民館へ職員を

置くことの意義というものをもう少し自信を持って訴えていただいて、

この体制づくりというのを進めていっていただきたいなということを

お願いをいたしまして、私からの質問をこれで終わらせていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、２番、下森博之君の質問を終わりま

す。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 発言順序７、４番、青木克弥君。青木君。 

○議員（４番 青木 克弥君） それでは、通告に従いまして質問をい

たします。 

 今回は地域医療の体制について、特に、今後地域医療をどう考えるか

ということについて質問をしたいと思います。この地域医療をめぐる

課題、あるいはその問題につきましては、私ちょうど２年前にこのこと

を質問をいたしました。ちょうど２年が経過をいたしまして、そのとき

に地域医療を確保する、地域医療を守るのは行政の責務だというぐあ



いに申し上げました。 

 そういうような中で、この２年間が経過をいたしまして、いろいろな

問題やいろいろな社会情勢の変化の中で、現在、そういった行政の責務

がまさに果たされようとしているところでございます。 

 したがいまして、今からこの地域医療をめぐる情勢というのは当然

厳しくなるような方向になっておるわけでございますけれども、本町

はそういう中で、公設化をいたしました厚生連病院を指定管理制度に

基づきまして管理運営しているわけでございますけども、当然今後の

ことを十分に逐次検討しながら進めていかなければならないというと

ころでございます。 

 そうした中で、現在も津和野町病院等事業の設置管理に関する条例

を設定いたしまして、その中で、また現在、津和野町病院等地域医療基

本構想策定委員会ということを立ち上げられまして、その中で、今後の

ことについても、さまざまな検討が加えられていくと思います。 

 そうした指定管理制度が現行走っておるわけでございますけども、

当然逐一来年のことはどうするのかと、現状はどうなのかといったよ

うなことをいろいろ検討しながら、そしてまた、現在も専門家を含めて

種々の分析がなされております。そして、６月１２日には全員協議会の



中で、その若干の報告がございました。いろいろな指摘もございました。 

 そこで、４つのことについてお伺いをしたいと思いますが、それぞれ

いろいろ関連をしておりますので、若干重複するかとは思いますけれ

ども、４つほど質問をしたいというぐあいに思います。 

 まず、１番目には、今指定管理者が指定をされ走っておりまして、来

年の３月３１日までということになっておりますが、御案内のように、

当然このことについてはいろいろな議論の中で、当面はというような

表現の中で、現在の指定管理者に決まっておるわけでございます。 

 したがいまして、平成２１年度移行の指定管理者については当然今

から検討されておるというぐあいに思いますし、新たな受け皿という

ようなことについても、検討が当然なされているというぐあいに思い

ます。その内容についてどういうぐあいに検討されているのか、どうい

う方向性が出ているのか、どういう問題があるのかといったことにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

 ２点目には、そういうような状況の中で、町が固定資産を購入をいた

しまして、町営の病院を運営していくということにつきまして、そのこ

とに対して特別交付税、あるいは普通交付税が交付されるということ

になってると思いますけれども、今年度はその中で、特別交付税が交付



されるという予定になってるかと思います。特別交付税については病

床の１床当り６万８,０００円だというぐあいに思っておりますけれど

も、それの掛ける病床数について特別交付税が交付されるというぐあ

いに思っておりますけれども、そのことと、来年度からは、また普通交

付税が１床当り４８万９,０００円だと思いますけども、その特別交付

税の上に普通交付税が交付されるというぐあいに思いますけれども、

それらの使途についてどのようにお考えになっているのか、お伺いを

したい。 

 ３番目には、当然今後本町の人口や、あるいはその構成が変化をし、

高齢化に伴って当然医療環境というのが変化をしてまいります。その

ことについて、今現在の医療体制が当然変化を伴うということになろ

うかと思います。特に、現在おられる、あるいは高齢化をしてまいりま

すと、現在、在宅医療、あるいは予防医療等も取り組まれておりますが、

ますますこういう方向へのシフトといったものが重要な課題というぐ

あいに認識をされるところでございます。 

 したがいまして、その辺の方向性についてどういうような取り組み

をされようとしているのか、その体制はどう考えているのかというこ

とについてお伺いをいたします。 



 ４番目には、当然そのような状況を進めていくわけでございますけ

れども、今までもいろいろ議論の中で、地域医療を守るためには、ただ

単に病院だけの問題じゃなくて、さまざまな問題を含むわけでありま

すので、町民や議会や、あるいは医療関係者や、それぞれが一体化した

中で、この対策や医療確保、あるいは医療の状況管理、そういったもの

を進めていかなければならないということは、既に皆さん方の感じる

ところであろうかというぐあいに思います。 

 そういったことを進める上では、逐一そのような状況がどのように

変化し、どのような現状の問題があるのかといったことをそれぞれの

関係者がその情報を共有するということが大切になろうかというぐあ

いに思います。当然情報でございますので、すべてを開示をするという

ことにはならないというぐあいに思いますけども、その情報の開示は

どのような状況に基づいて行うのか、その辺についてお伺いをしたい

と思います。 

 以上、４点についてお答えください。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ４番議員さんの御質問にお答えをいたしたい

と思いますが、医療体制についての今後についてという御質問でござ



いますが、御意見のとおり、公設化した病院の経営に対する責任という

ものは、従来にも増して大きいものがあると、このように自覚をいたし

ておるとこであります。 

 そのため、現在、地域医療基本構想策定委員会なるものを設置をいた

しまして、専門家の御意見等も徴しながら具体的な検討を進めさせて

いただいておるところであります。 

 そうした状況につきましては、副町長の方からお答えをさせていた

だきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 平成２１年度以降の指定管理者についての

検討状況についてでございますが、現在、津和野共存病院等は、公設民

営による施設として、指定管理者制度により運営をされておりますが、

制度の運用について試行錯誤が続いている状況にあります。町といた

しましても、指定管理者との定期運営協議会を通じ経営上の諸問題を

話し合っておりますが、町においては病院経営そのものの経験がこれ

までなかったため、コンサルタント等の協力を得ながら、対応を進めて

いる状況にあります。 

 平成２１年度以降につきましては、病院等の運営の効率化と施設介



護を維持するため、医療・介護施設は引き続き公設民営化の方針のもと、

指定管理者制度を維持する方向でありますが、現在策定中の津和野町

病院等地域医療基本構想においては、指定管理者制度についても必要

な検討を行い、必要な制度の見直しを行った上で、将来的に津和野町と

ともに、地域医療に取り組み、かつ効率的な医療の提供ができ得るよう

指定管理者に求めることを明らかにする必要があると考えております。 

 したがいまして、２１年度移行の検討は、まだ４月、５月の運営状況

をこれから──４月の運営状況は聞きましたけれども、５月の方向が

今まだ厚生連の方からなされるということがあります。そうしたもの

の具体的な数値等を踏まえながら、これから２１年度移行の指定管理

についてはどうするかということも含めて、策定委員会等で十分検討

をしてまいりたいというふうに考えてるとこであります。 

 あと２点、３点等につきましては、担当課長から御答弁申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） それでは、２番目からお答えをいた

します。 

 今年度の特別交付税については、約６,７００万円を予定しておりま

す。また、来年度の普通交付税については、約４,８００万円を予定し



ております。 

 それぞれの積算根拠については、以下のとおりとなります。 

 特別交付税、前年度末の病床数×１床当りの単価、平成１９年度６８

万円。普通交付税、前々年度末の病床数×１床当りの単価が平成１８年

度４８万９,０００円です。 

 なお、１床当りの単価については、近年減額傾向にあります。 

 使途についてでありますが、主には病院の土地・建物・備品の購入資

金として借り受けた企業債の元利償還金と減価償却費に充てる予定と

しております。 

 ３番目でございますけれども、少し長くなりますが、過去３回開催し

ています津和野町病院等地域医療基本構想策定委員会の中で検討して

います方向を発表し、お答えしたいと思います。 

 １番目といたしまして、在宅医療及び予防医療への取り組みの基本

的考え方として、①人口推計で明らかなように、将来にわたる主要疾患

の減少、２番、人口の減少による財政的な施設維持費用の負担の増大、

３番、高齢化による医療施設へのアクセスが困難になるという問題、４

番、津和野町の無医地区（５カ所）・準無医地区への対応（巡回診療な

ど）を考慮した施設整備・配置とそれを補完するための在宅医療・介護、



予防介護、予防医療への取り組みの強化が求められます。 

 ２番目といたしまして、在宅医療のための連携体制の強化とネット

ワークの構築、１次医療としては、町内の民間診療所と津和野共存病院

が日常的に提携した医療提供体制が必要ですが、現在の輪番制に加え、

保健・予防医療の面でも連携した取り組みを強化しなければならない

と考えられます。 

 また、医療・保健・福祉を統合したサービスの提供ができるような在

宅ケアネットワークの構築も求められます。 

 在宅医療は、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリを組み合わせて実施

する必要があり、在宅医療を円滑に行うためには、医療提供施設だけで

なく、在宅介護や施設介護との連携が重要となります。今後は地域連携

室を町内の医療・介護・福祉の提供施設を取りまとめる在宅ケアネット

ワークの拠点として整備していくことが必要と考えております。 

 ３番、予防システムについて、予防医療については、特定健診制度も

始まりましたが、地域の限られた医療資源を有効活用するためにも、ま

ず健康を維持すること、病気にならないための予防が必要です。 

 このため、行政と津和野病院など、町内のかかりつけ医療機関、介護

福祉関係機関が連携し、町全体の予防システムとして活動できるよう



協議を進めてまいります。 

 ただし、救急、僻地医療、予防医療など施設としての効率性の上がら

ない医療については、公的援助を検討する必要があると考えておりま

す。 

 ４番、津和野共存病院の役割、今後は、津和野共存病院を津和野町の

特定健診・保健指導・予防医療などの町民の健康管理センターに位置づ

け、地域の診療所や保健福祉施設等と連携し、住民健康支援のためのネ

ットワークの構築を目指します。 

 在宅医療・僻地医療の支援病院として、病診連携及び訪問看護ステー

ションとの連携を強化し、在宅療養の２４時間支援体制の確立と往診

体制を確保する。 

 ②番、僻地医療支援病院として、僻地における巡回診療への取り組み

を行う。 

 ③番、町民の健康管理センターとして地域連携室を設置し、町民の医

療・介護の予防に関する情報の一元管理と福祉施設との連携の拠点と

するなどを検討しております。 

 ④、地域医療区分ごとの機能分担として益田赤十字病院と医師会病

院は、外科的急性期、２次救急僻地医療。津和野共存病院においては、



内科的急性期、回復期、慢性期、初期救急、在宅医療、予防・検診及び

僻地医療。町内医療機関は、初期救急、在宅医療、予防・検診、プライ

マリーケアの機能分担を考えております。 

 大きな４番目でございますが、地域医療の確保についてはというと

こでございますが、現在策定中の津和野町病院等地域医療基本構想に

おいて、例えば、救急については、「救急患者への対応は、救急隊や町

民との協力体制により、行政とも協力しながら町民の救急医療に対す

る理解を求める努力が一層必要である。」としております。現在、津和

野町の地域医療については、現状と将来の課題について基本構想策定

委員会で検討中であります。 

 なお、本委員会には、外部有識者、介護福祉関係団体代表、津和野町

医療関係者、議会代表、町職員等に参加をいただいているところであり

ます。また、先般開催の議会全員協議会おいて中間報告を行ったところ

であります。 

 本基本構想の答申が得られた時点で、町民への周知徹底、情報開示を

行うことが大事と思われますが、日常的に地域医療についで情報開示

を行っていく体制としては、現在の策定委員会のような町内の関係者

等が継続的に地域医療について話し合っていく場として、地域医療協



議会のような常設の組織も検討課題であると考えております。 

○議長（後山 幸次君） 青木克弥君。 

○議員（４番 青木 克弥君） 今それぞれの項目に対して抽象的にお

答えをいただきました。特に、１番目に質問をいたしましたことが、そ

の４つ後、３つのことについてすべてかかわろうかというぐあいに思

いますので、１番目の問題について、特にまた質問をいたしたいという

ぐあいに思います。 

 もう既に来年度のことについては検討に入っておるということでご

ざいますけども、お答えの中では非常に抽象的にお答えになっており

まして、どのように今検討をされているのか、具体的に何を検討してい

るかというお答えがございません。 

 したがって、そのことについてもう少しきちんとしたお答えがお願

いをしたいというぐあいに思います。来年のことでございますし、新た

な受け皿を模索する上では、既にこれは皆さん方の検討事項の中に当

然入っとるというぐあいに思いますけども、どうしても医療法人とい

ったもののことについて立ち上げるのか、そのことについてどうする

のかということを検討しなければなりません。 

 したがって、当然そのことについては検討をされておるというぐあ



いに思いますし、今の答弁の中にもちょうど全協の中で報告がありま

したということがあり、回答の中にありましたけれども、その中の報告

の中にも現在の病院の状況、病院等事業の状況の危機感といったもの

が当然説明をされました。特に、中間報告の中で公認会計士が報告しま

した財務状況報告の中の４月分、あるいは今後の成り行きのことで説

明がございました中にも指摘をされておりますが、お答えの中では５

月の財務状況もというようなお話がございましたけども、既にその中

で指摘をされておりますように、今申し上げました社会情勢が変化す

ることに伴う危機感といったものが少し感じられないというぐあいに

思っておりまして、人口だけで見てみましても、その中に指摘がござい

ましたように２０１５年では７,３００人台になろうかというぐあいに

思っておりますし、その中で６５歳の占める割合が４６％になるとい

うことでございます。 

 したがって、物理的に医療資源が減少していくということは、当然収

入も減っていくわけでございますので、そういったシミュレーション

を見たといたしましても、既に減少のこの報告の中では２％なり、３％

の減少率で報告をされてございますけれども、もうこの数年後にはも

う既に資金ショートを起こすというようなことも指摘をされているわ



けでございます。 

 したがって、新たな受け皿をどう考えるかといったものは、もう既に

具体的な方策の中に検討ではなくて、入らなければならない、そのこと

について具体的に進めていかなければならない状況にあろうかという

ぐあいに思っております。この医療法人につきましては、その中でもい

ろいろ検討されておるというぐあいに思いますけども、現在、日本の全

国の医療法人は４万４,０００人ぐらいにあるというぐあいに言われて

おります。 

 がしかし、今国も現在の医療制度のいろいろな諸問題、いろいろな課

題から、今までの医療法人と違った物の考え方といったものを打ち出

してまいっております。その中にいろいろな指摘がなされております

けれども、民法上の医療法人というのは社団化、財団化といったような

区分けだけでございましたけども、医療法上、またほかの考え方がござ

いまして、今現在、全国で危機を伴っております自治体病院のこの困窮

を助けるために社会医療法人といったものの考え方が出てまいりまし

た。 

 その辺の検討をなされているのかどうなのかということも含めてお

伺いをしたいと思いますし、当然その医療法人を立ち上げるためには



知事の認可が要るわけでございますので、これは当然県の医療審議会

にかけなければなりません。そうしますと、医療審議会というのは当然

毎月あるわけじゃありませんので、５月と１０月というぐあいに聞い

てございますけども、そういうようなことを考えますと、既にその素案

ができていかなければならないというぐあいに私は思っておるわけで

ございます。それでも既に検討した上で、現行のいわゆる指定管理者を

指定するのか、あるいは新しい医療法人を立ち上げるのかといったこ

とをもう既に結論が出た状況の中で進行してなければならないという

ぐあいに考えていますが、その点はいかがと。 

 それと同時に、質問が３回でございますので、ここでもう一つお話を

させていただきたいと思いますけども、そういったことを考えますと、

既に具体的に進まなくてはいけないということを考えますと、新たな

受け皿をつくるためには、現在、医療法が改正をされまして、医療法人

の業務の中にもいろいろな改正点がございます。 

 したがいまして、みずから指定管理者として公の施設を運営する場

合には、みずからが病院を経営をしなければならないと、病院を開設し

なければならないというような状況もありますので、そういったこと

をかんがみますと、３つぐらいの方法が考えられるんじゃないかとい



うぐあいに思ってます。 

 １つは、既存の全国にあります、全国展開しております医療法人にお

願いする方法。それから、２番目には、新たな、いわゆる一般の医療法

人がその受け皿となる。もう一つは、全国で何件かございます自治体が

出資をした病院といったものをどうするかと、大体この３つぐらいに

分けられるんじゃないかというぐあいに考えておりますが、それぞれ

にいろいろなメリット、デメリットがございます。現実にそういうよう

な方向へ進むために時間的な余裕もない、あるいは今後の資産の受け

皿といったようなものを考えますと、おのずとその方向性というのは

決まってくるんじゃないかというぐあいに私は考えておるところでご

ざいますが、その辺についての御見解を伺いたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 御質問にございましたように、今後の受け

皿といいますか、指定管理者の相手方になるわけですけれども、確かに

言われましたように、今３点の今後の方法があるというふうに言われ

ましたので、私どももその点についてどのことが具体的にいいのかと

いう検討を今しているとこです。 

 ただ、そうはいいましても、指定管理をするときに現存している厚生



連というものがありますので、一方的に私どもも厚生連とそれじゃ手

を切りますということにはならないというふうに思いますが、ただ、今

日までもうずっとこれはここ近年なんですけれども、経営の抜本的な

改革をしてほしいということで、機構的な改革はほぼ終わりまして、も

う少し機構的にも整理をしてもらうという部分もありますけれども、

病院の機構としては厚生連が立てました抜本的な改革がほぼ終わった

ということであります。 

 ただ、運営をする収支の内容につきまして、もっと抜本的に経営改革

をしておかないことには、現在ある剰余金を食って終わりになるとい

うのではなかろうかということを強く言ってるんですけれども、今の

とこ、まだそこの点が遅々と進まずということが一番ネックでありま

す。 

 ですから、私どももこれから今基本構想の中で、先ほど御指摘ありま

したような津和野町の人口の予測とか、受動行動とか、いろんな分析も

アンケート調査等もやりまして分析をしてます。それに基づきまして、

津和野町においてはもう今後１０年先を見越したこのぐらいの規模で、

このぐらいの内容で、診療科でというようなことまで含めて、この基本

構想の中にうたっていきたいというふうに思ってます。これの基本構



想をこの９月末までには完成させたいということで、今鋭意努力をし

て、委員会も開いて、今進めているとこでありまして、遅くともそのあ

たりまでには方向も出していかなければいけない、具体的な方向も出

していかなくてはならないというふうに今考えて、今鋭意検討中でご

ざいます。 

○議長（後山 幸次君） 青木克弥君。 

○議員（４番 青木 克弥君） ３回目でございますので、最後には町

長の見解をお伺いをしたいというぐあいに思いますが、今申し上げま

したように具体的な方向をもう決めなければならない時期に来てると

いう認識は多分お持ちだろうというぐあいに思います。 

 今副町長の答弁にもございましたが、今現在、指定を管理している厚

生連、これは今までの経緯の中にも種々議論があって、今現在に至って

いるという認識だろうというぐあいに思います。それで、なおかつ今現

行の報告書の中にもございますように、今副町長の答弁にもありまし

たように、その内容が少し物足りないものであるということは、既に皆

さんの認識の中は一致しているというぐあいに思っております。 

 したがいまして、簡単に指定管理を町から一方的に切られないとい

うような方向もありますけども、基本的には町が責任を持って運営す



る病院でございます。地域医療でございますので、その辺はもう少しき

ちっとした態度で臨まないといけないというぐあいに思います。先ほ

ど３つの方向性について申し上げましたけども、我々もそのような状

況の中で、事例調査もさせていただきましたし、前段、今までも同僚議

員もその関係のところの質問をいたしましたが、その優良事例として

京都の大江病院みたいなものがございますけれども、それらの今まで

の経緯なんかを踏まえてみますと、地域のリーダーシップといったも

のを町長がいかに持つかといったものが今後の地域医療を守る上での

大きなかぎであろうというぐあいに認識をするところでございます。 

 また、在宅医療のことでも御回答ございましたけども、当然今の人口

の減少や高齢化が進んでまいりますと、現在、病院に自力で通える人と

いった者がますます少なくなってまいります。 

 したがって、今現在もいろいろな医療バス等が出てございますけれ

ども、それらだけの対応では、当然地域医療というのは守れませんし、

地域医療は当然津和野町独自で成り立つものでもありません。当然県

の医療の計画、そのようなことだとか、あるいは県境を接してる山口県

との問題だとか、そういったことも含めながら考えなければならない

というぐあいに思いますし、先ほども最初のときに申し上げました社



会医療法人的な物の考え方を導入しながら進めていくということも今

後必要だというぐあいに思います。それらを含めて最後に町長の見解

をお伺いしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 共存病院等の運営につきましては副町長の方

からお答えをいたしておるとこでございますけども、現時点では副町

長がお答えをしております限度で御理解をいただきたいというふうに

思っておるわけでございますが、問題は申し上げておりますように、ま

ず何といっても現時点では厚生連に管理委託をしてるという現状がご

ざいますので、これを踏まえて一つ一つを処理していかなければいけ

ないということでございます。 

 この前、全協でも公認会計士からも御説明をいただきましたけども、

現状のままで、何ら抜本的な対策を立てないとすれば、早晩やはり資金

に枯渇を来すという状況でございます。その辺がどのあたりで、どのよ

うな具体的な方策が出されてくるかということが一つのポイントであ

りますけども、まだ指定管理をいたしまして３カ月余りになるわけで

ありますけども、それが見えてこないという状況でございます。 

 そういう状況でありますけれども、早い時点でそういう抜本的な経



営改善策が見えてきて、そして、この先につながるという状況になれば

問題ないわけでありますけども、そうでないとすれば、事は急を要する

ということが発生してくるわけであります。そうした点も踏まえまし

て、全く検討しないということではありませんで、副町長が申しており

ますように、あらゆる観点から検討は進めさせていただいておるわけ

であります。 

 そういう中で、お話もありましたが、どういう形を新たにとるといた

しましても、医療を継続していかなきゃならないわけでありますし、今

日のような医師不足、あるいは看護師不足、そういう状況の中で、どう

いう形であれ医療を継続するということになると、まずはマンパワー

的なものは継承していかなきゃいけないことになるわけでありますけ

ども、そこに御承知のように全国的に例のない退職給与金の問題が横

たわっておるわけであります。これらもマンパワーを含めて継承する

ということになりますと、極めて慎重に対応していかなければならな

い、こういう問題もあるわけでありますので、そこに少し他の全国的な

例と異なった面がありまして、難しいといえば難しい問題であります

けども、それらも十分ひとつ視野に入れて、今検討をさせていただいて

おるということでございます。 



 先のことでございますけども、お話がありましたように新たな受け

皿ということになりますと、当然のことながら知事の認可を得ないと

できないわけでありまして、これを知事が認可するに当たっては、県の

医療審議会に知事は諮問をされて、そして、その答申を得て決定がされ

るわけであります。従来、年に何回もこの審議会が開かれておるという

ことではないわけであります。 

 がありますが、実は私もこの審議会の委員の一員として任命を受け

ておりますので、既にいろんなことが想定をされますので、こういう事

態が、もし発生したとしたら、このような方法でといったようなことも

含めて審議会の会長さんとも個人的ではありますけども、意見交換も

させていただいとると、こういう状況でもあるわけでありますが、その

辺くどいようでありますけども、現在では厚生連に管理委託をして、そ

して、ようやく三月が経過しようとするとこでございますので、きょう

現在での考え方については、この程度でひとつ御理解をいただきたい

と思っておるとこでございます。 

○議長（後山 幸次君） ４番、青木克弥君。 

○議員（４番 青木 克弥君） 最後に、今までのことについて町長の

見解をお伺いをいたしました。それぞれお答えをいただきましたしあ



れですが、十分に検討をされてないということでございますので、今の

交付税の問題にいたしましても、当然今後医療、医者の確保についても、

いろいろな問題が残ってまいりますので、十分なひとつ検討を加える

んじゃなくて、既に歩み出してほしいというぐあいにお願いをして終

わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、４番、青木克弥君の質問を終わりま

す。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 発言順序８、８番、原秀君。原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） それでは、６月の一般質問を通告をい

たしておりますので、それに基づいて質問をさせていただきます。 

 まず、「個人情報保護に関する基本方針」改正に伴う取り組みについ

てをお伺いをいたしたいと思います。 

 平成１６年６月、国民生活審議会が個人情報保護に関する取りまと

めで、「個人情報保護法については、現在でも少なからず誤解が見られ

る状況にあり、これがいわゆる「過剰反応」の大きな原因になってい

る。」、この答申を受けまして、政府は４月２５日、個人情報保護法のも

と、行政機関や民間事業者が行うべき施策をまとめ、個人情報の保護に



関する基本の改正案を閣議決定したところでございます。 

 新たな基本方針には、災害時の緊急連絡簿の作成が困難になるなど、

いわゆる過剰反応を防ぐ対策が新たに盛り込まれ、個人情報の有用性

に配慮するという法の趣旨が浸透するよう、国と同様に地方自治体に

も積極的に広報、啓発活動に取り組むとし、法律や関連条例の適切な解

釈と運用を求めている。 

 そこで、町長にお尋ねでございますけれども、個人情報保護に関する

管理体制、また、職員に対する教育、研修など、町長としてどのような

お考えであるかをお伺いをいたしたいと思います。 

 過剰反応の踏まえた取り組みといたしまして、災害時の緊急連絡簿

の作成についてでありますが、本年３月での私の質問の中で、災害時要

援護者の情報の収集、共用の方法としてどのような方法で行うのかを

お聞きしたところでございますが、登録台帳作成について、「民生委員

による災害時１人も見逃さない運動の一環として台帳作成作業に取り

組む予定である」、このように答弁をされております。その後の状況は

どのようになっているか、お伺いをいたしたい。 

 また、要援護者の対象者が個人情報保護を理由に拒むケースが少な

くなく、全国で進んでいないのがこの現状だそうでございます。それに



よってこの法案を閣議決定したとも聞いておりますけれども、当町の

そのときの状況、今予定されている、現在作業をされていることだろう

と思いますけれども、その状況をあわせてお伺いをするとともに、住民

へ周知することが最も重要なことと、このように思われますけども、今

後広報活動の取り組みについても、あわせてお伺いをいたします。 

 個人情報を取り扱う上で、社会的な必要性があるにもかかわらず、個

人情報の提供を控えたり、また、運用上、作成可能な名簿の作成を取り

やめるようなことが当町でもあるのか、お聞きをいたしたい、このよう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ８番議員さんの御質問にお答えをいたしたい

と思いますが、個人情報保護に関しての御質問でございましたが、御指

摘のとおりに個人情報の保護のためにいろいろと厳しい方針が打ち出

されているところでありますが、せっかくの方針でございますので、こ

れを生かすためには十分な取り組みが必要であると、このように考え

ておるわけであります。特に、行政の情報というのは職員が取り扱うわ

けでございます。そうした面につきましては、職員に対しましても研修

を深めておるとこでございますけども、職員も現代社会のこうした状



況を十分承知をいたしておりまして、個人情報の保護については格別

に私の受けとめ方では敏感であると、このように考えておるわけであ

ります。 

 今後におきましても、さらに法律、あるいは方針、そうした精神にの

っとって適切な扱いをしてまいらなきゃならないと、このように考え

ておるわけでありますけども、なお、具体的な点につきましては担当課

長等からお答えをいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、「個人情報保護に関する基

本方針」の改正に伴う取り組みについてお答えを申し上げます。 

 個人情報に関しましては、保護の立場から、次第に厳しく法で規制さ

れております。 

 しかしながら、御質問のあった災害時の緊急連絡につきましては、町

個人保護条例、「利用及び提供の制限」、第９条でございますが、「実施

機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有個人情報を

当該実施機関の内部において利用し、または当該実施機関以外のもの

に提供してはならない。ただし」、ただし書きを設けておりまして、「次

のいずれかに該当するときは、この限りでない。」として、１としまし



て、「本人の同意があるとき」、２としまして、「法令等の規定に基づく

とき」、４番目としまして、「個人の生命、身体または財産を保護するた

め、緊急かつやむを得ないと認められるとき」となっております。 

 以上のことから、緊急時の対応については行っていけると考えてお

ります。 

 それと、もう一つ、実施機関における個人情報の取り扱いの中で、個

人情報取扱事務の届け出がなされて、そうした要求をする場合につい

ては審査会等にかけて情報を提供すると、そういう場もあるわけでご

ざいます。 

○議長（後山 幸次君） 参事。 

○参事（長嶺 常盤君） それでは、私の方からちょっと補足的なお答

えをさせていただきたいと思います。 

 過去におきまして、一般質問でも要支援者の救済の問題、支援の問題

については御議論いただいているところでございます。消防等の関係

もあったり、要支援者の登録等につきましては、各部署にわたってのこ

とがありまして、現在、民生委員さんも今回大幅な変更等ありまして、

その話はさせていただいておるところでございますけども、先ほど担

当課長さんの方で御説明いただいたように、本人の同意があるとき、こ



この医療確保等の部分で御説明いただいているところですが、こうい

うふうな同意がある場合につきましては申請という形になろうかと思

いますけども、個人情報の部分に抵触しないということがございます。

その辺のところも民生委員さんに現在お話をして、ただ、民生委員さん

の中で、どういう方が本人の同意が得られるかどうかというふうなこ

とがございますので、その辺につきましてもう少し掘り下げた対応を

私どもとしてとっていきたいというふうに考えております。 

 結論的に申し上げますと、現在、以前お答えいたしましたような出雲

市でありますとか、益田市でありますような個人の同意を得て申請の

台帳に登載をしていくという作業は、現在のところまだ完成に至って

おりません。この作業も早急に対応をしてまいりたいというふうに考

えております。若干補足になりますが、現状だけ申し添えておきます。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 個人情報保護条例につきましては４

月から施行されたわけでございまして、それ等の広報活動については

不足している面もあろうかと思いますので、今後十分そうした形に努

めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） 原秀君。 



○議員（８番 原   秀君） それでは、ちょっと確認をしておきま

すけども、今後の広報の活動の取り組みについても今からやっていく

と、こういうふうな理解でよろしいんですか、それと、私が最初に申し

ました過剰反応という部分で、若干お聞きをしたいと思います。 

 過剰反応は、町民、また、職員、お互いにあるので、なかなか進まな

いということで法律の改正になった、このように認識しているわけで

ございますけれども、まず、過剰反応ということで、一番心配をしてい

るのは、例えば、最近のことでございますけれども、町の広報文書、配

付に関してある地域では急遽嘱託さんが変更になられました。という

ことで、新たに文書を配るのにお願いをする、急遽決まった、次が決ま

るまでということでお受けをした。 

 ところが、実際どこに配ったらいいか、どの家に配ったらいいか、全

く今までやっておりませんので、地域住民のお名前がどの家にあり、ま

た、それが同じ自治会内以外の区域にも、これは嘱託でございますので、

行政区範囲であります。混在しているわけで、全くわからない。お尋ね

をいたすと、この個人保護法によりまして名簿はお渡しできない。それ

ならどうやって配ればいいんだと、こういうふうなことのやりとりが

あったそうでございますけれども、この辺については担当課の方とし



てはどのようにとらえられておるかをお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 先般そうした御質問等もございまし

て、そうした取り扱いをいたしたところでございますが、名簿について

は出せないということでございましたが、地域の家屋の地図等にそれ

ぞれ落として、該当の方の家をそれぞれ記入して、嘱託さんの方へお願

いをした、そういう経緯がございます。今のそうした個人情報の関係も

ありまして、名簿が出せないということで、そうした形で苦労して、そ

ういった形をつくりながらお願いをした経緯がございます。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） 済みません。理解がちょっと遅くて、

大変失礼いたしました。今回の改正によりまして住民に対して過剰反

応にならないようにするためには、広報活動は必要でありますので、そ

うした面につきましては早い機会にそうした形で、住民に周知をして

まいりたいというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） 原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） 私が言うのは、住民の周知を同時に、

職員にも周知をするのが過剰反応の起こる原因であると、これで法律



を変えたんだという、私はこういう認識に立っておるわけですけども、

どうもその辺が認識が違うようでございますので、そういうふうな認

識のもとに法律が改正になったんだと、こういうことが特に言われて、

いろんな改正案が出ているわけでございますので、もう少し個人保護

法をいわゆる自治体も積極的に取り組むという姿勢を持って、住民に

も徹底しながら、なおかつ職員にも徹底をしていくと、これが重要だろ

うと思いますので、この辺をつけ加えまして、次の質問に移らせていた

だきます。 

 学校の耐震化についてをお伺いをいたしたいと思います。 

 本日、同僚議員がこの件につきましても質問をいたしておりますの

で、重複するかとは思いますけれども、質問をさせていただきます。 

 さきの中国四川大地震では、学校の倒壊で多くの児童生徒が生き埋

めになり、死亡した教員、生徒が全犠牲者の１割を超える被害を出しま

した。こうしたことを教訓に学校の耐震化を加速させるために地震防

災対策特別措置法の改正により、地震等の非常時に児童生徒の生命を

守る、こういうことでとともに、住民の緊急避難場所としての役割も果

たすことから、その安全性を確保する、大変に重要なことだと思います。

この件につきましても、町長どのように考えておられるかをお伺いを



いたしたいと思います。 

 現在、改正前の法では、耐震強度事業を行えば、当町の財政事情では

耐震化はなかなか進まない。これは全国どこも弱小の自治体はこうい

うことだろうと思います。本日の教育長の答弁にも無理なんだという、

こういうことをはっきり言われておりますけれども、当町の公立学校

の耐震改修状況は新聞報道によりますと、全棟数２１、１９８１年以前

の建築棟数１１、耐震診断実施済み棟数１１、既に耐震性があるか、補

強改築工事済みの棟数ゼロ、安全性を確認できていない棟数１１のよ

うに報道されておりますが、そのとおりなのかどうかをお伺いをいた

したいと思います。 

 この耐震診断実施済み棟数１１の中で、補強改築工事を必要とする

ものがこれに当たるんだろうと思いますけれども、それがどうなのか

を答弁をお願いをしたいと思います。 

 また、安全性を確認できていない棟数１１についても、今後財源がな

いからしようがないんだというふうに考えておられるかどうか、これ

についてもあわせてお伺いをしたいと思っております。 

 さらに、耐震優先度調査結果が発表されておりますけれども、この中

で鉄骨づくりと鉄筋コンクリートづくりに分けてあり、優先度ランク



がつけてありますが、これは同僚議員の中ではお聞きしまして、震度関

係は入れてないんだと、こういうふうになっておりますけども、コンク

リートの強度等に問題があって、この優先ランクをつけられている、こ

れは耐震の診断とは全く別の内容にお伺いをいたしましたけども、本

当にそういうことなのかどうか、確認をしたいと思います。 

 財源についても、同僚議員の回答の中でございましたけれども、要す

るに、耐震補強事業を行えば、大変な出費になり、また、この改定によ

ってやっても、町の財政の中ではピークを迎える２３年度までは何と

もならないんだというふうな説明でございましたけれども、残念なが

らこの特例措置法の棚上げ規定が平成２２年度までしかございません。

３年間の時限立法であります。しようがないので、それまで、２３年ま

で町がパンクなので、これはせっかくの国が決めたチャンスを生かす

機会がない、このように同僚議員の答弁の中から聞いておりました。果

たしてそういうことでいいのかどうか、特に国による財政支援が行わ

れるこの機会を本当に生かす、このことが安心、安全なまちづくりだと

私は思っておりますけども、町長はどのようにとらえておられるか、お

聞きをしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 



○教育長（斎藤  誠君） それでは、お答えを申し上げます。 

 本町の耐震化に対する考え方は１４番議員さんに御答弁を申し上げ

たとおりであります。議員さん言われる特措法、地震防災対策特別措置

法というふうに解釈いたしますが、おっしゃられるように３カ年の期

限つき特措法であります。これの対象になるためには、基本的に５カ年

の耐震化計画が必要だと、それと、２次診断の結果でＩｓ値が０.３未

満ということが条件であります。あと補助率がアップされておる、交付

税の充当があるというふうなことでありますが、交付税の充当自体は

後年度に入ってくるものでありまして、工事をするときには現実に起

債を発行しなくてはならないという状況になるということであります。

そういうこともありまして、２次診断をまず実施しなければ、これの該

当にならないということが第一条件としてあります。 

 財政的な問題につきましては、１４番議員さんにお答えをしており

ますので、重複は避けたいというふうに思います。 

 あと具体的に２１棟あってというふうなことでありまして、耐震診

断をしたという調査、これは優先度調査を含めての回答ということで

ありますので１１棟、すべて優先度調査は行っているということであ

ります。 



 ですが、耐震度調査、すなわち２次調査という言い方をしております

が、これについては、現段階においては実施をしておりませんし、その

経費については１棟当りで五、六百万はかかるということであります。

その結果でＩｓ値というものが０.３になったときに初めて今の特措法

の該当になるということでありますが、当町は２次診断をしておりま

せんので、現段階では該当にならないということであります。 

 この２次診断についての経費の補助というふうなものについては、

現在伺っておりませんので、現段階においては町単になるのではない

かなというふうに思いますが、そうすると１１棟やりますと、四、五千

万の経費は、大きさにもよるかと思いますが、必要になってくるという

ふうなことであります。それが済んで、５カ年計画をやらないと、耐震

度の実際の補助の適用にはならないというのがこの特措法のみそであ

りまして、基本的に私の考えでいきますと、２次診断を実施すれば、危

ないという数字が確実に出ますので、そうすると、せざるを得ないとい

うことになります。 

 したがいまして、今優先度をしておりまして、どこから手をつけにゃ

いけんというのもわかっておりますが、財政状況を見ながら、１４番議

員さんにも申し上げましたが、制度の見直しは政府においても、弱小町



村でも対応できる方策を再度検討するというふうなのを私はニュース

で聞いております。 

 したがいまして、その結果がどう出るかわかりませんが、そういう状

況を見ながら、最終的な判断をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 あとは抜けておってもいけませんが、大体そういうふうなことでは

なかったかというふうに思いますが、安心、安全なまちづくり、あるい

は防災のよりどころということでありますので、避難場所ということ

でありますので、そういうふうなものを早急にしなくてはならないと

いう思いは持っておりますことは御理解をいただきたいというふうに

思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 教育長の方からあのようにお答えをいたして

おるところでございますが、申し上げておりますように段階を踏まな

いと、本格的な改修工事に入れないというところが大きなネックがあ

りまして、その段階を踏むまでに相当の経費がかかるということでご

ざいます。 

 実は文部科学省の現在の担当課長さんが私の旧来から親しく御指導



いただいておる、そういう方でありまして、少し前に直接お電話いただ

いて、おまえんとこはどうかと、もしやる気があるんなら予算優先的に

配分するでというようなお話もあったんです。 

 ところが、いやいや、まだまだそこまでとてもじゃない行っておりま

せんと、行っとらないので、段階を踏まにゃならないけれども、その前

に今の補助制度、補助率ではとても私たちの町では対応できないと、ま

ずは国の補助制度の見直しを図っていただきたいというお話をしてき

たわけですが、その中で、午前中にも御質問の中でありましたように、

また、今、原議員さんからもおっしゃったように、新たに国は補助率を

引き上げてきたわけです。そのことについても電話がありまして、ここ

までやったけえのということですけども、ここまででも、まだ私どもの

町ではなかなか対応ができないわけであります。 

 それで、問題は、実は、一昨昨日、全国町村会の政務調査会というの

があるわけでありますけども、その財政部会というのに私、所属しとる

んですけども、来年度に向けて政府に対する要望事項の取りまとめの

会議がございまして参加したんですけども、その中でも、このことを打

ち出して、議論をさせていただきました。 

 ２つほどありますけども、１つは、さらにかさ上げをひとつ町に対し



てしてほしいということと、それから、時限立法を延長してほしいとい

うことを、これは正式な議論でございます。 

 それから、正式な議論とまではいきませんけれども、我々ができない

という一つには、たびたびお話を申し上げておりますように、私の町で

言えば、２３年度まではとても借金を重ねていくことはできない、それ

をやると、北海道の夕張と同じようなことになると。 

 が、そうはいっても、人の命にかかわるためにもう置かれんのだとい

うことで、その数値が超えたとき、これについてはやはり考えてもらう

べきではないかというような話もいたしたとこでございますが、これ

はなかなか難しいことではありますけども、そのときの総務省の室長

さんは、このことについて具体的にということではないけども、それぞ

れ全国個々の市町村にはそれなりの事情があるので、そういう個々の

事例については、個々にひとつ御相談をしてみてくれんかと、こういう

ふうな話もありましたが、そう簡単にいくものではないと思いますけ

ども、せっかく補助率も改正されましたが、それだけで、じゃすぐ津和

野町が取り組みをするかということは本当のところ至難でございます

ので、大事なことでありますけども、さらに国の制度を、もう少しひと

つ手厚い制度をとっていただく、そういう、しかもその期間を少し置い



ていただいてやるというようなことで、要望を強めながら、そのうちの

対応をさせていただいたらというふうに思っておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） お諮りいたします。本日の会議は、８番、原

秀君の質問が終了するまで延刻いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。よって、本日は８番、

原秀君の質問が終了するまで延刻することに決しました。 

 原秀君。 

○議員（８番 原   秀君） 町の財政状況では、今回の特例措置法

になっても、なかなか手が出ない、このような状況でありますけれども、

先ほども言いましたように安心、安全なまちづくりには、特に小中学校、

子供の集まる場所であります。これについても、後は町長さん、期間の

延長、さらなるかさ上げ、この２つを大いに国、県等に要望をする、こ

れしかないというふうに認識しましたので、町長さらなる努力をしな

がら、我々議会も大いにバックアップをしていきたい、このように思っ

ております。 



 以上で、６月度の私の質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で、８番、原秀君の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（後山 幸次君） お諮りいたします。本日の会議はこの程度に

とどめ、延会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれ

にて延会することに決しました。どうもお疲れさまでございました。 

午後４時 30 分延会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00 分開議 

○議長（後山 幸次君） 皆さん、おはようございます。引き続いてお

出かけいただきましてありがとうございます。これから３日目の会議

を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１７名であります。定足数に達しておりま

すので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 



○議長（後山 幸次君） 日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、１５番、板垣

敬司君、１６番、村上英喜君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（後山 幸次君） 日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続いて順次発言を許します。発言順序９、１５番、板垣敬

司君。板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） おはようございます。それでは、６

月議会２日目の一般質問、初めに一番バッターとして質問をさせてい

ただきます。今回は２点について通告をいたしておりますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

 まず１点目は、学校再編基本計画の策定についてということでお伺

いをいたしたいと思いますが、少子化が進み、町内の小学校、中学校に

在籍する児童生徒数、減少傾向に歯どめがかからない今日の状況の中、

さらに今後見込まれます就学児童数の上からも、小学校、中学校の統廃

合は、教育効果の面、さらに町財政の視点からも、早急にその方向性を

見出すことは、町民等しく思うところではなかろうかと考えておりま



す。 

 私はこのたび、この再編基本計画検討委員として町から委嘱を受け

た者であり、今回の質問、いささかいかがかとも思いますが、平素から

一住民とし、一議会議員として思っておりますことの一端を質問に乗

せてお伺いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 国においては、平成１８年１０月にすべての子供たちに高い学力と

規範意識を身につける機会を保障するということで、公教育の再生に

加え、家庭、地域の教育力の向上などを推進する組織として、政府内に

は教育再生会議とかいうものが設置されたようでございます。そして、

６０年ぶりに教育基本法が改正されたかに思っておりますが、こうし

た国や教育界の一連の動きの中で、まず１点目にお伺いしたいと思い

ますが、本町に対して学校再編に向けた、国や県からの今後におけるそ

の方向性に対する指導や助言等があったのかどうか、まずお伺いした

いと思います。 

 次に、平成１８年度から始まりました学力テストの結果については、

現在まで本町としては公表という機会は得られておりませんので、ど

のような学力の実態であったのか、また今年度を含めて３カ年実施し

た中で、課題や問題点が見つかったのかどうかお伺いをいたします。 



 ３点目には、学校施設の維持管理費や運営等財政面における当面の

問題点、さらに施設の老朽化等、逐次改築計画等も避けて通れない課題

だと考えておりますが、この辺の問題点をどのように認識されておら

れるか、お伺いするところであります。 

 以前、私の母校であります名賀小学校が統合する時点においては、小

学校自体は国の交付税措置があるので、町の財政に直接は影響が少な

い、むしろ学校を存続するほうが財政面からいえば有利だというよう

なお話も聞かされたところでございますが、その辺の実態をお許しい

ただければお聞かせいただきたいと思います。 

 最後に、この計画、既に検討委員会が去る６月１８日に開催されまし

て、私もその会に臨んでおりますので、大方の計画策定の手順につきま

してはお聞かせいただいたところでございますが、一つの計画策定を

どのタイミングで仕上げ、これを実行に移していこうかという、そうい

うもくろみのようなものがありますれば、お聞かせをいただきたいと

思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） 改めておはようございます。昨日に引き続き

まして、本日も一般質問をお受けするわけでありますが、よろしくお願



いをいたします。 

 それでは、１５番議員さんの御質問にお答えしたいと思いますが、少

子化が顕著になっている現状の中で、学校の統廃合は避けて通れない

課題であろうと、こういう観点から学校再編基本計画の策定について

ということのお尋ねでございますが、このことにつきましては、当面所

管であります教育長のほうからお答えをさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それでは、お答えを申し上げます。 

 第１点目でありましたことでありますが、学校再編基本計画の作成

につきましては、行財政改革実施計画の中に位置づけがなされており

ますことは、議員さん御承知のとおりであり、当然作成をしなくてはな

らないというふうに考えております。 

 また、現実問題といたしましても、過疎化の進行に伴い、児童生徒が

大きく減少し、ごく小規模校が多くなっております。小学校においても、

学級の中で児童が一人で学習をしなければならないような状況もあり

ます。こうした状況を踏まえますと、何らかの対策が早急に必要である

と考えております。視点といたしましては、学校が地域の活性化の拠点



であるということを考慮しながらも、児童生徒を健全に育成し、これか

らの時代を生き抜く力を養成するためのよりよい教育環境の整備と、

魅力と活力ある学校づくりと考えております。 

 また、今回の見直しに当たりまして、県からの指導、助言があったの

かというところでありますけれども、特に今回、当町が見直しをするに

当たりまして、県からのそういった指導、助言といったものはございま

せん。 

 それから、２点目でありますけれども、本町の児童生徒の学力は、教

科にもよりますが、相対的には基礎学力はついておるということであ

ります。ただ応用力において若干問題があるというふうに分析をされ

ております。応用力につきましては、文章を正しく理解することが、ま

ず第一ということでありまして、そういった点につきましては、各学校

では朝読書などに積極的に取り組んでおりまして、各家庭においても

幼児期から本に親しむ習慣づけが大切であるというふうに考えており

ます。 

 ３点目でありますが、学校の統合に伴う財政面への影響であります

が、通常の維持管理費等においては、議員さんが先ほど言われましたよ

うに、交付税によって補てんをされておりますので、特に統合をしなく



てはならないというふうな理由にはならないというふうに考えており

ます。ただ、特別大きな修繕工事が発生した場合には、財政面に影響が

出るということはあると思います。逆に統合した場合、その施設を解体

なり、あるいは集落の拠点として使用する場合には、交付税がなくなり

ますので、全額町負担ということで、そういう意味では影響が逆にある

のではないかというふうに思っております。 

 本町の場合は、町内各学校の施設は老朽化が著しく、新たに改築をし

なければならない状況というふうなことがありますので、そういった

ことを考えれば、存続するということは財政面に影響が出るというふ

うなことも考えられるというところであります。 

 それから、４点目でありますけれども、学校の再編基本計画の策定に

つきましては、先般、「津和野町学校再編基本計画検討委員会」を設置

をいたしました。第１回目の会合、議員さんも言われましたように、今

月の１８日に開催したところであります。今後、数回の委員会を開催し

て、本年の１１月ぐらいをめどに策定をしたいというふうに考えてい

るところであります。 

○議長（後山 幸次君） 板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） 生徒児童の学力について、町内の平



均的な御回答でございましたが、あえて小学校、中学校それぞれ複数あ

るかと思いますが、その教育環境における差異というようなものが顕

著であったか、別になかったか、そういったところがテストの結果だけ

で判断できるものではありませんが、結果としてどのようなものがう

かがわれたかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、学校が地域の拠点であるということは、今日言うには及びま

せんが、地域の活性化のためということで、子供の教育を余り次の視点

にするのはいかがと思います。私の小学校の統廃合問題でも、確かに小

学校は鎮守の森というような意味合いで、よりどころが失われたとい

う点はありますが、統合になって大きな学校に通ってる子供の現在の

元気な姿を見てみますと、むしろ子供たちの中に、たくさんの友達の中

にあるほうが、子供たちのためによかったのではないかなと私は思っ

ております。 

 そういういろんなことの中で、現在、町内の、どちらかといえば小規

模校においては、ＰＴＡや地域の住民の方々から学校存続を図る上か

ら、山村留学制度とか特別支援を必要とするような子供たちを小規模

校に集めて学習の機会を、より多様な機会を与えようというようなこ

とで、小規模入学特別認可制度といったことをぜひ取り組んでいただ



きたいというような運動も、要望というか、そういうものが上がってき

ているのではないかと思います。 

 もろもろ多様化するニーズにこたえるために、これからこの検討委

員会でもいろんな角度で検討しなければならないかと思っております

が、教育行政をつかさどる教育委員会、とりわけ教育長のお考えなり、

主体的な指導力が今後問われてくるのではないかと思いますが、先ほ

どの学力テストの学校間における偏差というか、そういうものと、さら

に先ほどのいろんな制度を取り入れて、小規模校が特色ある学校とし

て存続することがいいのではないかという地域住民の要望等々に対し

て、現時点、どのように考えておられますか、お伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） お尋ねのありました学力テスト、町内の各

学校間の格差ということでありますが、若干の差はありますけども、特

に開きがあってどうこうというふうな結果は出ておりません。 

 それから、山村留学、あるいは小規模特認校制度というふうなことを

考えながら、学校存続も考えてはということでありますが、現在２校か

らそういったことでの要望はいただいております。ただ私は考えてみ

まするに、先ほども申し上げましたが、１学級で１人と、子供が１人に



対して１人の先生が教えとる現実があります。それが果たして本当の

学校としての教育と言えるであろうかどうかと。見方を変えれば家庭

教育、家の中で勉強しとるんと同じじゃないかと。学校には学校として

の規律を教えていかなくてはならないし、集団活動としての体験もさ

せていかなくてはならないというのがありますので、そういったとこ

ろを考えていきますと、小規模にも限度があるという思いを持ってお

ります。 

 したがいまして、地域の活力の拠点であるということは重々承知を

しておりますけども、まずは第一に、子供が社会に出て生きていける力

を養う基礎づくり、それができる規模を求めていきたいというふうに

現時点では考えております。 

○議長（後山 幸次君） 板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） きのうから一般質問の中で同僚議員

からも、学校施設の改築なり耐震化問題が取り上げられて、いずれもそ

の実情はよくわかるけども、本町の財政事情からして、今直ちにその対

応策を講じるというわけにはいかないという、非常に苦しい立場の御

回答でありましたが、医療、福祉、災害対策、さらにきょうのテーマで

あります教育等々、いずれも何が最重要でどうだこうだというもので



はなく、いずれも重要な課題であると位置づけられますが、教育長にお

かれましては、合併協議会の事務局長として、また新しい津和野町の行

財政対策課長として、今日までもろもろの行政の諸課題に取り組まれ

たところでありますが、教育長に昨年１２月に就任されまして、今年度

初めて２０年度予算の、教育予算の査定等々で町長との白熱したやり

とりがあったのかなかったのか。あるとするならば、どういうところに

見解の相違があったのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） 今年度の予算編成につきましては、既に御

承知のとおり枠配分方式であります。教育委員会といたしましては、配

分をされた枠の中に、何とかおさめるということで調整をして提出を

しております。その結果といたしましては、ほぼ要望どおりというふう

な形で当初予算は策定をされておりまして、今年度においては特に町

長とそういった討論をしたということはありません。 

 ただ今の今回の質問でも耐震化は、かなり話題に上がっております

し、おかれない問題であるというふうに思っております。ただ現時点で

は、学校の再編計画もできておりませんので、そういったいろんなもの

が整いますと、具体的にどこまで都合がつけられるかというところを



考慮しながら話をしていかなくてはならないというふうに考えており

まして、今後、意見の食い違いがないとは言い切れないというふうに思

いますが、今の時点ではそういうことは全くございません。 

○議長（後山 幸次君） 板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） １１月を目途に策定を進めるこの検

討会議に出席して、私なりの考え方なりを反映していきたいと思いま

す。 

 それでは続いて、チャレンジデーの実施についてということで質問

をしたいと思います。 

 チャレンジデーということでございますが、旧津和野町においては、

随分前からこの取り組みをしておったと思いますし、私も地域を挙げ

て体育館で何か大会に出場したことも記憶にあります。合併論議の中

で論議の詳細については私も承知しておりませんが、町民運動会とか

敬老会とか、とにかくお金のかかることは当面はできないということ

で、このチャレンジデーも、議論の推移はわかりませんが、あっさりと

廃止というような残念な結果になりましたが、今日新しい町が発足し

て、何か二つの旧町の皆さん方が一堂に会して新しい町、これからの将

来をお互いに確認し合いながら、さらに健康増進、地域の活性化のため



に、このチャレンジデーであれば財政的にも開催が可能ではなかろう

かと思いますし、さらに何かをこの機会に提案する時期ではないだろ

うかなと考えておりまして、もろもろチャレンジデーそのものがどの

ようなものかということも含めて、今後広く周知、そして実施に向けて

取り組みがいただけないだろうかということで、要望のような形でご

ざいますが、質問をさせていただきます。 

○議長（後山 幸次君） 教育長。 

○教育長（斎藤  誠君） それでは、チャレンジデーについてお答え

をいたします。 

 津和野地域は合併前実施しておりましたので、チャレンジデーとい

う中身、御存じと思いますが、日原地域は御存じないかと思いますので、

最初にそういった中身について御説明を申し上げたいと思います。 

 チャレンジデーとは、毎年５月の最終水曜日に世界じゅうで実施さ

れている住民参加型のスポーツイベント、人口規模がほぼ同じ自治体

同士で、午前０時から午後９時までの間に、１５分以上継続して運動や

スポーツを行った住民の参加率を競うという競技であります。結果と

して敗れた自治体は、対戦相手の自治体の旗を庁舎のメーンポールに

掲揚するというユニークなルールもあります。 



 このイベントに、旧津和野町では平成１０年から合併前まで取り組

んでおりました。この間、朝晩のウオーキング等に見られるように、お

のおのの体力に応じた運動に取り組む方の増加や自治会活動としての

取り組みも始まる等、一定の効果があったのではないかというふうに

考えております。 

 しかしながら、住民への周知、あるいは結果の集計等に課題があった

ことも事実でありまして、合併した新町での対応は、その範囲が一段と

広くなっておりまして、課題も大きくなってくるというふうに考えて

おります。議員さんの御意見を踏まえながら、今後町民の方々や関係団

体との御意見を伺いながら検討をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（後山 幸次君） 板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） 健康増進というような視点から、津

和野町、旧津和野町では国民健康特別会計からも保健事業として、ＳＬ

マラソン、ＳＬ健康マラソン、さらに声かけ会、健康を守る会というか、

そういう一連の健康増進事業に予算措置がなされ、今日まで回数を重

ねておりますことは、大変うれしいことだと思いますが、さらにことし

から始まりました後期高齢者医療制度の一環かと思いますが、転倒予



防教室とか、従来からありました民生費におけるふれあいの場の事業

とか、一連のものがチャレンジデーという一つの目的のもとに集約さ

れ、一体的に事業が展開されるならば、さらに新しい町の町民の一体感

なり、これからのまちづくりへの活力に必ずやつながるものではない

かなと私は信じるところでございますが、その辺の取り組みについて、

先ほどの御回答でもありましたが、関係団体や町民の方々と改めて広

く御意見を聞きながら検討していきたいということでございますので、

ぜひとも、ちょうどチャレンジデーのしおりを見ますと、この時分から

取り組みを検討していきますと、来年の５月ごろには開催できる手は

ずになっておりますので、ぜひとも執行部におかれましては、その意義

なり開催の目的なり効果なりを検討していただきたいと思いますが、

広範囲にわたりますので、町長のほうから一連の私の質問に対して、ど

のように今後対応していただけるものかどうかお答えいただければ幸

いでございます。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） お答えいたしますが、チャレンジデーにつき

ましては、教育長のほうからいろいろと細かいお答えをしております

が、今後どうするのかということで重ねての問いでございますが、御承



知のとおりに、財政の問題もありますけども、ごく最近の状況を私も承

知いたしておりませんけども、旧来１００万円の助成をいただきまし

て、その財源をもって実施をしてきたということで、財政的にそう大き

な負担が伴ってくるというふうには考えてはいないわけでありますが、

ただ町が大きくなりましたので、旧来のような考え方でいけるかどう

かというのはわかりません。 

 ただなぜやめたかということは、そういう財政負担ということでな

くして、先ほど後段で教育長がお答えしておりますように、いろいろと

準備、当日の世話、そのあたりでなかなか大変だということで、旧町時

代も最初の場面では、そろそろやめたらどうだろうかというような意

見が、実は職員の中から出てきたわけですね。私はそのときに、何を言

うかということで、そこでしかったことがあるわけですが、そういうこ

とで結果的には合併までは継続をすることができました。 

 合併の協議の中で、それほどこのことをどうするかという議論があ

ったというふうに私は理解をしておりませんけれども、簡単に言うな

ら、これを機会にやめようというような空気が強かったんではないか

なあと、このように思っておるわけでありますので、確かにおっしゃる

ように、こういう時代、健康づくりをしなきゃいけない、あるいはまた



町も新しくなってということでありますので、御意見を踏まえて、再開

できるのかどうなのか、教育委員会中心に検討させていただきたいと

思いますが、私は基本的には結構なことじゃないかなというふうには

思っておるところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 板垣敬司君。 

○議員（１５番 板垣 敬司君） 町長の前向きな御回答、大変うれし

くお聞きしました。２月の何日かでありましたが、この近くの山村開発

センターであい・こい文化祭というようなことで、旧日原町の文化協会

が文化祭をアユと鯉にひっかけて、あい・こいというような形で開催さ

れたのは、まだ記憶に新しいところでございますが、その文化協会が最

後に発行しております広報紙というか、あれがありましたが、その中に

も文化的な文化祭、そういったものが両町民が一堂に会して開催され

ることを強く望むというような会長の談話が載っておりましたが、文

化祭、なかなか普段の練習等々からも、このことは至難なことだとは思

いますが、運動の場合でしたら歩くことから始められるわけでござい

ますので、とりあえず体育部門、チャレンジデーから御検討いただきた

いと思って、要望を重ねていたしまして、私の質問を終わりたいと思い

ます。 



○議長（後山 幸次君） 以上で３番、板垣敬司君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） 発言順序１７番、青木登志男君。青木登志男

君。 

○議員（７番 青木登志男君） 改めましておはようございます。通告

に従いまして、大きく５項目に分けまして質問を行います。よろしくお

願いをいたします。 

 最初に、農林行政につきまして行います。農業担い手支援センターが

農家の意向調査を行い、報告といたしまして全戸に配布を行っておる

ところでございます。現状の課題といたしまして、担い手不足の解消、

集落営農の組織の支援、水稲偏重からの脱却、町振興作物の選定と実証、

耕作放棄地の解消、鳥獣被害対策の推進などが上がっております。 

 ３０年前後前になりますけども、私が就農したころにも、当時普及所

を退職されました宅野さんという方や、農協の課長さんでありました

石橋課長さんが中心になりまして、旧津和野町の農業振興計画の策定

がなされたことがあります。当時は、日本の農業は曲がり角だといいな

がらも、盛んに毎年、毎年米価大会が行われているような時期でござい

ました。 



 課題といたしまして、担い手不足の解消や水稲の偏重からの脱却、町

振興作物の選定などが上がっていたように思います。その後、シイタケ、

栗、ワサビ、お茶、和牛などが特産品に選定されたと思います。そして、

シイタケ、栗、和牛などは、一時的ではありましたが、１億円の販売高

に近くなるまでになりました。まだまだその当時は、農村に活気があっ

たように思っております。 

 当時の課題と特に違うのは、耕作放棄地の解消や鳥獣被害対策など

が３０年前になかったことだというふうに思っております。課題だと

思っております。このことは農業者や農村が高齢化したと言えること

ではないかと思っております。その間、関係機関が手をこまねいていた

ということではありませんが、それだけ大きな課題であったというふ

うに思っております。 

 今後さらに集落の再編を行わなければ機能が保たれないなど、農村

については大きな課題が山積しておるところでございます。このこと

はただ農林行政の問題で解決できることではありません。行政全般の

大きな問題であり、危機的な状況だというふうに思っております。具体

的な施策の中で、優先順位をつけるなど、地域の活性化は地域住民のや

る気を引き出すことだというふうに考えておるところでございます。 



 先般の厚生連のコンサルタントの報告の中にもありましたけども、

本町の総人口が１５年後には３４％減の現在の３分の２、５,７００人

程度になるんではなかろうか。あるいは６５歳以上が現在３８.６％で

あるけども、５０.３％、半分近くになりますよというふうな報告も受

けたところでございます。担い手には認定農業者、生産法人も今後さら

に頑張っていただかなくてはなりませんけども、元気な高齢者も立派

な担い手であるというふうに考えておるところでございます。 

 作物を育て、収入につなげ、畑仕事で元気を取り戻す、生涯現役で頑

張っていただく老人パワー、私の持論でもありますけども、農林課、担

い手支援センターと保健福祉課の包括支援センターが連携して推進す

る園芸セラピー、あるいは森林セラピー、農業セラピーという言葉がご

ざいますけども、セラピーとは薬や手術に頼らない豊かな心で治療と

療養を行う方法の一つだと思っております。 

 今でも行っておりますけども、今後さらになごみの里、あるいはシル

クウェイにちはらの朝市、学校給食、観光業者への業務用の野菜や花な

どの提供、そうした納入する出荷支援システムをつくることで、元気な

老人がたくさんいる、あるいは元気で働く場所ができるというふうに

思っております。 



 生産する福祉が可能な組織づくりで、みんなで気配りをして支え合

う土壌づくり、あるいは環境づくりが農業、農村のまちづくりになると

いうふうに考えておるところでございます。今後は総人口の半分が高

齢者になるということでございます。現役の立派な担い手であります

高齢者を、ぜひとも振興の中に組み入れていただいて、農村づくりを進

めることが重要ではないかというふうに思っているところでございま

す。 

 質問でございますけども、課題の推進はいつごろまでに、どのような

形で進められるのかをお伺いをいたしたいと思います。また、出前講座

の中で、「５年後、１０年後の集落の農業を考えてみませんか」という

ふうにありますけども、今後も本町の人口動態や社会状況をしっかり

説明することが重要であるというふうに思いますけども、その内容に

つきましてお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ７番議員さんの御質問についてお答えしたい

と思いますが、農林行政についてということで、課題推進計画や、ある

いはまた出前講座について、いろいろと御意見を踏まえての御質問で

ございましたが、これらのことにつきましては担当課長のほうからお



答えをさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） それでは、７番議員さんの御質問にお答

えをしたいと思います。 

 人口減や少子高齢化等による年齢構成のゆがみ、生活の多様化に伴

う地域内のつながりの希薄化等、農村集落を取り巻く環境は、従来とは

大きく変わってきており、農林業部門も含めさまざまな課題が山積し

ていると認識しております。 

 そのような中で、支援センターとしても農業だけに焦点を当てた政

策では、農村地域の活性化は図れないものと考えており、行政全体にお

いても横断的な連携を図りながら、それぞれの情報を共有し、その地域

に合った対策を講じていかなければならないと考えておるところでご

ざいます。 

 御質問の課題の推進計画についてでありますけども、支援センター

の母体であります「津和野町農業担い手育成総合支援協議会」、これは

いろんな関係機関でもって組織するものでございますけども、これら

の発足当時より担い手の育成確保に向けた３年後の目標と、各年度の

活動方針を明確にするためのアクションプログラムを作成していると



ころでありまして、年度ごとにその実情に合った見直しも行ってきて

いるところであります。 

 したがいまして、先ほど議員さん申されました農家の意向調査等、そ

ういった結果を踏まえまして、その計画、それに沿った計画に変更する

などしながら、また「農業担い手アクションサポート事業」、これは国

庫補助でございますけども、そういったものを活用しながら、事業の実

施をしてまいっているところでございます。 

 また、出前講座についての御質問ですけども、今回の農家の意向調査

の結果、このまま推移いたしますと５年後、そして１０年後の農業を担

う方の人数は半分ぐらいになってしまうというような結果も出ており

ます。そういった当町の農業集落に対する不安が見えてきた現状を、そ

れぞれの地域で正しく理解をし、その解決策を集落で一緒に考えるき

っかけづくりになればと考えているところでございます。行政として

は、その地域での話し合いのための資料や情報の提供、昨年ああやって

地図情報システム等もつくりました。そういったものも御活用いただ

きながら、地域をそういった図面上で見ていただくというようなこと

もしながら、話し合いが進めばいいなということで考えているところ

でございます。 



○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 担い手支援センターと包括支援センタ

ーとの関連につきまして発言したわけでございますけども、そのこと

につきまして健康保険課長さん、コメントがありましたらお願いした

いと思います。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） 議員さんがおっしゃいました件でご

ざいますけれども、農業につきましては、私自身も健康なり、生きてい

くための基本のものと考えております。そして、今、本町では医療費が

県下でも一番高いというふうな状況にもなっておりますので、今後農

業セラピー、林業セラピー、自然のセラピーというか、そういうものが

いろんなことがまざってくるかと思いますが、地域包括の中でもいろ

んなことも、地方の関係もやってますし、そういう健康相談等について

もやっておりますので、今後そういうことも含めて、何ぼか検討してい

きたいと、このように思っております。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） ありがとうございました。続きまして、

畜産農家について質問を行います。 



 配合飼料の価格の高騰によりまして、畜産農家の危機的状況である

というふうに新聞等で報道されておるところでございます。西いわみ

農協の販売課長さんにお尋ねいたしましたところ、飼料は全体の１.５

倍に上がっておるというふうなことのお話を伺いました。また、津和野

町では肥育・繁殖農家が津和野地区で３０軒、日原地区で１２軒、計４

２戸あるというふうなことでございます。また、肥育法人が１件、一貫

経営を行っている法人が１件というふうなお話も伺いました。４月か

ら子牛の価格が五、六万下落しておるというお話で、生産者は飼料高を

価格に転嫁できないだけに大変であるというふうなお話でもありまし

た。 

 現在、町の子牛最低価格保証基金がありますけども、この基金は以前

のＢＳ問題のときに基金が枯渇したというふうな状況になったことが

あるそうでございます。今回もそのようなことにならなければよいが

というふうな心配をしておられました。本町の状況はどうであるか、あ

るいは畜産農家の減少が心配されるけども、その対策につきましてお

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） 畜産関係についての御質問でございます



けども、議員さん御指摘のように、昨今の原油価格高騰等の影響による

配合飼料価格の高騰、それに伴い子牛市場価格の低迷は畜産農家の経

営を圧迫しており、畜産経営の安定化のためには飼料価格低減対策が

急務であると考えております。 

 現在、当町における畜産につきましては、先ほど議員さん申されまし

たように、４０戸、それから２法人で繁殖牛が２０３頭、それから肥育

牛が１２２頭飼育されておりますが、繁殖牛につきましては、飼養農家

の高齢化とともに戸数、頭数ともに減少し、反面、肥育については法人

等の規模拡大によりまして増頭の状況にあるところであります。 

 そのような中で、繁殖農家では子牛に与える濃厚飼料の高騰により、

今後徐々に影響が出てくるかと思いますが、現時点ではそれぞれが小

規模経営であるというようなことで、まだ大きな問題までには至って

いないように思っております。 

 一方、肥育については、配合飼料が既に１.５倍になり、関係する２

法人の経営への影響も出ておりますので、飼料高騰対策補てん金や低

利資金の借りかえ等、国の支援策が出ておりますので、これらの活用を

図る手続を進めているところでございます。 

 また、畜産農家の減少への影響についてでありますけども、肥育農家



の子牛の買い控え等によりまして市場価格が徐々に下がってきており

ますことは、繁殖農家の減少につながっていくものと思われます。今後

の状況にもよりますけども、特にこういったことは、ほかのいろんな作

目にも影響していくことでございますので、関係機関とも連携を図り

ながら対応したいと考えているところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 肥育農家の現状は、経営者は７０前後

の高齢の方がほとんどでございます。そうした意味で、この飼料の高騰

によりまして、この機会に牛を飼うことをやめようじゃないかという

ふうなことにならないためにも、それなりの施策を打って出る必要が

あるんじゃないかというふうに思っておるところでございます。 

 続きまして、次の質問に移りたいと思います。分収造林についてでご

ざいます。公社、町行造林のことでございますけども、林業経営が木材

の価格の低迷により、引き続き厳しい状況にあります。しかしながら、

分収造林の契約時点では、それなりの３０年、４０年後の期待を持って

契約がなされたというふうに思っております。契約期間の変更を行う

というふうに聞いておりますけども、どのような内容で変更が行われ

るのかをお伺いをいたしたいと思います。 



 また、本町の契約期間ごとの件数、あるいは面積はどのぐらいあるん

でしょうか、それも伺いたいと思います。そして、事務処理の中で契約

延長に伴います登記や相続税との関係につきましてもお伺いをいたし

たいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） それでは、分収造林についての御質問で

ございます。 

 御承知にように、分収林制度は森林の土地所有者と森林造成に必要

な植栽・保育及び管理を行う造林者、費用負担者の３者が共同で森林造

成を行う契約を結び、伐採時に得られる収益を一定の割合で分け合う

制度でありますが、町行造林におきましては、現在は土地所有者と町の

２者で分収としているところでございます。 

 しかしながら、契約年数満了が近づいている中で、分収造林事業の収

支を左右する木材価格が長期低迷しており、収益が見込めないこと、ま

た平成１３年６月に森林法の改正によりまして、水土保全林である造

林地は６０年にならないと伐採ができないなど、契約当初の状況から

大きく変化しておりまして、このため８０年以上を基本とした変更の

契約をお願いするものであります。 



 公社造林においては、既に平成１５年度より事務を進めておりまし

て、町内の場合、８４件中１７件で変更契約が完了しておりまして、今

２件が手続中ということでございます。そして、残る６５件についても、

今年度より津和野、日原それぞれに長伐期推進員を置きまして、個別に

説明、意向確認が進められているところであります。今後は了承が得ら

れたところから公社において関係書類を作成し、公社、それと公社が委

託しております森林組合、そして町の担当者で分担をしながら、各世帯

に契約のお願いをお伺いをすることとしているところでございます。 

 一方、町行造林につきましても、今年度より同様の手続を行うことと

しておりまして、現在その準備を進めているところでありますが、基本

的には島根県林業公社の方法を踏襲する方向で考えておりますので、

皆様の御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

 また、御質問いただきました契約の存続期間ごとの件数と面積につ

いてでございますけども、まず公社造林について申し上げますと、これ

は契約年数がいろんなのに分散しておりまして、４２年から４５年の

間のものが全体で７件で１０９.５１ヘクタールでございます。それか

ら、４６年以上５０年までの契約が１９件で４９６.４９ヘクタール、

それから５１年から５５年の契約のものが３９件で５７０.８０という



ことで、合計１,１７６ヘクタールでございます。 

 それから、町行造林につきましては、旧町単位でそれぞれ年数が違っ

ておりまして、旧津和野で申し上げますと３５年の契約のものが、これ

は昭和４６年から昭和５９年に契約したものでございますけども、こ

れが５３件で１９０.５６ヘクタール、それから５５年契約のもの、昭

和６０年以降平成１７年まで新植をやっておりますけども、これが６

８件で１５６.９９ヘクタールでございます。計１２１件の３４７.５５

ヘクタールでございます。 

 それから、旧日原でいいますと、契約年数が４５年でございまして、

昭和４８年から４９年の契約にかかるものでございまして、１３件の

３６.４９ヘクタール、それから昭和５０年以降平成１０年まで実施を

しておりますけども、件数で１１５件ということで３６８.７６ヘクタ

ールということで、日原地区の合計が１２８件の４０５.２５ヘクター

ルでございます。町全体でいきますと２４９件の７５２.８ヘクタール

というような状況でございます。 

 次に、登記や相続税についての御質問の件でございますけども、非常

に長い契約でありますので、住所の変更とか、あるいはお亡くなりにな

っている場合等もございますけども、住所変更登記については、公社ま



たは町の負担で登記をするということになっておりますけども、相続

については相続人において負担をいただき、登記もしていただくとい

うことになります。 

 なお、相続税については、亡くなられたときの時点で発生するもので

ありますので、このたび発生するものではございません。 

 以上であります。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 断片的な質問になって申しわけござい

ませんけども、帳簿上での立木の見積もり、あるいは単価、作業量の施

業上でどのぐらいの赤字になるから期間延長をするのかというふうな

資料でもありましたら、報告をお願いいたしたいと思います。 

 また、契約の延期を同意しなかった人は、どのようなことになるのか。

あるいは８０年というふうな長い年月になるわけでございますけども、

それが例えば６５年、あるいは７０年で伐採したいというふうな希望

があった場合にはどうなるのか。あるいは延長した後の固定資産税に

つきましてはどのようになるのか。期間を延長することによって作業

道を入れるであるとか、そういうふうな計画があるのかないのかをお

伺いをいたしたいと思います。 



○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） 御質問、５点ほどあったかと思いますけ

ども、まず見積もり等の単価でございますけども、これについては数値

的なものはお示し、きょうはできないんですけども、先ほど言いました

ように、市場価格が低迷しているというようなこと、そういったとこか

らも、ある程度推測はできるわけでございますけども、それぞれの施業

団地によって状況が違ってまいります。そういったことで自主的には

毎木調査等をやらなければ、なかなか出ない分もあろうかと思います

けども、今公社が進めておりますのは、標準地を平成１８年にそれぞれ

の団地でやっておるようでございまして、そういったものから算定し

て、それぞれに説明の中でそういうようなのを求められた場合には、示

しているというふうに聞いているところでございます。 

 そういったことで、それぞれの作業道が入ってる状況等、そういった

いろんな条件がありますので、それぞれの団地によって若干の差は出

てこようかと思いますけども、現時点ではそういった赤字が見込まれ

るということ、それと先ほど申し上げましたような法的な措置がなさ

れて、特に公社につきましては、今の６０年にならないと切れないとい

うようなこともあるというふうに聞いているところでございます。 



 町行につきましては、そのなんというのは水土保全林という形にな

るようでございますけども、町行の場合は水土保全林だけではござい

ませんけども、そういった分もございますので、そういった法的な制限

も受けるところでございます。 

 それから、同意しない場合ということになりますけども、今申し上げ

ましたような法的な年数的なものもございますので、今、即切るという

こともできませんし、その辺については３者協議と、公社の場合、３者

協議ということで、さらに説明などをしながら理解を得ていくという

方向になろうかと思います。結論的には、どういう形でというのは、ま

だ結論が出てないというふうに聞いております。 

 それから、伐採の時期の関係でございますけども、今、法的なもので

６０年以上というのはかかってきますけども、それ以降の市場の状況

によりましては、を見ながらこれは公社なり、町がやった場合には町が

その辺の市場との状況を勘案しながら伐採をするということでござい

ますので、８０年にならないと切れないということではございません。

６０年という一つの法的な制限を受ける分はあろうかと思いますけど

も、それ以降については、その状況を見ながら伐採もあり得るというこ

とでございます。 



 それから、固定資産の関係でございますけども、これについては当然

それぞれの個人の財産は財産でございますので、現在もかかっており

ます。所有権移転等も途中でもちろんできますし、それは固定資産の移

動が通常のとおりあるというふうに御理解いただければと思います。 

 それから、今後の管理に当たってというか、これが延びることによっ

てのことでございますけども、作業道等を入れることによって山の価

値を高めていくということで、今、昨年ですか、民国連携ということで

町行造林地内にも、うちの場合もやりましたけども、そういった国有林

の中の道路なり町有林の中の道路なり、それから民地の中にも入れた

作業道ございますけども、そういったことをうまく活用を図りながら、

山の価値を高めていくということは進めていかなければならないこと

ではないかなというふうに考えているところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 続いて、断片的なことになりますけど

も、延長に伴いまして予算的な経費の負担があるというふうに思いま

すけども、それはだれがするのか。あるいは町行造林につきましては、

本町の持ち出しはどのぐらい、そのことによってあるのかをお伺いを

いたしたいと思います。 



 それから、全体の実施計画があるのか。あるいは伐採した後、どうい

う形で保育といいましょうか、緑の保全をしていくのかというふうな

対策があるのか。あるいは契約者が１００数十人になるわけでござい

ますけども、こうした契約者の協議会といいましょうか、議論する場所

の組織をつくることを考えているかどうかもあわせて質問を行いたい

と思います。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） 御質問いただきました件ですが、まず延

長に伴う負担の関係でございますけども、先ほど言いましたような、当

然道路を入れたりとか、間伐はそんなにないかもしれませんけども、そ

ういったものにかかる負担というのは、今後の中で分収という形にな

りますので、経費負担は出てくる可能性は、経費負担といいますか、最

終的な分収でございますので、出てくるかと思います。かなり生育した

団地については、そんなに手はかけませんので、できるだけかけない方

向でいかなければ、当然町も負担が出てくるということになろうかと

思います。特に価値を高めるためには、先ほど言った作業道等に投資と

いうことは出てこようかと思います。 

 それから、全体の計画というのは、私も理解しかねるとこなんですけ



ども、全体的な長伐期に向けて山の価値を高めるということでござい

ますので、昨年、今の借りかえ債等も活用させてもらいました。そうい

った中でも、そういった山の価値を高めていくということで、これは昭

和５３年から平成８年の間に施行した団地が、特に公立の資金を借り

活用しているということでございましたので、そういったことの中に、

計画にはそういうようなのを１０年間延長するという条件もついてお

りますし、山を利用間伐等も推進しながらということもありますので、

そういった計画というのは随時出てこようかと思います。 

 それから、伐採後の保全の関係でございますけども、伐採後につきま

しては、これは初めの契約の中で、あと植栽をまたするということにな

っております。そういう条件にはなっておりますけども、当然今の状況

を見ますと、引き続いて造林ということはなかなか難しいということ

で、その方法等については、列を残しながらと申しますか、伐採の仕方

を工夫しながら、ある程度法的にかなうものにするというような方法

をとるようなことを公社の場合考えているようでございますので、そ

ういったものを参考にしながら、町行造林についてもやっていきたい

というふうに考えております。 

 それから、契約者の協議会という御提案でございますけども、これは



それぞれの団地で、一つの団地でかなりの方々が関与しているという

こともございます。当然一つの、契約書１本になっておりますので、そ

れぞれの方々が同意しないと、その契約は成り立たないというような

こともございます。 

 そういった意味では、そういった方々を集めた説明なりということ

は必要になってくる場合もあろうかとは思いますけども、住所の関係

を調べてみにゃわかりませんけども、結構町外の方もおられますので、

その辺があったりはするかと思います。これは町行まだ始めておりま

せんけども、そういった皆さんの御意見等をお伺いしながら、そういう

状況が生まれてきたら、そういったことも考えていかなければならな

いかなという気はしております。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） るるお伺いいたしましたけども、契約

者にとりましては大変不安な材料でございまして、今後、担当者が契約

者のとこに伺ってお話をされると思いますけども、十分なコミュニケ

ーションをとって、次の契約に移るような形の方法をお願いしたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 それでは、次に移りたいと思います。消防行政についてでございます。



６月２９日に町の消防競技大会、操法の競技大会があるというふうな

ことでございますが、そのことにつきまして、消防団員の皆さんは連日

練習に励んでおられまして、そのことに対して敬意をあらわすととも

に、ぜひ競技大会では頑張っていただきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 防災計画の策定も終わり、住民に広く周知のすることが重要でござ

います。防災対策の基本理念として、日常のための防災、安全と安心の

ため助け合う心と思いやりのあるまちづくりから、意識の高揚を目指

しながら、自分の地域は自分が守るという自主防災組織の育成強化と

防災ボランティアの体制づくりの推進をするというふうに、防災計画

の中に明記してあります。 

 全国的に消防団員の入団が少なく、高齢者の消防団員、高齢化の消防

団員であるというふうに報じられておりますけども、本町も例外では

ないというふうに思っておりますけども、状況はどういうふうな形に

なっておるんでございましょうか。 

 また、地区によりまして、例えば旧津和野地区でございますけども、

野広、あるいは邑輝、高田、豊稼等につきましては、団員がいないとい

うふうなところがございます。災害時の活動にいろいろと支障がある



んではないかというふうに思っておりますけども、そうしたことにつ

きまして、検討したことがあるのかをお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、出前講座の中で、「わがまちを守る消防団活動、日常のた

めの防災、安全と安心のために」というふうな内容で講座を行われるよ

うでございますけども、その内容はどうであるか。あるいは津和野分遣

所新庁舎の建設の進捗状況はどうであるか、あわせて建物の周り、駐車

場、自治会が今管理しておりますけども、の整備につきましての計画は

どうであるか。 

 あるいは分遣所の、旧分遣所の活用でございますけども、総務委員会

の調査の中でも、緊急時の資材の置き場に活用するというふうなこと

の話も出ておりましたけども、一方、自治会等でも活用の要望も出てお

るようでございますけども、そうしたことについての質問を行いたい

と思います。 

○議長（後山 幸次君） 総務財政課長。 

○総務財政課長（右田 基司君） それでは、消防行政についてお答え

を申し上げます。 

 本町の消防団の団員数は、平成２０年４月１日現在で、定数３５０人

に対しまして３１４人でございます。平均年齢につきましては４４歳



でございます。 

 次の地区によって団員のいないところがあるということでございま

すが、このことにつきましては、分団においても団員の入団要請等を行

ってきておられるわけでございますが、地域によっては、御指摘の地区

もあると聞いております。そうした中で、現団員で検討の上、災害時、

支障のないような体制を整えておられるということでございます。 

 それと、出前講座の「わがまちを守る消防団活動、日常のための防災、

安全と安心のために」、この内容でございますが、消防団の役割と日常

活動につきまして紹介、また町の防災計画や各家庭での災害への備え

や対策について説明をしたいというふうに考えております。 

 それと、津和野分遣所新庁舎の建設の進捗状況でございますが、６月

１３日に入札をいたしまして、仮契約を締結して、本議会へ提案をさせ

ていただいておるところでございます。契約を可決いただきましたの

で、埋蔵調査の今準備を進めておりますが、早速入りたいというふうに

考えておりまして、工事、本工事が着工されるのは、埋蔵調査が終わる

１０月ごろになるんではないかというふうに考えております。 

 それと建物の周辺の駐車場の整備でございますが、今、月決め駐車場

をお貸ししておる部分につきまして、この建物の敷地となりますので、



移動をしなければいけないということもございまして、周辺に残地の

敷地があるわけですが、そこを舗装いたしまして、そこにそうした駐車

場を移していくと、そういう作業を今、この計画の中に入れておる。工

事につきましては、本工事が終わった後、仕上げていくという形になり

ます。 

 それと、津和野分遣所の旧庁舎の活用でございますが、消防資材置き

場として活用していきたいというふうに思いますが、森１自治会の集

会所として活用したいと、させていただきたいという希望も出されて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 先ほどの消防団員がいない地域でござ

いますけども、自主消防団の組織といいましょうか、そういうものがあ

ると、今後高齢化でそういう地域がふえても対応ができるんじゃない

かなあというふうに思っております。例えば女性の消防団であるとか、

婦人防火クラブであるとか、自衛消防隊であるとかというふうないろ

んな名称がありますけども、そうした自主的な消防の組織をつくるの

も一つの方法ではないかというふうに思っております。 



 それから、メンタルな環境づくりでございますけども、旧日原におき

ましては、消防団の後援会というふうな組織をつくって、地域ぐるみで

消防団員の支援をしておるというふうなことを伺っておるわけでござ

いますけども、そうしたいいことにつきましては広げて、特に今から団

員が入りづらい状況の中におきまして、そうした地域で支え合うとい

うふうなことも、大切ではないかというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 続きまして、携帯電話の受信困難地域の解消についてというふうな

ことで御質問を行います。 

 県下で携帯電話の加入数が前年比４％の増というふうなことで、４

９万７,０００件、普及率で６６.１％、あるいは広域消防の指令制御装

置のふぐあいで、吉賀町から１１９番が不通の問題が新聞等々で報じ

られておったと思います。１９年度の消防署に携帯電話で受け付けた

件数は５５０件あるようでございまして、全体の１５％になるようで

ございます。 

 それから、メーカーの解消の計画によりますと、鹿足郡におきまして

は吉賀町の中国縦貫道路の周辺、あるいは国道の周辺が主体で、本町に

は２０年度の計画はないように明記してあります。 



 そうした状況があるわけですけども、町民のある方から益田市の真

砂地区におきまして、住民の要望書によりまして、アンテナの設置がで

きたというふうなお話を伺いましたので、真砂公民館のほうに行って、

いろいろお話を伺ったわけでございますけども、真砂地区連合自治会

長さん、あるいは真砂地区の公民館の連名によりまして、広島の支社、

あるいは中国支社等に要望を出されておりまして、本年度、２０年度中

にアンテナができるというふうなことを伺いました。 

 地元といたしましては、アンテナの位置、あるいは建てる場所につい

て提案をいたしまして、経費といたしましては地元の負担はなしに、メ

ーカーといいましょうか、業者のほうで全部つくっていただくという

ふうなことのようでございますけども、そうした住民の力によりまし

て、受信困難地域の解消ができたというふうな事例もあるわけでござ

います。 

 防災緊急時の対応のおくれが地域住民の生命や資産の確保、安全安

心を守ることができず、住民の生活に支障を来すことが、受信困難地域

においては起こることが予想されます。そうした意味で、早期に問題が

解決にはならないかと思いますけども、時間をかけて前向きに検討し

ていくことが重要ではないかというふうに思っております。 



 本町の未受信地区がどのぐらいあるのか、戸数にしてどのぐらいあ

るのかをお伺いをいたしたいと思います。また、関係機関に連合自治会

との連携等で要望書の提出など働きかける必要があると思いますけど

も、そのことにつきまして、どのように考えておられるかをお伺いをい

たしたいと思います。 

 また、ケーブルテレビの光ファイバーの活用も検討すべきであると

いうふうに思いますが、その件につきましてもお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（後山 幸次君） 情報企画課長。 

○情報企画課長（長嶺 清見君） 携帯電話の受信困難地域について、

解消についてお答え申し上げます。 

 前段、緊急通報の御報告がございましたけれども、本町におきまして

も、ケーブル電話から直接１１９番通報といったシステムを構築をし

てまいりまして、来月からケーブル電話におきましても１１９番が通

報可能ということになりましたこと、まず御報告を申し上げたいと思

います。 

 携帯電話におけます、いわゆる不感地域の状況につきましては、平成

１７年度に調査を行っておりまして、本町では７地区、約５００人が受



信できないという結果が出ております。 

 ただし、不感地域と申しますのは、携帯電話サービスの会社が１社も

提供されてない大字単位を基本とする地域でありまして、同じ大字の

地域の中でも受信可能な地区とそうでない地区があるため、その後、各

社によるエリア拡張がなされてはおりますが、現実的には先ほど申し

上げましたような事情によりまして、携帯電話が受信できない影響を

受ける人数は、この数字より相当多いというふうに考えておるところ

でございます。 

 また、携帯電話は固定電話と同様に、日常生活に深く浸透しておりま

して、御指摘のように災害時や緊急時の通信手段として非常に重要な

役割を果たしております。民間の携帯電話事業者では、このような重要

性を認識しまして、地域での避難所などに位置づけられる公民館、そう

いったような周辺エリアについては、この整備の必要性を認識してい

るというふうに我々も聞いておりますが、現実的には採算面からなか

なか実現に至っていないというところでございます。 

 この携帯電話の不感地域対策につきましては、いかにして事業者の

ランニングコストを軽減して経営判断を導き出せるかという課題が中

心でありまして、そういう面では本町では御指摘のように、光ファイバ



ー施設をＣＡＴＶで整備をしている点におきまして有利性があるとい

うふうに考えております。 

 また、中山間地域におけます定住・交流の促進という観点からも、大

きな課題と位置づけておるところでございます。該当地域の皆さんの

意向確認や自治会組織とも連携しながら、具体的に要望活動ができる

体制づくりに取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 青木登志男君。 

○議員（７番 青木登志男君） 伺った先の真砂地区の公民館長さんの

お話にもありましたけども、今年からは防災の面についての理解が非

常に深まってきておると。今までは採算面のみのことを言っておられ

ましたけども、メーカーも考え方が変わっておるんだというふうなお

話も伺ったところでございます。そうした意味でも、ぜひとも働きかけ

ることによって、不可能が現実になるんじゃないかというふうに思っ

ておるところでございます。どうか目的が達成されますように、頑張っ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で７番、青木登志男君の質問を終わりま

す。 



……………………………………………………………………………… 

○議長（後山 幸次君） それでは、後ろの時計で１０時４０分まで休

憩といたします。 

午前 10 時 27 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10 時 40 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

 発言順序１１、６番、河田隆資君。河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 本定例会の一番最後の質問者というこ

とで、前回はトップバッターでありました。前回と同様張り切っており

ますので、歯切れのいい答弁をよろしくお願いをいたします。 

 このたびの質問は、通告どおり経済の活性化と病院問題、そして子育

て支援センターのその後について、この３点についてお伺いをいたし

ます。 

 まず、経済の活性化についてでございますが、農業経済の活性化、こ

れは農業担い手支援センターの役割が非常に重要な役割を占めている

というふうに、私は過去の一般質問においてもやっております。そのと



きの御答弁の中に、１９年度においては、組織づくりに専念をしたいと

いう御答弁でありました。 

 先日の我々に配布されました支援センターからの現況の農業につい

てのアンケート調査の報告書を見させていただきました。その中を分

析しますと、津和野、日原の農業形態が如実にあらわれておりました。

日原におきましては、水稲、田んぼ面積が非常に狭いというのがうかが

われますし、そのことにおいて水稲以外の作物に力を注いできたとい

うのが読み取れてまいりました。津和野は依然として田んぼ面積が多

くありますので、水稲中心であったように記憶をしております。 

 そこで、農業経済の活性化についてお伺いをいたしますけども、組織

づくり、これを見ますと、津和野町内の法人、全部で２１、たしかある

と思います。津和野地区が１４、そして日原地区が８という内訳であろ

うかと思いますが、見ますと昭和６０年を皮切りに、平成１８年度まで

随時つくられた組織であります。中の形態を見ますと、既に先進的な活

動をしている作業受託及び生産に取り組んでいる組織もありますし、

また初歩的な農機具等の共同利用という組織もあります。 

 そういった組織を把握するというのが、昨年度の課長の答弁であっ

たと思いますが、この表を見ますと２１の法人、津和野地区におきまし



ても、日原地区におきましても、まだ集約されてないところも少しある

ように思われますけども、こういうふうに立ち上げられた法人に対し

て、何らかの夢と申しますか、農業で生きていけるんだという、そうい

ったモデルケースをつくっていく時期ではないかと思っております。 

 国のそういった補助金等をうまく利用しながら、どこでもいいです

から、本当にやる気のある法人を説得をして、一つのモデルパターンを

ほかの法人の人たちにもお見せをする、そして農業でもって成り立つ

ということが、皆さんに周知されるならば、皆さんも組織づくりが加速

するでしょうし、また新たに担い手としてＵターンをして、農業に手を

染めてみようという気持ちにもなると思っております。 

 幸いにも今、地球全体の温暖化、地球環境の変化によって、また中国、

インドの人口の増加によりまして、食糧危機が叫ばれております。政府

におきましても、自給率を高めるという観点が非常に強まってきてる

と。水稲中心だけじゃなくて、自給率を上げるというのは、当然他の食

糧も上げていかなければならないというふうな考えであろうと思いま

す。 

 よって、今、先ほどから申しますようないいチャンスでありますので、

そういった企画を既にこちらが作成をし、実行に移す時期だと考えて



おりますが、当執行部のお考えをお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、商業経済の活性化でございます。今、何らかの手を打たないと

衰退加速がより進むと思われます。町内のいろんな業者さん、町長も常

に口にされております、基幹産業は観光であるというふうに申されて

おりますけども、その観光客の増加がなかなか打つ手がないと申しま

しょうか、進んでまいらない。ただ１０万人ふえた等々で一喜一憂をし

ている段階であります。 

 そして、消費者のニーズも随分変わってまいりました。自分の趣味が

非常に多様化しておりまして、いろんな趣味をお持ちの消費者がたく

さんいる。そして、それにこたえるためにはというふうに、いろいろ手

を打っていくのも、行政側としては大変ではなかろうかと想像もしま

すけども、何らかの手を打っていかないと、ただ津和野という名前だけ

でお客さんを呼ぶというのは、非常に難しい時代に入ってまいりまし

た。 

 そこで、提案も含めてお伺いをいたしますが、私個人的には津和野の

機関区の再現、そして町がＳＬを取得をし、そのＳＬを利用した参加型

の観光というものを目指されてはどうかという提案であります。 

 と申しますのも、我々がいつも旧津和野町で目にしているのが、汽笛



が鳴ると同時に、ＳＬに乗った経験のある方も、また小さいお子さんを

連れている方々も、音の鳴る方向、踏切及び線路へ向けて駆け出すとい

う光景がよく見られます。これは年齢を問わず非常な興味を持ってお

られる証拠であります。 

 また、近年の最近のニュースでは、大宮機関車博物館が当初の入り込

みより、３カ月で１年分の入り込み客があったというふうに報じられ

ております。かなりな興味を示される。また、鳥取の若桜鉄道において

は、マスコミにおいても手動式のターンテーブルがあるということで、

テレビにも放映されて、いろんな資源活用に乗り出したいというふう

なテレビでの報道がありました。 

 そこで、私は津和野の機関区を見てみますと、転車台もあり、ここに

ＳＬが乗りつけているわけですから、最小限のそういった設備は、いま

だに残されております。それと、これを機関区を再現するとなりますと、

当然ＪＲ西日本との協議等も入ってくるわけですけども、これとの協

議については、ＪＲ西日本の場合にはＳＬを利用し、また津和野へ向け

て旅客として利用されればいいという方向で、恐らくこちらのほうへ

目を向けていただけるのではないかと考えております。 

 そのためには県を動かし、いろいろ国も動かしながらやっていかな



いといけないと思っておりますが、県の場合、幸いにも溝口知事が我々

との懇談の席で、島根県は観光を基幹産業として当面いきたいという

ふうに発言をされました。島根県、長い県であります。見てみますと松

江地域におきましては、足立美術館等松江の遊覧という、堀川遊覧とい

う、そういった商品があります。そして、出雲地域におきましては、出

雲大社等のそういう地域があり、そして新たに大田地域におきまして

は、世界遺産になった石見銀山というのがある。そして、浜田地域はア

クアスという水族館を控えております。残念ながら益田、津和野におい

ては、これといった呼ぶものが見当たらないのが現状であります。 

 過去にもこの質問の中で言ったと思いますけども、三、四年前に島根

県が東京において知名度という調査をしたと。そして、島根県を知って

いるかどうかという点で見ますと、６％の人しか島根県という場所を

知らなかったというのが現実であります。だとするならば津和野を知

っているというのは、かなり低いのだというふうなことを、我々ももう

一度再確認をしないといけないと思っております。 

 そして、そういう観点から島根県も本腰を入れて島根を売り出すと

いう方向に向いておりますし、先般、金城におきまして保守系の議員さ

ん、青木先生と竹下先生の講演を聞いたときに、私個人的に確認をいた



しました。山陰道路の完成はいつですかということを確認をしたとき

に、１０年後には必ずできますという強いお言葉をいただいておりま

す。計画の中では、１０年後というのは頭の中にあるとするならば、当

然観光客の流れが変わる。今までは津和野、萩というふうに萩に寄生を

しながら生き延びてきた。当然津和野、萩というふうにうたっておりま

すけども、エージェント等々は、残念ながら津和野のほうが下ではない

かというような感覚。ですから、どうしても通過型のような感覚で売り

込んでしまうという現状があります。 

 こういう私が提案をするものができたならば、津和野は主導権を持

った観光というものが見込まれると思っております。こういった観点

から、この機関区の再現等々を提案をしたいと思いますが、執行部の御

所見をお伺いをしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 町長。 

○町長（中島  巖君） ６番議員さんの御質問にお答えいたしたいと

思いますが、町の経済活性化については、主幹産業の一つである農業の

振興、発展が大きく影響をするという観点から、農業担い手センターの

役割、これが極めて重要であると思うけども、その施策をいかに考えて

いるかということと、そしてまた一方の基幹産業であります観光の振



興も、観光客の低迷によりまして、なかなかままならない状況にあると

いう観点から、特にＳＬ活用を少し前向きに考えてみたらどうかとい

う御意見でございました。 

 具体的な農業政策その他につきましては、それぞれ担当課長からお

答えをさせていただきますが、ＳＬにつきましては、全国的にも他に類

例のないと言ってもいいというふうに思っておりますけども、非常に

本町の観光にとってはありがたい状況にあるわけであります。従来か

らもこのＳＬについては、そういう思いで関係の皆さんとともに、大切

に取り組みをさせていただいたというふうに考えておりますけども、

さらに踏み込んだ形で機関区を取り込んだ活用というものを考えてみ

てはどうかということでございますが、御提言として受けとめさせて

いただきまして、どのような方法があるのか、検討課題とさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 それから、萩と津和野との関連についてもお話がございました。一般

的には萩、津和野というキャッチフレーズで全国的にもＰＲしていた

だいておりますけども、現実には今お言葉にありましたように、津和野、

萩という形が多いかなというふうに、旧来から思っておるわけであり

ますが、私はとにかく萩、津和野と、その言葉どおりの形でお客さんが



動いていただきたいなという思いを強く持っておるわけであります。 

 そのためには、一つには宿泊施設の問題等もあるわけでありますけ

ども、ちょっと津和野に立ち寄って、萩のほうへ回っていただいて、そ

してどこかへという形は、何としても変えたいなと。名前のとおりに萩、

津和野、こういう観光の動態になってほしいという思いでおるわけで

ありますが、そうしたことも踏まえて、今後の観光施策には取り組んで

まいりたいと思っておるわけであります。 

 その他につきましては、それぞれ担当課長からお答えをさせていた

だきますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） それでは、私のほうから経済の活性化に

ついてということで、その中の農業経済の活性化ということの御質問

でございますので、回答申し上げたいと思います。 

 議員さん御指摘のように、農業担い手支援センターに対する期待な

り役割というものは、非常に大きなものがあるというふうにも、私たち

も認識しているところでございますけども、また議員さんが言われま

した法人といいますか、２２と言いましたが、これは多分集落営農組織、

法人も含むものでございますけども、こういった組織が町内にはある



わけでございます。 

 しかしながら、この法人も水稲中心の法人なり集落営農組織でござ

いまして、年数的にも２０年以上のところからできたてというか、組織

的に余り行動してないような組織もあるような状況でございまして、

なかなかモデル的な事業をお示しするようなところまで育っていない

ところもあろうかと思います。 

 いろいろとそういったものを何とか脱却しようということで、私た

ちも考えているところでございまして、昨年もああやってアンケート

調査をした中で、それぞれの課題等も出てまいりましたので、今年度は

そういったものを進める中で、こういった強い集落営農なり法人等を

育ててまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 そういったことで、その３点の中のまず１点目については、担い手不

足の解消を図るための方策ということで、今申し上げました集落営農、

まだまだ組織化するべきところはあるような気がしておりまして、そ

ういったところも絞りながら、集落営農を学ぶ講座というものを計画

しているところでございます。 

 これは全額国庫補助事業であります担い手アクションサポート事業

というのを活用したいというようなことで、集落営農というのを大き



なタイトルにはしておりますけども、内容的には幅広く食糧自給とか

地球温暖化、それから消費者ニーズ、それから視察研修等も織りまぜた

６講座ぐらいで、全体１５時間程度の事業をやっていきたいというこ

とで、今、計画中でございまして、国のほうにも協議の準備を進めてい

るところでございます。 

 また、これは先ほどの水稲とも関係しますけども、水稲偏重からの脱

却というようなことで、耕作放棄地の解消を図るための方策として、実

証圃を使ったカワラケツメイ、豆茶の関係でございます。それと里芋、

笹山地区を中心とした里芋の市場なり流通の調査等、それから県が進

めておりますあすっこ、それから菜の花ということで、菜の花プロジェ

クト等、従来から取り組んでおりますけども、そういったものを栽培検

証しながら事業を行っていきたいというふうに考えているところでご

ざいまして、既に植えつけ等なり、刈り取り等も終わった作業もあると

ころでございます。 

 また、３点目の鳥獣被害対策ということもございまして、これにつき

ましては既に新しく国の法律もできましたので、町内において協議会

等の設置をいたしました。そういった中で２００万円のソフト事業等

についても内定をいただきましたので、現在補助金の交付申請手続を



進めているところでございます。 

 その他、既存の組織なり認定農業者のフォローアップとか新規就農

者の確保等にも努めてまいらねばならないわけでございますけども、

できるだけ地域に出かけながらいろいろと活動をしてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） それでは、商業経済の活性化につい

てお答えをしたいと思います。 

 議員御指摘のとおり、商業活性化に今何らかの手を打たないと減退

加速が進み、大変なことになると御指摘ありました。全く同感しており

ます。特にこの最近、ことしなんかは昨年に比べて観光客数、通りのお

客さんの数は減っていないけれども、売り上げは極端に落ちていると

いう声を商店主の方からたくさん聞いております。そういう構造もあ

って、より深刻になっているというふうに考えておりますので、本当に

大変だなと実感をしております。 

 それから、これも御提言ですが、従来の津和野観光の中心でありまし

た史跡や施設を見学する形の観光から、何らかの体験や学習ができる

参加型観光へという御提言もありました。これもまさにそのとおりだ



と思いまして、観光を中心とします地域経済の活性化を目指しており

ます本町にとりましては、生き残ることにとって本当に最重要課題で

あるということも、御指摘のとおりだというふうに考えております。 

 現在、日本の観光客全体の７５％が個人または小グループであると

いうふうに言われております。この旅行の個人化傾向は、今後確実に強

まるとも言われておりまして、これからの観光ニーズは「十人十色」と

いう言葉がありますが、「十人十色」ならぬ「一人十色」と言われるほ

ど、一人のお客さんがさまざまな志向を持って旅行先や体験レジャー

を選択するようになってきている、さらに進んでいくというふうに言

われております。 

 また、一口に「体験型」とか「参加型」とか申しましても、内容的に

は自然、教養・学習、ウオーキング、グルメ、エコツーリズム、グリー

ンツーリズムなど、その切り口やキーワードは実に多種多様なものが

ありまして、先ほどの「一人十色」の傾向の中で、そのどれか一つや二

つに対応すればよいというのではないという状況がありまして、どれ

だけ多様なメニューを津和野として提供できるかということが、大き

なかぎになるというふうにも考えております。 

 それは実は議員もおっしゃいましたとおり、大変なことだと認識を



しております。ですから、もちろん行政だけ、民間だけということでは

なくて、官民の役割分担の明確化と、その協働による地道な取り組み以

外にはないというふうにも考えておりますし、幸いきのうも話させて

いただきましたが、合併をメリットとしてとらえることができた新し

い津和野町としての新しい観光資源や素材の開発や組み合わせもいろ

いろと芽が出てきておりますので、それに早急に取り組む必要がある

というふうに考えております。 

 また、大変ユニークで貴重な御提言をいただきましたＳＬを利用し

た駅周辺のテーマパーク化、参加型のテーマパーク化の御意見だと思

います。ＳＬは大変根強いファンやマニア、またカメラマンをファンや

お客さんとして持っている貴重な観光資源であります。本当に津和野

町にとって現在重要な観光アイテムになっておりますし、まさにドル

箱であるというふうに考えておりますので、まずはＪＲによります運

行の支援を町として強化することはもちろんでございますが、御提言

のテーマパーク化につきましても、町長が申しましたとおり、貴重な御

意見として参考にさせていただきたいと思っております。 

 それから、津和野の知名度のお話もございました。私も仕事をしなが

ら１０年前にも観光におりまして、そのときと比べると御指摘のよう



に津和野の知名度は低くなっているというのは、残念ながら認めざる

を得ないというふうに正直思っております。これにつきましては、初心

に返ってさらにＰＲを強化したいというふうに考えております。 

 それから、萩との連携につきましても、町長のほうもお答えしており

ますが、そのとおりでありまして、そうはいいましても萩と一緒になる

ことによって、御指摘のように埋没することはなく、さらに津和野の独

自性を高めながら、さらに萩とは連携も強化をしていきたいと。と申し

ますのは、津和野単独、萩単独よりも、萩、津和野、または津和野、萩

と連携していくことが、実感しておりますが、１足す１が２ではない、

さらに３にも４にもなる、大きなメリットを萩、津和野と連携すること

によって持つことは確実でありますので、そのメリットは生かさない

手はないというふうに考えておりますので、そのように進めていきた

いというふうに考えております。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 町長から前向きな検討課題としたいと

いうお答えでした。私も安心をいたしました。その町長の御答弁の中に、

宿泊の問題が大きいというふうに示されましたけども、過去の津和野

の観光ブームを振り返ってみますと、宿泊が足らないような状況にま



でなったことがあります。そのために駅に普通の民家の方々が自分の

空き部屋を貸すというふうに、にわか宿泊が発生した経緯があります。

こう見ますと、人がわんさか来れば、そういうものは自然的に発生をす

る。そして、宿泊場所もどんどん改良をされていくんではないかと思っ

ております。町の役割とすれば、当然そういった仕掛けというものをし

ていくのが町の役割であろうと考えております。 

 提言の中にも、なぜ私がＳＬをと言ったのかといいますと、ＳＬ体験

というのは、例えば毎週ＳＬが手に入ったならば、毎週土曜日と日曜日

にはＳＬ運行ツアーをしますと。そして、前日の土曜日にはＳＬのメカ、

最低限のＳＬはこういう形で動くんですよという講習を２時間ばかり

する。そして、明くる日には皆さん、例えば１車両につき３０人なら３

０人でもいいですから募集をして、まず火をつけるところから、新聞紙

に火をつけるところから始めて、みんなでＳＬが稼働するまでは火を

つけてから約５時間ぐらいかかるというふうに聞いております。みな

５時間を取っかえ引っかえ皆さんが石炭を入れ、そして自分たちが汗

水流して動く、動かす、ＳＬというのは非常に魅力的ではないかと思っ

ております。そういう観点からすればいいというふうに提言を申し上

げたわけであります。 



 そこで、金がないといつもいうふうに町のほうは申されますけども、

例えば昨日の同僚議員さんからの質問の中にもありましたように、ふ

るさと納税をそういう使用目的を明確にして、外に向けて発信をすれ

ば、当然津和野町出身者もおりましょうし、またＳＬファンが寄附をす

るという可能性も生まれてまいります。そういったことも踏まえて企

画をしていただきたいと思っております。 

 そして、課長の答弁の中に、今、当然萩との連携というのは、現実を

見ますと、当然これは切っても切れない仲であります。いろんなこうい

う一般質問の中でも、西のほうへ、東のほうへ向いての施策をすべきで

あろうという提言は、いろいろ私も聞きましたけども、現実は当然山口、

北九州、広島のお客様が非常に多いわけですから、どうしても向こうへ

向けた宣伝活動及び萩、津和野との連携は、これはすぐ切るというわけ

にはまいらないと思っております。 

 よって、近い将来、東との連携が非常に見込まれるということから、

今のうちからそういった施策を練っていかないと、残念ながら二番せ

んじ、三番せんじになりますと、マスコミの興味もうせてしまいます。

これを大々的に進めていくことによって、当然マスコミも飛びついて

まいります。飛びつくということは、それだけの宣伝費がかからないと



いうことでありますので、大きなおもしろいテーマではないかと思っ

ております。御提言を踏まえてとりあえずお願いをいたしておきます。 

 それでは、次の病院問題について質問をいたします。 

 昨年度、条例がつくられました。その条例をずっと読んでみますと、

どうも誤解をするような条例文であります。私もずっと読んでいくと、

これは町立病院かなというふうに思っておりますが、現時点では町が

一応経営には口は出すけども、あくまでも指定管理者という病院であ

ると認識をしております。そこのところには間違いはないと思ってお

りますが、この条例の中に随分営業内に踏み込んだ条文もあります。診

療科目とか、病院等の病床数等も明記されております。当然そういうふ

うにしてほしいという願望のもとの条例だろうと思いますけども、そ

れをやることによって、当然厚生連側も赤字が、それをクリアするため

の人員確保等々の赤字部分も発生する可能性もあるのかなというふう

に思っておりますが、一番最初に公設民営化を打ち出したときに、町は

住民の安心を守るために、この施設を手に入れるという、大きな課題で

取り組まれた。そして、一応経営自体はどうかはわかりませんけども、

守られたと思っております。 

 ただ住民の安心と安全というのは、どこにあるのかを考えてみます



と、救急医療に対する応急的な処置を当面はしていただきたい。今、在

宅医療というものがどんどん進んでおります。そして、病院から出され

た方々が在宅で医療を受けながら、何に対して不安をお持ちかといい

ますと、何らか私に生じた場合に、どういうふうに対応していただける

のかというのが、非常な大きな不安材料であると思います。病院の先生

が駆けつけて診ていただけるのか。それとも救急車においてかかりつ

けである共存病院の先生が診ていただけるのか。また、そこで対応でき

なければ、益田への搬送を確実にやっていただけるのかという不安は

大きなものがあると思っております。 

 そこで、町は病院を存続させるという強い意志で残したわけですが、

相手が、指定管理者がどういった形ででも残すというお考えなのかど

うなのか。と申しますのも、昨日の同僚議員さんの質疑の中に、病床数

によって国からの補助金が６,８００万ですか、そして本年度は４,８０

０万等が見込まれるというような御答弁でしたけども、その金を何に

使われるんですかということに対して、返済に充てますという非常に

消極的な御答弁であったと私は感じております。 

 と申しますのも、来た補助金は町民のためにまず最優先で使うべき

であろうと。ということは当然採算のとれる診療科目があり、また採算



のとれない診療科目があるということ。住民が救急医療に対しまして

も、採算がとれるはずがありません。そういうところへの補てんとして

使うというふうなお気持ちがあるのか。 

 また、医師不足が叫ばれております。だったら、その中の半分ぐらい

を医師を派遣していただくために、いろいろ旅費を使い、いろんな手だ

てを使って努力をしてくるためのお金として使用するのか、その辺が

全然見えてこない。 

 例えば昨日の御答弁の中に、３通りの病院としての生き延び方があ

ると。一つは、町経営でやるという病院の残り方、そして新たな全国的

な組織の病院を勧誘してくる。そして次は、現在の厚生連にお任せする

という、三つしかないんだという御答弁でしたけども、例えば先日の全

員協議会の中で、コンサルタントが言ってたのが、そういった新たな病

院が本当に来てもらえるのかどうかという問題に対して、それは金を

出せば来ていただけるでしょうという回答でした。ということは当然

不採算、採算が合わない診療科目をこちらが望んだ場合に、何らかのそ

ういった覚悟をしなければならないということでありましょう。とな

れば町としては、どの程度の持ち出しを覚悟をしているのか、それとも

前回の歳入の帳消しによって、全然病院にはそういった持ち出しは考



えていないのか、そこの点をまずお伺いをいたしておきます。 

 次に、来年度より指定管理者との契約をどのような条件で指定しよ

うとしているのかという問題でありますが、同僚議員も申しましたよ

うに、今の段階である程度の調査をし、方向性を決めていかないと、結

論がどんどん先延ばしになっていくと。今の時点、本年度はよしとして

も、次年度も一応１年契約したとしても、当然９月ぐらいまで、次年度

の９月までには何らかの方向性を定めないと、ずるずるいく可能性が

あります。４月の、３月定例を終わった時点で関係者等々も、のど元過

ぎればという感覚になっているように感じております。 

 また、厚生連の役員さん等々も、今から厳しいイバラの道が始まるの

に、なかなか非常に人件費の捻出がうんと楽になったような感覚で言

っておられます。そういった観点から、厚生連との問題をどのように処

理をしていこうとしているのかお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 御質問いただきました住民の安全を支える

のにということでありますけれども、これにつきましては町は、これま

で厚生連に対しまして、両病院及び介護老人保健施設せせらぎの建設

に係る長期借入金についての損失補償契約の締結やその間の利子の助



成、経営支援のための貸し付け、助成などの支援を行ってまいりました。 

 しかし、御承知のように、診療報酬の引き上げを初めとする医療改革

の影響により、厳しい経営環境の中、また厚生連による経営が行き詰ま

り、町としては地域医療を確保するために、公設民営化が唯一の選択肢

であるとの結論に達し、昨年、ああして公設病院を開設する運びとなり

ました。 

 これに伴いましての先ほど御指摘いただきました条例についてであ

りますけれども、これは厚生連が現在、抜本的な経営改革を示しまして、

それによって診療科目、病床数、そうしたものを今回の場合は条例化を

しておりますので、町が経営をしているんではないかというような御

指摘ですが、当然町が開設してますので、条例の中でそれぞれの使用料

なり手数料なりというものを定めて、これは診療報酬にのっとった定

めにしてますけれども、そうしたものは町の条例で定めておりますの

で、当然だというふうに考えております。 

 したがいまして、今後、町は病院開設者として地域医療を守る義務が

あります。交付税措置が言われますように、される中で医療に対して一

定の負担はしていかなければならないと考えておりますが、これは町

民の皆様方からの要望にこたえるものでありまして、救急、僻地、在宅、



予防医療など施設として効率性の上がらない医療分野の収支を補うた

めのものについて、公的援助を検討する必要があると考えております

が、経営者の責任に属する赤字を補てんするものであってはならない

と考えております。 

 そして、来年度からの指定管理の問題でありますけれども、昨日４番

議員さんにもお答えいたしましたように、現在策定中の津和野町病院

等地域医療基本構想において、指定管理者制度については必要な検討

を行い、必要な制度の見直しを行った上で、将来的に津和野町とともに

地域医療に取り組み、かつ効率的な医療の提供を行うことを指定管理

者に求めることとしております。 

 来年度以降につきましても、指定管理者制度を維持いたしますが、基

本構想の理念を理解し、津和野町の地域医療に取り組む事業者を選定

したいと考えております。この基本構想につきましては、昨日申しまし

たように、９月末には基本構想を策定したいというふうに考えている

ところであります。 

 以上。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 今の御答弁の中に、町民からの要望に



こたえるものの中の緊急及び僻地医療、予防医療など施設として効率

性が上がらない医療についてでも、公的な援助を検討する必要がある

というふうに述べられました。その中で検討の度合いというものがど

の程度の、当然町としても湯水のようにお金があるわけじゃありませ

んから、どっかで線を引き、どっかで我慢をしていただかなければなら

ない部分も発生すると思います。町としては公的援助をどの程度のよ

うな金額、金額、明確にとまでは言いませんけども、どの程度の気持ち

で考えておられるのか。 

 なぜこういうことを言うかといいますと、現在、経営をしている厚生

連というのがあるわけですね。その中の職員さんたちの動揺というの

も、いろいろ伝わってまいります。当然各家を守っておられる方々であ

りますので、自分たちの生活基盤がどうなるかという不安が非常に高

まっております。そして、職場においても何らかの安定した、そういっ

た経営等が職員の中に伝わっていない。それがためにどうしてもモチ

ベーションといいますか、勤労意欲等にも響いている可能性がありま

す。 

 そういった段階で、今早くそういう方向性を厚生連とともにきちっ

としたものを出し、職員のそういった不安を払拭するという意味から



も、計画等も踏まえた指定管理者のあり方というものを、きちっと話を

詰めるべきだと思っておりますが、その点についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 昨日も御答弁、４番議員さんの質問に御答

弁申し上げましたけれども、こうした厚生連の運営をしてきた今日ま

での反省を踏まえて、厚生連みずからが病院をこのように改革して、立

て直したいという抜本的な経営改革を示したものであります。 

 それによりますと収支も一応何とか赤字なしに単独で、単年度黒字

では何とかやっていけるという経営改革を示されたわけなんで、それ

について内部的にも実行してもらいたいということは、これはもう１

７年度での財政支援をする段階において、口を酸っぱくして、経営改革

をしてくださいということで、注文つけてやってきたんですが、これが

なかなか進まず、やっと昨年度、機構的には、昨日も言いましたように、

機構的にはほぼ当初の計画どおりになりましたけれども、まだまだ内

部的ないろいろな組織的なことが、まだ多くの課題を抱えております。 

 はっきり言いまして、給与体系、退職金規定、これらも含めた経営改

革はどうなるかというのが一番問題だというふうに考えておりますの



で、私どもはあくまでも先ほど言いましたように、厚生連が経営するた

めの赤字補てんについては、今後私たち町としては負担をする気はな

いということで、それはみずからやってもらいたいということであり

ますので、この３月３１日から発生しますいろんな問題については、指

定管理の中で、協定書の中、また仕様書の中で細かく定めて、それをチ

ェックできるような体制で今やってるわけでして、これが全体の計画

がどの程度進んでいるかということが、今４月段階は正式にもらって

ますが、５月段階、６月段階出てきます。その中でどのようになってる

か、また組合交渉はどの程度進んでいるのか、こうしたことを経営者の

連絡会議を毎月定期を持ってますので、詰めておりますけれども、なか

なか進んでいないというのが実態であります。 

 したがいまして、基本構想を考えて、基本構想どおりにやれるかどう

か、このあたりが一つの判断する時期になるんではないかというふう

に考えているところであります。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 今の御答弁では、厚生連が示した抜本

的改革案をもとに、どういうふうに進められているかというものを見

定めているということでありましたけども、我々全協に対するアドバ



イザーの計画では、抜本的改革自体が余りにもずさん過ぎるというお

答えでありました。 

 では、その抜本的な改革案をそのままうのみにしてやっているのか

というふうな疑問も起こってまいりますけども、それがそもそも違う

んだという観点から、厚生連に向けて言わないと、本当の抜本的な改革

にはならないと思っておりますが、その点について一つだけ御確認を

したいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 当然のことでございまして、厚生連が３月

段階で正式に決めました抜本的経営改革については、既に破綻してま

す。したがいまして、既に日原診療所等におきましても、本年度の経営

の改善の計画を改めてつくり直して、また提出しておりますので、コン

サル等、私どもが委託してますコンサル等、また公認会計士等チェック

をかけて、それを点検しているところであります。 

 津和野共存病院におきましても、スタッフの問題から１００床全部

が１００％の稼働ということには現実的になっていませんので、その

実態に合うことでやれば、どういうふうな形になってくるのかという

こともチェックをかけて今やってるとこでありまして、確かに私が言



いました厚生連が当初示しました経営改革については、今進んでおり

ません。新たな経営計画というものをつくって、今それに取り組んでお

られます。これについてはチェックをして今いくとこであります。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） しっかりとしたアドバイスをしながら、

町民の安心を守っていただきたいと思っております。 

 それでは、最後の質問であります。さきの定例会におきまして、私も

子育て支援センターの移設に対する条例に賛成をいたしました立場上、

これをほっておけませんので、随時直地の保育園に出向き、１週間に１

度ぐらいはのぞきながら、どういう状況かということを見てまいりま

した。そして、昔あったコミュニティーセンターの中の利用等々も遠巻

きながら見ておりましたけども、直地の児童館、保育園での活動に対し

ては、ＣＡＴＶ等々でもいろいろ流されております。いろんな活動、保

育時の講師を呼んでの、母親たちへいろんな周知徹底とか、いろんな講

習会等を幅広くやっておられる現状を見て安心をいたしております。 

 そして、現状を見ますと、かなりな方々が少しずつではあるが、ふえ

てきているというのが現状であったと思っておりますが、直地児童館

からの、当然これは条例の中にも日報及び、中での活動内容を報告する



というふうにうたってありますので、どのような活動報告がなされて

いるのか。また、旧子育て支援センターに通所されていた方々の処遇を

どのようにされたのかお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 参事。 

○参事（長嶺 常盤君） ４月から直地児童館へサポートセンターを移

行したわけでございますが、移行に際しましていろいろ議員さん、御心

配をおかけして申しわけなかったと思っております。 

 御質問につきましては、まずこれまで利用のお母さん方とのことで

ございますけども、旧津和野町におけるサポートセンターの状況でご

ざいますけども、これまでお母さん方といろいろ話し合いを行ってお

ります。町としての子育てサポートセンターは、当然ながら直地児童館

のサポートセンターでありますので、先ほど活動の一端を議員さんが

見ていただいておりますように、徐々にふえてきておりますけども、し

かし、従来の町民センターを利用し、サークル活動として自主活動をし

たいという強い要望もいただいておりますので、旧サポートセンター

においては活動の内容を検討しながら、可能な範囲で支援を行ってい

きたいというふうに考えております。 

 現在施設、町民センターの管理上などの事務的な問題もありますの



で、双方で話し合いを行っているところでございますけども、あくまで

もサークル活動として、前段で申し上げましたような、可能な範囲の中

で支援をしていくという方向で、お母さん方と協議を行っているとこ

ろでございます。 

 もう一点、現在の直地児童館のサポートセンターの内容でございま

すけども、サポートセンターでは来所者も増加をいたしまして、活動も

御指摘のとおり、いろいろな遊ぼうの会でありますとか講演会等、一応

年４回程度予定をしておりますけども、そういった活動も徐々に活発

化いたしておりまして、より多くの皆さんの御利用がいただけるよう、

これからも御意見をお伺いしながら進めていきたいというふうに考え

ております。 

 直地児童館の報告等のことでございますけども、４月から開所した

わけでございますけども、最初のころは実数の面でいけば若干少のう

ございましたけども、定期的に開催する行事、あるいはテロップ放送、

チラシ等の配布等によりまして、現在５月末になりますけども、実人数

１３人、延べでいきますと５０数人の利用がなされているところでご

ざいます。 

 先ほど申し上げましたが、今後ともまだ始まったばかりでございま



すので、内容等まだ充実いたしていない場合もありますので、その辺の

御意見を賜りながら、指導員とともに充実したものに努めていきたい

というふうに考えているところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） サークル活動として自主活動を望む声

があったので支援をするというふうなお答えでありましたけども、

我々議員団約１０数名が悲痛な叫びを聞いていただきたいということ

で、旧市民センターに出向いた経緯があります。その中において向こう

へ行くのに行かれない、かわる乗り物がないんだという訴えもありま

した。私が、その訴えがあるにもかかわらず見ておりますと、コミセン

の駐車スペースの半分を使いながら、ほとんどの方が車で来られてる。

それが実態としてあるのに、なぜ直地に行かれないのかなという疑問

が一つあります。 

 そして、サークル活動として認めたというならば、コミセンを利用す

る場合に、当然町民は利用料というものを払っております。それをこう

いう、この方たちだからお安くするんですよというものが発生すると、

ほかの利用される方々は何なんだというふうな疑問も持たれると思い

ます。正当の理由をきちっと示した上で、それを支援をしていかないと



大変なことになると思っております。それで認めていただける、町から

補助金が出るとなれば、津和野町のあちこちでそういうサークルが発

生した場合に、すべてに補助金を出さなければいけないということま

で想定されてくると思います。支援体制と申しましたけども、どのよう

な支援をお考えなのかお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 参事。 

○参事（長嶺 常盤君） 御指摘のとおり、当初のお話し合いの中では、

確かに若干５キロぐらい離れている場所でございますので、車を持ち

合わせないお母さん方にとっては、非常に便が悪くなるというふうな

御指摘等をお聞きしたところでございます。私どももその当時、車の利

用ということを特別チェックしたわけではございませんので、中には

車で来られてるお母さん方もおられるというふうなことを後ほど聞い

たわけでございます。 

 直地の御指摘いただきましたサークル活動について、どのような支

援をしていくかということでございますけども、まずは予算が非常に

ふんだんにあるわけではございませんので、流動的に使用できる範囲

内の中で支援をしていくということは当然のことでございますけども、

一つはお金の支援ということだけではなく、サークル活動として町民



センターの一部を使ってお母さん方、あるいは子供さん方の活動をな

さる、当然活動の内容、日誌であるとか退所であるとか、入ってくる場

合の時間の管理、かぎの管理、施設の使用の管理であるとかということ

は当然やっていただきますけども、使用等の部分も、そうしたことで若

干細かく決めていかなければなりません。 

 それと、指導員が今、直地児童館のほうへおりますので、まだ回数で

あるとか、活動内容についてのきめ細かいことは決めておりませんけ

ども、サークル活動の中で週１回なり、そうした相談が必要ということ

になれば、直地の児童館のほうからサークルに向けて指導等、相談等に

行く用意があるというふうな形でのお話し合いをしております。 

 それから、御指摘のとおり、いろんな箇所でサークル活動ができる、

母子の活動については、できて結構なわけでございますし、そうした子

育ての悩みとかについては、いろんな形で解消できるように、私どもも

各地域での支援に当たってまいりたいと思います。具体的に今畑迫、あ

るいは旧日原地域で上がっているわけではございませんけども、今後

そういう活動については、町全体のサークル活動等については支援を

していきたいというふうに考えております。 

 先ほども申し上げましたように、予算的に十分な措置がなされてい



るわけではございませんので、多くできればその分は分け合ってやっ

ていくような形にはなるかと思いますけども、物心といいますか、財政

的にも厳しいものですから、お金のほうについてはなかなかふんだん

にはというわけにはいきませんが、指導者の状況等を見合わせて、そう

した悩み等に解消ができる支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（後山 幸次君） 先ほど河田議員の発言の中で、足がないとい

うような、適当でない発言がありましたんで、訂正をしておいていただ

きたいと思います。河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 今の御答弁ですと、支援をしていると

いうふうに聞いたわけですけども、例えば体育協会を例にとりますと、

体育協会全体に対して約１００万なら１００万、そしてその協会の中

でいろいろな話し合いをしながら分配をしているというのが現状であ

ります。今のようなサークル活動が町内にどんどんできれば、そういう

ふうに全部そういう支援をしていかれるおつもりですか。それをまず

お伺いしたいということと、私は冒頭にも申しましたように、今の直地

の児童館は本当にいろんな活動を通して、どんどんやっておられます。

それに向けて皆さんがいけば、そんなにあれではない。 

 ただ今のサークル活動というのは、子育て支援から離れた、そういっ



た仲よしグループといいますか、そういったグループ活動、それを阻害

するつもりはありません。当然親しい者同士でいろいろな話し合いを

すればいいわけですから、それをとめるという気持ちはさらさらあり

ませんけども、町は説得をして、向こうのほうへぜひ行っていただきた

いということを、飽きずに説得をするという姿勢が一番望ましいんで

はないかと思っております。支援の部分と子育ての支援センターの部

分とは全然違う話でありまして、この子育て支援センターでの活動に

対して協力的な支援をするというのが、本来の私は執行部としての支

援体制だろうと考えておりますが、もう一度そこのところを御答弁を

お願いします。 

○議長（後山 幸次君） 河田君、先ほどの私が言いました、訂正をし

ておいていただきたいと思います。足がないという発言がありました

ので。 

○議員（６番 河田 隆資君） 暫時休憩でいいですか。 

○議長（後山 幸次君） 暫時休憩はできません。発言中でありますの

で。 

○議員（６番 河田 隆資君） 私が新たな町になったときの一番最初

の一般質問のときに、そういう言葉を使いました。そして、議会事務局



に対してクレームのはがきが来たのもわかっております。そして、その

とき非常に反省をしたわけですけども、その晩に私はＮＨＫのテレビ

を見たときに、ＮＨＫの中で使っておりました。ということは、これは

認知をされた、言葉足らずであったのかはわかりませんが、足となるそ

ういう、かわる乗り物がないというふうにつけ加えるべきであったか

とは思っておりますが、そういった点については、私も認識をいたして

おりませんが。 

○議長（後山 幸次君） ＮＨＫのお話をされましたが、ここは私は津

和野町議会の中で規律を守るために、そういった私としましては差別

用語として私はとっておりますんで、それで訂正をしておいていただ

きたいというふうに申し上げたわけであります。訂正されませんか。 

○議員（６番 河田 隆資君） それでは、私ももう一度勉強をすると

いう観点から、今回は訂正をいたしておきます。 

○議長（後山 幸次君） 参事。 

○参事（長嶺 常盤君） 支援の状況でございますけども、現実に今支

援をしているということではないわけではありますけども、将来的に

自主的なサークル活動の中で、先ほど申しましたような母子にかかわ

る問題、悩み等があり、しかも直地児童館に非常に行きにくいというよ



うな状況から、サークル活動をされるという、これまでの状況等も勘案

しまして、私どもとしては各地に点在する、点在でできるとは考えてお

りませんけども、あるいは畑迫保育園なり木部保育園なりの活動の一

環の中で、まだ登園されてないお子さんとお母さんのそういった悩み

の解消であるとか、そういうことに今後また皆さんの要望等をお伺い

しながら、そういった解消に向けての指導をしていきたいということ

がございます。 

 それがたくさんできて、全部支援をしていくのかということになり

ますと、予算等も限りもございますので、あくまでもそうしたことにつ

いては全部が対応できるわけではございません。状況を見ながら進め

ていきたいということでございます。 

 それから、当然先ほど申し上げましたように、基本的なサポートセン

ターは直地児童館に設置したわけでございますので、当然皆さんに理

解を求めながら利用していただくというＰＲも、当然ながらいたして

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（後山 幸次君） 河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） サポートセンターのほうの直地児童館

のほうがますます栄えて、本来はサポートセンターというのがないの



が一番理想的ではありますが、悩める方々の受け皿となりますように

支援を要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で６番、河田隆資君の質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

 それでは、後ろの時計で午後１時まで休憩といたします。 

午前 11 時 55 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開い

たします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第８３号 

○議長（後山 幸次君） 日程第３、議案第８３号津和野町国民健康保

険税条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。ありませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８３号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立多数であります。よって、議案第８３号

津和野町国民健康保険税条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第８４号 

○議長（後山 幸次君） 日程第４、議案第８４号津和野町病院等事業

の設置及び管理に関する条例の廃止について、これより質疑に入りま

す。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 



 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８４号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８４号

津和野町病院等事業の設置及び管理に関する条例の廃止については、

原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第８５号 

○議長（後山 幸次君） 日程第５、議案第８５号津和野町病院等事業

利用料及び手数料条例の廃止について、これより質疑に入ります。あり

ませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８５号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８５号

津和野町病院等事業利用料及び手数料条例の廃止については、原案の

とおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第８６号 

○議長（後山 幸次君） 日程第６、議案第８６号津和野町病院事業の



設置及び管理に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８６号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８６号

津和野町病院事業の設置及び管理に関する条例の制定については、原

案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 



日程第７．議案第８７号 

○議長（後山 幸次君） 日程第７、議案第８７号津和野町診療所の設

置及び管理に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８７号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８７号

津和野町診療所の設置及び管理に関する条例の制定については、原案



のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第８８号 

○議長（後山 幸次君） 日程第８、議案第８８号津和野町介護老人保

健施設の設置及び管理に関する条例の制定について、これより質疑に

入ります。３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） １点ほどお尋ねいたします。 

 名称及び位置、第２条のところでありますが、要するに介護老人保健

施設せせらぎというのは、従来からあったせせらぎであり、そして今回

というか、前回取得をしたときに日原診療所の要するに２階、３階部分

を老健施設にいたしましたが、ここも含めてということで解釈をいた

すわけでありますか、そうではないのですか。もし従来のせせらぎプラ

ス２階、３階はせせらぎだという表現だということになれば、番地はこ

れで正しいのかどうかと、このことについてお伺いをいたします。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） お答えをいたします。 

 従来の老健施設ということだけでございます。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 



○副町長（松浦 秀信君） この介護老人保健施設につきましては、旧

日原共存病院の２階、３階を含めて１１９床ということで、既存の老健

施設のせせらぎを含めて１１９床ということでやっておりますが、代

表地番ということでせせらぎを入れさせてもらっております。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８８号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８８号



津和野町介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例の制定につい

て、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第８９号 

○議長（後山 幸次君） 日程第９、議案第８９号津和野町訪問看護ス

テーションの設置及び管理に関する条例の制定について、これより質

疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第８９号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第８９号

津和野町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第９０号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１０、議案第９０号津和野町病院事業

利用料及び手数料条例の制定について、これより質疑に入ります。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 



 これより議案第９０号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９０号

津和野町病院事業利用料及び手数料条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第９１号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１１、議案第９１号津和野町医師住宅

の設置及び管理に関する条例の一部改正について、これより質疑に入

ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９１号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９１号

津和野町医師住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、

原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第９２号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１２、議案第９２号津和野町非常勤の

職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正について、これより質

疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９２号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９２号

津和野町非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第９５号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１３、議案第９５号平成２０年度津和

野町一般会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。

１１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） １１番。３点ほど質問をさせていた

だきます。 

 まず、１５ページでございますが、１５ページ、医療対策費の委託料



でございますが１４７万円、地域医療コンサルティング委託料という

ことで補正がなされておりますが、コンサル関係の委託料というのは、

たしか私の記憶ですと、当初に当初予算で６００万だとか８００万だ

とか、計上されてあったというふうに思うんですが、今回、新たに１４

７万円の追加補正がされるということについては、当初の予算では不

足をするから、されるのかどうか。どういう理由で不足をするのか、そ

の点についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 同じページで、同じ目でございますが、説明によりますと、過疎債を

起債をして、せせらぎの空調の整備であるとか、あるいは医療機器を購

入をするという御説明でございました。 

 で、私どもが特別委員会で当初予算の審査の中でいただいた資料の

中に、病院の機器購入等の今後の予定ということで資料をいただいて

おりますが、この中に、空調システム、２０年度に過疎債、病院債を利

用して６,８００万ばかり、それぞれそういう起債を利用して、空調シ

ステムの改修を行うというふうな予定であるという資料をいただいて

おるんですが、今回の補正が、それにしては金額が、えらい違うわけで

ございますが、この予定しておった空調システムの改修が必要なくな

って、せせらぎの空調の整備、整備って言われましたが、整備程度で済



むのか、そういうことになったのか、あるいは、その６,８００万幾ら

の空調システムの改修とは別の工事なのか、そこら辺、どういうことに

なっておるのかちょっとお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。 

 別にまた、新たに一度になったのか、まあ、次から次へと、えらいお

金がかかるもんだなという感覚がしておりますんで、そこら辺の説明

をひとついただきたいというふうに思っております。 

 それから、もう一点でございますが、２１ページの教育費の中の郷土

館費、あるいは民族資料館費、賃金から委託料という形で予算の組み替

えがされております。で、多分、直営から委託になったということなん

でしょうけども、できれば、どういう目的で委託にされたのか、あるい

は委託先はどこなのか。 

 こうしても、ただ、金額が同じで、そのまんまになっとるだけのよう

でございますが、どのような目的なり意図があったのか、その点につい

てもお聞かせをいただけたらと思います。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） 委託料の件ですが、これについては、

冒頭、ちょっと謝罪をせんにゃいけないことになっておりまして、平成



１９年度で実は地域医療コンサルティングの委託料というのを８月の

１日から３月３１日まで、医療コンサルを入れたわけですが、最終的に

ちょっと確認をしなかったために、３月３０──５月の末をもって払

うことができなかったと。 

 それで、向こうの会社の方からも請求も来なかったということで、大

変申しわけなかったんですが、それで、年度当初にどうしてもこれを払

わなくちゃならないってことで、これを上げさせていただきました。 

 そして、工事請負費のことでございますけれども、議員さんがおっし

ゃったような５,０００万とか、そういう大きなものではございません

が、これにつきましては、老健せせらぎのところの空調設備が、今の診

療所の方から持ってきておるところが、どうしても不具合が起きて、今

回、変えなくちゃならないということで、ほんの一部ということになる

かと思いますが、ここを改修させていただきたいと、こういうことでご

ざいます。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） ページ２１ページの郷土館費、民族資料

館費の賃金を委託料への組み替えでございますが、これは窓口業務で

お願いしておる方の賃金をシルバー人材センターの方にお願いすると



いうことで組み替えるものでございます。 

○議長（後山 幸次君） ほかに。（「ちょっと待って、答弁漏れ」と呼

ぶ者あり）松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 済みません。先ほどの医療対策費の問題で

答弁をもう少し補足させていただきますが、この１４７万７,０００円

につきましては、大変申しわけなく思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 で、工事請負の５５３万５,０００円でございますが、これは確かに、

当初段階では、日原共存病院せせらぎの空調施設について全面的にや

りかえればということで、若干、計画をしていたんですけれども、これ

につきまして、再度、業者に精査をしていただきました。 

 で、そうしますと、何とかオーバーホールをすることにおいて、一時

はこれを延ばされるということがございますので、いずれは、今の状態

で全体の冷暖房をやるというのは非常に不効率ということもございま

すし、将来的にあそこを使うときには、パッケージ式といいますか、個

別対応にできるようなシステムに変えた方が、これからは能率も上が

るということなん、ございますので、そこのあたりの結論は、まだちょ

っと出しておりませんので、今回につきましてはオーバーホールで対



応させて、それで用がなされるという判断をしましたので、今回、５５

３万５,０００円ということでございます。 

○議長（後山 幸次君） １１番。まだ答弁があるか。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） 答弁漏れ、ちょっと答弁漏れ。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） 先ほど申しました郷土館費、民族資料館

につきましては、３人でローテーションを組んでおるわけですが、その

うちの１人の方をシルバー人材センターの方にお願いしたということ

であります。 

○議長（後山 幸次君） １１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） 大体納得をいたしましたが、まず、

コンサルティングの委託料の件ですがね、１９年度分の計上というこ

とでございますが、きのう、どなたかおっしゃっていましたが、非常に

失礼でありますが、緩んどるといいますか、何ちゅうことかいなという

ふうな気がしております。 

 まあ、予算計上してある以上は、やっぱりチェックをして、ちゃんと

抜かりがないか、ちゃんと予算どおりの執行がされておるかどうか、そ

こら辺の再発防止策について、こういうことちゅのは、今回だけじゃな



いと思うんですよ。請求書が何か来とったけど、どっかいっとったとか、

そう何回か聞くわけですね。 

 いい加減に、絶対におこらないようなシステムといいますか、再発防

止策というのやはり考えていかにゃいけない、していただかなくちゃ

いけないというふうに思っておりますが、その点について、何らか、何

か考えておられるか。 

 それから、あと今の空調システムの問題ですが、先ほどの説明で大体

わかったんですが、よう確認をさせていただきますと、この資料で、と

りあえずオーバーホールをすれば、２０年度過疎債で６,８００万、病

院債で６,８００万の一応、予定をしておった工事が、まだ結論が出て

ないにしても、しばらく先に延ばされる、この工事によってで、という

意味ですか。そのように解釈をして、とりあえず、この１億３,０００

万幾らは先延ばしにできるということなんですかね、その辺、ちょっと

確認をさせてください。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 過年度分というようなことで、大変本当申

しわけなく思っていますが、十分これについては指導をしてまいりた

いと思いしますし、チェック体制を確立させていただきたいというふ



うに思います。 

 それから、空調施設１億３,０００万すべてが５５３万５,０００円で

終わるというんでなしに、それは多分、病院基金も入っていると思いま

すが、空調施設については、この５５３万５,０００円の今回お願いし

ている工事請負費で対応できるというものでございます。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。２番、下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） ２点ほどお伺いをさせていただきます。 

 まず、９ページでござまして歳入の方、学校支援地域本部事業委託金、

出ておりまして、国から委託金としていただくというものでございま

す。これは主にどうしたものを対象にいただくお金なのかということ。 

 あわせて、これに見合う項目が、ちょっと私が見る限りは、歳出の方

に見当たらないわけでございますが、あわせて、この辺の御説明もいた

だければというふうに思っております。 

 それと、もう一点でございますが、先ほども出ました１５ページで、

今度、医療機器の購入ということで１６７万７,０００円が出されてお

ります。で、医療機器等については、今回、初めての購入ということに

なるかと思いますし、と、どういうものなのか具体的にはわかりません

が、この医療業界の取引慣習ですか、私なんか見ておりますと、非常に



特殊な何か状況があるようなことを感じまして、例えばの話ですが、何

かの機械を見積もりを業者さんに出すと、見積書には定価１,０００万、

値引き５００万、で、見積もり価格５００万、そういう、まあすべてが

そうだとは言いませんけども、非常に私なんか見て、じゃあ何が定価で、

何が実施価格なのかっていうのが、非常にあいまいな分野でもあるん

じゃないかなと思っておりまして、実際、今後も、こういう医療機器の

購入というのは出てくるんじゃないかと思いますが、きっちりと、実勢

の本当に適正な価格というものをやはり見抜いていく目ですとか、そ

ういう体制みたいなものをとっていく必要があるんやないかと思って

おりまして、今回、どういう、そういう過程をとられて、これが本当に

可能、妥当な価格なんだというところの説明もいただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） ただいまのお尋ねは、学校支援地域本部

事業とはどういうものかということであります。これにつきましては、

津和野町では、平成１７年からふるさと教育推進事業を行ってまいり

ました。で、このたびから、２０年度から、そのふるさと教育推進事業

をさらに、まあ、それも含めてでありますが、さらに充実した形で地域



本部事業を行うということで、今まで、学校・家庭・地域で行ってまい

りました連携体制を一層深めて、それを学校の教育力の向上と学校教

育の充実を目指すということで、例えば、地域でいろいろな交付税等ち

ゅか、学習パートナーになっていただけるようなボランティアの方を

学校の要請に基づきまして、専任のコーディネーターがそれをお世話

をするということでありまして、そのことによりまして教育活動の充

実ということと、もう一つは、教職員の負担の軽減が図られて、子供た

ちと先生が向き合う時間がふやされるというようなことがねらいで行

われる事業であります。 

 それで、その歳入に見合う歳出はどこにあるかという御質問であり

ますが、これは社会教育総務費の中で報償費でありますとか、需用費、

役務費などにそういう予算が今回、組まれておりまして、従来のふるさ

と教育の組み替えもあわせてありますので、わかりづらいかとは思い

ますが、一応、社会教育総務費の中に、今回のそのことの補正をお願い

しております。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） 失礼しました。 

 議員さんがおっしゃる医療機器の購入の件でございますが、これに



つきましては、生化学分析装置ということで、血液検査をする機械が１

０３万５,０００円ぐらいが１つありまして、もう一つ、ハンディー型

の血液分析器ということで６４万、合わせまして１６７万７,０００円

ということでございます。 

 この選定につきましては、工事請負のところでも、せせらぎの空調関

係もございましたが、まあ、それぞれ厚生連の方から出ましたが、医療

コンサルの方の子会社に確認をしまして、もう一度、そういうのが的確

かどうかということで、もう大分ちょっと下がったところで、このよう

に提案をさせていただきました。 

○議長（後山 幸次君） ２番、下森博之君。 

○議員（２番 下森 博之君） さきに後段の方の医療機器の方でござ

いますが、やはりこういう厳しい財政状況ですから、少しでも、今後も

やはり安く買っていくという、そういうことを進めていかなければな

らないと思っておりますので、その辺のことをしっかり進めていって

いただきたいというふうに思います。 

 それから、学校地域支援本部事業の方でございますが、もう少しだけ

詳しく聞かせていただきたいわけですが、私は、何となく今回、公民館

の職員さんをふるさと教育のコーディネーターにするという方向性も



出ておりますので、実際、今、旧日原地域には職員さんがおりませんけ

れども、旧津和野の方にはおられるわけですから、そこに、もう早速、

コーディネーター役というのを任せて、それに人件費を充てるお金な

のかなというのも想像しておったわけでございますが、そうではなく

って、新しくそういう地域から、そういうコーディネーター役を今後選

んでいくためのそのためのお金だということで理解をしとっていいか

どうか、それをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） 今のところ考えでは、学校と家庭・地域

を結びつける専任のコーディネーターは、それぞれ地域の方にお願い

したいと考えておりますが、今後、公民館の体制整備の中では、それを

公民館の方にお願いするという方向も考えられると思いますので、そ

の状況を見ながら、また検討してまいりたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） １５ページ、少し理解しがたいからお

尋ねするんですが、まあ、工事請負費であろうと、医療機器購入であろ

うと、その下の負担金補助金等で税相当額助成金というふうな歳出が

補正をされておりますが、要は、病院事業特別会計という会計を片方で



は、津和野病院の場合は持つと、こういうことになっておりますが、す

なわち、それぞれについては町の施設でありますから、この一般会計の

中で歳出をする。 

 ところが、この表現を見ると、例えば税相当額助成金と、こういう形

で表現されますと、相手方があるというふうに受けとめざるを得ない。

その相手方というのは、これは病院特別会計というものを指しておる

のか。 

 しかし、病院特別会計というのは、こういうことまでを歳入歳出の中

で経理をしておるとは私は思いませんのですが、表現に間違いがある

のか、あるいは、そうじゃありませんよと、特会にも影響してまいりま

すんですよというようなことなのか、そこら辺を説明をいただきたい。 

 上の工事請負費や医療機器購入等については、これは当然、一般会計

で歳出をしていくべきもんだと、こういうふうに思いますから、説明要

らんと思いますがね、税相当額助成金というのは、今、申し上げたよう

なことで説明いただけますか。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） この税相当額につきましては、特別

会計に該当するというもんではございません。 



 内容につきましては、固定資産税が１月１日でかかるわけでござい

ます。そして、その固定資産税ということになれば、厚生連が１月１日

では保有しておったわけですから、厚生連にその固定資産税はかかっ

てくると。 

 もう、いろいろとコンサルなり、今の公認会計士さんにお聞きします

と、普通は売買をするときに、この税金についても、本来は、そこを乗

せて解決をしとかなゃいけないんじゃないかということが指摘もござ

いました。 

 まあ、それだから、既にもう済んでしまって、そうすると、厚生連は

３カ月間ほど保有をしているというようなことで１２分の３、そして、

１２分の９を町が、一応は厚生連が全部お支払いをしてもらわんにゃ

いけんということになりますので、１月１日になっておりますから、ま

あ個人の方が、もしも１月１日に持っとって１０月に売買されても、そ

のときに、そのような話をした場合には、そのようなことになるという

ことで、１２分の３と１２分の９に分けまして、１２分の９分を一般会

計の方から補助として出したいと、こういうことでございます。 

○議長（後山 幸次君） ３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） ３番。ということは、この相手先は厚



生連ということで理解してよろしいわけですね。はい、わかりました。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。１４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 歳入では教育委託金になっています

が、歳出で教育振興費って、１９ページですけども教育振興費、説明で

は、豊かな体験活動推進事業委託金が、ここに教育振興費に使われてい

るという説明でしたが、具体的にどういうような活動に使われている

のか御説明ください。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） 豊かな体験活動についてのお尋ねですが、

これは昨年もあったわけですが、山村の学校が海の生活ちゅか、漁村の

生活を体験するという具体的にはそういう内容でありまして、該当校

は、木部の小学校が、隠岐の島に行って漁村のそういう生活を体験した

り勉強したりするという内容であります。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 関連して今のです。１４番。 

○議長（後山 幸次君） １４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） この今年度のこの豊かな活動支援と

いうのが、今年度は木部の小学校に予定しているということなんです



ね。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） この事業は、全国で６校ということで、

今回、たまたま木部の小学校が該当になったということでありますの

で、来年以降は必ずしもあるとは限りません。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。４番、青木克弥君。 

○議員（４番 青木 克弥君） １６ページ、農業振興費の貸付金でご

ざいますが、もうちょっと説明していただきたいと思いますが、津和野

町農業担い手育成総合支援協議会へ貸付金というぐあいになっていま

すが、その内容について御説明願います。 

○議長（後山 幸次君） 農林課長。 

○農林課長（大庭 郁夫君） これにつきましては、今、担い手支援セ

ンターの母体となる協議会でございますけども、この事業を行うに当

たりまして、ほとんどがこの国の担い手アクションサポート事業とい

うのを持ってくるわけでございますけども、この事業をやるに当たり

まして、まあ、いろんな項目を行うわけでございますけども、いろんな

研修に当たっては、講師の謝金等とか研修費等にかかるものが主でご

ざいますけども、そういって事前に払わなければならないということ



で、運営的な資金が、この協議会そのものにはございませんので、国か

ら直に入る補助金でございますもんで、その運転資金ということで、一

時借りをするものでございます。 

 なかなか、昨年はたまたま国の大きな地図情報システム等もござい

まして、何とか、その分のでき方によって国に請求した関係で、何とか

工面ができたわけでございますけども、ことしは、なかなかそういった

工面ができない関係で、国に請求できるのは四半期ごととなっており

ますので、そういった経費が、運転資金が必要だということで、今回、

こういった手段をとったところでございます。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。６番、河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） １６ページ、商工費の中の萩・津和野

イメージアップ事業負担金、これは、このたび起こそうとしている事業

の負担金だろうと思いますが、その内容を少し詳しく御説明をいただ

きたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山岡 浩二君） これは、当初予算には計上しており

ませんでしたが、萩市と共同で補助金を実は申請をしておりまして、そ

の補助金が採択になりましたことから、その分につきまして上乗せと



いいますか、事業を膨らます形で補正をお願いしたものであります。 

 その補助金の歳入部分につきましては、１０ページ、歳入の形として

雑入になっておりますが、商工観光課７２万の中に入っておりまして、

これ、雑入に入っているといいますのは、自治体への直接の補助金では

なくて、萩市と津和野町で共同で協議会をつくっていて、そこで補助金

の申請を国にしておりまして、そこで通りましたもので、そこで協議会

で別会計を持っておりまして、そこに萩・津和野が共同でお金を出し合

って事業を展開することにしております。そこに補助金がつきました

ので、それを萩と津和野で、事業量に基づきまして案分をしたものであ

ります。 

 今回の補助金総額は、採択いただけましたのが１１０万円でありま

して、そのうちの萩分が４２万５,０００円、津和野分が６７万５,００

０円であります。７２万のうちの６７万５,０００円が補助金に当たり

ます。それ以外は、別の機器が壊れた保険金でありますので、これは関

係ありません。その６７万５,０００円につきまして、先ほど御指摘が

ありました１６ページの萩・津和野イメージアップ事業負担金として

５０万と、その上の普通旅費７万２,０００円、さらにその上の１０万

３,０００円、これを加えまして６７万５,０００円になりますが、従来、



もともとこの補助金がつかなくても、やろうとしておりましたことを

上乗せをしたということになります。 

 その内容ですが、済みません、言おうとしましたが、その補助金の名

前は、活力ある地域づくり支援事業助成事業というそういう補助をい

ただいております。補助先は、財団法人地域活性化センター、全国組織

ですが、そこの補助金になります。 

 内容につきましては、萩と津和野で共同で行います、これ、補助申請

時と今、名前だけ変えております。内容は変えておりませんが、申請時

には、着物ウィークイン萩・津和野という事業に主に使うことにしてお

りまして、萩は３年目ですが、津和野は、一緒になってことし初めて取

り扱うというもので、着物を着て歩いていただいた観光客の皆様に、い

ろんな特典を与えたり、楽しみをしていただくというような事業であ

りまして、萩と津和野で共同で行いまして、使途は主にパスポートの作

成とか、ノベルティーの作成、それから宣伝費等々に充てることにして

おります。 

 それと、それだけでは、ほかには事業もいろいろあるんですが、主に、

その事業でありまして、そのほかといいますのは、コナンミステリーツ

アーなんかの一部も、これに充てることにしております。 



○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。１３番、斎藤和巳君。 

○議員（１３番 斎藤 和巳君） １９ページの教育振興費の豊かな体

験事業ということに関して、ちょっと細かいことを聞くようですけど、

お聞きしたいと思います。 

 木部小学校の方が隠岐の島へ、漁村の体験で実習するということで、

最初の説明では、１０１万２,０００円がその体験事業にというように

説明をされたような受けております。 

 そうしますと、ここの中に載っている費用が、全部そこに充てられる

事業なのか、１０１万ちょうど２,０００円が。そうすると、体験に来

るに、消耗品が１８万要るちゅは何なのかというような疑問も感じる

わけでございます。 

 また、借り上げ料にいたしましては、もちろん、車のレンタカーとか、

そこらのを借りるけ、要るだろうと思うんですけども、使用料というと

３０万ということになる。漁村に民家の家に体験するから、その民家の

使用に借り上げ料を払うものが、各施設を使う、その施設の使用料の借

り上げ料なのか。 

 また、費用弁償にしても６万というのは、保護者の方の負担なのか、

担当者が行くというと、それはまた旅費・交通費に反映するのがわかる



んですけども、ちょっとその、もし１０１万２,０００円が、そのまん

まこの事業に当たられるんでしたら、ちょっとこの細かい内容、教えて

ください。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 

○教育次長（水津 良則君） この事業の中身ですが、目的、中身は先

ほど申したとおりで、基本的には、４泊５日の行程で行くことになって

おります。で、そのうち１泊以上は民泊を前提とするということであり

ます。で、この経費は、食費を除くすべての経費が該当するということ

になっております。 

 それで、この中で報償費はどういうものかという、これは謝礼ですね、

謝礼を予定しております。それから旅費につきましては、事前調査の旅

費が４万７,０００円とか、フェリー代２２名分で２,８００円で６万１,

０００円というようなこと。それから、消耗品としては、図書、この事

業の関係の図書の購入費とか、もろもろの消耗品。それから、あと印刷

費、それから会議費等であります。需用費につきましてはそういうもの

であります。 

 それから、役務費につきましては通信費であります。それから、使用

料につきましては、施設の利用料ということで３,８００円の２２人の



２泊分ということ。それから、民泊での使用料が６,０００円の２２人

分ということであります。 

 それから、借り上げ料につきましては、木部から市中までのバスの借

り上げが１６万８,０００円。それから、隠岐でのバスの借り上げ、そ

れから漁船の借り上げというような中身になっております。 

○議長（後山 幸次君） １３番、斎藤和巳君。 

○議員（１３番 斎藤 和巳君） 図書の１８万っちゃ、そんな高い印

刷物があるんですか、この３泊４日の旅行するのに。ちょっとその点が

非常にわからないんですけども、使用料と書いてあるけ、私もわからな

かったんですけれども、宿泊代ちゅて、初めからそのように書いてもろ

うとれば、何人分ちゅすぐわかるんですけれども、使用料と宿泊代ちゅ

ことは、私に最初、全然感覚的に違うんですいね、もう。そういうよう

に、最初っからわかりやすいような備考欄があるんだから、ちょっと書

いとかれないと、その中で、もし、こういう書くんなら、そのときにち

ゃんと説明してもらわないと、また、こういうばかなことを言うちゅこ

とになってくるわけですので、そうして、１８万１,０００円の図書印

刷費に関しまして、消耗品、もうちょっと詳しく言うてください。 

○議長（後山 幸次君） 水津教育次長。 



○教育次長（水津 良則君） 説明の今の使用料の欄につきまして、ち

ょっと今後はできるだけわかりやすく説明の方、したいと思いますの

で。 

 それで、今の消耗品１１万７,０００円、それから図書購入費の６万

３,０００円、それから印刷費の印刷製本費２万５,０００円であります

が、これは、具体的に今、手元にそれが、もっとさらに詳しくちゅうて

いうのが、ちょっと手元に資料がないんですが、一応、担当の方と学校

の方とで協議してまいっておりますので、詳細は積み上げておるんで

すが、今、ちょっと手元にその資料を持ち合わせておりませんのであれ

ですが、もし、あれでしたら調べます。 

○議員（１３番 斎藤 和巳君） いいです。わかりました。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論



はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９５号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９５号

平成２０年度津和野町一般会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第９６号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１４、議案第９６号平成２０年度津和

野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑

に入ります。ありませんか。１１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） １１番。１点ほどお聞かせをいただ

きたいと思いますが、繰越金が歳入の方で５,６００万という非常に多

額の１９年度の繰越金という形で計上されております。 

 要するに、何でこんなに繰り越しがあったのか、１９年度に多分、基



金の繰り入れというのがあったと思うんですが、これほどの繰り越し

が出るのなら、その基金の繰入というのを必要なかったんじゃないか

とさえ思われるんですよね。 

 まあ、国保の会計、非常に見通しが難しい、何が起きるかわからんち

ゅ状態で、そういう見通しというのは非常に困難であるというのはよ

く理解をしておると思いますが、それでもなおかつ、５,６００万も繰

越金が出るというのは、ちょっといかがなものかなというふうな気が

するんですが、どのような見通しのもとに、その基金の繰り入れをして

予算編成をして、その結果、この多額の繰越金が出たのか、何か特別な

事情でもあったんだろうというふうに思うんですが、その辺の説明を

してください。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） 国保会計につきましては、いろいろ

と議員さんがおっしゃるように、この多く繰り越しが出たということ

ですが、どうしても、医療費の見込みとかそういうのがございまして、

そういう中で、基金の取り崩しもいたしましたが、最終的に医療費が伸

びなかったと、こういうふうに思っております。 

 そのよいよ詳しいというところは、ちょっと、何がどういうふうにな



っとるかということになれば、もうちょっと資料を持ってきます。きょ

う、持ってきておりませんので御説明ができませんが、それ以外にはち

ょっと考えないというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。１

４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 後期高齢者医療制度についていろい

ろ問題点も、これまでにも一般質問等で出してきておりますけども、こ

の後期高齢者医療制度ができたばっかりに、わざわざ国保の方から、後

期高齢者支援金というようなものを出さなければならないというよう

なことは、やっぱり不合理だなと思います。 

 後期高齢者の医療制度は要らなくて、国保一本でやるべきだと思い

ますので、こういう支援金を出さなければならない、こういう会計には

賛成することができません。 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ほか

にありませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９６号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立多数であります。よって、議案第９６号

平成２０年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第９７号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１５、議案第９７号平成２０年度津和

野町老人保健特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入

ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９７号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９７号

平成２０年度津和野町老人保健特別会計補正予算（第２号）は原案のと

おり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第９８号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１６、議案第９８号平成２０年度津和

野町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入

ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ



りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９８号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９８号

平成２０年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号）は原案のと

おり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第９９号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１７、議案第９９号平成２０年度津和

野町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に

入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第９９号を採決いたします。本案件を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第９９号

平成２０年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案の

とおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１００号 

○議長（後山 幸次君） 日程第１８、議案第１００号平成２０年度津

和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、これよ



り質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１００号を採決いたします。本案件を原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第１００

号平成２０年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１０１号 



○議長（後山 幸次君） 日程第１９、議案第１０１号平成２０年度津

和野町奨学基金特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に

入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１０１号を採決いたします。本案件を原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第１０１

号平成２０年度津和野町奨学基金特別会計補正予算（第１号）は原案の

とおり可決されました。 



────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第１０２号 

○議長（後山 幸次君） 日程第２０、議案第１０２号平成２０年度津

和野町電気通信事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質

疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１０２号を採決いたします。本案件は原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第１０２



号平成２０年度津和野町電気通信事業特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第１０３号 

○議長（後山 幸次君） 日程第２１、議案第１０３号平成２０年度津

和野町病院事業会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入り

ます。３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） この特別会計の補正で、我々が当初、

病院特別会計の説明を受けたときに、要するに、今回、厚生連負担金の

５０５万９,０００円というものが補正をされておりますが、企業債の

償還については、行政当局、町が２分の１、指定管理者として受ける厚

生連が２分の１、それぞれ負担をするんだと、こういう説明を受けたわ

けであります。上、今回、補正になった、この説明を願いたい、このよ

うに思います。 

○議長（後山 幸次君） 健康保険課長。 

○健康保険課長（安見 隆義君） ５０５万９,０００円が２分の１、町、

厚生連が２分の１と、こういうふうに当初での説明ではそうだったと

いうことで、今回、減額の５００万９,０００円としたところは、利用



料を徴収をこちらの方で入ってくるということで、そのことについて

は、５０５万９,０００円を厚生連の側の方を減額したということでご

ざいます。 

○議長（後山 幸次君） ３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 利用料は年間１,８９０万、これは当初

からそのような説明を受けております。私がいつかも申し上げた、これ

は全協のときに申し上げたんですが、副町長さん、最初からそんな利用

料を取ったんでは、厚生連は、それでなくてもなかなか経営が大変なん

だから、２年、３年、あるいは５年、免除してやったらどうかというま

で私は申し上げたつもりでありますが、厚生連側が、いやいや、町側が

思ったより安く利用料を設定いただいてまことにありがたいと、こう

いうお話でございましたから、私は、あいた口がふさがらなかったわけ

でありますが、まあ、それは余談として、町も半分持ちますよ、厚生連

も半分持ちますよ、これは企業債の利子負担というのは、そういうふう

なものでございますよという説明でありました。 

 で、１,８９０万というのは、先ほど申し上げたようなことで、利用

料でちょうだいをするんだと。なおかつ厚生連で運営経営をして、利益

が出たら利益に応分の負担をかけるんだと、こういう説明でございま



したが、今の担当課長の御説明では納得はまいりません。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 当初予算では、確かに今回、その厚生連か

ら負担金という形で、５０５万９,０００円という形で予算を計上させ

ていただきました。 

 で、最終的には、１カ月が１５０万円という使用料というのが最終的

に決まりましたので、それは当初の３月議会には、提案するのに間に合

わないときに決まりましたので、これを６月、今回、補正をさせてもら

って、厚生連からの利用、使用料、そういうものが、これから企業償還

金に当たる、最高では５,４００万円という上限、１,８００万円を１カ

月１５０万円は、これは利益が出れば、利益の２分の１をどんどん加算

していきますよと。そういうことで、最高は年間５,０００数百万円に

なる計算になるんです。 

 そうすると、初めに申しましたような、企業債の償還部分に該当して

くるということで、今回、この科目を節を改めさせてもらいまして、厚

生連から負担金という形というよりかは、利用料という中で、当初に思

いを思っていた厚生連が負担すべき償還金を利用料という形で取りか

えるということで、かえさせてもらっていますので、あくまでも、厚生



連からは最高５,０００何百万取るということは間違いございませんか

ら、ただ、基本的には、確かに厚生連から２分の１ということでありま

すけれども、当初のときの話し合いの中で、私どもも、当初からもっと

という気持ちもありましたけれども、いろいろ厚生連との交渉の中、抜

本的な経営改革を見ながら、月１５０万、年間１,８００万ということ

を決めましたので、そこからスタートをしているという状況でござい

ます。 

○議長（後山 幸次君） ３番、沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 説明はよくわかりました。 

 したがって、要するに、我々が当初、説明を受けたことと、いささか、

まあ、こういう形で補正がかけられたこと自体にちょっと理解に苦し

んだと、こういうことであります。 

 まあ、そういう配慮をされて、要するに利用料の中で企業債の償還部

分も見させるんだという、こういうことでありますから、それで結構と

思いますが、５,０００数百万もいただけるような夢のようなことはお

考えにならない方がいい、これだけは申し上げておきます。（「何番かね

言うて」と呼ぶ者あり） 

○議長（後山 幸次君） 答弁はいいですか。（「１１番」と呼ぶ者あり）



いやいや、今、答弁ええのか。ええですか。 

 １１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） １１番。１点ほど、資本的支出のと

こですが、企業債の償還金が元金として３２８万６,０００円というふ

うな補正がされておりますが、これも、特別委員会の審査の時点でいた

だいた資料、償還額という資料をいただいておるんですが、この資料に

よりますと、１９年度の病院債の施設と施設備品、施設の関係が償還額

が４９１万５,０００円、施設備品の関係が４４万円と、合わせた、合

計すると５３５万５,０００円になるかなというふうに思うんですが、

こういう説明を受けておるんですよね。 

 で、しかるに、今回の補正を見ますと、３２８万６,０００円の償還

元金であるという、これは、これ、この後、しかもこれは、利息はない

というふうに書いてあるけど、これ、利息込みのことなんですかね、そ

れとも償還額が計算が変わってきたのか、あるいは今後、補正で償還の

元金が、まださらに追加補正をされるのか、そこら辺、利息部分は、利

息部分というのは、収益的支出の方で上がってくると思うんで、利息は

入ってないだろうと思うんですが、そこら辺の数字の変わった理由ち

いうのは、何か理由があるんでございましょうか。 



○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） この資本的収支の方で出ます企業債償還元

金の方です。で、収益的収支の方で利息については支払いますので、２

段構えというような形になっておりますので、ちょっと当初、予算書を

持ってきておりませんが、当初で、その利息部分のお支払いは、収益的

収支の方で上がっているんではないかというふうに思っております。

収益的収支の方で利息を払って、資本的収支の方で元金を払います。 

○議長（後山 幸次君） １１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） それにしても、ちょっとこっちがあ

れなんですけど、当初のときの説明は、病院債の利息部分が病院債の利

息分、５７０──これは利息じゃない、トータル。ほじゃ、５３５万と

今回の補正の差額部分が利息部分ちゅうことですか。それ、要はわかり

ゃいいんですよ。そういうふうに確認できればええんですが、要するに、

この予定表でもらった数字と、今回の補正額の差額が利息分というこ

とですか、そのようであれば理解ができるんです。それとも数字が変わ

ったことはないのか、その辺について御説明をいただければ結構です。 

○議長（後山 幸次君） 松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 平成２０年度の津和野町病院事業会計の予



算で、当初予算で収益的収入・支出の方で、支払い利息で１,０１１万

８,０００円上げております。で、今回の分は、元金部分のみが３２８

万６,０００円を計上させてもらったということであります。 

○議長（後山 幸次君） １１番、滝元三郎君。 

○議員（１１番 滝元 三郎君） もう１回、済みません、確認させて

ください。 

 こういう資料をいただきました、特別委員会で、２０年の償還額、２

１年の償還額、過疎債、あるいは病院債、ずっと年度ごとの償還額、書

いてあります。これは、要するに、利息も含めた額でちゅうことですね、

これは。 

 で、今回の補正額に、これの差額が要するに利息分ということなんで

すね。こういう資料をいただいとるんですね、特別委員会のときに。そ

の点が確認できれば、ちょっと２００万ぐらい違うもんですからね、ち

ょっとその点の確認だけさせていただければよろしい。 

○議長（後山 幸次君） わかるか。松浦副町長。 

○副町長（松浦 秀信君） 平成２０年度の当初予算時の資料と、実際

に借り入れをしました利息、そこのあたりが、当初計画で思っていた利

息より変動しているというふうに思いますので、そこのあたりが、１１



番議員さんの持ってある資料と、今回、補正をさせていただいて提案さ

せてもらっている資料の若干の食い違いが出ておるんじゃないかとい

うふうに思いますが、詳細につきましては、後日、報告をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１０３号を採決いたします。本案件を原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立全員であります。よって、議案第１０３



号平成２０年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

 それでは、後ろの時計で２時３０分まで休憩といたします。 

午後２時 18 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 30 分再開 

○議長（後山 幸次君） 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．請願第２号 

○議長（後山 幸次君） 日程第２２、請願第２号小規模校入学特別認

可制度の導入に関する請願について議題といたします。 

 本請願につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであり

ます。 

 お諮りいたします。この請願は会議規則第３９条の規定により文教

民生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査にしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 異議なしと認めます。したがって、請願第２



号は文教民生常任委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．請願第３号 

○議長（後山 幸次君） 日程第２３、請願第３号後期高齢者医療制度

「中止・撤回」の意見書採択を求める請願についてを議題といたします。 

 本請願につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであり

ます。 

 お諮りいたします。本請願につきましては、会議規則第９２条第２項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。よって、本請願は委

員会付託を省略することに決定しました。 

 これより本請願について会議規則第９３条の規定により、紹介議員

による説明の必要があれば、これを許可します。１４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） 紹介議員になっておりますので、１

４番、竹内志津子が。請願の趣旨については文書表に書いてありますの



で、あらまし説明をさせていただきます。 

 後期高齢者医療制度の「中止・撤回」の意見書採択を求める請願につ

いてですけども、この制度は、国の医療を削減することを目的として、

７５歳以上の高齢者医療費を引き下げるというものです。 

 その差別的な内容に、高齢者を初め、国民の大きな怒りを買っていま

す。保険料はすべての高齢者から取り立てる、受ける医療は制限すると

いうものです。高齢者にとって、思いやりのある医療制度にすべきなの

に、全く逆のやり方で、到底、認めることはできません。全国６割を超

える医師会が、この制度に反対の意思を示しているのも、患者を見る立

場から、医師の良心として高齢者医療を制限することはできない。命あ

る限り、できるだけの医療を尽くしたいというのが医師の立場だと思

います。国民全体が国保、健保、共済組合などの保険に入り、互いの助

け合いで、弱い立場の人には、それなりの手を尽くすというのが、国民

皆保険の精神だと思います。 

 これまで長年、国や地域のために働いてこられた高齢者に、安心して

医療を受けていただき、健やかな老後を過ごすことができるように、２

つの事項を請願されているものです。 

 その一つは、後期高齢者医療制度の「中止・撤回」を求める意見書を



採択してください。あと一つは、前項の意見書を政府並びに関係機関へ

提出してくださいというものです。 

 弱い立場の人に光を当てるのが政治だと思います。私たちが求めて

いる、求めていかなければならないのが、そういう政治だと思います。

津和野町議会の良識を示すためにも、ぜひこの請願を採択していただ

きますようお願いいたします。 

 以上、終わります。 

○議長（後山 幸次君） 以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。１０番、須川正則君。 

○議員（１０番 須川 正則君） 二、三、お聞きしたいことが、これ

はだれが答弁するんか。（「紹介議員」と呼ぶ者あり）紹介議員でしょう、

答弁、あそこを（  ）。 

 まあ、ほかじゃないんですが、今回、このような請願が出ました。ま

あ、言葉の中に、大変差別的内容があるというお話でございましたが、

まあ、私から言わせますと、逆な考えを持っております。 

 この本文の中に１つお伺いをしたいのは、この本文の中に、地方議会

に目を向けると云々ということがございます。全国１,８６７議会の３

割を超える６００議会が、制度の抜本的見直しや「中止・撤回」を求め



るというくだりがあるわけでございますが、６００議会のうちで何ぼ

の議会が中止を求めるのか。抜本的な改革と中止というのは裏腹でご

ざいまして、改革というのは存続しておりませんとできないというこ

とではないかと思っております。 

 また、今回、後期高齢者医療という言葉に出ておりますが、今ごろで

は、長寿医療制度というふうに呼ばれております。したがいまして、こ

れ、同一なものとして質疑をいたしますので、御容赦をいただきたいと

思います。 

 もう一点は、今回の請願についてでございますが、今回の請願につい

て、この文書と大体似たような署名を共産党の党員の方が集めておら

れました。また、この文書と同じような号外が、新聞の折り込みの中に

入っておりました。 

 したがって、私は、今回の請願については、共産党さんが請願をした

んだと、そういうふうに理解をしておりますので、そのように質問をし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは質疑に入ります。 

 実は、平成１２年に、国会におきまして、今までの老人保健制度にか

わる新しい高齢者の医療制度の創設について、与野党が賛成をして決



議をされております。その中で、共産党さんは反対をされておられます。

といいますのも、現行のままでいいんだと、この決議書と、請願書と一

緒の内容でございます。 

 そこでお聞きをするわけでございますが、先々週ぐらいのＮＨＫの

党首討論でも、このお話が討論されておりました。そこで、私も多少、

お聞きしたわけでございますが、このままのその制度でいいんだとい

うことになりますと、実施主体は町が主体になるんであろうと思うわ

けでございました。今から大変年寄りが多くなるということになりま

すと、公費も多く要るということになるわけでございましたが、果たし

て、津和野町だけで津和野町の財政がもつのかということをお聞きし

たい。 

 ちなみに、後期高齢者では、広域連合でその場、行うことになってい

るということでございます。 

 この以上２点について、済みませんがお答えをお願いします。 

○議長（後山 幸次君） １４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） ２点というのが、最初から言われた

のが２点なのかどうか、ちょっと私がお聞きしたので（「はい、いいで

す」と呼ぶ者あり）お答えをしようと思いますが、まず、１２年に国会



に新しい医療制度が出されるときに、共産党だけが反対したというこ

とと、それから、今回のこの制度に対して反対の署名が共産党を中心に

やっているけども、その署名の内容と、この請願の内容が同じだけども、

この請願は共産党が出したんではないかというようなことを言われま

したが、これは同じような答弁でよろしいでしょうか、あわせた答弁で。 

○議員（１０番 須川 正則君） ええ。 

○議員（１４番 竹内志津子君） もちろん、共産党は同じような考え

を持っておりますが、この請願を出した団体は、島根県社会保障推進協

議会というところです。この協議会の中には、お医者さんの団体と、い

ろんな団体が入っておりますので、必ずしも共産党ではありません。そ

の点は誤解なくよろしくお願いいたします。 

 それから、この制度は、島根県の県段階の広域になっているんだけど

も、このままでいく、従来のままの制度でいくと、果たして、津和野町、

高齢者が多くなっていく中で、財政がもつかということですけども、こ

れはまあ、私の個人的な意見しか言えないんです。そりゃ、共産党の意

見ではないですが、私の個人的な意見としては、広域になれば、それは

やりやすいと思いました、最初の段階で、広域の話が出ていたときに。 

 ところが、ふたをあけてみますと、広域は広域ですけども、本当に７



５歳以上の高齢者を差別するもろもろの内容が含まれているというこ

とで、賛成できないというものなんですが、今、実際、その国保会計も、

本当に大変な苦しい会計をしているということは承知しておりますか

ら、従来のままの制度でやっていけるかということについては、これは

大変だなと、それは津和野町に限らないと思います。 

 その医療改革、何らかの医療改革が必要かと思いますけども、だから、

この後期高齢者医療制度でよいということにはならないと思います。

これには差別的な要素がたくさん含まれています。 

 先ほどの請願文書表にも、自民党の重鎮である堀内光雄氏、これは７

５歳以上の当事者として凍結をまとめる論文を載せておられるんです

ね、これ。それを文芸春秋に載せておられるんですけども、それをちょ

っと読んでみますと、 

 不快感と寂しさを抱いたのは私だけではないだろう。私を含めた７

５歳以上の人たちは、もはや用済みとばかりに国が率先して、うば捨て

山をつくったかのような印象を受ける。 

と、このように述べておられます。こういう自民党の方だって、こうい

う思いを、当事者になってみると、こういう思いをするようなひどい制

度なんです。会計が財政がやれなければ、国全体として考えればいいん



です。高齢者、７５歳以上の本当に弱い立場になられる高齢者をいじめ

るような、こういう制度を考えること自体が、どうかしているんじゃな

いかと私は思います。 

 それから、抜本的改革と「中止・撤回」の件もですかいね。抜本的改

革というのは、前回、請願文書で出された分は抜本的改革でした。です

けども、それで、そういう内容で全国の自治体で採択になったところも、

もちろんありますし、もう最初から「中止・撤回」で出されたところも

ありますので、それはそれぞれの議会のお考えだったんだろうと思い

ますが、私は、前回、抜本的改革ということで紹介議員になりましたけ

ども、抜本的改革というのは、今、自民党が、案を出しているようなそ

ういう改革ではない。本当に、全面的な中身を変えていくのが、抜本的

改革だと思います。差別的な部分などは、全部、やっぱり除くというこ

とです。「中止・撤回」は、もう、この制度は問題が多過ぎますから、

とにかく中止して、この法案を法律そのものを撤回してくださいとい

うものですので、そういう違いはあると思うんですが、６００余りの自

治体で、どれだけの自治体が抜本的改革を出しており、どれだけが「中

止・撤回」を出しているかと、そこの内訳は私にははっきりわかりませ

ん。 



 これでよろしいでしょうか。 

○議長（後山 幸次君） １０番、須川正則君。 

○議員（１０番 須川 正則君） それで、そういうものを池渕何がし

の話でございます。これ、インターネットで、私、検索させていただき

ました。とても、共産党の関係者ではないというようなことではありま

せん。何なら、私、コピー持っておりますので見せますが、こういうふ

うに、あからさまのことをあからさまのように言ってもらっても困る

わけでございまして。 

 それともう一点、今、自民党の堀内さんの話が出ました。確かに、自

由民主党の中にもいろんな方がいらっしゃると。第一、人数比べても、

共産党の議員さんと自民党の議員さんと、倍半分、１０倍こそ違うわけ

でございまして、それだけの方がいるわけでございまして、いろいろ考

えがあるのも当たり前のことであります。それも仕方がないこと。 

 しかしながら、こういうふうに改めてそういうこのたび、後期高齢者

医療をまとめて、まあ批判がありながらも、いろいろ改革もされており

ますが、そういうものを示されている。 

 共産党さん、確かに御立派なことを言われますが、そういうの見たこ

ともございません。改革もしなくてはならない。 



 また、これ私、この前のときにも申し上げたわけでございますが、滞

納したら保険証を取り上げる、これが相ならぬというお話でございま

すが、保険料を払わないで保険証をくれるんなら、私、明くる日から払

いませんよ。そんなないんで、全く不平等だと思っております。 

 確かに、大変苦しい財政の中で生活しておられる方もいらっしゃい

ます。だから、それは別な方法で救済をする道が日本にもあるわけでご

ざいますので、あくまでも、そういう人には、でも、保険料を払ってい

ただかなくては、保険の制度自体が成り立たないということは当たり

前のことでございます。 

 それと、もう一度、確認をいたしますが、共産党さんは、ですから、

将来において、今のまんまの制度でいいんだということでございます

ね。新しい案は別になくてもいいんだというのが、平成１２年の決議で

あろうと思っておりますが、そういうふうに理解してよろしいですか。 

○議長（後山 幸次君） １４番、竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） まず最初に、会長の池渕栄助さんが、

その共産党だと、共産党員だと（「関係者」と呼ぶ者あり）関係者だと

いうことを調べられたって、それはそうかもしれません。ですが、それ

はたまたま会長という代表になっているだけで、この団体に入ってい



る人が全部共産党ということではありません。それは詳細に調べてい

ただきたいと思います。（「会員はわからん」と呼ぶ者あり） 

 だったら、これが共産党じゃない、共産党だということは言えない。

（発言する者あり）ちょっと質問はちゃんと質問で言ってください。 

 それから、保険料を払わないと保険証を取り上げると、まあこれは事

実なんですが、ですが、従来の老人保健は払わなくても保険証をもらえ

るようになっているんです。ここが高齢者への思いやりで、国保の上に

老人保健がある、それは後期高齢者とは全く逆の、そんなに十分な思い

やりとは言えませんけども、でもやっぱり思いやりのある制度なんで

す。 

 乳幼児に対しての医療費無料化と、それと同じような思いやりなん

です。それがあるんです。だから、それを今回は崩して、保険証取り上

げになっているわけです。 

 それから、今のままの制度でよいかということについては、私、先ほ

ど述べました。これで、今のままの、今のままっていうか、従来の国保

とか老人保健、それでよいかということについては、大変ではないかっ

た。だから、やがてやっぱり改革の必要があるかもしれないけども、改

革の必要があるからといって、こういう後期高齢者医療制度のような



ひどい改革は、すべきではないと思います。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。１０番、須川正則君。 

○議員（１０番 須川 正則君） 今の後期高齢医療制度の創設につい

て、共産党を除くほかの野党が賛成をしたということは、まあこれ、間

違いないことでございまして、改革、必要なのかもしれないが云々とい

うようなことでは、全く決議とは違うような気がいたします。 

 それと、そのさっきの関係者云々という話でございますが、関係者で

あると私、今でも思っております。まあ、会員の方なんかは私も知りま

せんよ。この方を言いよるんだからね、会員をどうのこうのという話じ

ゃありません。 

 それと、もう一点、先々週、日曜日の党首討論で、この後期高齢者の

その討論をやっておりました。さすがに、次に政権をとる可能性のある

政党というのは、いわゆる感情的な討論というのはなかったような気

がいたします。 

 要するに、どういうことかというと、うば捨て山であるとか、年寄り

は早く死ねとか、私はこういうふうな感情的な討論をああいうとこで

するべきでは私はないと思っております。 

 実際のところ、少子高齢化を迎えて、まあ福祉予算、年金も含めた福



祉予算という、医療も含めた福祉予算というのは、大変厳しい時期にあ

るわけでございますので、当たり前の、どういう制度にしたらいいんだ

ということを最初から最後までつくり上げて、途中から、いいのはいい

んだ、悪いのは悪いんだというようなお話じゃ、決して、その評価をす

ることもできないと思っておるわけでございます。 

 以上で質疑を終わります。（発言する者あり） 

○議長（後山 幸次君） ほかに質疑がありますか。１７番、藤井貴久

男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） 私も、請願でどちらかにしなければ

なりませんので、１点だけお聞かせを願いたいと思います。 

 この制度については、確かに見直さなければならないと、紹介議員さ

ん、おっしゃいました。そのようなこともあるだろうというふうに思っ

ておりますが、今さっきの質疑の中で、御回答の中で、この制度は、直

ちに「中止・撤回」すべきだというふうに言われておりました。この請

願の文書も確かに「中止・撤回」ということでありますので、広域連合

から直ちに津和野町に返ってくるんだというふうに私も解釈しており

ますが、そのとおりですか。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 



○議員（１４番 竹内志津子君） 「中止・撤回」になった後が、どう

なるかということはわかりませんが、その法が変わったわけですから、

私たちは、もとの国保、それから老人保健、当面はこれでいいのではな

いかなというふうに思っております。 

○議長（後山 幸次君） 藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） 最後のところが、ちょっとはっきり

わからないんですが、当面はこれでいいというのは、この、これでいい

というのは。 

○議員（１４番 竹内志津子君） いえいえ、これでいいじゃないんで

すよ。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） ちょっと待ってください。これでい

いというのは、後期高齢者制度をつづけるということか、「中止・撤回」

で、もとえ返れということですか、どちらですか。 

○議長（後山 幸次君） 竹内志津子君。 

○議員（１４番 竹内志津子君） もとへ返すということです。 

○議長（後山 幸次君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 自席に返ってください。ないようですので、



質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。６

番、河田隆資君。 

○議員（６番 河田 隆資君） 私も、この後期高齢者医療制度につい

て、いろいろな情報を得ました。その中において、先ほどの同僚議員が

申したように、平成１２年度にその国会で共産党以外の党の方々が賛

成をして通過をした経緯があります。その経緯の根底にあるのが、医療

費の高騰等が将来的に見込まれるということから、どのように処理を

したらいいかというのが基本にあったはずであります。 

 そして、その医療負担分を若者たちだけに、その負担をしていただい

たのかという議論の観点から、年をとられ、今までの日本をつくり上げ

てこられた方々にも、大変申しわけないけども、少しの負担をお願いを

しようという方向性に至ったと理解をいたしております。お互いに、よ

き国をつくりましょうという観点からでき上がった法案であると私は

思っております。 

 このたび、いろいろと修正の議論がなされております。私は、でき上

がった時点において、パーフェクトとは思っておりません。当然、中で

修正すべきこと、これを発令したことによって、いろいろな問題点が沸



き起こっておるのも知っております。ただ、これは中の国政の場におい

て、お互いの党が議論をしっかり尽くせば済むことでありまして、これ

を政争の具にしてはならないと思っております。 

 よって、この「中止・撤回」の請願については反対を行いたいと思い

ます。 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。３番、

沖田守君。 

○議員（３番 沖田  守君） 私は、賛成をすべきであると、採択を

すべきであると、こういう立場で討論をいたします。 

 本来、今、こういう我が国の大きな課題というのは、確かに年金の問

題等もありました。国を挙げて、この後期高齢者制度に異論をとなえて

おるというのは、北は北海道、南は沖縄に至るまで、大勢の国民の怒り

は今、爆発をしておると。こういうことは、この過疎地に住む我々でも、

毎日の新聞やテレビの報道で、痛いほど、その人たちの、あるいは、そ

の人たちに該当しない我々で、まあ間もなく該当いたしますが、の国民

でさえ、大変な怒りを覚える。 

 したがって、私は、趣旨については、先ほど来から、紹介議員を代表

して竹内議員が説明をいたしましたので重複は避けますが、先ほど来



から国保にかかる条例の改正、第８３号議案、あるいはそれに伴う補正

等々についても、後期高齢者に伴う補正がかかってくるというような

状況の中で、本来は、これは反対すべきではないかなというふうな気持

ちさえ持ちましたが、現実とすれば、今、制度は生きておるわけであり

ますから、この条例や補正については賛同いたしました。 

 しかし、この過疎地に住む、特に医療問題等については、この議会で

も、相当長い議論を重ねました。この制度は、まさに、お年寄りがお医

者にかかりにくくするという典型的な医療制度であるというふうに解

釈をせざるを得ない。こういうものをまざまざと、そういう弱者となる

方たちに負担を強いるというようなことを、あえて現役の、まあ現役は

私はもう過ぎましたが、現役も含めて我々が認めるべきでない。 

 できるだけ早い機会に、即座に、とりあえずは、もとの国保、あるい

は老人というふうな今までの制度があるわけでありますから、それに

戻して、一般質問でもありましたが、それに対する町長の御答弁も、こ

れは、先ほど反対議員の意見の中にもありましたが、党派、あるいは与

野党を超えて、真摯に一たんはもとに戻して審議をして、そして、最善

のものにすることが何よりも大事だということが第１点。 

 それから第２点目は、現在、改正が加えられておりますその案が、仮



に成立して法改正のもとに出されましても、現場の混乱は、火を見るよ

りも明らかである。町村段階であろうと、広域連合の段階であろうと、

大変な混乱を起こす、このことが紛れもなく起きてくるなという実感

を私は得ております。 

 したがって、本請願にありますように、できるだけ皆さんの御同意を

得て、本津和野町議会での請願成立を果たして、関係所在人等へ請願を

送りつけるということ、こういう運動がまさに必要だということを申

し上げて、賛成の討論といたします。 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に反対の討論、発言を許します。

１０番、須川正則君。 

○議員（１０番 須川 正則君） 先ほど来から、私も申し上げており

ますが、後期高齢者医療制度の創設、新しいものをつくるというのは、

共産党を除いて、ほとんどの野党の方が賛成をしているという現実が

あるわけでございまして、このたびは、共産党さんからの請願によりま

すところの、これをすべて廃止するんだという請願書でございまして、

先ほどの話では、いずれどうとかというような、わけのわからんような

ことを言っておられますが、この中では、いわゆる廃止するんだという

ことを請願をされております。 



 また、大変データが好きなようでございますので、ここにおもしろい

データがございます。これ、現場で携わっておる地方自治の市町の方々

に、長寿者医療制度、まあ後期高齢者の医療制度でございますが、この

アンケートを自由民主党の方でとっております。 

 そうしてみますと、結果がここに出ておりますが、賛成が８４％、ど

ちらともいえないというのが６％、こういうデータがございます。ちな

みに、津和野町にも、このアンケートは来たそうでございます。 

 そういうことを見ますと、確かに、最初の案では、負担がふえるとい

うことになりますと、だれも、そんなら負担がふえてもいいですよとい

うようなことではないわけでございますが、この医療制度が、そうしな

いと崩壊していくんだということになりますと、いま一度、踏み込んで

考えないとならないんではなかろうかと。思いやり等々で制度なんか

ちいうの、維持できるもんじゃございません。 

 また、私、この前んときも、この前の保険のときも申し上げましたが、

日本は、いわゆる世界で一番の長寿国でございます。医療制度に関しま

しては、私は世界では１番であろうと思っておるわけでございまして、

男性、女性とも世界一番の長生きの国であると私は思っております。 

 したがって、この世界一をいつまで続けられるかということを思い



まするに、こういうふうな改正をしながら、何とかお年寄りの人に頑張

っていただきたいなと思っておるわけでございまして、ぜひ、そういう

面では、この後期医療制度自体を廃止するということは、どうしても賛

成するわけにはまいりません。 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。９番、

中岡誠君。 

○議員（９番 中岡  誠君） ９番、中岡です。先ほど来、賛成・反

対、いろんな御意見が出ております。私は、先ほど来、ある党の話が出

ますが、私はその党には入っておりません。 

 そういう中で、当初は、国会議員の皆さんのある党を除く全員の方が

賛成で、この法律ができたと思います。そういう中で、今日まできてお

る中で、やはりいろいろな問題が浮かび上がっております。それは、テ

レビ、また新聞等にも出ております。 

 私が一番思いますのは、高齢者の方が、戦中戦後、一生懸命日本のた

めに努力をして今日までこられました。そういう方が安心して医療に、

迷わず病院に行けるというようなシステムが、今、壊れようとしており

ます。このことにつきまして、私は、非常に憤りを感じております。 

 特に、こういう過疎地におきましては、情報もなかなか届いておりま



せん。そういう中で、この後期高齢者の制度が遂行されるということに

つきましては、私としては非常に情けない国になったもんだなという

ふうに思っております。 

 で、この制度につきましては、一度、もう一度、白紙に戻しまして、

今までの制度に返して、その中で、新たな財源を求めて、また、新たな

医療体制の中でやっていく、そういうことを国会の先生方、また、関係

各位の方々が、もう一度、真剣に考えていっていただきたい、そういう

願いを込めまして、この津和野町でも、皆さん方の御賛同を得まして、

ぜひとも請願のとおりになりますように、お願いをいたしまして終わ

ります。 

○議長（後山 幸次君） それでは、原案に反対者の発言を許します。

１７番、藤井貴久男君。 

○議員（１７番 藤井貴久男君） この請願に反対であります。 

 先ほど、紹介議員さんにお伺いをいたしました。「中止・撤回」とい

うのは、直ちにというふうなお話でありました。そして、賛成討論があ

りました３番議員さんも、いみじくも言われましたが、直ちに津和野町

に返すと、いろんな混乱が起きるということがありながら賛成だと言

われましたが、これは少し矛盾があると。直ちに「中止・撤回」をする



ということになれば、どれだけの混乱が起きるのか。確かに、この後期

高齢者制度は問題が多いだろうということも、私もよくわかるわけで

ありますが、直ちに撤回・中止というふうなわけには、見直し以上に混

乱が起きる、町民にも混乱が起きるだろうというふうに思います。 

 それと、もう一点、これは私自身、整合性を保ちたいと、私自身の整

合性を保ちたいという意味で申し上げるわけでありますが、国民健康

保険の改正条例があっておりました。これは、国の制度を受けて改正を

したものであります。それに合わせて、今回、国保会計が改正されまし

た。反対討論でありましたが、この中には、後期高齢者制度に関する支

援金が入っているから反対だという反対討論もございました。 

 私は、この改正案にも賛成をいたしましたし、そして、国保会計にも

賛成をいたしました。両方賛成しておいて、直ちにやめる、この請願に

賛成をするということは、その私自身の整合性の意味からもできませ

んので、反対をいたします。 

○議長（後山 幸次君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。（「議

長」と呼ぶ者あり）討論は１人１回の原則がありますんで、２回はでき

ません。 

○議員（３番 沖田  守君） １７番議員さんには訂正をしてもらわ



んにゃならん、私の発言の趣旨とは全然違います。（「休憩せえ」と呼ぶ

者あり）１７番議員。（「休憩動議」と呼ぶ者あり）議長、休憩いただき

たい。 

○議長（後山 幸次君） 賛同者がおられますか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

 休憩の動議が出ましたんで、暫時休憩といたします。 

午後３時 05 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時 10 分再開 

○議長（後山 幸次君） それでは、休憩前に引き続き、本会議を再開

いたします。 

 原案に賛成者の発言を許します。１２番、道信俊昭君。 

○議員（１２番 道信 俊昭君） １２番。私は、賛成ですから、賛成

のときに立っています、賛成なんですけども、私の基本的な考え方とい

うのは、やっぱり現場の人たちに接して、現場の人たちが一体何を考え

ているかということを常に聞いて歩くというスタンスで物事を考えて

いるんですけども、やっぱり、どう見ても、この世論調査で７７％、制

度を評価しないというふうに書いてあるのも含めて、その肌感覚って



いうものをまだ、もっともっと重要視していくっていう方向性も、ただ、

頭の中で、こっちだ、あっちだということだけじゃなくて、こういう感

覚っていうのも、やっぱり私は、ある意味では信じていきたいというふ

うに思いまして、賛成の立場でございます。 

○議長（後山 幸次君） 原案に反対者の発言を許します。８番、原秀

君。 

○議員（８番 原   秀君） ８番。後期高齢者医療制度の「中止・

撤回」を求める意見書に反対の立場で討論をいたします。 

 従来の老人保健制度では、各町村、町区は全体として医療費の重みに

耐えかねないということで、この高齢者に対する医療を国民全体で考

えようと、こういうことで始まった制度で、後期高齢者制度になったわ

けであります。 

 ということで、この制度は、直ちに「中止・撤回」ということになり

ますと、この審議そのものが、何年かかって、ようやくできた制度であ

ります。ただし、この場合に、いろんな意見の中で、運用改善というこ

とで、今、政府与党と論議をされている段階でありますので、この運用

改善に向けてということでありますので、私としても、今、直ちに撤回

ということには反対といたします。 



○議長（後山 幸次君） それでは、原案に賛成者の発言を許します。

ありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより請願第３号を採決いたします。本請願を採択することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（後山 幸次君） 起立８名であります。よって、可否同数とな

ったわけであります。可否同数の場合は、議長の裁決権によるわけであ

りますが、地方自治法第１１６条、この法律に特別の定めがある場合を

除くほか、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれ

を決し、可否同数のときは議長の決するところによると、このようにあ

ります。 

 なお、第１１８条第１項の決定についても、議長は表決権はありませ

んが、裁決権はあるわけであります。よって、本会議において可否同数

の場合、議長は現状維持の原則に基づき不採択とするものであります。 

 以上をもって、請願第３号後期高齢者医療制度「中止・撤回」の意見

書採択を求める請願については不採択と決定いたします。 



────────────・────・──────────── 

日程第２４．総務常任委員会の所管事務調査中間報告について 

○議長（後山 幸次君） 日程第２４、総務常任委員会の所管事務調査

中間報告について議題といたします。 

 総務常任委員長から中間報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りいたします。本案件は申し出のとおり報告を受けることにし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。したがって、総務常

任委員会の中間報告を受けることに決定いたしました。 

 総務常任委員長の発言を許します。総務常任委員長。 

○総務常任委員長（斎藤 和巳君） 総務常任委員会所管事務調査中間

報告書、平成２０年第２回定例会（３月）において許可いただきました

所管事務調査について、会議規則第４７条第２項に基づき中間報告を

いたします。 

 調査事件、町有財産の現状把握について。 

 ２、調査年月日・概要、平成２０年５月２２日木曜日。出席者、総務

常任委員４名、１名欠席、議長。内容といたしまして、今後の調査内容



及び方法の協議をいたしました。 

 平成２０年５月３０日金曜日。出席者、総務常任委員５名、議長、伊

藤建設課長ほか２名、佐々井総務財政課長補佐ほか１名。遊休施設、遊

休地の一部、また町営住宅の現地調査。 

 平成２０年６月９日月曜日。出席者、総務常任委員５名、議長、右田

総務財政課長ほか１名。町有財産の資料に基づき机上調査いたしまし

た。 

 調査の中間報告書、５月２２日に第１回目の委員会を開催し、新津和

野町の全財産目録の提出を担当課へ求めました。５月３０日、第２回目

の委員会を開催し、町有財産の現地調査に入り、町内５カ所（池村工業

用地、旧日原中学校寄宿舎、石西社跡地、小川駐在所跡地、旧国民宿舎

青野山荘跡地の遊休地、遊休施設及び全町営住宅の実態調査を行いま

した。 

 池村工業用地につきましては、一部を国土交通省へ無償で盛り土用

地として貸与している。 

 旧日原中学校宿舎は、平成８年に閉館となり現在に至っているが、１

階の一部をキャンプ用品等の備品室として利用されている。 

 町営住宅については、日原地区は４戸の入居がされていないのみで、



ほぼ全戸の入居がある。津和野地区においては、建設年度の古い、鉄砲

丁住宅、法心庵住宅等で空き部屋があり、今は入居募集を中止している。 

 中間調査意見・要望。遊休土地、施設について、小川駐在所跡地につ

いては、早い時期に売却することが望ましい。また、旧日原中学校寄宿

舎については、日原地区の中心地にあり、周囲は町営住宅、個人住宅が

あり、町民が大変多いところである。事件・事故が起きる危険性もあり、

大事になる前に、できるだけ早く解体を含めて検討する必要がある。ま

た、内部の備品については使用できるものもあり、整理する必要がある。 

 町営住宅について、日原地区の住宅と津和野地区の住宅を比べると、

津和野地区の住宅は大変古く、同じ町営住宅でありながら差がつき過

ぎている。建設後５０年近く経過した住宅もかなりあり、古い住宅１戸

建てについては売却も含め、また、集合住宅については、建てかえ等の

検討をする必要がある。入居されない住宅（法心庵）の住宅の一部につ

いは解体され、更地にする必要がある。 

 清水団地、山根団地については個人の土地もかなりあり、借地料とし

て合計１０６万４,４００円を支払っている。また、その借地の中に町

道が通っており、今後の問題となる可能性もあり、きちんとした整理が

必要である。 



 ほかの町有財産についても、現時点は資料不足ということでもあり、

委員会としては今後の継続調査とすることに決しました。平成２０年

６月２４日、津和野町議会議長後山幸次様、総務常任委員会委員長斎藤

和巳。 

 以上でございます。 

○議長（後山 幸次君） ありがとうございました。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

○議員（６番 河田 隆資君） 議長、質疑はよろしいでしょうか。 

○議長（後山 幸次君） まだ、中間報告ですので。 

○議員（６番 河田 隆資君） 中間報告の中での。 

○議長（後山 幸次君） 締める前に言うてもらえたらと思います。 

 最終のときに、もう１回、９月でやりますんで、そのときにしていた

だきたいと思います。 

○議員（６番 河田 隆資君） 同じものを出されるんですか。 



○議長（後山 幸次君） それは出てきます。 

○総務常任委員長（斎藤 和巳君） 出します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．経済常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（後山 幸次君） 日程第２５、経済常任委員会の閉会中の所管

事務調査についてを議題といたします。 

 経済常任委員長から、所管事務のうち会議規則第７３条の規定によ

り、お手元に配付しました通知書のとおり、閉会中の継続調査の申し出

があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（後山 幸次君） 日程第２６、議会運営委員会の閉会中の所掌

事務調査についてを議題といたします。 



 議会運営委員長から所掌事務のうち、会議規則第７５条の規定によ

って、お手元に配付しました本会議の会期日程と議会の運営に関する

事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。したがって、委員長

からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 なお、今定例会において受理した要望書は、お手元に配付のとおりで

あります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（後山 幸次君） お諮りいたします。以上をもちまして、本定

例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、会議規則第

７条の規定により閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後山 幸次君） 御異議なしと認めます。 

 以上をもちまして、平成２０年第３回津和野町議会定例会を閉会い

たします。大変お疲れでございました。 



午後３時 34 分閉会 

────────────────────────────── 
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